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740 

 

   アルメニア    

2003 
年 

（03.02.05） 
マケドニア 
（03.04.04） 

 （2） 

 ネパール     

2004 
年 

（04.04.23） 
カンボジア 
（04.10.13） 

 （2） 

2005 
年 

サウジアラビア 
（05.12.11） 
（1） 

    

2007 
年 

ベトナム 
（07.01.11） 
（1） 

   トンガ 
（07.07.27） 
（1） 

2008 
年 

 ウクライナ 
（08.5.16） 
（1） 

 カーボヴェルデ 
（08.07.23） 
（1） 

 

  モンテネグロ   サモア 

2012 
年 

（12.04.29） 
ロシア（12.08.22） 
（2） 

（12.05.10） 
バヌアツ 
（12.08.24） 

  （2） 

2013 
年 

ラオス 
（13.02.02） 
（1） 

タジキスタン 
（13.03.02） 
（1） 

   

2014 
年 

イエメン 
（14.6.26） 
（1） 

    

2015 
年 

 カザフスタン 
（15.11.30） 
（1） 

 セーシェル 
（15.4.26） 
(1) 

 

2016 
年 

アフガニスタン 
（16.7.29） 
（1） 

カザフスタン 
（16.11.30） 
（1） 

 リベリア 
（16.7.14） 
(1) 

 

WTO 加盟申
請 中 の 国
（23） 

レバノン、ブータ
ン、イラン、イラ
ク、シリア、東テ
ィモール（6） 

ベラルーシ、アンド
ラ、ウズベキスタ
ン、アゼルバイジャ
ン、ボスニア･ヘル
ツェゴビナ、セルビ
ア（6） 

バハマ、キュラソー
（2） 

アルジェリア、スー
ダン、リビア、エチ
オピア、サントメ･
プリンシペ民主共和
国、コモロ、赤道ギ
ニア、ソマリア，南
スーダン（9） 
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第第３３章章  

紛紛争争案案件件一一覧覧  

（（WWTTOO発発足足後後のの紛紛争争案案件件））  
案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

1. マレーシア

ー石油化学製

品の輸入許可

制度 

シンガポール 1995/ 1/10 協議要請 

1995/ 3/16 パネル設置要請 

1995/ 7/19 パネル設置要請取り下げ 

①シンガポールは、マレーシア

のポリエチレン及びポリプロピ

レンを輸入禁止している措置は

GATTに非整合として申立て。 

GGAATTTT (X, XI, 

XIII) 

IILL  (3) 

 

2. 米国－ガソ

リン規制 

ベネズエラ 

【豪州、カナダ、

EU、ノルウェー】 

1995/ 1/24 協議要請 

1995/ 3/25 パネル設置要請 

1995/ 4/10 パネル設置（5/31｢DS4｣と併

合） 

1996/ 1/29 パネル報告書配布 

1996/ 2/21 米国が上級委申立て 

1996/ 4/29 上級委報告書配布 

1996/ 5/20 パネル・上級委報告書採択 

①大気汚染防止のためのガソリ

ン規制が、GATT第I、III条、TBT

協定第2条に違反すると申立て。 

②大気汚染防止のためのガソリ

ン規制はGATT第XX条(g)には当た

らず、III条4項違反と認定。 

③GATT第XX条(g)のパネルの解釈

を一部修正し、米国の取ったガ

ソリン規制は(g)（有限天然資源

の保存に関する措置）には該当

するとしたが、柱書の条件を満

たさないため、結論としてパネ

ルの判断を支持。 

GGAATTTT (I, III, 

XX) 

TTBBTT (2, 14) 

第II部

第4章 

3. 韓国－農産

品検疫 

米国 1995/ 4/ 4 協議要請 ①米国の輸入果実に対する抜き

取り検査制度や柑橘類検査制度

が輸入制限となっておりGATT第

XI条等に反するとして、韓国が

申立て。 

GGAATTTT (III, XI) 

SSPPSS (2, 5) 

TTBBTT (5, 6) 

 

4. 米国－ガソ

リン規制 

ブラジル 1995/ 4/10 協議要請 

1995/ 5/19 パネル設置要請 

1995/ 5/31 パネル設置(「DS2」と併合) 

1996/ 1/29 パネル報告書配布 

1996/ 2/21 米国が上級委申立て 

1996/ 4/29 上級委報告書配布 

1996/ 5/20 パネル・上級委報告書採択 

DS2 を参照 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2) 

 

5. 韓国－食品

流通期限 

米国 1995/ 5/ 3 協議要請 

1995/ 7/20 二国間合意通報 

①韓国の冷蔵・冷凍肉の流通期

限設定は科学的根拠を欠いてお

り、TBT協定・SPS協定等に反す

るとして米国が申立て。 

GGAATTTT (III, XI) 

SSPPSS (2, 5) 

TTBBTT (2) 

 

6. 米国－対日

自動車輸入に

日本 1995/ 5/17 協議要請（豪州が第三国参

加） 

①米国1974年通商法第301条、

304条に基づく一方的な対抗措置

GGAATTTT (I, II) 第II部

第15章  

資資
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

関する報復関

税の賦課 

1995/ 6/28 日米自動車協議決着 

1995/ 7/19 双方手続を進行させない旨表

明したことにより終了 

（輸入自動車への報復関税の賦

課）はGATT第I、II条違反として

日本が申立て。 

7. EU－ホタテ

貝に関する表

示問題 

カナダ 

【日本、豪州、チ

リ、アイスラン

ド、ペルー、米国】 

1995/ 5/19 協議要請 

1995/ 7/ 7 パネル設置要請 

1995/ 7/19 パネル設置（10/11｢DS12｣

「DS14」と併合） 

1996/ 7/ 5 二国間合意通報 

①フランスのホタテ貝の名称表

示規則が、カナダの同種のホタ

テ貝を差別的に取り扱ってお

り、GATT、TBT協定の規定する内

国民待遇に違反しているとして

申立て。 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2) 

 

8. 日本－酒税

格差 

EU 
 

1995/ 6/21 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/ 9/27 パネル設置（｢DS10｣、

「DS11」と併合） 

1996/ 7/11 パネル報告書配布 

1996/ 8/ 8 日本が上級委申立て 

1996/10/ 4 上級委報告書配布 

1996/11/ 1 パネル・上級委報告書採択 

①1987年11月にも日本の酒税制

度がGATT違反とのパネル報告書

が採択されたが、その後の酒税

法改正後もウィスキー、コニャ

ック、ブランデー等に対する酒

税が焼酎に比べて高率であり、

内国民待遇違反であるとして申

立て。 

②GATT第III条違反を認定。 

③GATT第III条違反を認定。 

GGAATTTT (III) 第II部

第2章 

9. EU－穀物輸

入税 

カナダ 1995/ 6/30 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/10/11 パネル設置 

1995/11/29 二国間合意通報 

①輸入穀物新課税制度がGATT第

II条（関税譲許）、VII条（関税

評価協定）に違反するとして申

立て。その後、XXIV条6項交渉合

意の一環でTQ枠設定、パネル設

置中止等を合意して決着。 

GGAATTTT (II, VII)  

10. 日本－酒

税格差 

カナダ 1995/ 7/ 7 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/ 9/27 パネル設置(「DS8」、

「DS11」と併合) 

1996/ 7/11 パネル報告書配布 

1996/ 8/ 8 日本が上級委申立て 

1996/10/ 4 上級委報告書配布 

1996/11/ 1 パネル・上級委報告書採択 

DS8を参照 

GGAATTTT (III) 第II部 

第2章 

11. 日本－酒

税格差 

米国 1995/ 7/ 7 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/ 9/27 パネル設置(｢DS8｣、「DS10」 

と併合｣) 

1996/ 7/11 パネル報告書配布 

1996/ 8/ 8 日本が上級委申立て 

1996/10/ 4 上級委報告書配布 

1996/11/ 1 パネル・上級委報告書採択 

DS8 を参照 

GGAATTTT (III) 第II部 

第2章 

12. EU－ホタ

テ貝に関する

表示問題 

ペルー 

【日本、豪州、カ

ナダ、アイスラン

ド、米国】 

1995/ 7/18 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/10/11 パネル設置（｢DS7｣、「DS14」

と併合） 

1996/ 7/ 5 二国間合意通報 

DS7を参照 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2, 12) 

 

13. EU－穀物

及び米輸入税 

米国 1995/ 7/19 協議要請 

1995/ 9/28 パネル設置要請 

1997/ 4/30 パネル設置要請取り下げ 

①輸入穀物新課税制度がGATT第

II条（関税譲許）、VII条（関税

評価協定）に違反するとして申

立て。その後、XXIV条6項交渉合

意の一環でTQ枠設定、パネル設

GGAATTTT (I, II, 

VII, X) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

関する報復関

税の賦課 

1995/ 6/28 日米自動車協議決着 

1995/ 7/19 双方手続を進行させない旨表

明したことにより終了 

（輸入自動車への報復関税の賦

課）はGATT第I、II条違反として

日本が申立て。 

7. EU－ホタテ

貝に関する表

示問題 

カナダ 

【日本、豪州、チ

リ、アイスラン

ド、ペルー、米国】 

1995/ 5/19 協議要請 

1995/ 7/ 7 パネル設置要請 

1995/ 7/19 パネル設置（10/11｢DS12｣

「DS14」と併合） 

1996/ 7/ 5 二国間合意通報 

①フランスのホタテ貝の名称表

示規則が、カナダの同種のホタ

テ貝を差別的に取り扱ってお

り、GATT、TBT協定の規定する内

国民待遇に違反しているとして

申立て。 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2) 

 

8. 日本－酒税

格差 

EU 
 

1995/ 6/21 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/ 9/27 パネル設置（｢DS10｣、

「DS11」と併合） 

1996/ 7/11 パネル報告書配布 

1996/ 8/ 8 日本が上級委申立て 

1996/10/ 4 上級委報告書配布 

1996/11/ 1 パネル・上級委報告書採択 

①1987年11月にも日本の酒税制

度がGATT違反とのパネル報告書

が採択されたが、その後の酒税

法改正後もウィスキー、コニャ

ック、ブランデー等に対する酒

税が焼酎に比べて高率であり、

内国民待遇違反であるとして申

立て。 

②GATT第III条違反を認定。 

③GATT第III条違反を認定。 

GGAATTTT (III) 第II部

第2章 

9. EU－穀物輸

入税 

カナダ 1995/ 6/30 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/10/11 パネル設置 

1995/11/29 二国間合意通報 

①輸入穀物新課税制度がGATT第

II条（関税譲許）、VII条（関税

評価協定）に違反するとして申

立て。その後、XXIV条6項交渉合

意の一環でTQ枠設定、パネル設

置中止等を合意して決着。 

GGAATTTT (II, VII)  

10. 日本－酒

税格差 

カナダ 1995/ 7/ 7 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/ 9/27 パネル設置(「DS8」、

「DS11」と併合) 

1996/ 7/11 パネル報告書配布 

1996/ 8/ 8 日本が上級委申立て 

1996/10/ 4 上級委報告書配布 

1996/11/ 1 パネル・上級委報告書採択 

DS8を参照 

GGAATTTT (III) 第II部 

第2章 

11. 日本－酒

税格差 

米国 1995/ 7/ 7 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/ 9/27 パネル設置(｢DS8｣、「DS10」 

と併合｣) 

1996/ 7/11 パネル報告書配布 

1996/ 8/ 8 日本が上級委申立て 

1996/10/ 4 上級委報告書配布 

1996/11/ 1 パネル・上級委報告書採択 

DS8 を参照 

GGAATTTT (III) 第II部 

第2章 

12. EU－ホタ

テ貝に関する

表示問題 

ペルー 

【日本、豪州、カ

ナダ、アイスラン

ド、米国】 

1995/ 7/18 協議要請 

1995/ 9/14 パネル設置要請 

1995/10/11 パネル設置（｢DS7｣、「DS14」

と併合） 

1996/ 7/ 5 二国間合意通報 

DS7を参照 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2, 12) 

 

13. EU－穀物

及び米輸入税 

米国 1995/ 7/19 協議要請 

1995/ 9/28 パネル設置要請 

1997/ 4/30 パネル設置要請取り下げ 

①輸入穀物新課税制度がGATT第

II条（関税譲許）、VII条（関税

評価協定）に違反するとして申

立て。その後、XXIV条6項交渉合

意の一環でTQ枠設定、パネル設

GGAATTTT (I, II, 

VII, X) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

置要請取り下げ等を合意して決

着。 

14. EU－ホタ

テ貝に関する

表示問題 

チリ 

【日本、豪州、カ

ナダ、アイスラン

ド、米国】 

1995/ 7/24 協議要請 

1995/ 9/13 パネル設置要請 

1995/10/11 パネル設置（｢DS7｣、「DS12」

と併合） 

1996/ 7/ 5 二国間合意通報 

DS7を参照 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2) 

 

15. 日本－移

動電話に関す

る合意 

EU 1995/ 8/18 協議要請 

1995/ 9/18 協議妥結 

①1994年9月の日米移動電話合意

内容が、欧州企業の製品に対し

てMFN違反となっているとしてEU

が申立て。 

GGAATTTT (I, III, 

XVII) 

 

16. EU－バナ

ナ輸入制限 

グアテマラ、ホ

ンジュラス、メ

キシコ、米国 

1995/ 9/28 協議要請（1996/2/8再協議要

請） 

2012/11/ 8 協議妥結 

①EUのACP諸国へのバナナ輸入割

当がMFN違反となっているとして

中南米各国及び米国が申立て。 

GGAATTTT (I, III) 

IILL (1, 3) 

GGAATTSS (II, XVI, 

XVII) 

 

17. EU－米輸

入税 

タイ 1995/10/ 3 協議要請 ①EUの輸入穀物新課税制度が

GATT第I条（MFN）、II条（関税

譲許）、VII条（関税評価協定）

に違反するとしてタイが申立

て。 

GGAATTTT (I, II, 

VII) 

 

18. 豪州－サ

ケ輸入禁止 

カナダ 

【EU、インド、ノ

ルウェー、米国】 

1995/10/ 5 協議要請 

1997/ 3/ 7 パネル設置要請 

1997/ 4/10 パネル設置 

1998/ 6/12 パネル報告書配布 

1998/ 7/22 豪州が上級委申立て 

1998/10/20 上級委報告書配布 

1998/11/ 6 パネル・上級委報告書採択 

1999/ 7/15 カナダが対抗措置承認申請 

1999/ 7/27 豪州が仲裁を要請（→その後

仲裁決定は出されず） 

1999/ 7/28 パネル設置要請（履行確認） 

1999/ 9/ 7 パネル設置（履行確認） 

2000/ 2/18 パネル報告書配布（履行確

認） 

2000/ 3/20 パネル報告書採択（履行確

認） 

①豪州の検疫制度による鮭輸入

禁止措置がGATT第XI条、XIII条

及びSPS協定に違反するとカナダ

が申立て。 

②豪州の措置がSPS協定第2.2条

（科学的根拠に基づく措置実

施）、2.3条（内国民・最恵国待

遇）、5.1条（危険性評価に基づ

く措置の実施）、5.5条（適切な

保護水準の設定）及び5.6条（貿

易制限的とならない保護水準の

確保）に違反する旨判断。 

③5.6条違反についてはパネル判

断を覆したものの、その他の論

点についてはパネルの判断を支

持。 

豪州は1999年7月までに措置の是

正を行う義務を負ったが、カナ

ダは、履行期限までに是正が行

われなかったとしてDSU第21.5条

基づく履行確認パネルの手続を

行い、パネルは豪州の勧告不履

行を認めた。 

GGAATTTT (XI, 

XIII) 

SSPPSS (2, 3, 5) 

 

19. ポーラン

ド－自動車輸

入制限 

インド 1995/ 9/28 協議要請 

1996/ 8/26 二国間合意通報 

①ポーランドの輸入関税引上げ

及びEU産向け無税枠の設定は

GATT第I、XXIV条に違反するとし

てインドが申立て。 

GGAATTTT (I, XIV)  

20. 韓国－瓶

詰水に関する

規制 

カナダ 1995/11/ 8 協議要請 

1996/ 4/24 二国間合意通報 

①韓国のミネラルウォーターの

規制（6か月の流通規制、オゾン

処理規制）が輸入制限となって

いるとしてカナダが申立て。 

GGAATTTT (III, XI) 

SSPPSS (2, 5) 

TTBBTT (2) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

21. 豪州－サ

ケ輸入禁止 

米国 

【カナダ、EU、香

港、アイスラン

ド、インド、ノル

ウェー】 

1999/11/20 協議要請 

1999/ 5/11 パネル設置要請 

1999/ 6/16 パネル設置 

1999/11/ 8 パネル停止 

2000/10/27 二国間合意通報 

①豪州の検疫制度によるサケ輸

入禁止措置はGATT第XI条、XIII

条及びSPS協定に違反するとして

米国が申立て。 

GGAATTTT (XI) 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8) 

第II部 

第3章 

22. ブラジル

－乾燥ココナ

ッツ相殺関税 

フィリピン 

【カナダ、EU、イ

ンドネシア、スリ

ランカ、米国】 

1995/11/30 協議要請 

1996/ 2/ 5  パネル設置要請 

1996/ 3/ 5  パネル設置 

1996/10/17  パネル報告書配布 

1996/12/16  フィリピンが上級委申立て 

1997/ 2/21 上級委報告書配布 

1997/ 3/20 パネル・上級委報告書採択 

①ブラジルの農民支援措置に対

する相殺関税賦課は、GATT第I、

II、VI条3項、VI条6(a)、農業協

定第13条に違反すると申立て。 

②ブラジルの主張はGATT第VI条

に基づくためGATT第I, II条は適

用されず、また、本件措置はブ

ラジルのWTO加盟以前の措置であ

り、第IV条は補助金協定と独立

して適用できないことから、結

論としてGATT第I, II, VI条及

び農業協定は本件には適用され

ないと判断。 

③パネルの判断を支持。 

GGAATTTT (I, II, 

VI) 

AAAA (13) 

 

23. ベネズエ

ラ－OCTGへの

AD調査 

メキシコ 1995/12/ 5 協議要請 

1997/ 5/ 6 ベネズエラの調査終了により

妥結 

①ベネズエラのAD協定調査はAD

協定に違反するとしてメキシコ

が申立て。 

AADD (1, 3, 5, 

6, 12, 16) 

 

24. 米国－

綿・人造繊維

下着輸入制限 

コスタリカ 

【インド】 

1995/12/22 協議要請 

1996/ 2/22 パネル設置要請 

1996/ 3/ 5  パネル設置 

1996/11/ 8 パネル報告書配布 

1996/11/11 コスタリカの上級委申立て 

1997/ 2/10 上級委報告書配布 

1997/ 2/25 上級委報告書採択 

①米国の経過的繊維SG協定発動

は繊維協定第2.4、6.2、6.4、

6.6(d)、6.7、6.10、8条に違反

しているとコスタリカが申立

て。 

②米国は輸入の増加によって重

大な損害が発生したことを立証

しておらず繊維協定第6.2条に違

反しているとした他、繊維協定

第2.4、6.4、6.6(d)、6.10条違

反であると認定。 

③パネルが規制措置の遡及的適

用を認めた点をコスタリカが上

級委申立て。上級委は、経過的

SG協定措置は可能な限り限定的

に適用されなければならず、措

置を遡及的に適用することはで

きないと判断。 

AATTCC (2, 6, 8)  

25. EU－米に

関するウルグ

アイ・ラウン

ド・コミット

メント 

ウルグアイ 1995/12/14 協議要請 ①EUの輸入穀物新課税制度が 

GATT第XXII条1項に違反するとし

てウルグアイが申立て。 

GGAATTTT (XXII)  

26. EU－ホル

モン牛肉に関

する措置 

米国 

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド、ノルウェー】 
 

1996/ 1/26 協議要請 

1996/ 4/25 パネル設置要請 

1996/ 5/20 パネル設置（10/16「DS48」と

併合） 

1997/ 8/18 パネル報告書配布 

1997/ 9/24 EUが上級委申立て 

1998/ 1/16 上級委報告書配布 

①肉牛の飼料へのホルモン剤添

加規制及び当該飼料で育成され

た牛の肉の輸入規制に係るEU指

令が、米国牛肉の輸入を制限

し、GATT第III条（内国民待

遇）、XI条（数量制限）、SPS協

SSPPSS (2, 3, 5)  

TTBBTT (2) 

GGAATTTT (III, XI) 

第II部

第11章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

21. 豪州－サ

ケ輸入禁止 

米国 

【カナダ、EU、香

港、アイスラン

ド、インド、ノル

ウェー】 

1999/11/20 協議要請 

1999/ 5/11 パネル設置要請 

1999/ 6/16 パネル設置 

1999/11/ 8 パネル停止 

2000/10/27 二国間合意通報 

①豪州の検疫制度によるサケ輸

入禁止措置はGATT第XI条、XIII

条及びSPS協定に違反するとして

米国が申立て。 

GGAATTTT (XI) 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8) 

第II部 

第3章 

22. ブラジル

－乾燥ココナ

ッツ相殺関税 

フィリピン 

【カナダ、EU、イ

ンドネシア、スリ

ランカ、米国】 

1995/11/30 協議要請 

1996/ 2/ 5  パネル設置要請 

1996/ 3/ 5  パネル設置 

1996/10/17  パネル報告書配布 

1996/12/16  フィリピンが上級委申立て 

1997/ 2/21 上級委報告書配布 

1997/ 3/20 パネル・上級委報告書採択 

①ブラジルの農民支援措置に対

する相殺関税賦課は、GATT第I、

II、VI条3項、VI条6(a)、農業協

定第13条に違反すると申立て。 

②ブラジルの主張はGATT第VI条

に基づくためGATT第I, II条は適

用されず、また、本件措置はブ

ラジルのWTO加盟以前の措置であ

り、第IV条は補助金協定と独立

して適用できないことから、結

論としてGATT第I, II, VI条及

び農業協定は本件には適用され

ないと判断。 

③パネルの判断を支持。 

GGAATTTT (I, II, 

VI) 

AAAA (13) 

 

23. ベネズエ

ラ－OCTGへの

AD調査 

メキシコ 1995/12/ 5 協議要請 

1997/ 5/ 6 ベネズエラの調査終了により

妥結 

①ベネズエラのAD協定調査はAD

協定に違反するとしてメキシコ

が申立て。 

AADD (1, 3, 5, 

6, 12, 16) 

 

24. 米国－

綿・人造繊維

下着輸入制限 

コスタリカ 

【インド】 

1995/12/22 協議要請 

1996/ 2/22 パネル設置要請 

1996/ 3/ 5  パネル設置 

1996/11/ 8 パネル報告書配布 

1996/11/11 コスタリカの上級委申立て 

1997/ 2/10 上級委報告書配布 

1997/ 2/25 上級委報告書採択 

①米国の経過的繊維SG協定発動

は繊維協定第2.4、6.2、6.4、

6.6(d)、6.7、6.10、8条に違反

しているとコスタリカが申立

て。 

②米国は輸入の増加によって重

大な損害が発生したことを立証

しておらず繊維協定第6.2条に違

反しているとした他、繊維協定

第2.4、6.4、6.6(d)、6.10条違

反であると認定。 

③パネルが規制措置の遡及的適

用を認めた点をコスタリカが上

級委申立て。上級委は、経過的

SG協定措置は可能な限り限定的

に適用されなければならず、措

置を遡及的に適用することはで

きないと判断。 

AATTCC (2, 6, 8)  

25. EU－米に

関するウルグ

アイ・ラウン

ド・コミット

メント 

ウルグアイ 1995/12/14 協議要請 ①EUの輸入穀物新課税制度が 

GATT第XXII条1項に違反するとし

てウルグアイが申立て。 

GGAATTTT (XXII)  

26. EU－ホル

モン牛肉に関

する措置 

米国 

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド、ノルウェー】 
 

1996/ 1/26 協議要請 

1996/ 4/25 パネル設置要請 

1996/ 5/20 パネル設置（10/16「DS48」と

併合） 

1997/ 8/18 パネル報告書配布 

1997/ 9/24 EUが上級委申立て 

1998/ 1/16 上級委報告書配布 

①肉牛の飼料へのホルモン剤添

加規制及び当該飼料で育成され

た牛の肉の輸入規制に係るEU指

令が、米国牛肉の輸入を制限

し、GATT第III条（内国民待

遇）、XI条（数量制限）、SPS協

SSPPSS (2, 3, 5)  

TTBBTT (2) 

GGAATTTT (III, XI) 

第II部

第11章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

1998/ 2/13 パネル・上級委報告書採択 

1999/ 5/17 米国が対抗措置承認申請 

1999/ 6/ 2 EUが仲裁を要請 

1999/ 7/12 仲裁判断配布 

1999/ 7/26 対抗措置の内容承認 

2008/12/22 EUが協議要請（履行確認） 

2009/ 5/13 二国間合意 

定、TBT協定、農業協定等に違反

する、と米国が申立て。 

②EUの措置がSPS協定第3.1条

（国際的基準への準拠）、5.1条

（危険性評価に基づく措置の実

施）及び5.5条（適切な保護水準

の設定）に違反すると判断。 

③SPS協定第5.1条についてはパ

ネルの判断を支持したが、3.1条

及び5.5条についてはパネルの判

断を破棄。また、上級委は、3.1

条の要請する国際基準に基づか

ない措置を執る場合には、係る

措置を執る国がSPS協定第3.3条

（科学的に正当な理由がある場

合の国際基準よりも高い保護水

準の導入）との整合性の証明責

任を負う、としたパネルの判断

についてもこれを破棄。 

仲裁によりEUには15か月の履行

期間が認められたが、EUが期間

内の履行は不可能、としたた

め、米国及びカナダはDSU第22.2

条に基づく対抗措置の承認申請

を行い、対抗措置の規模の仲裁

を経て、1999年7月のDSBにおい

て、米国に年1億1680百万米ド

ル、カナダに年1130万カナダド

ルの報復関税賦課が承認され

た。両国は同月に関税賦課を開

始した。なお、2004年11月、EU

は本件で問題とされた措置が是

正されたにもかかわらず、米国

及びカナダが対抗措置を継続し

ているのはDSUの関連規定等に反

するとして、両国に対してDSUに

基づく二国間協議要請を行っ

た。 

（DS320：対米国、DS321：対カ

ナダ） 

DS320及び321は、2008年 3月31

日にパネル報告書、10月16日に

は上級委報告書が配布され、早

急に履行パネルを開始するよう

勧告された。 

27. EU－バナ

ナ輸入制限 

エクアドル 

グアテマラ 

ホンジュラス 

メキシコ 

米国 

【日本、ベリー

ズ、カメルーン、

カナダ、コロンビ

1996/ 2/ 5 協議要請 

1996/ 4/11 パネル設置要請 

1996/ 5/ 8 パネル設置 

1997/ 5/22 パネル報告書配布 

1997/ 6/11 EUが上級委申立て 

1997/ 9/ 9 上級委報告書配布 

1997/ 9/25 パネル・上級委報告書採択 

①バナナの輸入、販売、流通に

関するEUの制度が、GATT第I、

II、III、X、XI、XIII条、輸入

許可手続協定第1、3条、農業協

定、TRIMs協定第2、5条、GATS 

第2、4、16、17条に違反すると

の申立て。 

GGAATTTT (I, II, 

III, X, XI, 

XIII) 

IILL (1, 3) 

AAAA (19) 

TTRRIIMMss (2, 5) 

GGAATTSS (II, IV, 

XVI, XVII) 

第II部

第1章 

第II部

第15章 

第II部

第16章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ア、コスタリカ、

ドミニカ、ドミニ

カ共和国、ガー

ナ、グレナダ、イ

ンド、ジャマイ

カ、モーリシャ

ス、ニカラグア、

パナマ、フィリピ

ン、セントルシ

ア、セント・ビン

セント、セネガ

ル、スリナム、ベ

ネズエラ、ボリビ

ア、コートジボワ

ール、ブラジル、

マダガスカル】 

1998/12/15 EUがパネル設置要請（履行確

認）1998/12/18 エクアドルがパネル設置

要請（履行確認） 

1999/ 1/12 パネル設置（履行確認/EU・エ

クアドル申立て） 

1999/ 1/14 米国が対抗措置承認申請1999/ 

1/29 仲裁に付託（米国） 

1999/ 4/ 9仲裁判断配布（米国）、米国が

対抗措置の内容承認申請 

1999/ 4/12 パネル報告書配布（履行確認

/EU・エクアドル申立て） 

1999/ 4/19 対抗措置の内容承認（米国） 

1999/ 5/ 6 パネル報告書採択（履行確認/

エクアドル申立て） 

1999/11/ 8 エクアドルが対抗措置承認申

請 

1999/11/19 EUが仲裁を要請、仲裁に付託 

2000/ 3/24 仲裁判断配布（エクアドル） 

2000/ 5/8 エクアドルが対抗措置の内容承

認申請 

2000/ 5/18 対抗措置の内容承認（エクア

ドル） 

2001/ 4/30 米EU、米エクアドル合意 

2001/11/16 協議要請（履行確認二回目） 

2005/11/30 ホンジュラス、ニカラグア、

パナマが協議要請（履行確認） 

2006/11/16 エクアドルが協議要請（履行

確認二回目） 

2007/ 2/23 エクアドルがパネル設置要請

（履行確認二回目） 

2007/ 3/20 パネル設置（履行確認二回目/

エクアドル申立て） 

2007/ 6/29 米国がパネル設置要請（履行

確認） 

2007/ 7/12 パネル設置（履行確認/米国申

立て） 

2008/ 4/ 7 パネル報告書配布（履行確認

二回目/エクアドル申立て） 

2008/ 5/19 パネル報告書配布（履行確認/

米国申立て） 

2008/ 8/28 EUが上級委申立て（履行確認/

エクアドル・米国申立て） 

2008/ 9/ 9 エクアドルが上級委申立て

（履行確認二回目） 

2008/11/26 上級委報告書配布（履行確認/

エクアドル・米国申立て） 

2008/12/11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認二回目/エクアドル申立て） 

2008/12/22 パネル・上級委報告書採択

（履行確認/米国申立て） 

2012/11/ 8 二国間合意通報 

②GATT第I条1項、III条4項、XX

条3項、XIII条1項、輸入許可手

続協定第1条3項、GATS第II条、

XVII条に違反すると判断。 

③概ねパネルの報告を支持した

が、GATT第XIII条1項の義務違反

を免除する認定についての解

釈、輸入許可手続が、GATT第X条

と輸入許可手続協定に違反する

ことの認定に際し解釈を修正。 

履行確認パネル・上級委報告書

は、本件で争われた措置はすで

に存在しないとして、DSBに対し

て何らの勧告も行わないと結

論。(a)エクアドル申立と米国申

立について、履行確認パネルが

異なるタイムテーブルにて検討

を行った点はDSU9．3条に非整

合。(b)履行確認パネルによる、

ACP諸国に対する無税枠の供与が

GATT第13条に非整合とする事実

認定を却下。(c)履行確認パネル

による、EUのバナナ輸入措置が

GATT非整合の措置を含み、米

国、エクアドルの協定上の利益

を損ねているとの事実認定を却

下。 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ア、コスタリカ、

ドミニカ、ドミニ

カ共和国、ガー

ナ、グレナダ、イ

ンド、ジャマイ

カ、モーリシャ

ス、ニカラグア、

パナマ、フィリピ

ン、セントルシ

ア、セント・ビン

セント、セネガ

ル、スリナム、ベ

ネズエラ、ボリビ

ア、コートジボワ

ール、ブラジル、

マダガスカル】 

1998/12/15 EUがパネル設置要請（履行確

認）1998/12/18 エクアドルがパネル設置

要請（履行確認） 

1999/ 1/12 パネル設置（履行確認/EU・エ

クアドル申立て） 

1999/ 1/14 米国が対抗措置承認申請1999/ 

1/29 仲裁に付託（米国） 

1999/ 4/ 9仲裁判断配布（米国）、米国が

対抗措置の内容承認申請 

1999/ 4/12 パネル報告書配布（履行確認

/EU・エクアドル申立て） 

1999/ 4/19 対抗措置の内容承認（米国） 

1999/ 5/ 6 パネル報告書採択（履行確認/

エクアドル申立て） 

1999/11/ 8 エクアドルが対抗措置承認申

請 

1999/11/19 EUが仲裁を要請、仲裁に付託 

2000/ 3/24 仲裁判断配布（エクアドル） 

2000/ 5/8 エクアドルが対抗措置の内容承

認申請 

2000/ 5/18 対抗措置の内容承認（エクア

ドル） 

2001/ 4/30 米EU、米エクアドル合意 

2001/11/16 協議要請（履行確認二回目） 

2005/11/30 ホンジュラス、ニカラグア、

パナマが協議要請（履行確認） 

2006/11/16 エクアドルが協議要請（履行

確認二回目） 

2007/ 2/23 エクアドルがパネル設置要請

（履行確認二回目） 

2007/ 3/20 パネル設置（履行確認二回目/

エクアドル申立て） 

2007/ 6/29 米国がパネル設置要請（履行

確認） 

2007/ 7/12 パネル設置（履行確認/米国申

立て） 

2008/ 4/ 7 パネル報告書配布（履行確認

二回目/エクアドル申立て） 

2008/ 5/19 パネル報告書配布（履行確認/

米国申立て） 

2008/ 8/28 EUが上級委申立て（履行確認/

エクアドル・米国申立て） 

2008/ 9/ 9 エクアドルが上級委申立て

（履行確認二回目） 

2008/11/26 上級委報告書配布（履行確認/

エクアドル・米国申立て） 

2008/12/11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認二回目/エクアドル申立て） 

2008/12/22 パネル・上級委報告書採択

（履行確認/米国申立て） 

2012/11/ 8 二国間合意通報 

②GATT第I条1項、III条4項、XX

条3項、XIII条1項、輸入許可手

続協定第1条3項、GATS第II条、

XVII条に違反すると判断。 

③概ねパネルの報告を支持した

が、GATT第XIII条1項の義務違反

を免除する認定についての解

釈、輸入許可手続が、GATT第X条

と輸入許可手続協定に違反する

ことの認定に際し解釈を修正。 

履行確認パネル・上級委報告書

は、本件で争われた措置はすで

に存在しないとして、DSBに対し

て何らの勧告も行わないと結

論。(a)エクアドル申立と米国申

立について、履行確認パネルが

異なるタイムテーブルにて検討

を行った点はDSU9．3条に非整

合。(b)履行確認パネルによる、

ACP諸国に対する無税枠の供与が

GATT第13条に非整合とする事実

認定を却下。(c)履行確認パネル

による、EUのバナナ輸入措置が

GATT非整合の措置を含み、米

国、エクアドルの協定上の利益

を損ねているとの事実認定を却

下。 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

28. 日本－著

作隣接権 

米国 1996/ 2/ 9 協議要請 

1997/ 1/24 二国間合意通報 

①日本の著作隣接権保護制度が

TRIPS協定第14条などに違反する

として米国が申立て。 

TTRRIIPPSS  (3, 4, 

14, 61, 65, 

70) 

 

29. トルコ－

繊維・衣服輸

入制限 

香港 1996/ 2/12 協議要請 ①トルコの繊維・衣服輸入制限

がGATT第XI、XIII条に違反する

として香港が申立て。 

GGAATTTT  (XI, 

XIII, XIV) 

AATTCC  (2) 

第II部 

第3章 

30. ブラジル

－乾燥ココナ

ッツ及びココ

ナッツミルク

パウダー相殺

関税 

スリランカ 1996/ 2/23 協議要請 ①乾燥ココナッツ･ココナッツミ

ルクに対するブラジルの相殺関

税賦課が、GATT第I、II、VI条に

違反するとしてスリランカが申

立て。 

GGAATTTT (I, II, 

VI) 

 

31. カナダ－

雑誌に係る措

置 

米国 1996/ 3/11 協議要請 

1996/ 5/24 パネル設置要請 

1996/ 6/19 パネル設置 

1997/ 3/14 パネル報告書配布 

1997/ 4/29 カナダが上級委申立て 

1997/ 6/30 上級委報告書配布 

1997/ 7/30 パネル・上級委報告書採択 

①カナダの雑誌の輸入制限が、

GATT第XI条に違反する、また、

雑誌に対する税制等が、GATT第

III条に違反するとして米国が申

立て。 

②ある種の雑誌に対する輸入禁

止はGATT第XI条に違反し、これ

はGATT第XX条dでは正当化できな

いと認定。また、GATT第III条2

項違反を認定。 

③パネルの判断を概ね肯定した

が、一部、輸入スプリット・ラ

ン雑誌と国産非スプリット・ラ

ン雑誌をGATT第III条2項の同種

の産品とした判断を覆し、カナ

ダの消費税法V．1部が、GATT第

III条2項第1文、第2文に違反す

る、また、国産雑誌への郵便料

金の軽減は、GATT第III条8項(b)

に違反するとしてパネルの解釈

を修正。 

GGAATTTT (III, XI, 

XX) 

 

32. 米国－女

性羊毛コート

輸入制限 

インド 

【カナダ、コスタ

リカ、EU、ノルウ

ェー、パキスタ

ン、トルコ】 

1996/ 3/14 パネル設置要請 

1996/ 4/17 パネル設置 

1996/ 4/25 パネル設置要請取り下げ 

①米国の繊維製品に関するセー

フガード措置が、繊維協定第2、

6、8条に違反するとしてインド

が申立て。 

AATTCC  (2, 6, 8)  

33. 米国－毛

織シャツ・ブ

ラウス輸入制

限 

インド 

【カナダ、EU、ノ

ルウェー、パキス

タン、トルコ】 

1994/12/30 協議要請 

1996/ 3/14 パネル設置要請 

1996/ 4/17 パネル設置 

1997/ 1/ 6 パネル報告書配布 

1997/ 2/24 インドが上級委申立て 

1997/ 4/25 上級委報告書配布 

1997/ 5/23 パネル・上級委報告書採択 

①米国の繊維製品に関する経過

的繊維SG協定措置が、繊維協定

第2.4、6条に違反するとインド

が申立て。 

②米国の重大な損害の立証にお

いて繊維協定第2.4、6条に違反

すると認定（繊維協定に関する

パネル判断については上級委申

立てされず）。 

③手続的論点として、挙証責任

が申立国にあるとのパネル判断

を支持。 

AATTCC  (2, 6, 8)  
  

第II部 

第3章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

パネル報告書配布前の1996年11

月22日に米国は措置を撤廃した

と宣言。 

34. トルコ－

繊維・衣服輸

入制限 

インド 

【日本、香港、

フィリピン、タ

イ、米国】 

1996/ 3/21 協議要請 

1998/ 2/ 2 パネル設置要請 

1998/ 3/13 パネル設置 

1999/ 5/31 パネル報告書配布 

1999/ 7/26 トルコが上級委申立て 

1999/10/21 上級委報告書配布 

1999/11/19 パネル・上級委報告書採択 

①トルコの繊維・衣服輸入制限

が、GATT第XI、XIII条、繊維協

定第2条に違反するとインドが申

立て。 

②GATT第XI条、XIII条、繊維協

定第2条4項違反は、GATT第XXIV

条によって正当化されるとする

トルコの主張を棄却。 

③結論としてパネルの判断を支

持したが、同条8項aに係る検討

も必要であるとして、パネルの

GATT第XXIV条違反の理由を修

正。 

GGAATTTT  (XI, 

XIII, XXIV) 

AATTCC  (2) 

第Ⅱ部

第16章 

35. ハンガリ

ー－農産品輸

出補助金 

アルゼンチン、豪

州、カナダ、ニュ

ージーランド、タ

イ、米国 

【日本、カナ

ダ、タイ、ウル

グアイ】 

1996/ 3/27 協議要請 

1997/ 1/ 9 パネル設置要請 

1997/ 2/25 パネル設置 

1997/ 7/30 合意により解決としながらも

ウェーバーの採用につき未解決 

①ハンガリーは、約束表のコミ

ットメントのレベルを越えて輸

出補助金を交付しており、農業

協定第3.3条及び第5部に違反す

るとして米国、カナダほか各国

が申立て。 

AAAA  (3)  

36. パキスタ

ン－医薬品農

業用化学品特

許保護 

米国 1996/ 4/30 協議要請 

1996/ 7/ 3 パネル設置要請 

1997/ 2/28 二国間合意通報 

①パキスタンの医薬品・農業用

化学品に関する特許保護制度

が、TRIPS協定第27、65、70条に

違反するとして米国が申立て。 

TTRRIIPPSS  (27, 65, 

70) 

 

37. ポルトガ

ル－工業所有

権法下の特許

保護 

米国 1996/ 4/30 協議要請 

1996/10/ 3 二国間合意通報 

①ポルトガルの工業所有権法下

の特許保護が、TRIPS協定第33、

65、70条に違反するとして米国

が申立て。 

TTRRIIPPSS  (33, 65, 

70) 

 

38. 米国－キ

ューバ自由民

主化法 

EU 

【日本、カナダ、

マレーシア、メキ

シコ、タイ】 

1996/ 5/ 3 協議要請 

1996/10/ 3 パネル設置要請 

1996/11/20 パネル設置 

1997/ 4/21 パネル手続停止 

1998/ 4/22 パネル設置根拠喪失 

①米国のキューバ自由民主化法

に基づく貿易制限、ビザ発給拒

否、米国からの外国人追放が、

GATT第I、III、V、XI、XIII条、

及びGATS第I、III、VI、XVI、

XVII条に違反するとしてEUが申

立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

V, XI, XIII) 

GGAATTSS  (I, II, 

III, VI, XI, 

XVI, XVII) 

 

39. 米国－対

EU輸入品関税

引上げ 

EU 1996/ 4/17 協議要請 

1996/ 6/19 パネル設置要請 

1996/ 7/15 パネル設置要請取り下げ 

①米国の対EU輸入品関税の一方

的引き上げが、GATT第I、II、

XXIII条及びDSU第3、22、23条に

違反するとしてEUが申立て。 

GGAATTTT (III, 

XXII, XXIII) 

DDSSUU  (3, 22, 

23) 

 

40. 韓国－通

信機器調達関

連法令・実態 

EU 1996/ 5/ 9  協議要請 

1997/10/22 二国間合意通報 

①通信機器に関する韓国の政府

調達慣行と米韓二国間条約に基

づく米国企業への優遇が、GATT

第III、XVII条に違反するとして

EUが申立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

XVII) 

 

41. 韓国－農

産品検疫関連

措置 

米国 1996/ 5/24 協議要請 ①韓国の農産品検疫関連措置が

輸入を制限しており、GATT第

III、XI条、SPS協定第2、5、8

条、TBT協定第2、5、6条、農業

GGAATTTT  (III, XI) 

SSPPSS  (2, 5, 8) 

TTBBTT  (2, 5, 6) 

AAAA  (4) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

パネル報告書配布前の1996年11

月22日に米国は措置を撤廃した

と宣言。 

34. トルコ－

繊維・衣服輸

入制限 

インド 

【日本、香港、

フィリピン、タ

イ、米国】 

1996/ 3/21 協議要請 

1998/ 2/ 2 パネル設置要請 

1998/ 3/13 パネル設置 

1999/ 5/31 パネル報告書配布 

1999/ 7/26 トルコが上級委申立て 

1999/10/21 上級委報告書配布 

1999/11/19 パネル・上級委報告書採択 

①トルコの繊維・衣服輸入制限

が、GATT第XI、XIII条、繊維協

定第2条に違反するとインドが申

立て。 

②GATT第XI条、XIII条、繊維協

定第2条4項違反は、GATT第XXIV

条によって正当化されるとする

トルコの主張を棄却。 

③結論としてパネルの判断を支

持したが、同条8項aに係る検討

も必要であるとして、パネルの

GATT第XXIV条違反の理由を修

正。 

GGAATTTT  (XI, 

XIII, XXIV) 

AATTCC  (2) 

第Ⅱ部

第16章 

35. ハンガリ

ー－農産品輸

出補助金 

アルゼンチン、豪

州、カナダ、ニュ

ージーランド、タ

イ、米国 

【日本、カナ

ダ、タイ、ウル

グアイ】 

1996/ 3/27 協議要請 

1997/ 1/ 9 パネル設置要請 

1997/ 2/25 パネル設置 

1997/ 7/30 合意により解決としながらも

ウェーバーの採用につき未解決 

①ハンガリーは、約束表のコミ

ットメントのレベルを越えて輸

出補助金を交付しており、農業

協定第3.3条及び第5部に違反す

るとして米国、カナダほか各国

が申立て。 

AAAA  (3)  

36. パキスタ

ン－医薬品農

業用化学品特

許保護 

米国 1996/ 4/30 協議要請 

1996/ 7/ 3 パネル設置要請 

1997/ 2/28 二国間合意通報 

①パキスタンの医薬品・農業用

化学品に関する特許保護制度

が、TRIPS協定第27、65、70条に

違反するとして米国が申立て。 

TTRRIIPPSS  (27, 65, 

70) 

 

37. ポルトガ

ル－工業所有

権法下の特許

保護 

米国 1996/ 4/30 協議要請 

1996/10/ 3 二国間合意通報 

①ポルトガルの工業所有権法下

の特許保護が、TRIPS協定第33、

65、70条に違反するとして米国

が申立て。 

TTRRIIPPSS  (33, 65, 

70) 

 

38. 米国－キ

ューバ自由民

主化法 

EU 

【日本、カナダ、

マレーシア、メキ

シコ、タイ】 

1996/ 5/ 3 協議要請 

1996/10/ 3 パネル設置要請 

1996/11/20 パネル設置 

1997/ 4/21 パネル手続停止 

1998/ 4/22 パネル設置根拠喪失 

①米国のキューバ自由民主化法

に基づく貿易制限、ビザ発給拒

否、米国からの外国人追放が、

GATT第I、III、V、XI、XIII条、

及びGATS第I、III、VI、XVI、

XVII条に違反するとしてEUが申

立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

V, XI, XIII) 

GGAATTSS  (I, II, 

III, VI, XI, 

XVI, XVII) 

 

39. 米国－対

EU輸入品関税

引上げ 

EU 1996/ 4/17 協議要請 

1996/ 6/19 パネル設置要請 

1996/ 7/15 パネル設置要請取り下げ 

①米国の対EU輸入品関税の一方

的引き上げが、GATT第I、II、

XXIII条及びDSU第3、22、23条に

違反するとしてEUが申立て。 

GGAATTTT (III, 

XXII, XXIII) 

DDSSUU  (3, 22, 

23) 

 

40. 韓国－通

信機器調達関

連法令・実態 

EU 1996/ 5/ 9  協議要請 

1997/10/22 二国間合意通報 

①通信機器に関する韓国の政府

調達慣行と米韓二国間条約に基

づく米国企業への優遇が、GATT

第III、XVII条に違反するとして

EUが申立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

XVII) 

 

41. 韓国－農

産品検疫関連

措置 

米国 1996/ 5/24 協議要請 ①韓国の農産品検疫関連措置が

輸入を制限しており、GATT第

III、XI条、SPS協定第2、5、8

条、TBT協定第2、5、6条、農業

GGAATTTT  (III, XI) 

SSPPSS  (2, 5, 8) 

TTBBTT  (2, 5, 6) 

AAAA  (4) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

協定第4条に違反するとして米国

が申立て。 

42. 日本－著

作隣接権 

EU 1996/ 5/24 協議要請 

1997/11/ 7 二国間合意通報（DS28の協議

と一本化） 

①日本の著作隣接権保護制度

が、TRIPS協定第14.6、70.2条に

違反するとしてEUが申立て。 

TTRRIIPPSS  (14, 70)  

43. トルコ－

外国映画放映

収入税 

米国 

【カナダ】 

1996/ 6/12 協議要請 

1997/ 1/ 9 パネル設置要請 

1997/ 2/25 パネル設置 

1997/ 7/14 二国間合意通報 

①トルコの外国映画放映収入税

がGATT第III条に違反するとして

米国が申立て。 

GGAATTTT (III)  

44. 日本－消

費者フィルム

印画紙関連措

置 

米国 

【EU、メキシコ】 

1996/ 6/13 協議要請 

1996/ 9/20 パネル設置要請 

1996/10/16 パネル設置 

1998/ 3/31 パネル報告書配布 

1998/ 4/22 パネル報告書採択 

①日本の消費者フィルム印画紙

関連措置が輸入品を差別してお

り、利益を無効化・侵害してい

るとして、GATT第III、X条に違

反すると米国が申立て。 

②当該措置により、輸入品が国

内産品と比較して不利な待遇を

付与されたこと、実質的に輸入

品に与えられた利益に影響を及

ぼしたことを立証出来ていない

として、GATT第III、X条に違反

しないと判断。 

GGAATTTT  (III, X, 

XXIII) 

第II部

第15章 

45. 日本－流

通サービス関

連措置 

米国 1996/ 6/13 協議要請 

1996/ 9/20 追加的協議要請 

①日本の流通サービス関連措置

が、GATS第III、VI、XVI、XVII

条に違反し、利益を無効化・侵

害しているとして米国が申立

て。 

GGAATTSS  (III, VI, 

XVI, XVII, 

XXIII) 

 

46. ブラジル

－航空機輸出

ファイナンス

プログラム 

カナダ 

【豪州、EU、韓国、

米国】 

1996/ 6/19 協議要請 

1996/ 9/16 パネル設置要請 

1996/10/ 3 パネル設置再要請（カナダよ

り取り下げ） 

1998/ 7/10 パネル設置要請 

1998/ 7/23 パネル設置 

1999/ 4/14 パネル報告書配布 

1999/ 5/ 3 ブラジルが上級委申立て 

1999/ 8/ 2 上級委報告書配布 

1999/ 8/20 パネル・上級委報告書採択 

1999/11/23 パネル設置要請（履行確

認）、シークエンス合意 

1999/12/ 9 パネル設置（履行確認） 

2000/ 5/ 9 パネル報告書配布（履行確

認） 

2000/ 5/10 カナダが対抗措置承認申請 

2000/ 5/22 ブラジルが上級委申立て（履

行確認）、ブラジルが仲裁を要請 

2000/ 7/21 上級委報告書配布（履行確

認） 

2000/ 8/ 4 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2000/ 8/28 仲裁判断配布 

2000/12/12 仲裁判断採択 

2001/ 1/22 パネル設置要請（履行確認二

回目） 

①ブラジルの航空機輸出ファイ

ナンス･プログラム（PROEX）

は、補助金協定第3、27.4、27.5

条に違反すると申立て。 

②ブラジルの措置は補助金協定

第3.1(a)、27.4条に違反し、輸

出信用に関する規定の補助金協

定附属書I(k)によっても正当化

されず、輸出補助金であると認

定。また、履行期限については

DSUの一般規定ではなく補助金協

定第4.7条が適用されると認定。 

③一部パネルの判断と異なる解

釈を示しつつもパネルの結論を

支持。 

その後の履行確認パネル及び上

級委においても改訂されたブラ

ジルのプログラム（PROEX）等が

補助金協定違反であると認定。

その一方、カナダは対抗措置の

承認要請を申立て、繊維協定の

下での譲許停止が承認された。

その後カナダは、再度改訂され

たブラジルのプログラム（PROEX

Ⅲ）について履行確認パネルを

要請、パネルは、PROEXⅢそれ自

SSCCMM  (3, 4.7, 

27) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2001/ 2/16 パネル設置（履行確認二回

目） 

2001/ 7/26 パネル報告書配布（履行確認

二回目） 

2001/ 8/23 パネル報告書採択（履行確認

二回目） 

体は補助金協定第3.1(a)違反で

はなくかつOEUD輸出信用アレン

ジメントの遵守グラフについて

規定する附属書I(k)パラ2で正当

化されるとした。 

47. トルコ－

繊維・衣服輸

入制限 

タイ 1996/ 6/20 協議要請 ①トルコの繊維・衣服輸入制限

が、GATT第I、II、XI、XIII条及

び繊維協定第2条に違反するとし

てタイが申立て。 

GGAATTTT  (I, II, 

XI, XIII, 

XXIV) 

AATTCC  (2) 

 

48. EU－ホル

モン家畜・牛

肉制限する措

置 

カナダ 

【豪州、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、米国】 

1996/ 6/28 協議要請 

1996/ 9/16 パネル設置要請 

1996/10/16 パネル設置（｢DS26｣と併合） 

1997/ 8/18 パネル報告書配布 

1997/ 9/24 EUが上級委申立て 

1998/ 1/16 上級委報告書配布 

1998/ 2/13 パネル・上級委報告書採択 

2008/12/22 EUが協議要請（履行確認） 

2011/ 3/17 二国間合意通報 

DS26を参照 

SSPPSS  (2, 3, 5) 

TTBBTT  (2, 5) 

GGAATTTT  (III, XI) 

 

49. 米国－生

鮮･冷凍トマト

輸入アンチ・

ダンピング措

置 

メキシコ 1996/ 7/ 1 協議要請 ①生鮮・冷凍トマト輸入に対す

る米国のAD協定調査が、GATT第

VI、X条、及びAD協定第2、3、

5、6、7.1条に違反するとしてメ

キシコが申立て。 

GGAATTTT  (VI, X) 

AADD  (2, 3, 5, 

6, 7) 

 

50. インド－

医薬品農業用

化学品特許保

護 

米国 

【EU】 

1996/ 7/ 2 協議要請 

1996/11/ 7 パネル設置要請 

1996/11/20 パネル設置 

1997/ 9/ 5  パネル報告書配布 

1997/10/15 インドが上級委申立て 

1997/12/19 上級委報告書配布 

1998/ 1/16 パネル・上級委報告書採択 

①インドの医薬品・農業用化学

品の特許保護制度がTRIPS協定第

27、63、65、70.8、70.9条等に

違反するとして米国が申立て。 

②インドは医薬品・農業用化学

品の物質特許申請の新規性・優

先性を保護する適切な措置及び

期間排他的販売権を付与する措

置を確立していないとして、

TRIPS協定第63.1条、63.2条、

70.8(a)条、70.9条違反を認定。 

③70.8(a)条及び70.9条について

はパネルの判断を支持したもの

の、63条については、パネルの

付託事項ではないとして、パネ

ルの判断を破棄。 

TTRRIIPPSS  (27, 63, 

65, 70) 

 

51. ブラジル

－自動車関連

投資措置 

日本 1996/ 7/30 協議要請 ①ブラジルの自動車関連投資措

置が、GATT第I、III、XI条、

TRIMs協定、GATS第II条、補助金

協定第3、27.2、27.4条に違反

し、利益を無効化・侵害してい

るとして日本が申立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

XI) 

TTRRIIMMss  (2) 

SSCCMM  (3, 27) 

 

52. ブラジル

－自動車貿易

投資関連措置 

米国 1996/ 8/ 9 協議要請 ①ブラジルの自動車貿易投資関

連措置が、GATT第I、III条、

TRIMs協定第2条、補助金協定第

3、27.4条に違反し、利益を無効

化・侵害しているとして米国が

申立て。 

GGAATTTT  (I, II, 

III, XXIII) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3, 27) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2001/ 2/16 パネル設置（履行確認二回

目） 

2001/ 7/26 パネル報告書配布（履行確認

二回目） 

2001/ 8/23 パネル報告書採択（履行確認

二回目） 

体は補助金協定第3.1(a)違反で

はなくかつOEUD輸出信用アレン

ジメントの遵守グラフについて

規定する附属書I(k)パラ2で正当

化されるとした。 

47. トルコ－

繊維・衣服輸

入制限 

タイ 1996/ 6/20 協議要請 ①トルコの繊維・衣服輸入制限

が、GATT第I、II、XI、XIII条及

び繊維協定第2条に違反するとし

てタイが申立て。 

GGAATTTT  (I, II, 

XI, XIII, 

XXIV) 

AATTCC  (2) 

 

48. EU－ホル

モン家畜・牛

肉制限する措

置 

カナダ 

【豪州、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、米国】 

1996/ 6/28 協議要請 

1996/ 9/16 パネル設置要請 

1996/10/16 パネル設置（｢DS26｣と併合） 

1997/ 8/18 パネル報告書配布 

1997/ 9/24 EUが上級委申立て 

1998/ 1/16 上級委報告書配布 

1998/ 2/13 パネル・上級委報告書採択 

2008/12/22 EUが協議要請（履行確認） 

2011/ 3/17 二国間合意通報 

DS26を参照 

SSPPSS  (2, 3, 5) 

TTBBTT  (2, 5) 

GGAATTTT  (III, XI) 

 

49. 米国－生

鮮･冷凍トマト

輸入アンチ・

ダンピング措

置 

メキシコ 1996/ 7/ 1 協議要請 ①生鮮・冷凍トマト輸入に対す

る米国のAD協定調査が、GATT第

VI、X条、及びAD協定第2、3、

5、6、7.1条に違反するとしてメ

キシコが申立て。 

GGAATTTT  (VI, X) 

AADD  (2, 3, 5, 

6, 7) 

 

50. インド－

医薬品農業用

化学品特許保

護 

米国 

【EU】 

1996/ 7/ 2 協議要請 

1996/11/ 7 パネル設置要請 

1996/11/20 パネル設置 

1997/ 9/ 5  パネル報告書配布 

1997/10/15 インドが上級委申立て 

1997/12/19 上級委報告書配布 

1998/ 1/16 パネル・上級委報告書採択 

①インドの医薬品・農業用化学

品の特許保護制度がTRIPS協定第

27、63、65、70.8、70.9条等に

違反するとして米国が申立て。 

②インドは医薬品・農業用化学

品の物質特許申請の新規性・優

先性を保護する適切な措置及び

期間排他的販売権を付与する措

置を確立していないとして、

TRIPS協定第63.1条、63.2条、

70.8(a)条、70.9条違反を認定。 

③70.8(a)条及び70.9条について

はパネルの判断を支持したもの

の、63条については、パネルの

付託事項ではないとして、パネ

ルの判断を破棄。 

TTRRIIPPSS  (27, 63, 

65, 70) 

 

51. ブラジル

－自動車関連

投資措置 

日本 1996/ 7/30 協議要請 ①ブラジルの自動車関連投資措

置が、GATT第I、III、XI条、

TRIMs協定、GATS第II条、補助金

協定第3、27.2、27.4条に違反

し、利益を無効化・侵害してい

るとして日本が申立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

XI) 

TTRRIIMMss  (2) 

SSCCMM  (3, 27) 

 

52. ブラジル

－自動車貿易

投資関連措置 

米国 1996/ 8/ 9 協議要請 ①ブラジルの自動車貿易投資関

連措置が、GATT第I、III条、

TRIMs協定第2条、補助金協定第

3、27.4条に違反し、利益を無効

化・侵害しているとして米国が

申立て。 

GGAATTTT  (I, II, 

III, XXIII) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3, 27) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

53. メキシコ

－関税評価制

度 

EU 1996/ 8/27 協議要請 ①NAFTA加盟国からの輸入品とそ

れ以外の国からの輸入品とで、

関税評価協定基準が異なるメキ

シコの関税は、GATT第XXIV条5項

(b)に違反するとしてEUが申立

て。 

GGAATTTT  (XXIV)  

54. インドネ

シア－自動車

関連措置 

EU 

【インド、韓国、

米国】 

1996/10/ 3 協議要請 

1997/ 5/12 パネル設置要請 

1997/ 6/12 パネル設置（「DS55」、

「DS59」、「DS64」と併合） 

1998/ 7/ 2 パネル報告書配布 

1998/ 7/23 パネル報告書採択 

①「国民車｣計画の自動車及び関

連部品に関する措置が、GATT第

I、III条、TRIMs協定第2条及び

補助金協定第3、6、28条、TRIPS

協定第3、65.5条に違反すると申

立て。 

②韓国製品への優遇がGATT第I条

に、国産車への減税がIII条に、

ローカルコンテント要求がTRIMs

協定第2条に、関税等の免税が補

助金協定第5条に違反すると判断

したが、補助金協定第28.2条の

違反は認めない、またTRIPS協定

第3条及び65.5条違反の問題は原

告の論証が不十分と判断。パネ

ル報告を受け、インドネシア政

府は、1999年6月に新自動車政策

を導入し、履行を果たした。 

GGAATTTT  (I, III) 

TTRRIIMMss  (2) 

SSCCMM  (1, 2, 3, 

6) 

TTRRIIPPSS  (3, 65) 

 

55. インドネ

シア－自動車

関連措置 

日本 

【インド、韓国、

米国】 

1996/10/ 4 協議要請 

1997/ 4/17 パネル設置要請 

1997/ 6/12 パネル設置（｢DS54｣、

「DS59」、「DS64」と併合） 

1998/ 7/ 2 パネル報告書配布 

1998/ 7/23 パネル報告書採択 

DS54を参照 

GGAATTTT (I, III) 

TTRRIIMMss  (2, 5) 

SSCCMM  (3, 28) 

TTRRIIPPSS  (3, 65) 

 

56.アルゼンチ

ン－靴・繊

維・衣服関連

措置 

米国 

【EU、ハンガリ

ー、インド】 

1996/10/ 4 協議要請 

1997/ 1/ 9 パネル設置要請 

1997/ 2/25 パネル設置 

1997/11/25 パネル報告書配布 

1998/ 1/21 アルゼンチンが上級委申立て 

1998/ 3/27 上級委報告書配布 

1998/ 4/22 パネル・上級委報告書採択 

①アルゼンチンの靴・繊維・衣

服に関連する特定関税などの措

置が、GATT第II、VII、VIII、X

条、TBT協定第2条、関税評価協

定第1、8条、繊維協定第7条に違

反するとして米国が申立て。 

②アルゼンチンの関税が譲許表

の約束に反するとしてGATT第II

条の、輸入品に課される統計税

が役務の提供に必要な額を超え

るとして同VIII条違反を認定。 

③譲許表に規定された形式と異

なる形式での関税の適用は、譲

許表に規定した関税を超える徴

収をもたらす限りにおいてGATT

第II条違反であるとし、パネル

の認定を変更。 

上級委報告を受け、アルゼンチ

ンは、1999年1月1日までに統計

税を0.5%に削減し、1998年10月

19日までに特別関税の上限を35%

（譲許税率）とする事で、勧告

の履行を行った。 

GGAATTTT (II, VII, 

VIII, X) 

TTBBTT (2) 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8)  

AATTCC  (7) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

57. 豪州－繊

維衣服靴輸入

信用制度 

米国 1996/10/ 7 協議要請 ①豪州の革製品に対する補助金

交付が、補助金協定第3条に違反

するとして米国が申立て。 

SSCCMM  (3)  

58. 米国－エ

ビ保護海ガメ

法 

インド 

マレーシア 

パキスタン 

タイ 

【日本、豪州、カ

ナダ、コロンビ

ア、コスタリカ、

EU、エクアドル、

エルサルバドル、

グアテマラ、香

港、メキシコ、ナ

イジェリア、フィ

リピン、セネガ

ル、シンガポー

ル、スリランカ、

ベネズエラ、パキ

スタン、タイ】 

1996/10/ 8 協議要請 

1997/ 1/ 9 マレーシア、タイがパネル設

置要請 

1997/ 1/30 パキスタンがパネル設置要請 

1997/ 2/25 パネル設置（マレーシア、タ

イ、パキスタン）、インドがパネル設置要

請 

1997/ 4/10 インドが単独でパネル設置

（前者に併合） 

1998/ 5/15 パネル報告書配布 

1998/ 7/13 米国が上級委員会申立て 

1998/10/12 上級委報告書配布 

1998/11/ 6 パネル・上級委報告書採択 

2001/10/12 マレーシアがパネル設置要請

（履行確認） 

2000/10/23 パネル設置（履行確認） 

2001/ 6/15 パネル報告書配布（履行確

認） 

2001/ 7/23 マレーシアが上級委申立て

（履行確認） 

2001/10/22 上級委報告書配布（履行確

認） 

2001/11/21 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

①海ガメの保護を意図した、米

国のエビ及びエビ製品の輸入制

限が、GATT第I、XI、XIII条に違

反し、利益を無効化・侵害して

いると申立て。 

②パネルは米国措置のGATT第XI

条違反を認定し、ついでGATT第

XX条の判断について柱書と各号

の判断は互換であるとして柱書

から検討を始め、米国措置は柱

書に該当するとしてXI条違反を

認定。 

③GATT第XX条(g)に対するパネル

の判断のアプローチを拒絶し、

XX条の判断において各号と柱書

の判断順序は可換ではなく、ま

ず各号の要件が満たされるか、

次に柱書基準が満たされるかを

判断しなくてはならないとし

た。結論として米国措置は第XX

条(g)に合致するが、申立国との

国際交渉の欠如や措置の硬直性

を理由に柱書に該当するとし

て、GATT違反と判断。 

 

その後の履行確認パネルにおい

て、上級委員会は米国の措置の

改良に伴い、履行措置がGATT第

XX条に整合している旨認定。 

GGAATTTT (I, XI, 

XIII, XX) 

第II部

第3章 

第II部

第4章 

59. インドネ

シア－自動車

関連措置 

米国 

【インド、韓国】 

1996/10/ 8 協議要請 

1997/ 6/12 パネル設置要請 

1997/ 7/30 パネル設置(｢DS54｣、

「DS55」、「DS64」と併合) 

1998/ 7/ 2 パネル報告書配布 

1998/ 7/23 パネル報告書採択 

DS54を参照 

GGAATTTT (I, III) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM  (1, 2, 3, 

6, 27, 28) 

TTRRIIPPSS  (3, 20, 

65) 

 

60. グアテマ

ラ－ポルトラ

ンドセメント

輸入アンチ・

ダンピング調

査 

メキシコ 

【カナダ、エルサ

ルバドル、ホンジ

ュラス、米国】 

1996/10/15 協議要請 

1997/ 2/ 4 パネル設置要請 

1997/ 3/20 パネル設置 

1998/ 6/19 パネル報告書配布 

1998/ 8/ 4 グアテマラが上級委申立て 

1998/11/ 2 上級委報告書配布 

1998/11/25 パネル・上級委報告書採択 

①セメント輸入に対するAD協定

調査が、AD協定第2、3、5、7.1

条に違反するとしてメキシコが

申立て。 

②グアテマラが調査開始を正当

化するためのダンピング、損害

及び因果関係に関する十分な証

拠がないにもかかわらず調査を

開始したとして、AD協定第5.3条

違反を認定。 

③メキシコはパネル設置要請の

際に申立て措置の特定を行わな

かったため、DSU第6.2条及びAD

協定17.4条違反があるとして、

適切にパネル設置要請を行った

AADD  (2, 3, 5, 

6, 7, 17) 

DDSSUU(6) 
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第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

57. 豪州－繊

維衣服靴輸入

信用制度 

米国 1996/10/ 7 協議要請 ①豪州の革製品に対する補助金

交付が、補助金協定第3条に違反

するとして米国が申立て。 

SSCCMM  (3)  

58. 米国－エ

ビ保護海ガメ

法 

インド 

マレーシア 

パキスタン 

タイ 

【日本、豪州、カ

ナダ、コロンビ

ア、コスタリカ、

EU、エクアドル、

エルサルバドル、

グアテマラ、香

港、メキシコ、ナ

イジェリア、フィ

リピン、セネガ

ル、シンガポー

ル、スリランカ、

ベネズエラ、パキ

スタン、タイ】 

1996/10/ 8 協議要請 

1997/ 1/ 9 マレーシア、タイがパネル設

置要請 

1997/ 1/30 パキスタンがパネル設置要請 

1997/ 2/25 パネル設置（マレーシア、タ

イ、パキスタン）、インドがパネル設置要

請 

1997/ 4/10 インドが単独でパネル設置

（前者に併合） 

1998/ 5/15 パネル報告書配布 

1998/ 7/13 米国が上級委員会申立て 

1998/10/12 上級委報告書配布 

1998/11/ 6 パネル・上級委報告書採択 

2001/10/12 マレーシアがパネル設置要請

（履行確認） 

2000/10/23 パネル設置（履行確認） 

2001/ 6/15 パネル報告書配布（履行確

認） 

2001/ 7/23 マレーシアが上級委申立て

（履行確認） 

2001/10/22 上級委報告書配布（履行確

認） 

2001/11/21 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

①海ガメの保護を意図した、米

国のエビ及びエビ製品の輸入制

限が、GATT第I、XI、XIII条に違

反し、利益を無効化・侵害して

いると申立て。 

②パネルは米国措置のGATT第XI

条違反を認定し、ついでGATT第

XX条の判断について柱書と各号

の判断は互換であるとして柱書

から検討を始め、米国措置は柱

書に該当するとしてXI条違反を

認定。 

③GATT第XX条(g)に対するパネル

の判断のアプローチを拒絶し、

XX条の判断において各号と柱書

の判断順序は可換ではなく、ま

ず各号の要件が満たされるか、

次に柱書基準が満たされるかを

判断しなくてはならないとし

た。結論として米国措置は第XX

条(g)に合致するが、申立国との

国際交渉の欠如や措置の硬直性

を理由に柱書に該当するとし

て、GATT違反と判断。 

 

その後の履行確認パネルにおい

て、上級委員会は米国の措置の

改良に伴い、履行措置がGATT第

XX条に整合している旨認定。 

GGAATTTT (I, XI, 

XIII, XX) 

第II部

第3章 

第II部

第4章 

59. インドネ

シア－自動車

関連措置 

米国 

【インド、韓国】 

1996/10/ 8 協議要請 

1997/ 6/12 パネル設置要請 

1997/ 7/30 パネル設置(｢DS54｣、

「DS55」、「DS64」と併合) 

1998/ 7/ 2 パネル報告書配布 

1998/ 7/23 パネル報告書採択 

DS54を参照 

GGAATTTT (I, III) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM  (1, 2, 3, 

6, 27, 28) 

TTRRIIPPSS  (3, 20, 

65) 

 

60. グアテマ

ラ－ポルトラ

ンドセメント

輸入アンチ・

ダンピング調

査 

メキシコ 

【カナダ、エルサ

ルバドル、ホンジ

ュラス、米国】 

1996/10/15 協議要請 

1997/ 2/ 4 パネル設置要請 

1997/ 3/20 パネル設置 

1998/ 6/19 パネル報告書配布 

1998/ 8/ 4 グアテマラが上級委申立て 

1998/11/ 2 上級委報告書配布 

1998/11/25 パネル・上級委報告書採択 

①セメント輸入に対するAD協定

調査が、AD協定第2、3、5、7.1

条に違反するとしてメキシコが

申立て。 

②グアテマラが調査開始を正当

化するためのダンピング、損害

及び因果関係に関する十分な証

拠がないにもかかわらず調査を

開始したとして、AD協定第5.3条

違反を認定。 

③メキシコはパネル設置要請の

際に申立て措置の特定を行わな

かったため、DSU第6.2条及びAD

協定17.4条違反があるとして、

適切にパネル設置要請を行った

AADD  (2, 3, 5, 

6, 7, 17) 

DDSSUU(6) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

とのパネルの判断を破棄。この

ため、パネルが行った実質的な

論点については何ら判断しなか

った。 

61. 米国－エ

ビ保護海ガメ

法 

フィリピン 1996/10/25 協議要請 ①海ガメの保護を意図した、米

国のエビ及びエビ製品の輸入制

限がGATT第I, II, III, VIII, 

XI, XIII条、TBT協定第2条に違

反し、利益を無効化・侵害して

いるとしてフィリピンが申立

て。 

GGAATTTT  (I, II, 

III, VIII, XI, 

XIII) 

TTBBTT (2) 

 

62. EU－コン

ピューター機

器関税分類 

米国 

【日本、インド、

韓国、シンガポー

ル】 

1996/11/ 8 協議要請 

1997/ 2/11 パネル設置要請 

1997/ 2/25 パネル設置（3/20「DS67」、

「DS68」と併合） 

1998/ 2/ 5 パネル報告書配布 

1998/ 3/24 EUが上級委申立て 

1998/ 6/ 5 上級委報告書配布 

1998/ 6/22 パネル・上級委報告書採択 

①コンピューター機器に関する

関税分類の変更が、GATT第II条

に違反するとして米国が申立

て。 

②譲許表は輸出国の「正当な期

待」の観点からの解釈が必要で

あるとして、GATT第II条1項違反

と判断。 

③パネルと同様にGATT第II条1項

違反としたが、輸出国の「正当

な期待」の観点からの譲許の解

釈はウィーン条約法条約第31条

に規定された誠実な解釈の規則

に反し、解釈に当たっては当事

者の共通の意思が重要であると

した。また、同32条における解

釈の補足的手段として、当事国

での関税分類の実行や、HSにお

ける分類等を参照すべきであっ

たとした。 

GGAATTTT (II)  

63. 米国－旧

東独固形尿素

輸入へのアン

チ・ダンピン

グ措置 

EU 1996/11/28 協議要請 ①旧東独からの固形尿素輸入に

対し米国が行ったAD協定措置

は、AD協定第9条及び11条に違反

しているとしてEUが申立て。 

AADD  (9, 11)  

64. インドネ

シア－自動車

関連措置 

日本 

【インド、韓国、

米国】 

1996/11/29 協議要請 

1997/ 4/17 パネル設置要請 

1997/ 6/12 パネル設置(｢DS54｣、

「DS55」、「DS64」と併合) 

1998/ 7/ 2 パネル報告書配布 

1998/ 7/23 パネル報告書採択 

DS54を参照 

GGAATTTT  (I, III, 

X)  

TTRRIIMMss (2)  

SSCCMM  (1, 2, 3, 

5, 6, 7, 28) 

TTRRIIPPSS  (3, 65) 

 

65. ブラジル

－自動車貿易

投資関連措置 

米国 1997/ 1/10 協議要請 ①DS52に基づく協議後、ブラジ

ルが新たにとった自動車関連措

置が、GATT第I、III条、TRIMs協

定第2条、補助金協定第3、27.4

条に違反し、また利益を無効

化・侵害しているとして米国が

申立て。 

GGAATTTT (I, III) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM  (3, 27) 

 

66. 日本－豚

肉輸入に係る

措置 

EU 1997/ 1/15 協議要請 ①豚肉及び豚肉製品に係る日本

の措置が、GATT第I、X条3項、

XIII条に違反し、また利益を無

GGAATTTT  (I, X, 

XIII) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

効化・侵害してIX条及びXI条に

違反しているとしてEUが申立

て。 

67. 英国－コ

ンピューター

機器関税分類 

米国 

【日本、インド、

韓国、シンガポー

ル】 

1997/ 2/14 協議要請 

1997/ 3/ 7 パネル設置要請 

1997/ 3/20 パネル設置(｢DS62｣と併合) 

1998/ 2/ 5 パネル報告書配布 

1998/ 3/24 EUが上級委申立て 

1998/ 6/ 5 上級委報告書配布 

1998/ 6/22 パネル・上級委報告書採択 

DS62を参照 

GGAATTTT (II, 

XXIII) 

 

68. アイルラ

ンドーコンピ

ューター機器

関税分類 

米国 

【日本、インド、

韓国、シンガポー

ル】 

1997/ 2/14 協議要請 

1997/ 3/ 7 パネル設置要請 

1997/ 3/20 パネル設置(｢DS62｣と併合) 

1998/ 2/ 5 パネル報告書配布 

1998/ 3/24 EUが上級委申立て 

1998/ 6/ 5 上級委報告書配布 

1998/ 6/22 パネル・上級委報告書採択 

DS62を参照 

GGAATTTT  (II, 

XXII, XXIII) 

 

69. EU－鶏肉

製品輸入に関

する措置 

ブラジル 

【タイ、米国】 

1997/ 2/24 協議要請 

1997/ 6/12 パネル設置要請 

1997/ 7/30 パネル設置 

1998/ 3/12 パネル報告書 

1998/ 4/29 ブラジルが上級委申立て 

1998/ 7/13 上級委報告書配布 

1998/ 7/23 パネル・上級委報告書採択 

①鶏肉製品に関するEUの輸入レ

ジーム及び関税割当がGATT第X、

XIII条、輸入許可手続協定第1、

3条に違反し、利益を無効化・侵

害しているとしてブラジルが申

立て。また、関税率割当の枠外

にある鶏肉の輸入に対し課され

る特別SG協定の実行において、

農業協定第4、5条に違反すると

して申立て。 

②GATT第X条は一般的な手続につ

いてのみ適用され、本件措置は

この範囲外であるとした。ま

た、関税割当については無差別

に適用されるとして、EUのGATT

第XIII条の非違反を認定。農業

に関する協定第5条1項bの違反を

認定。 

③GATTにかかる判断については

パネルを支持。パネルの5条1項b

の解釈を修正しCIF価格のみが同

号の発動価格との比較をされる

べきであるとしてパネル判断を

修正するとともに、EU規則が発

動価格との比較において、CIF価

格及び代表価格の2つを認めてい

る点が、CIFのみとの比較を定め

た5条5項に違反すると認定。 

GGAATTTT  (X, XIII, 

XXVIII) 

IILL  (1, 3)  

AAAA  (4, 5) 

 

70. カナダ－

民間航空機輸

出に係る措置 

ブラジル 

【豪州、EU、米国】 

1997/ 3/10 協議要請 

1998/ 7/10 パネル設置要請 

1998/ 7/23 パネル設置 

1999/ 4/14 パネル報告書配布 

1999/ 5/ 3 カナダが上級委申立て 

1999/ 8/ 2 上級委報告書配布 

1999/ 8/20 パネル・上級委報告書採択 

①ブラジルへの民間機輸出に対

するカナダ政府・州の補助金交

付は、補助金協定第3条に違反す

るとブラジルが申立て。 

②③パネル及び上級委は、カナ

ダの補助金の一部（CA制度に基

づく融資と技術提携制度

SSCCMM (1, 3, 4)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

効化・侵害してIX条及びXI条に

違反しているとしてEUが申立

て。 

67. 英国－コ

ンピューター

機器関税分類 

米国 

【日本、インド、

韓国、シンガポー

ル】 

1997/ 2/14 協議要請 

1997/ 3/ 7 パネル設置要請 

1997/ 3/20 パネル設置(｢DS62｣と併合) 

1998/ 2/ 5 パネル報告書配布 

1998/ 3/24 EUが上級委申立て 

1998/ 6/ 5 上級委報告書配布 

1998/ 6/22 パネル・上級委報告書採択 

DS62を参照 

GGAATTTT (II, 

XXIII) 

 

68. アイルラ

ンドーコンピ

ューター機器

関税分類 

米国 

【日本、インド、

韓国、シンガポー

ル】 

1997/ 2/14 協議要請 

1997/ 3/ 7 パネル設置要請 

1997/ 3/20 パネル設置(｢DS62｣と併合) 

1998/ 2/ 5 パネル報告書配布 

1998/ 3/24 EUが上級委申立て 

1998/ 6/ 5 上級委報告書配布 

1998/ 6/22 パネル・上級委報告書採択 

DS62を参照 

GGAATTTT  (II, 

XXII, XXIII) 

 

69. EU－鶏肉

製品輸入に関

する措置 

ブラジル 

【タイ、米国】 

1997/ 2/24 協議要請 

1997/ 6/12 パネル設置要請 

1997/ 7/30 パネル設置 

1998/ 3/12 パネル報告書 

1998/ 4/29 ブラジルが上級委申立て 

1998/ 7/13 上級委報告書配布 

1998/ 7/23 パネル・上級委報告書採択 

①鶏肉製品に関するEUの輸入レ

ジーム及び関税割当がGATT第X、

XIII条、輸入許可手続協定第1、

3条に違反し、利益を無効化・侵

害しているとしてブラジルが申

立て。また、関税率割当の枠外

にある鶏肉の輸入に対し課され

る特別SG協定の実行において、

農業協定第4、5条に違反すると

して申立て。 

②GATT第X条は一般的な手続につ

いてのみ適用され、本件措置は

この範囲外であるとした。ま

た、関税割当については無差別

に適用されるとして、EUのGATT

第XIII条の非違反を認定。農業

に関する協定第5条1項bの違反を

認定。 

③GATTにかかる判断については

パネルを支持。パネルの5条1項b

の解釈を修正しCIF価格のみが同

号の発動価格との比較をされる

べきであるとしてパネル判断を

修正するとともに、EU規則が発

動価格との比較において、CIF価

格及び代表価格の2つを認めてい

る点が、CIFのみとの比較を定め

た5条5項に違反すると認定。 

GGAATTTT  (X, XIII, 

XXVIII) 

IILL  (1, 3)  

AAAA  (4, 5) 

 

70. カナダ－

民間航空機輸

出に係る措置 

ブラジル 

【豪州、EU、米国】 

1997/ 3/10 協議要請 

1998/ 7/10 パネル設置要請 

1998/ 7/23 パネル設置 

1999/ 4/14 パネル報告書配布 

1999/ 5/ 3 カナダが上級委申立て 

1999/ 8/ 2 上級委報告書配布 

1999/ 8/20 パネル・上級委報告書採択 

①ブラジルへの民間機輸出に対

するカナダ政府・州の補助金交

付は、補助金協定第3条に違反す

るとブラジルが申立て。 

②③パネル及び上級委は、カナ

ダの補助金の一部（CA制度に基

づく融資と技術提携制度

SSCCMM (1, 3, 4)  

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

1999/ 9/ 6 協議要請（履行確認） 

1999/11/23 パネル設置要請（履行確認） 

1999/12/ 9 パネル設置（履行確認） 

2000/ 5/ 9 パネル報告書配布（履行確

認） 

2000/ 5/22 ブラジルが上級委申立て（履

行確認） 

2000/ 7/21 上級委報告書配布（履行確

認） 

2000/ 8/ 4 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

（TPC））についてのみ輸出補助

金であると認定し、これらの廃

止を勧告。判断に際しては、補

助金協定第1.1(b)の利益の判定

に受益者利益説と商業的ベンチ

マークが採用された。 

DSU第21.5条パネルはTPCについ

ては履行されたことを認定した

が、CA制度については完全に履

行されていないと判断した。DSU

第21.5条上級委は、TPCについて

はブラジルが立証に失敗したと

判断した。 

71. カナダ－

民間航空機輸

出に係る措置 

ブラジル 1997/ 3/10 協議要請 ①カナダのDS70と同様の措置

は、補助金協定第5条の悪影響が

あり、相殺関税の対象となる

（補助金協定第7条）としてブラ

ジルが申立て。 

SSCCMM (5)  

72. EU－乳製

品に係る措置 

ニュージーラン

ド 

【米国】 

1997/ 3/24 協議要請 

1997/11/ 6 パネル設置要請 

1997/11/18 パネル設置 

1999/11/11 二国間合意通報 

①EU及び英国税務局のニュージ

ーランド産バターに対する措置

がGATT第II、X、XI条及びTBT協

定第2条、輸入許可手続協定第3

条に違反しているとしてニュー

ジーランドが申立て。 

GGAATTTT (II, III, 

X, XI) 

TTBBTT (2) 

IILL (3) 

 

73. 日本－人

工衛星調達 

EU 1997/ 3/26 協議要請 

1997/ 7/31 二国間合意通報 

①日本の人工衛星調達の入札に

係る明細事項は明示的に米国以

外を排除するものであり、政府

調達協定附属書付表1に反し、

6(3)、7(2)に違反するとしてEU

が申立て。 

GGPPAA (3, 6, 12)  

74. フィリピ

ン－豚肉・鶏

肉に係る措置 

米国 1997/ 4/ 1 協議要請 

1998/ 3/12 二国間合意通報 

①フィリピンの豚肉・鶏肉の関

税割当に伴う許可等の遅延は、

GATT第III、X、XI条、農業協定

第4条、輸入許可手続協定第1、3

条、TRIMs協定第2、5条に違反す

るとともに、利益を無効化・侵

害しているとして米国が申立

て。 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4) 

IILL (1, 3) 

TTRRIIMMss (2, 5) 

 

75. 韓国－酒

税 

EU 

【カナダ、メキシ

コ】 

1997/ 4/ 4 協議要請 

1997/ 9/10 パネル設置要請 

1997/10/16 パネル設置 

1998/ 9/17 パネル報告書配布 

1998/10/20 韓国が上級委申立て 

1999/ 1/18 上級委報告書配布 

1999/ 2/17 パネル・上級委報告書採択 

①韓国の酒税法・教育税法によ

る酒類への内国税賦課は、GATT

第III条2項に違反するとしてEU

が申立て。 

②異なった酒税が課されている

酒類は直接的競争産品又は代替

可能の産品であるとして、GATT

第III条2項違反を認定。 

③パネルの判断を支持。 

GGAATTTT  (III)  

76. 日本－農

産物に係る措

置 

米国 

【ブラジル、EU、

ハンガリー】 

1997/ 4/ 7 協議要請 

1997/10/ 3 パネル設置要請 

1997/11/18 パネル設置 

1998/10/27 パネル報告書配布 

1998/11/24 日本が上級委申立て 

①日本が特定の農産物への検疫

措置として品種ごとの検査を義

務付けていることが、SPS協定の

関連規定、GATT第XI条、農業協

定第4条に違反し、利益を無効

SSPPSS (2, 4, 5, 

7, 8) 

GGAATTTT (XI) 

AAAA (4) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

1999/ 2/22 上級委報告書配布 

1999/ 3/19 パネル・上級委報告書採択 

2001/ 8/23 二国間合意通報 

化・侵害しているとして米国が

申立て。 

②(a)日本の検疫措置は科学的根

拠を欠くためSPS協定第2.2条

に、(b)より貿易制限的でない手

段が存在するため第5.6条に、及

び(c)衛生植物検疫上の規制の透

明性確保に係る附属書Bに違反す

ると判断した。 

③パネルの判断をおおむね支持

したが、SPS協定5.1条につい

て、パネルが司法経済から検討

を行わなかったところ、日本の

適切なリスクアセスメントの欠

如を理由に違反を認定した。 

日本は1999年12月末までにパネ

ル・上級委の勧告を履行する旨

米国と合意し、同期間内に問題

の措置を廃止。その後も日米は

新たな検疫措置について協議を

継続し、2001年8月に本件につい

て完全な合意に至った旨DSBに通

報した。 

77. アルゼン

チン－靴繊維

衣服関連措置 

EU 

【米国】 

1997/ 4/23 協議要請 

1997/ 9/10 パネル設置要請 

1997/10/16 パネル設置 

1998/ 7/29 パネル手続停止 

1999/ 7/29 パネル設置根拠喪失 

①アルゼンチンの織物等に対す

る特定関税などの措置がGATT第

II条、繊維協定第7条、及びTBT

協定第14.1条に違反していると

してEUが申立て。 

GGAATTTT (II, 

XXVIII) 

AATTCC (7) 

TTBBTT (2) 

 

78. 米国－ト

ウモロコシ輸

入に係るセー

フガード措置 

コロンビア 1997/ 4/28 協議要請 ①米国のトウモロコシ輸入に対

するSG協定措置が、SG協定第2、

4、5、9、12条、GATT第II、

XIII、XIV条に違反し、また利益

を無効化・侵害しているとして

コロンビアが申立て。 

SSGG (2, 4, 5, 

9, 12) 

GGAATTTT (II, XI, 

XIII, XIX) 

 

79. インド－

医薬品農業用

化学品特許保

護 

EU 

【米国】 

1997/ 4/28 協議要請 

1997/ 9/ 9 パネル設置要請 

1997/10/16 パネル設置 

1998/ 8/24 パネル報告書配布 

1998/ 9/22 パネル報告書採択 

①インドの医薬品・農業用化学

品の特許保護制度がTRIPS協定第

70.8、70.9条に違反するとして

EUが申立て。 

②インドは医薬品及び農業用化

学品の物質特許申請の新規性・

優先性を保護する適切な措置及

び期間排他的販売権を付与する

措置を確立していないとして、

TRIPS協定第70.8(a)条及び70.9

条違反を認定。 

TTRRIIPPSS (27, 65, 

70) 

 

80. ベルギー

－商業用電話

帳サービス 

米国 1997/ 5/ 2 協議要請 ①ベルギーの電話帳出版業に対

する免許付与条件等の措置が、

GATS第II、VI、VIII、XVII条に

違反し、EUのコミットメントに

よる利益を無効化・侵害してい

るとして米国が申立て。 

GGAATTSS  (II, VI, 

VIII, XVII) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

1999/ 2/22 上級委報告書配布 

1999/ 3/19 パネル・上級委報告書採択 

2001/ 8/23 二国間合意通報 

化・侵害しているとして米国が

申立て。 

②(a)日本の検疫措置は科学的根

拠を欠くためSPS協定第2.2条

に、(b)より貿易制限的でない手

段が存在するため第5.6条に、及

び(c)衛生植物検疫上の規制の透

明性確保に係る附属書Bに違反す

ると判断した。 

③パネルの判断をおおむね支持

したが、SPS協定5.1条につい

て、パネルが司法経済から検討

を行わなかったところ、日本の

適切なリスクアセスメントの欠

如を理由に違反を認定した。 

日本は1999年12月末までにパネ

ル・上級委の勧告を履行する旨

米国と合意し、同期間内に問題

の措置を廃止。その後も日米は

新たな検疫措置について協議を

継続し、2001年8月に本件につい

て完全な合意に至った旨DSBに通

報した。 

77. アルゼン

チン－靴繊維

衣服関連措置 

EU 

【米国】 

1997/ 4/23 協議要請 

1997/ 9/10 パネル設置要請 

1997/10/16 パネル設置 

1998/ 7/29 パネル手続停止 

1999/ 7/29 パネル設置根拠喪失 

①アルゼンチンの織物等に対す

る特定関税などの措置がGATT第

II条、繊維協定第7条、及びTBT

協定第14.1条に違反していると

してEUが申立て。 

GGAATTTT (II, 

XXVIII) 

AATTCC (7) 

TTBBTT (2) 

 

78. 米国－ト

ウモロコシ輸

入に係るセー

フガード措置 

コロンビア 1997/ 4/28 協議要請 ①米国のトウモロコシ輸入に対

するSG協定措置が、SG協定第2、

4、5、9、12条、GATT第II、

XIII、XIV条に違反し、また利益

を無効化・侵害しているとして

コロンビアが申立て。 

SSGG (2, 4, 5, 

9, 12) 

GGAATTTT (II, XI, 

XIII, XIX) 

 

79. インド－

医薬品農業用

化学品特許保

護 

EU 

【米国】 

1997/ 4/28 協議要請 

1997/ 9/ 9 パネル設置要請 

1997/10/16 パネル設置 

1998/ 8/24 パネル報告書配布 

1998/ 9/22 パネル報告書採択 

①インドの医薬品・農業用化学

品の特許保護制度がTRIPS協定第

70.8、70.9条に違反するとして

EUが申立て。 

②インドは医薬品及び農業用化

学品の物質特許申請の新規性・

優先性を保護する適切な措置及

び期間排他的販売権を付与する

措置を確立していないとして、

TRIPS協定第70.8(a)条及び70.9

条違反を認定。 

TTRRIIPPSS (27, 65, 

70) 

 

80. ベルギー

－商業用電話

帳サービス 

米国 1997/ 5/ 2 協議要請 ①ベルギーの電話帳出版業に対

する免許付与条件等の措置が、

GATS第II、VI、VIII、XVII条に

違反し、EUのコミットメントに

よる利益を無効化・侵害してい

るとして米国が申立て。 

GGAATTSS  (II, VI, 

VIII, XVII) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

81. ブラジル

－自動車貿易

投資関連措置 

EU 1997/ 5/ 7 協議要請 ①ブラジル自動車関連措置

（1997年3月に新たにとられた措

置等を含む）が、GATT第I、III

条、補助金協定第3、5、27.4

条、TRIMs協定第2条に違反し、

利益を無効化・侵害していると

してEUが申立て。 

GGAATTTT (I, III, 

X, XIII, 

XXIII) 

SSCCMM (3, 5, 27) 

TTRRIIMMss (2) 

 

82. アイルラ

ンド－著作隣

接権付与に係

る措置 

米国 1997/ 5/14 協議要請 

1998/ 1/ 9 パネル設置要請 

1998/ 2/13 パネル設置要請取り下げ 

2000/11/ 6 二国間合意通報 

①アイルランドの著作隣接権付

与の制度が、TRIPS協定第9-14、

63、65、70条に違反するとして

米国が申立て。 

TTRRIIPPSS  (9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 41, 

42, ,43, 44, 

45, 46, 47, 

48, 61, 63, 

65, 70) 

 

83. デンマー

ク－知的財産

権に係る措置 

米国 1997/ 5/14 協議要請 

2001/ 6/ 7 二国間合意通報 

①デンマークが知的財産権を含

む民事訴訟手続に係る暫定措置

を策定しないことは、TRIPS協定

第50、63、65条による義務に違

反するとして米国が申立て。 

TTRRIIPPSS (50, 63, 

65) 

 

84. 韓国－酒

税 

米国 

【カナダ、メキシ

コ】 

1997/ 5/23 協議要請 

1997/ 9/10 パネル設置要請 

1997/10/16 パネル設置 

1998/ 9/17 パネル報告書配布 

1998/10/20 韓国が上級委申立て（DS75と

同一） 

1999/ 1/18 上級委報告書配布 

1999/ 2/17 パネル・上級委報告書採択 

DS75を参照 

GGAATTTT (III)   

85. 米国－織

物・衣服に係

る措置 

EU 1997/ 5/23 協議要請 

1998/ 2/11 二国間合意通報 

①米国の織物・衣服に関する原

産地規則の変更は、繊維協定第

2.4、4.2、4.4条、原産地規則協

定第4.2条、GATT第III条及びTBT

協定第2条に違反するとしてEUが

申立て。 

AATTCC (2, 4)  

RROOOO (2)  

GGAATTTT (III)  

TTBBTT (2) 

 

86. スウェー

デン－知的財

産権に係る措

置 

米国 1997/ 5/28 協議要請 

1998/12/ 2 二国間合意通報 

①スウェーデンが知的財産権を

含む民事訴訟手続に係る暫定措

置を策定しないことは、TRIPS協

定第50、63、65条による義務に

違反するとして米国が申立て。 

TTRRIIPPSS  (50, 63, 

65) 

 

87. チリ－酒

税 

EU 

【カナダ、メキシ

コ、ペルー、米国】 

1997/ 6/ 4 協議要請 

1997/10/ 3 パネル設置要請 

1997/11/18 パネル設置（1998/ 3/25 

「DS110」と併合） 

1999/ 6/15 パネル報告書配布 

1999/ 9/13 チリが上級委申立て 

1999/12/13 上級委報告書配布 

2000/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

①EUは、チリが輸入蒸留酒に対

し、国産蒸留酒（ぶどう酒を蒸

留させた『ピスコ』）よりも高

い特別売上税を課しているの

は、GATT第III条に違反するとし

て申立て。チリは提起に伴い暫

定的な措置改正を行ったが、EU

は当該新措置もGATT違反として

DS110を提起。 

②チリの新措置についても、輸

入品と国産品を全体で比べると

輸入品に高い税率が課されてい

るとしてGATT第III条2項（内国

GGAATTTT (III)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

税・課徴金に係る内国民待遇）

に違反すると判断。 

③、パネルの判断を概ね支持。 

2001年2月のDSBにおいて、チリ

は輸入蒸留酒と『ピスコ』への

課税率を同率にする法改正を完

了し、パネル・上級委の勧告を

履行した旨通報を行った。 

88. 米国－政

府調達に係る

措置 

EU 

【日本】 

1997/ 6/20 協議要請 

1998/ 9/ 8 パネル設置要請 

1998/10/21 パネル設置（「DS95」と併

合） 

1999/ 2/10 パネル手続停止 

2000/ 2/11 パネル設置根拠喪失 

①米国マサチューセッツ州法が

州に対しミャンマー政府と取引

のあった企業と取引することを

禁じているのは、政府調達協定

第8（B）、10、13条に違反し、

利益を無効化・侵害していると

してEUが申立て。 

GGPPAA (3, 8, 13, 

22) 

 

89. 米国－韓

国製カラーテ

レビ輸入に係

るアンチ・ダ

ンピング措置 

韓国 
 

1997/ 7/10 協議要請 

1997/11/ 6 パネル設置要請 

1998/ 1/ 5 パネル設置要請取り下げ（再

要請の権利留保） 

1998/ 9/22 韓国が要請を取り下げ 

①米国が韓国製カラーテレビに

対し、ダンピングの不在及び輸

出中断にも拘わらずAD協定義務

を賦課していたことは、GATT第

VI条及びAD協定第1、2、3、4、

5、11条に違反するとして韓国が

申立て。 

GGAATTTT  (VI) 

AADD  (1, 2, 3, 

4, 5, 11) 

 

90. インド－

農業・織物・

工業製品輸入

に係る数量制

限 

米国 1997/ 7/15 協議要請 

1997/10/ 3 パネル設置要請 

1997/11/18 パネル設置 

1999/ 4/ 6  パネル報告書配布 

1999/ 5/26 インドが上級委申立て 

1999/ 8/23 上級委報告書配布 

1999/ 9/22 パネル・上級委報告書採択 
 

①インドが2,700品目に及ぶ農

業・織物・工業製品につき輸入

数量制限を行っているのは、

GATT第XI、XIII、XVIII条、農業

協定第4条2項、輸入許可手続第3

条に違反するとして米国が申立

て。インド側は国際収支の擁護

を目的としていると主張した。 

②インドの措置が、GATT第XI条

（数量制限）に違反すること、

またインドの国際収支には問題

が無く国際収支擁護を理由とし

た貿易制限は認められないため

GATT第XVIII条11項に違反すると

ともに、農産品に対する輸入制

限は農業協定第4.2条（農産品の

輸入制限措置の一般的禁止）に

違反し、米国の協定上の利益を

無効化・侵害していると判断。 

③パネルの判断を全面的に支

持。 

2001年4月のDSBにおいて、イン

ドは問題とされたすべての品目

について数量制限を撤廃しDSBの

勧告を履行した旨通報した。 

GGAATTTT  (XI, 

XIII, XVIII) 

AAAA (4) 

 

91. インド－

農業・織物・

工業製品輸入

に係る数量制

限 

豪州 1997/ 7/16 協議要請 

1998/ 3/17 二国間合意通報 

（DS90.の米国による申立て事由

と同様） 

GGAATTTT  (XI, 

XVIII) 

AAAA  (4) 
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第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

税・課徴金に係る内国民待遇）

に違反すると判断。 

③、パネルの判断を概ね支持。 

2001年2月のDSBにおいて、チリ

は輸入蒸留酒と『ピスコ』への

課税率を同率にする法改正を完

了し、パネル・上級委の勧告を

履行した旨通報を行った。 

88. 米国－政

府調達に係る

措置 

EU 

【日本】 

1997/ 6/20 協議要請 

1998/ 9/ 8 パネル設置要請 

1998/10/21 パネル設置（「DS95」と併

合） 

1999/ 2/10 パネル手続停止 

2000/ 2/11 パネル設置根拠喪失 

①米国マサチューセッツ州法が

州に対しミャンマー政府と取引

のあった企業と取引することを

禁じているのは、政府調達協定

第8（B）、10、13条に違反し、

利益を無効化・侵害していると

してEUが申立て。 

GGPPAA (3, 8, 13, 

22) 

 

89. 米国－韓

国製カラーテ

レビ輸入に係

るアンチ・ダ

ンピング措置 

韓国 
 

1997/ 7/10 協議要請 

1997/11/ 6 パネル設置要請 

1998/ 1/ 5 パネル設置要請取り下げ（再

要請の権利留保） 

1998/ 9/22 韓国が要請を取り下げ 

①米国が韓国製カラーテレビに

対し、ダンピングの不在及び輸

出中断にも拘わらずAD協定義務

を賦課していたことは、GATT第

VI条及びAD協定第1、2、3、4、

5、11条に違反するとして韓国が

申立て。 

GGAATTTT  (VI) 

AADD  (1, 2, 3, 

4, 5, 11) 

 

90. インド－

農業・織物・

工業製品輸入

に係る数量制

限 

米国 1997/ 7/15 協議要請 

1997/10/ 3 パネル設置要請 

1997/11/18 パネル設置 

1999/ 4/ 6  パネル報告書配布 

1999/ 5/26 インドが上級委申立て 

1999/ 8/23 上級委報告書配布 

1999/ 9/22 パネル・上級委報告書採択 
 

①インドが2,700品目に及ぶ農

業・織物・工業製品につき輸入

数量制限を行っているのは、

GATT第XI、XIII、XVIII条、農業

協定第4条2項、輸入許可手続第3

条に違反するとして米国が申立

て。インド側は国際収支の擁護

を目的としていると主張した。 

②インドの措置が、GATT第XI条

（数量制限）に違反すること、

またインドの国際収支には問題

が無く国際収支擁護を理由とし

た貿易制限は認められないため

GATT第XVIII条11項に違反すると

ともに、農産品に対する輸入制

限は農業協定第4.2条（農産品の

輸入制限措置の一般的禁止）に

違反し、米国の協定上の利益を

無効化・侵害していると判断。 

③パネルの判断を全面的に支

持。 

2001年4月のDSBにおいて、イン

ドは問題とされたすべての品目

について数量制限を撤廃しDSBの

勧告を履行した旨通報した。 

GGAATTTT  (XI, 

XIII, XVIII) 

AAAA (4) 

 

91. インド－

農業・織物・

工業製品輸入

に係る数量制

限 

豪州 1997/ 7/16 協議要請 

1998/ 3/17 二国間合意通報 

（DS90.の米国による申立て事由

と同様） 

GGAATTTT  (XI, 

XVIII) 

AAAA  (4) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

92. インド－

農業・織物・

工業製品輸入

に係る数量制

限 

カナダ 1997/ 7/16 協議要請 

1998/ 3/18 二国間合意通報 

（DS90.の米国による申立て事由

と同様） 

GGAATTTT  (XI, 

XVIII) 

AAAA  (4) 

 

93. インド－

農業・織物・

工業製品輸入

に係る数量制

限 

ニュージーラン

ド 

1997/ 7/16 協議要請 

1998/ 9/14 二国間合意通報 

（DS90.の米国による申立て事由

に加え）利益を無効化・侵害し

ている。 

GGAATTTT  (XI, 

XVIII) 

AAAA  (4) 

 

94. インド－

農業・織物・

工業製品輸入

に係る数量制

限 

スイス 1997/ 7/18 協議要請 

1998/ 2/23 二国間合意通報 

（上記DS90.～93.の申立て事由

と同様。但し農業を除く） 

GGAATTTT (XI, 

XVIII) 

 

95. 米国－政

府調達に係る

措置 

日本 1997/ 7/18 協議要請 

1998/ 9/ 8 パネル設置要請 

1998/10/21 パネル設置(｢DS88｣と併合) 

DS88を参照 

GGPPAA (3, 8, 13, 

19) 

 

96. インド－

農業・織物・

工業製品輸入

に係る数量制

限 

EU 1997/ 7/18 協議要請 

1998/ 4/ 7 二国間合意通報 

（上記DS90.の米国による申立て

事由に加え）SPS協定第2、3、5

条に違反するとして申立て。 

GGAATTTT (XI, 

XIII, XVII, 

XVIII) 

AAAA (4) 

SSPPSS (2, 3, 5) 

 

97. 米国－チ

リ産サケ輸入

に係る相殺義

務調査 

チリ 1997/ 8/ 5 協議要請 ①チリ産サケに対する米商務省

の補助金相殺義務調査は補助金

協定第11条に違反するとしてチ

リが申立て。 

SSCCMM (11)  

98. 韓国－乳

製品輸入に係

るセーフガー

ド決定 

EU 

【米国】 

1997/ 8/12 協議要請 

1998/ 1/ 9 パネル設置要請 

1998/ 6/10 新規のパネル設置要請 

1998/ 7/23 パネル設置 

1999/ 6/21 パネル報告書配布 

1999/ 9/15 韓国が上級委申立て 

1999/12/14 上級委報告書配布 

2000/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

①韓国が乳製品に輸入割当の形

でSG協定を発動したのは、SG協

定第2、4、5、12条及びGATT第

XIX条に違反するとしてEUが申立

て。 

②重大な損害の認定について韓

国は全ての考慮要素を考慮して

いないとしてSG協定第4.2条違反

を認定し、重大な損害を防止す

るのに必余な限度を超えるとし

てSG協定措置の適用に関するSG

協定第5条違反を認定した。 

③上級委はSG協定第5.1条につい

て数量制限を適用する場合以外

のいかなる場合にも明白な説明

が必要とのパネルの判断を破棄

するとともに、GATT第XIX条1項

についてのパネルの解釈も破棄

し、「予見されなかった発展」

は独立の要件ではないが事実と

して証明されるべきある種の状

況を示しているとし、パネルの

事実認定の不尽により審理でき

ないとした。 

SSGG (2, 4, 5, 

12) 

GGAATTTT (XIX) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

99. 米国－韓

国製DRAMに対

するアンチ・

ダンピング税

賦課 

韓国 

【EU】 

1997/ 8/14 協議要請 

1997/11/ 6 パネル設置要請 

1998/ 1/16 パネル設置 

1999/ 1/29 パネル報告書配布 

1999/ 3/19 パネル報告書採択 

2000/ 3/ 9 パネル設置要請（履行確認） 

2000/ 4/25 パネル設置（履行確認） 

2000/ 9/21 パネル手続停止（履行確認） 

2000/10/20 二国間合意通報 

①韓国製DRAMに対する米商務省

のAD協定決定は、AD協定第2、

5、6、11条に反するとして韓国

が申立て。 

②パネルは韓国の立証が不十分

であるとしてAD協定第2.2.1.1条

違反を、僅少の基準は申請時に

限られるとして5.8条違反を、全

てのデータが検証されている必

要はないとして6.6条の違反を認

めなかった。他方、パネルは米

国の見直しに関するAD協定11.2

条違反を認めた。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 11, 17) 

 

100. 米国－鶏

肉製品輸入に

係る措置 

EU 1997/ 8/18 協議要請 ①米国によるEU産鶏製品の輸入

禁止がGATT第I、III、X、XI条及

びSPS協定、TBT協定に反すると

してEUが申立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

X, XI) 

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 8) 

TTBBTT (2, 5) 

 

101. メキシコ

－米国産高糖

度コーンシロ

ップに対する

アンチ・ダン

ピング調査 

米国 1997/ 9/ 4 協議要請 ①メキシコの米コーンシロップ

に対するAD協定決定及び措置の

発動が、AD協定第5、6条に反す

るとして米国が申立て。 

AADD (2, 4, 5, 

6) 

 

102. フィリピ

ン－豚肉・鶏

肉に係る措置 

米国 1997/10/ 7 協議要請 

1998/ 3/12 二国間合意通報 

(DS74.の対象となった措置を改

善するとの1997年政令8号も申立

てに含む） 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4)  

IILL (1, 3)  

TTRRIIMMss (2, 5)  

 

103. カナダ－

乳製品に係る

措置 

米国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、EU、

メキシコ】 

1997/10/ 8 協議要請 

1998/ 2/ 2 パネル設置要請 

1998/ 3/25 パネル設置（「DS113」と併

合） 

1998/ 5/17 パネル報告書配布 

1998/ 7/15 カナダが上級委申立て 

1999/10/13 上級委報告書配布 

1999/10/27 パネル・上級委報告書採択 

2000/12/22 シークエンス合意 

2001/ 2/ 2 協議要請（履行確認） 

2001/ 2/16 パネル設置要請 (履行確

認）、米国が対抗措置承認申請 

2001/ 2/28 仲裁を要請 

2001/ 3/ 1 パネル設置(履行確認） 

2001/ 7/11 パネル報告書配布(履行確認） 

2001/ 9/ 4 カナダが上級委申立て(履行確

認） 

2001/12/ 3 上級委報告書配布(履行確認） 

2001/12/ 6 パネル設置要請(履行確認二回

目） 

2001/12/18 パネル・上級委報告書採択

（履行確認）、パネル設置(履行確認二回

目）、追加のシークエンス合意 

①カナダの乳製品に係る輸出補

助金及び関税割当は、GATT第II

条、農業協定第3条、9条、補助

金協定第3条、輸入許可手続協定

第1、3条に違反するとして米国

が申立て。 

②③パネル及び上級委は、農業

協定第9条の輸出補助金に該当す

る措置であり、農業協定第10条

違反であると認定（ただし、農

業協定第9.1条aに関する違反を

認定したパネルの判断は上級委

で覆された）。また、上級委は

GATT第II条についても、価格に

基づく割当を行っている点が同

条に違反するとした。 

 

履行確認ネル及び上級委は、カ

ナダの履行が不十分であると判

断した。 

SSCCMM (3)  

GGAATTTT (X, XI, 

XIII)  

AAAA (3, 4, 8, 9 

10)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

99. 米国－韓

国製DRAMに対

するアンチ・

ダンピング税

賦課 

韓国 

【EU】 

1997/ 8/14 協議要請 

1997/11/ 6 パネル設置要請 

1998/ 1/16 パネル設置 

1999/ 1/29 パネル報告書配布 

1999/ 3/19 パネル報告書採択 

2000/ 3/ 9 パネル設置要請（履行確認） 

2000/ 4/25 パネル設置（履行確認） 

2000/ 9/21 パネル手続停止（履行確認） 

2000/10/20 二国間合意通報 

①韓国製DRAMに対する米商務省

のAD協定決定は、AD協定第2、

5、6、11条に反するとして韓国

が申立て。 

②パネルは韓国の立証が不十分

であるとしてAD協定第2.2.1.1条

違反を、僅少の基準は申請時に

限られるとして5.8条違反を、全

てのデータが検証されている必

要はないとして6.6条の違反を認

めなかった。他方、パネルは米

国の見直しに関するAD協定11.2

条違反を認めた。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 11, 17) 

 

100. 米国－鶏

肉製品輸入に

係る措置 

EU 1997/ 8/18 協議要請 ①米国によるEU産鶏製品の輸入

禁止がGATT第I、III、X、XI条及

びSPS協定、TBT協定に反すると

してEUが申立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

X, XI) 

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 8) 

TTBBTT (2, 5) 

 

101. メキシコ

－米国産高糖

度コーンシロ

ップに対する

アンチ・ダン

ピング調査 

米国 1997/ 9/ 4 協議要請 ①メキシコの米コーンシロップ

に対するAD協定決定及び措置の

発動が、AD協定第5、6条に反す

るとして米国が申立て。 

AADD (2, 4, 5, 

6) 

 

102. フィリピ

ン－豚肉・鶏

肉に係る措置 

米国 1997/10/ 7 協議要請 

1998/ 3/12 二国間合意通報 

(DS74.の対象となった措置を改

善するとの1997年政令8号も申立

てに含む） 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4)  

IILL (1, 3)  

TTRRIIMMss (2, 5)  

 

103. カナダ－

乳製品に係る

措置 

米国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、EU、

メキシコ】 

1997/10/ 8 協議要請 

1998/ 2/ 2 パネル設置要請 

1998/ 3/25 パネル設置（「DS113」と併

合） 

1998/ 5/17 パネル報告書配布 

1998/ 7/15 カナダが上級委申立て 

1999/10/13 上級委報告書配布 

1999/10/27 パネル・上級委報告書採択 

2000/12/22 シークエンス合意 

2001/ 2/ 2 協議要請（履行確認） 

2001/ 2/16 パネル設置要請 (履行確

認）、米国が対抗措置承認申請 

2001/ 2/28 仲裁を要請 

2001/ 3/ 1 パネル設置(履行確認） 

2001/ 7/11 パネル報告書配布(履行確認） 

2001/ 9/ 4 カナダが上級委申立て(履行確

認） 

2001/12/ 3 上級委報告書配布(履行確認） 

2001/12/ 6 パネル設置要請(履行確認二回

目） 

2001/12/18 パネル・上級委報告書採択

（履行確認）、パネル設置(履行確認二回

目）、追加のシークエンス合意 

①カナダの乳製品に係る輸出補

助金及び関税割当は、GATT第II

条、農業協定第3条、9条、補助

金協定第3条、輸入許可手続協定

第1、3条に違反するとして米国

が申立て。 

②③パネル及び上級委は、農業

協定第9条の輸出補助金に該当す

る措置であり、農業協定第10条

違反であると認定（ただし、農

業協定第9.1条aに関する違反を

認定したパネルの判断は上級委

で覆された）。また、上級委は

GATT第II条についても、価格に

基づく割当を行っている点が同

条に違反するとした。 

 

履行確認ネル及び上級委は、カ

ナダの履行が不十分であると判

断した。 

SSCCMM (3)  

GGAATTTT (X, XI, 

XIII)  

AAAA (3, 4, 8, 9 

10)  

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2002/ 7/26 パネル報告書配布(履行確認二

回目） 

2002/ 9/23 カナダが上級委申立て(履行確

認二回目） 

2002/12/20 上級委報告書配布(履行確認二

回目） 

2003/ 1/17 上級委報告書採択(履行確認二

回目） 

2003/ 5/ 9 二国間合意通報 

104. EU－プロ

セスチーズ輸

出に係る措置 

米国 1997/10/ 8 協議要請 ①EUのプロセスチーズ輸出に係

る補助金が、農業協定第8、9、

10、11条、補助金協定第3条に違

反するとして米国が申立て。 

AAAA (8, 9, 10, 

11)  

SSCCMM (3)  

 

105. EU－バナ

ナ輸入制限  

パナマ 1997/10/24 協議要請 

2012/11/ 8 二国間合意通報 

①バナナの輸入、販売、流通に

関するEUの制度に関する申立て

（関連するWTO協定を特定せ

ず）。 

  

106. 豪州－自

動車用皮革生

産者・輸入者

への補助金    

米国 1997/11/10 協議要請 

1998/ 1/ 9 パネル設置要請 

1998/ 1/22 パネル設置 

1998/ 6/11 パネル設置要請を取り下げ 

①豪州が自動車用皮革製品の生

産者・輸出者に対する補助金

は、補助金協定第3条に違反する

として米国が申立て。      

SSCCMM  (3)  

107. パキスタ

ン－獣皮輸出

制限 

EU 1997/11/ 7 協議要請 ①パキスタンの獣皮輸出制限措

置はEU産業の未加工、半加工原

料調達を制限しているとしてEU

が申立て（関連するWTO協定を特

定せず）。 

  

108. 米国－外

国小売業者へ

の課税制度 

EU 

【日本、豪州、バ

ルバドス、ブラジ

ル、カナダ、中国、

インド、ジャマイ

カ】 

1997/11/18 協議要請 

1998/ 7/ 1 パネル設置要請 

1998/ 9/22 パネル設置 

1999/10/ 8 パネル報告書配布 

1999/11/26 米国が上級委申立て 

2000/ 2/24 上級委報告書配布 

2000/ 3/20 パネル・上級委報告書採択 

2000/10/ 2 シークエンス合意 

2000/11/17 協議要請（履行確認）、EUが

対抗措置承認申請 

2000/11/27 米国が仲裁を要請 

2000/11/28 仲裁に付託 

2000/12/ 7 パネル設置要請(履行確認） 

2000/12/20 パネル設置(履行確認） 

2000/12/21 仲裁手続停止 

2001/ 8/20 パネル報告書配布(履行確認） 

2001/10/15 米国が上級委申立て(履行確

認） 

2002/ 1/14 上級委報告書配布(履行確認） 

2002/ 1/29 パネル・上級委報告書採択(履

行確認）、仲裁手続再開 

2002/ 8/30 仲裁判断配布 

2003/ 4/24 EUが対抗措置の内容承認申請 

2003/ 5/ 7 対抗措置の内容承認 

2004/11/ 5 協議要請（履行確認二回目） 

①米国の外国小売業者（FSC）に

対する特別課税制度は、補助金

協定第3.1条、GATT第III条4項、

XVI条に違反するとしてEUが申立

て。 

②補助金協定第3.1条の輸出補助

金に該当するとして廃止を勧

告。 

③パネル判断を支持し採択。 

 

上級委判断を受けて米国は履行

措置としてFSC廃止並びに改正法

ETIを制定したが、第1回履行確

認パネル及び履行確認上級委は

依然として輸出補助金であり協

定違反であると認定をし、履行

確認上級委は補助金協定第4.7条

の完全な実施を要請した。これ

により米国は、ETI廃止法案であ

る米国雇用創出法を制定した

が、第2回履行確認パネルはこの

実施措置についても完全な勧告

を実施していないと認定した。

また、履行確認パネルは新たな

勧告が必要であるとの米国の主

張には同意しないとした。 

SSCCMM (3) 

GGAATTTT (III, 

XVI) 

第II部

第7章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2005/ 1/13 パネル設置要請(履行確認二回

目） 

2005/ 2/17 パネル設置(履行確認二回目） 

2005/ 9/30 パネル報告書配布(履行確認二

回目） 

2005/11/24 米国が上級委申立て(履行確認

二回目） 

2006/ 2/13 上級委報告書配布(履行確認二

回目） 

2006/ 3/14 パネル・上級委報告書採択

（履行確認二回目） 

109. チリ－酒

税 

米国 1997/12/11 協議要請 ①チリが輸入スピリッツに対し

国産品よりも高い特別売上税を

課しているのはGATT第III条2項

に違反するとして米国が申立

て。 

GGAATTTT (III)   

110. チリ－酒

税 

EU 

【カナダ、ペル

ー、米国、メキシ

コ】 

1997/12/15 協議要請 

1998/ 3/ 9 パネル設置要請 

1998/ 3/25 パネル設置(｢DS87｣と併合) 

1999/ 6/15 パネル報告書配布 

1999/ 9/13 チリが上級委申立て 

1999/12/13 上級委報告書配布 

2000/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

DS87 を参照 

GGAATTTT (III)   

111. 米国－グ

ランドナッツ

に係る関税割

当 

アルゼンチン 1997/12/19 協議要請 ①米国の関税割当に係わる措置

はGATT第II、X、XIII条、農業協

定第1、4、15条、原産地規則協

定第2条、輸入許可手続協定第1

条に違反し、また無効化・侵害

を生じているとしてアルゼンチ

ンが申立て。 

GGAATTTT (II, X, 

XIII)  

AAAA (1, 4, 15)  

RROOOO (2)  

IILL (1)  

 

112. ペルー－

ブラジル製バ

ス輸入に係る

CVD調査 

ブラジル 1997/12/23 協議要請 ①ブラジル製バス輸入に係わる

ペルーのCVD調査手続は、補助金

協定第11、13.1条に違反すると

してブラジルが申立て。 

SSCCMM（11, 13）  

113. カナダ－

乳製品に係る

措置 

ニュージーラン

ド 

【日本、アルゼン

チン、豪州、EU、

メキシコ、米国】 

1997/12/29 協議要請 

1998/ 3/12 パネル設置要請 

1997/ 3/25 パネル設置(｢DS103｣と併合) 

1998/ 5/17 パネル報告書配布 

1998/ 7/15 カナダが上級委申立て 

1999/10/13 上級委報告書配布 

1999/10/27 パネル・上級委報告書採択 

2000/12/22 シークエンス合意 

2001/ 2/ 2 協議要請（履行確認） 

2001/ 2/16 パネル設置要請 (履行確

認）、対抗措置承認申請 

2001/ 2/28 カナダが仲裁を要請 

2001/ 3/ 1 パネル設置(履行確認） 

2001/ 7/11 パネル報告書配布(履行確認） 

2001/ 9/ 4 カナダが上級委申立て(履行確

認） 

2001/12/ 3 上級委報告書配布(履行確認） 

DS103を参照 

GGAATTTT  (X)  

AAAA (3, 8, 9, 

10)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2005/ 1/13 パネル設置要請(履行確認二回

目） 

2005/ 2/17 パネル設置(履行確認二回目） 

2005/ 9/30 パネル報告書配布(履行確認二

回目） 

2005/11/24 米国が上級委申立て(履行確認

二回目） 

2006/ 2/13 上級委報告書配布(履行確認二

回目） 

2006/ 3/14 パネル・上級委報告書採択

（履行確認二回目） 

109. チリ－酒

税 

米国 1997/12/11 協議要請 ①チリが輸入スピリッツに対し

国産品よりも高い特別売上税を

課しているのはGATT第III条2項

に違反するとして米国が申立

て。 

GGAATTTT (III)   

110. チリ－酒

税 

EU 

【カナダ、ペル

ー、米国、メキシ

コ】 

1997/12/15 協議要請 

1998/ 3/ 9 パネル設置要請 

1998/ 3/25 パネル設置(｢DS87｣と併合) 

1999/ 6/15 パネル報告書配布 

1999/ 9/13 チリが上級委申立て 

1999/12/13 上級委報告書配布 

2000/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

DS87 を参照 

GGAATTTT (III)   

111. 米国－グ

ランドナッツ

に係る関税割

当 

アルゼンチン 1997/12/19 協議要請 ①米国の関税割当に係わる措置

はGATT第II、X、XIII条、農業協

定第1、4、15条、原産地規則協

定第2条、輸入許可手続協定第1

条に違反し、また無効化・侵害

を生じているとしてアルゼンチ

ンが申立て。 

GGAATTTT (II, X, 

XIII)  

AAAA (1, 4, 15)  

RROOOO (2)  

IILL (1)  

 

112. ペルー－

ブラジル製バ

ス輸入に係る

CVD調査 

ブラジル 1997/12/23 協議要請 ①ブラジル製バス輸入に係わる

ペルーのCVD調査手続は、補助金

協定第11、13.1条に違反すると

してブラジルが申立て。 

SSCCMM（11, 13）  

113. カナダ－

乳製品に係る

措置 

ニュージーラン

ド 

【日本、アルゼン

チン、豪州、EU、

メキシコ、米国】 

1997/12/29 協議要請 

1998/ 3/12 パネル設置要請 

1997/ 3/25 パネル設置(｢DS103｣と併合) 

1998/ 5/17 パネル報告書配布 

1998/ 7/15 カナダが上級委申立て 

1999/10/13 上級委報告書配布 

1999/10/27 パネル・上級委報告書採択 

2000/12/22 シークエンス合意 

2001/ 2/ 2 協議要請（履行確認） 

2001/ 2/16 パネル設置要請 (履行確

認）、対抗措置承認申請 

2001/ 2/28 カナダが仲裁を要請 

2001/ 3/ 1 パネル設置(履行確認） 

2001/ 7/11 パネル報告書配布(履行確認） 

2001/ 9/ 4 カナダが上級委申立て(履行確

認） 

2001/12/ 3 上級委報告書配布(履行確認） 

DS103を参照 

GGAATTTT  (X)  

AAAA (3, 8, 9, 

10)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2001/12/ 6 パネル設置要請(履行確認二回

目） 

2001/12/18 パネル・上級委報告書採択、

パネル設置(履行確認二回目）、追加のシ

ークエンス合意 

2002/ 7/26 パネル報告書配布(履行確認二

回目） 

2002/ 9/23 カナダが上級委申立て(履行確

認二回目） 

2002/12/20 上級委報告書配布(履行確認二

回目） 

2003/ 1/17 上級委報告書採択(履行確認二

回目） 

2003/ 5/ 9 二国間合意通報 

114. カナダ－

医薬品特許保

護 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、コロンビ

ア、キューバ、イ

ンド、イスラエ

ル、ポーランド、

スイス、タイ、米

国】 

1997/12/19 協議要請 

1998/11/11 パネル設置要請 

1999/ 2/ 1 パネル設置 

2000/ 3/17 パネル報告書配布 

2000/ 4/ 7 パネル報告書採択 

①カナダの特許法等の現行法

は、医薬品分野の発明の保護が

不十分であり、TRIPS協定第7、

8、27.1、28、30、33条等に違反

するとしてEUが申立て。 

②カナダ特許法第55.2(2)条は、

TRIPS協定第28条に基づき特許権

者に付与された排他的権利を制

限しており、TRIPS協定第30条に

認められた限定的例外にも該当

しないとして、TRIPS協定第28.1

条違反を認定。 

TTRRIIPPSS  (27, 28, 

33)  

 

115. EU－著作

隣接権付与に

係る措置 

米国 1998/ 1/ 6 協議要請 

1998/ 1/ 9 パネル設置要請 

2000/11/ 6 二国間合意通報 

①EUの著作隣接権付与の制度

が、TRIPS協定第9-14、63、65、

70条に違反するとして米国が申

立て。 

TTRRIIPPSS  (9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 41, 42, 

43, 44, 45, 

46, 47, 48, 

61, 63, 65, 

70)  

 

116. ブラジル

－支払期間に

係る措置 

EU 1998/ 1/ 9 協議要請 ①ブラジルの輸入の支払期間に

係る措置は、輸入許可手続協定

第3、5条に違反するとしてEUが

申立て。 

IILL  (3, 5)   

117. カナダ－

フィルム流通

サービスに係

る措置 

EU 1998/ 1/20 協議要請 ①カナダのフィルム流通サービ

スに係る措置は、GATS第II、III

条に違反するとしてEUが申立

て。 

GGAATTSS (II, III)   

118. 米国－港

湾維持税 

EU 1998/ 2/ 6 協議要請 ①米国の港湾維持税は、GATT第

I、II、III、XIII、X条及びGATT

第II条1項(b)についての解釈了

解に違反するとしてEUが申立

て。 

GGAATTTT  (I, II, 

III, VIII, X)  

 

119. 豪州－コ

ート紙輸入に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置  

スイス 1998/ 2/20 協議要請 

1998/ 5/13 二国間合意通報 

①豪州のスイス製コート紙の輸

入に対するAD協定措置は、AD協

定第3、5条に違反するとしてス

イスが申立て。 

AADD (3, 5)   
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

120. インド－

特定商品の輸

入に係る措置 

EU 1998/ 3/16 協議要請 

2000/10/12 パネル設置要請 

①インドのEXIM政策において、

獣皮革が輸入品のネガティブ・

リストに掲載され、実質的に輸

入許可が拒否されているのは、

GATT第XI条に違反するとしてEU

が申立て｡ 

GGAATTTT (XI)  

121. アルゼン

チン－履物輸

入に係るセー

フガード措置 

EU 

【ブラジル、イン

ドネシア、パラグ

アイ、ウルグア

イ、米国】 

1998/ 4/ 3 協議要請 

1998/ 6/10 パネル設置要請 

1998/ 7/23 パネル設置 

1999/ 6/25 パネル報告書配布 

1999/ 9/15 アルゼンチンが上級委申立

て                                  

1999/12/14 上級委報告書配布 

2000/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

①アルゼンチンが輸入履物に対

してとったセーフガード措置

は、SG協定第2、4、5、6、12条

及びGATT第XIX条に違反するとし

てEUが申立て。 

②アルゼンチンの調査、輸入の

増加、重大な損害、因果関係の

認定はSG協定第2.4条に違反する

と判断。 

③SG協定第2.4条に関してはパネ

ル判断を支持。また、SG協定措

置はGATT第XIX条とSG協定双方が

適用されるという解釈を示し

た。なお、SG協定第2.1条脚注と

GATT第XXIV条に関するパネルの

認定を破棄した上で、アルゼン

チンがメルコスール諸国を含む

すべての輸入を考慮して重大な

損害の認定をしたのに、SG協定

措置をメルコスール以外の輸入

にのみ発動したことは正当化で

きないと判断。 

SSGG (2, 4, 5, 

6, 12)  

GGAATTTT (XIX)  

第II部

第8章 

122. タイ－ポ

ーランド製鉄

鋼に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

ポーランド 

【日本、EU、米国】 

1998/ 4/ 6 協議要請 

1999/10/13 パネル設置要請 

1999/11/19 パネル設置 

2000/ 9/28 パネル報告書配布 

2000/10/23 タイが上級委申立て 

2001/ 3/12 上級委報告書配布 

2001/ 4/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①タイのポーランド製鉄鋼に対

するAD協定税賦課、及び情報開

示の拒否はAD協定第2、3、5、6

条に違反するとしてポーランド

が申立て。 

②(a) 「実証的証拠」の「客観

的審査」に基づき、ダンピング

輸入の価格への影響を考慮しな

かったとしてAD協定第3.2条第2

文、3.1条違反、(b) AD協定第

3.4条に列挙された要因をすべて

考慮せず、また「公平かつ客観

的な評価」若しくは「実質的証

拠」の「客観的審査」に基づき

いかに損害が肯定されたかに関

し、的確な説明を怠ったとして

AD協定第3.4、3.1条違反、(c) 

(a)及び(b)に基づき、ダンピン

グ輸入と損害との因果関係を認

定したとしてAD協定第3.5、3.1

条違反を認定。 

③AD協定第3.1条の一部、及び第

17.6(i)条についてのパネル決定

を破棄したが、タイの上級委申

立てがなかったAD協定第3.2、

AADD (2, 3, 5, 

6)  
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第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

120. インド－

特定商品の輸

入に係る措置 

EU 1998/ 3/16 協議要請 

2000/10/12 パネル設置要請 

①インドのEXIM政策において、

獣皮革が輸入品のネガティブ・

リストに掲載され、実質的に輸

入許可が拒否されているのは、

GATT第XI条に違反するとしてEU

が申立て｡ 

GGAATTTT (XI)  

121. アルゼン

チン－履物輸

入に係るセー

フガード措置 

EU 

【ブラジル、イン

ドネシア、パラグ

アイ、ウルグア

イ、米国】 

1998/ 4/ 3 協議要請 

1998/ 6/10 パネル設置要請 

1998/ 7/23 パネル設置 

1999/ 6/25 パネル報告書配布 

1999/ 9/15 アルゼンチンが上級委申立

て                                  

1999/12/14 上級委報告書配布 

2000/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

①アルゼンチンが輸入履物に対

してとったセーフガード措置

は、SG協定第2、4、5、6、12条

及びGATT第XIX条に違反するとし

てEUが申立て。 

②アルゼンチンの調査、輸入の

増加、重大な損害、因果関係の

認定はSG協定第2.4条に違反する

と判断。 

③SG協定第2.4条に関してはパネ

ル判断を支持。また、SG協定措

置はGATT第XIX条とSG協定双方が

適用されるという解釈を示し

た。なお、SG協定第2.1条脚注と

GATT第XXIV条に関するパネルの

認定を破棄した上で、アルゼン

チンがメルコスール諸国を含む

すべての輸入を考慮して重大な

損害の認定をしたのに、SG協定

措置をメルコスール以外の輸入

にのみ発動したことは正当化で

きないと判断。 

SSGG (2, 4, 5, 

6, 12)  

GGAATTTT (XIX)  

第II部

第8章 

122. タイ－ポ

ーランド製鉄

鋼に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

ポーランド 

【日本、EU、米国】 

1998/ 4/ 6 協議要請 

1999/10/13 パネル設置要請 

1999/11/19 パネル設置 

2000/ 9/28 パネル報告書配布 

2000/10/23 タイが上級委申立て 

2001/ 3/12 上級委報告書配布 

2001/ 4/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①タイのポーランド製鉄鋼に対

するAD協定税賦課、及び情報開

示の拒否はAD協定第2、3、5、6

条に違反するとしてポーランド

が申立て。 

②(a) 「実証的証拠」の「客観

的審査」に基づき、ダンピング

輸入の価格への影響を考慮しな

かったとしてAD協定第3.2条第2

文、3.1条違反、(b) AD協定第

3.4条に列挙された要因をすべて

考慮せず、また「公平かつ客観

的な評価」若しくは「実質的証

拠」の「客観的審査」に基づき

いかに損害が肯定されたかに関

し、的確な説明を怠ったとして

AD協定第3.4、3.1条違反、(c) 

(a)及び(b)に基づき、ダンピン

グ輸入と損害との因果関係を認

定したとしてAD協定第3.5、3.1

条違反を認定。 

③AD協定第3.1条の一部、及び第

17.6(i)条についてのパネル決定

を破棄したが、タイの上級委申

立てがなかったAD協定第3.2、

AADD (2, 3, 5, 

6)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

3.4、3.5条違反に関するパネル

決定については審査しなかっ

た。 

123. アルゼン

チン－履物輸

入に係るセー

フガード措置 

インドネシア 1998/ 4/23 協議要請 

1999/ 4/15 パネル設置要請 

1999/ 5/10 パネル設置要請取り下げ 

①アルゼンチンが輸入履物に対

してとったセーフガード措置

は、SG協定第2、4、5、6、7、12

条、及びGATT第XIX条に違反する

としてインドネシアが申立て。 

SSGG (2, 4, 5, 

6, 12)  

GGAATTTT (XIX)  

 

124. EU－動

画・テレビ番

組に係る知的

財産権の執行 

米国 1998/ 4/30 協議要請 

2001/ 3/20 二国間合意通報 

①ギリシャにおいて著作権者の

許可なく動画及びテレビ番組が

放映され、権利保護の措置がと

られていないのはTRIPS協定第

41、61条に違反するとして米国

が申立て。 

TTRRIIPPSS (41, 61)   

125. ギリシャ

－動画・テレ

ビ番組に係る

知的財産権の

執行 

米国 1998/ 4/30 協議要請 

2001/ 3/20 二国間合意通報 

①ギリシャにおいて著作権者の

許可なく動画及びテレビ番組が

放映され、権利保護の措置がと

られていないのはTRIPS協定第

41、61条に違反するとして米国

が申立て。 

TTRRIIPPSS (41, 61)   

126. 豪州－自

動車用皮革生

産者・輸出者

への補助金 

米国 

【EU、メキシコ】 

1998/ 5/ 4 協議要請 

1998/ 6/11 パネル設置要請 

1998/ 6/22 パネル設置 

1999/ 5/25 パネル報告書配布 

1999/ 6/16 パネル報告書採択 

1999/10/ 4 パネル設置要請(履行確認） 

1999/10/14 パネル設置(履行確認） 

2000/ 1/21 パネル報告書配布(履行確認） 

2000/ 2/11 パネル報告書採択（履行確

認） 

2000/ 7/24 二国間合意通報 

①豪州が自動車用皮革の生産

者・輸出者に対して与えた財政

的援助は、補助金協定第3条に違

反するとして米国が申立て。 

②事実上の輸出条件を認定して

補助金協定第3条違反の輸出補助

金であると判断し、90日以内に

廃止することを勧告。 

履行確認パネルは豪州は禁止補

助金を廃止していないと認定し

た。また、一度きりの過去の補

助金の実効的な救済のためには

補助金全額の返済を求めるとい

う考え方も示した。 

SSCCMM (3)   

127. ベルギー

－補助金の性

質を有する所

得税 

米国 1998/ 5/ 5 協議要請 ①ベルギーが「輸出経営者」を

リクルートした者に対し税控除

を認めているのは、補助金協定

第3条に違反するとして米国が申

立て。 

SSCCMM (3)  

128. オランダ

－補助金の性

質を有する所

得税 

米国 1998/ 5/ 5 協議要請 ①オランダの所得税法において

輸出による収入に「輸出留保」

を認めているのは、補助金協定

第3条に違反するとして米国が申

立て。 

SSCCMM (3)  

129. ギリシャ

－補助金の性

質を有する所

得税 

米国 1998/ 5/ 5 協議要請 ①ギリシャの所得税法において

輸出者に年間の輸出収入の割合

に応じて税控除を認めているの

は、補助金協定第3条に違反する

として米国が申立て。 

SSCCMM (3)  

130. アイルラ

ンド－補助金

米国 1998/ 5/ 5 協議要請 ①アイルランドの所得税法にお

いて国内製造品の輸出による収

SSCCMM (3)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

の性質を有す

る所得税 

入に特別の税率を適用する資格

を設けているのは、補助金協定

第3条に違反するとして米国が申

立て。 

131. フランス

－補助金の性

質を有する所

得税 

米国 1998/ 5/ 5 協議要請 ①フランスの所得税法におい

て、企業の海外取引の初期費用

を暫定的に税控除し、企業に特

別な準備金を認めているのは、

補助金協定第3条に違反するとし

て米国が申立て。 

SSCCMM (3)  

132. メキシコ

－米国産高糖

度コーンシロ

ップに対する

アンチ・ダン

ピング調査 

米国 

【ジャマイカ、モ

ーリシャス、EU】 

1998/ 5/ 8 協議要請 

1998/10/ 8 パネル設置要請 

1998/11/25 パネル設置 

2000/ 1/28 パネル報告書配布 

2000/ 2/24 パネル報告書採択 

2000/10/12 パネル設置要請（履行確認） 

2000/10/23 パネル設置(履行確認） 

2001/ 6/22 パネル報告書配布(履行確認） 

2001/ 7/24 メキシコが上級委申立て（履

行確認） 

2001/10/22 上級委報告書配布(履行確認） 

2001/11/21 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

 

①メキシコの米国産高糖度コー

ンシロップに対するAD協定調査

及び損害のおそれの決定は、AD

協定第2～7、9、10、12条に違反

するとして米国が申立て。 

②AD協定第3.1、3.2、3.4、

3.7(i)条（損害認定）、7.4条

（暫定措置）、10.2条（暫定措

置適用期間への遡及的賦課）、

10.4条（暫定措置適用期間中の

供託金返還）、12.2、12.2.2条

（AD協定税の遡及的賦課に関す

る説明）それぞれの違反を認

定。 

 

履行確認パネルはメキシコの再

認定はAD協定第3.1、3.4、3.7、

3.7条(i)に違反しており、した

がってメキシコは当初パネルの

勧告を実施していないと結論

し、履行確認上級委もこれらを

すべて支持した。 

AADD  (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

10, 12) 

 

133. スロバキ

ア－乳製品輸

入及び家畜輸

送に係る措置 

スイス 1998/ 5/ 7 協議要請 ①スロバキアの乳製品輸入及び

家畜輸送に係る措置は、スイス

のチーズ及び家畜の輸出に悪影

響を与えており、GATT第I、

III、V、X、XI条、SPS協定第5

条、輸入許可手続協定第5条に違

反するとしてスイスが申立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

V, X, XI) 

SSPPSS  (5)  

IILL  (5)  

 

134. EU－コメ

の輸入税 

インド 1998/ 5/27 協議要請 ①1997年7月から施行されたEUの

コメの輸入税を決定する

CRS(cumulative recovery 

system)はインドからのコメの輸

入を制限し、GATT第I、II、

III、VII、XI条、関税評価協定

第1-7、11条、輸入許可手続協定

第1、3条、TBT協定第2条、SPS協

定第2条、農業協定第4条に違反

するとしてインドが申立て。 

GGAATTTT (I, II, 

III, VIII, XI)  

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

11)  

IILL  (1, 3)  

TTBBTT (2)  

SSPPSS (2)  

AAAA (4)  

 

135. EU－アス

ベスト及びそ

カナダ 

【ブラジル、ジン

バブエ、米国】 

1998/ 5/28 協議要請 

1998/10/ 8 パネル設置要請 

1998/11/25 パネル設置 

①フランスのアスベスト及びそ

の製品の輸入禁止措置は、SPS協

定第2、3、5条、TBT協定第2条に

SSPPSS (2, 3, 5)  

TTBBTT (2)  

第II部

第2章 

第II部 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

の性質を有す

る所得税 

入に特別の税率を適用する資格

を設けているのは、補助金協定

第3条に違反するとして米国が申

立て。 

131. フランス

－補助金の性

質を有する所

得税 

米国 1998/ 5/ 5 協議要請 ①フランスの所得税法におい

て、企業の海外取引の初期費用

を暫定的に税控除し、企業に特

別な準備金を認めているのは、

補助金協定第3条に違反するとし

て米国が申立て。 

SSCCMM (3)  

132. メキシコ

－米国産高糖

度コーンシロ

ップに対する

アンチ・ダン

ピング調査 

米国 

【ジャマイカ、モ

ーリシャス、EU】 

1998/ 5/ 8 協議要請 

1998/10/ 8 パネル設置要請 

1998/11/25 パネル設置 

2000/ 1/28 パネル報告書配布 

2000/ 2/24 パネル報告書採択 

2000/10/12 パネル設置要請（履行確認） 

2000/10/23 パネル設置(履行確認） 

2001/ 6/22 パネル報告書配布(履行確認） 

2001/ 7/24 メキシコが上級委申立て（履

行確認） 

2001/10/22 上級委報告書配布(履行確認） 

2001/11/21 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

 

①メキシコの米国産高糖度コー

ンシロップに対するAD協定調査

及び損害のおそれの決定は、AD

協定第2～7、9、10、12条に違反

するとして米国が申立て。 

②AD協定第3.1、3.2、3.4、

3.7(i)条（損害認定）、7.4条

（暫定措置）、10.2条（暫定措

置適用期間への遡及的賦課）、

10.4条（暫定措置適用期間中の

供託金返還）、12.2、12.2.2条

（AD協定税の遡及的賦課に関す

る説明）それぞれの違反を認

定。 

 

履行確認パネルはメキシコの再

認定はAD協定第3.1、3.4、3.7、

3.7条(i)に違反しており、した

がってメキシコは当初パネルの

勧告を実施していないと結論

し、履行確認上級委もこれらを

すべて支持した。 

AADD  (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

10, 12) 

 

133. スロバキ

ア－乳製品輸

入及び家畜輸

送に係る措置 

スイス 1998/ 5/ 7 協議要請 ①スロバキアの乳製品輸入及び

家畜輸送に係る措置は、スイス

のチーズ及び家畜の輸出に悪影

響を与えており、GATT第I、

III、V、X、XI条、SPS協定第5

条、輸入許可手続協定第5条に違

反するとしてスイスが申立て。 

GGAATTTT  (I, III, 

V, X, XI) 

SSPPSS  (5)  

IILL  (5)  

 

134. EU－コメ

の輸入税 

インド 1998/ 5/27 協議要請 ①1997年7月から施行されたEUの

コメの輸入税を決定する

CRS(cumulative recovery 

system)はインドからのコメの輸

入を制限し、GATT第I、II、

III、VII、XI条、関税評価協定

第1-7、11条、輸入許可手続協定

第1、3条、TBT協定第2条、SPS協

定第2条、農業協定第4条に違反

するとしてインドが申立て。 

GGAATTTT (I, II, 

III, VIII, XI)  

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

11)  

IILL  (1, 3)  

TTBBTT (2)  

SSPPSS (2)  

AAAA (4)  

 

135. EU－アス

ベスト及びそ

カナダ 

【ブラジル、ジン

バブエ、米国】 

1998/ 5/28 協議要請 

1998/10/ 8 パネル設置要請 

1998/11/25 パネル設置 

①フランスのアスベスト及びそ

の製品の輸入禁止措置は、SPS協

定第2、3、5条、TBT協定第2条に

SSPPSS (2, 3, 5)  

TTBBTT (2)  

第II部

第2章 

第II部 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

の製品に係る

輸入禁止措置 

2000/ 9/18 パネル報告書配布 

2000/10/23 カナダが上級委申立て 

2001/ 3/12 上級委報告書配布 

2001/ 4/ 5 パネル・上級委報告書採択 

違反するとして、カナダが申立

て。 

②輸入の一般的禁止にはGATTが

適用されるべきであり、TBT協定

上の問題ではなく、例外的な輸

入許可についてはTBT協定が規定

する「強制規格」と見なしうる

ものの、カナダは例外規定につ

いて争っていない、とした。フ

ランスが輸入を禁止した温石綿

とそれに代替しうる繊維、又は

温石綿を含む産品と温石綿に代

替しうる繊維を含む産品とは、

GATT第III条4項（同種の産品に

対する内国民待遇）における

「同種の産品」であるため、フ

ランスの輸入禁止命令はIII条4

項に違反しているものの、GATT

第XX条(b)（健康保護措置の一般

的例外）により正当化される旨

判断。 

③TBT協定違反について、輸入禁

止も1.1条にいう強制規格に該当

するとしてパネル判断を覆した

が、事実認定の不尽を理由に審

理を継続できないとした。ま

た、GATT第III条4項について

は、同種の産品の認定につい

て、特に消費性向の観点などか

ら同種性について十分な立証が

なされていないとしてこれを覆

した。他方、GATT第XX条につい

てはこれを支持し、申立国は本

件措置に関するEUの協定違反を

立証しなかったとして措置の是

正に係る勧告を行わなかった。 

GGAATTTT (III, XI, 

XX, XXIII)  

 

第4章 

136. 米国－

1916年AD法 

EU 

【日本、インド、

メキシコ】 

1998/ 6/ 9 協議要請 

1998/11/11 パネル設置要請 

1999/ 2/ 1 パネル設置 

2000/ 3/31 パネル報告書配布 

2000/ 5/29 米国が上級委申立て

（「DS162」と併合） 

2000/ 8/28 上級委報告書配布 

2000/ 9/26 パネル・上級委報告書採択 

2002/ 1/ 7 EUが対抗措置承認申請 

2002/ 1/17 米国が仲裁を要請 

2002/ 1/18 仲裁に付託 

2002/ 2/27 仲裁手続中断 

2003/ 9/19 仲裁手続再開 

2004 /2/24 仲裁判断配布 

①米国1916年AD協定法は1930年

関税法と並行して存在してお

り、GATT第III、VI条、WTO設立

協定第16条(4)、AD協定第1～5条

に違反するとしてEUが申立て。 

②1916年米国AD協定法は、(a) 

損害認定を要件としていないと

してGATT第VI条1項違反、(b) AD

協定税以外の救済措置を規定し

ているとしてGATT第VI条2項違

反、(c) (a)及び(b)よりWTO設立

協定第16.4条違反、(d) 十分な

手続的要件を規定していないと

してAD協定第1、4、5.5条違反を

認定。 

③パネル判断をすべて支持。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5)  

GGAATTTT (III, VI)  

WWTTOO (XVI)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

137. EU－カナ

ダ産松柏類木

材の輸入に係

る措置 

カナダ 1998/ 6/17 協議要請 ①カナダからの松柏類木材の輸

入に係るEU理事会指令及び関連

措置は、GATT第I、III、XI条、

SPS協定第2、3、4、5、6条、TBT

協定第2条に違反するとしてカナ

ダが申立て。 

GGAATTTT (I, III, 

XI)  

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 6)  

TTBBTT (2)  

 

138. 米国－英

国製鉄鋼製品

に対する相殺

関税賦課 

EU 

【ブラジル、メキ

シコ】 

1998/ 6/30 協議要請 

1999/ 1/14 パネル設置要請 

1999/ 2/17 パネル設置 

1999/12/23 パネル報告書配布 

2000/ 1/27 米国が上級委申立て 

2000/ 5/10 上級委報告書配布 

2000/ 6/ 7 パネル・上級委報告書採択 

①米国の、英国製鉄鋼製品に対

する相殺関税の賦課は、補助金

協定第1.1、10、14、19.4条に違

反しているとしてEUが申立て。 

②米国は国有企業BSCの民営化に

伴って当該企業に交付された補

助金が当然に後継の民営企業に

継承されたとみなすべきでは無

かったとして、補助金協定1.1条

にいう補助金が存在せず米国の

相殺関税賦課は補助金協定第10

条に反するとした。 

③パネル判断を支持 

SSCCMM (1, 10, 

14, 19)  

 

139. カナダ－

自動車政策に

係る措置 

日本 

【インド、韓国、

米国】 

1998/ 7/ 3 協議要請 

1998/11/12 パネル設置要請 

1999/ 2/ 1 パネル設置（「DS142」と併

合） 

2000/ 2/11 パネル報告書配布 

2000/ 3/ 2 カナダが上級委申立て 

2000/ 5/31 上級委報告書配布 

2000/ 6/19 パネル・上級委報告書採択 

①米加FTAに基づくオートパクト

協定によって、カナダは一部の

自動車会社にローカルコンテン

ト要求、製造販売要求を条件に

自動車の無関税輸入を許してお

り、こうした措置は、GATT第I条

1項、III条4項、XXIV条、TRIMs

協定第2条、補助金協定第3条、

GATS第II、VI、XVII条違反す

る、として日本・EUが申立て。 

②同措置は(a)GATT第I条1項（最

恵国待遇）に違反し、XXIV条

（自由貿易地域への一般例外）

で正当化されない、(b)ローカル

コンテント要求はGATT第III条

（内国民待遇）違反、(c)輸入税

の免除は補助金協定第3.1条（禁

止補授与金）違反、(d)自動車販

売サービスへの免税及びローカ

ルコンテント要求はGATS第II条

及びXVII条違反、と認定。 

③(d)についてGATS第II条違反と

したパネルの判断を棄却したも

のの、それ以外の論点について

は、これらを概ね支持。 

カナダは2001年2月に問題となっ

た優遇措置を廃止する行政命令

を施行した。 

GGAATTTT (I, III, 

XXIV)  

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3) 

GGAATTSS (II, VI, 

XVII) 

第II部

第1章 

第II部 

第12章 

140. EU－イン

ド製無漂白綿

布に関するAD

調査 

インド 1998/ 8/ 3 協議要請 ①インド製無漂白綿布に対する

EUのAD協定決定プロセスは、客

観性を欠き、インドの開発途上

国としての立場を無視してお

り、AD協定第2、3、5、6、12、

AADD (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

12, 15)  

GGAATTTT (I, VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

137. EU－カナ

ダ産松柏類木

材の輸入に係

る措置 

カナダ 1998/ 6/17 協議要請 ①カナダからの松柏類木材の輸

入に係るEU理事会指令及び関連

措置は、GATT第I、III、XI条、

SPS協定第2、3、4、5、6条、TBT

協定第2条に違反するとしてカナ

ダが申立て。 

GGAATTTT (I, III, 

XI)  

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 6)  

TTBBTT (2)  

 

138. 米国－英

国製鉄鋼製品

に対する相殺

関税賦課 

EU 

【ブラジル、メキ

シコ】 

1998/ 6/30 協議要請 

1999/ 1/14 パネル設置要請 

1999/ 2/17 パネル設置 

1999/12/23 パネル報告書配布 

2000/ 1/27 米国が上級委申立て 

2000/ 5/10 上級委報告書配布 

2000/ 6/ 7 パネル・上級委報告書採択 

①米国の、英国製鉄鋼製品に対

する相殺関税の賦課は、補助金

協定第1.1、10、14、19.4条に違

反しているとしてEUが申立て。 

②米国は国有企業BSCの民営化に

伴って当該企業に交付された補

助金が当然に後継の民営企業に

継承されたとみなすべきでは無

かったとして、補助金協定1.1条

にいう補助金が存在せず米国の

相殺関税賦課は補助金協定第10

条に反するとした。 

③パネル判断を支持 

SSCCMM (1, 10, 

14, 19)  

 

139. カナダ－

自動車政策に

係る措置 

日本 

【インド、韓国、

米国】 

1998/ 7/ 3 協議要請 

1998/11/12 パネル設置要請 

1999/ 2/ 1 パネル設置（「DS142」と併

合） 

2000/ 2/11 パネル報告書配布 

2000/ 3/ 2 カナダが上級委申立て 

2000/ 5/31 上級委報告書配布 

2000/ 6/19 パネル・上級委報告書採択 

①米加FTAに基づくオートパクト

協定によって、カナダは一部の

自動車会社にローカルコンテン

ト要求、製造販売要求を条件に

自動車の無関税輸入を許してお

り、こうした措置は、GATT第I条

1項、III条4項、XXIV条、TRIMs

協定第2条、補助金協定第3条、

GATS第II、VI、XVII条違反す

る、として日本・EUが申立て。 

②同措置は(a)GATT第I条1項（最

恵国待遇）に違反し、XXIV条

（自由貿易地域への一般例外）

で正当化されない、(b)ローカル

コンテント要求はGATT第III条

（内国民待遇）違反、(c)輸入税

の免除は補助金協定第3.1条（禁

止補授与金）違反、(d)自動車販

売サービスへの免税及びローカ

ルコンテント要求はGATS第II条

及びXVII条違反、と認定。 

③(d)についてGATS第II条違反と

したパネルの判断を棄却したも

のの、それ以外の論点について

は、これらを概ね支持。 

カナダは2001年2月に問題となっ

た優遇措置を廃止する行政命令

を施行した。 

GGAATTTT (I, III, 

XXIV)  

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3) 

GGAATTSS (II, VI, 

XVII) 

第II部

第1章 

第II部 

第12章 

140. EU－イン

ド製無漂白綿

布に関するAD

調査 

インド 1998/ 8/ 3 協議要請 ①インド製無漂白綿布に対する

EUのAD協定決定プロセスは、客

観性を欠き、インドの開発途上

国としての立場を無視してお

り、AD協定第2、3、5、6、12、

AADD (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

12, 15)  

GGAATTTT (I, VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

15条及びGATT第I、VI条に違反す

るとしてインドが申立て。 

141. EU－イン

ドからのベッ

トリネン輸入

に対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

インド 

【日本、エジプ

ト、韓国、米国】 

1998/ 8/ 3 協議要請 

1999/ 9/ 7 パネル設置要請 

1999/10/27 パネル設置 

2000/10/30 パネル報告書配布 

2000/12/ 1 EUが上級委申立て  

2001/ 3/ 1 上級委報告書配布 

2001/ 3/12 パネル・上級委報告書採択 

2001/ 9/13 シークエンス合意 

2002/ 3/ 8 協議要請（履行確認） 

2002/ 5/ 7 パネル設置要請（履行確認） 

2002/ 5/22 パネル設置（履行確認） 

2002/11/29 パネル報告書配布（履行確

認） 

2003/ 1/ 8 インドが上級委申立て（履行

確認） 

2003/ 4/ 8 上級委報告書配布（履行確

認） 

2003/ 4/24 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

①インド製のベッドリネンに対

するEUのAD協定措置決定プロセ

スは、不公正で客観性を欠き、

AD協定第2、3、5、6、12、15条

及びGATT第I、VI条に違反すると

してインドが申立て。 

②EUが(a)ダンピング・マージン

を決定する際に、ゼロイングを

行ったとしてAD協定第2.4.2条違

反、(b)国内産業の状態を考慮す

る際に、AD協定第3.4条に列挙さ

れた要因のすべてを考慮しなか

った等として3.4条違反、(c)AD

協定税賦課前に、建設的な救済

の可能性を検討しなかったとし

てAD協定第15条違反を認定。 

③AD協定第2.4.2条違反に係るパ

ネル認定を支持しつつ、更に、

EUの一般管理費等及び利潤額の

計算についてのパネル認定を一

部破棄し、2.2.2(ii)条違反を認

定。 

DSU第21.5条パネルは、EUのAD協

定措置はAD協定及びDSUに違反し

ていないと結論したが、DSU第

21.5条上級委は一部DSU第21.5条

パネル認定を破棄し、ダンピン

グ輸入量の決定についてAD協定

第3.1、3.2条違反を認めた。 

AADD (2, 3, 4, 

5, 6, 12, 15) 

GGAATTTT (I, VI) 

 

142. カナダ－

自動車政策に

係る措置 

EU 

【インド、韓国、

米国】 

1998/ 8/17 協議要請 

1999/ 1/14 パネル設置要請 

1999/ 2/ 1 パネル設置(｢DS139｣と併合) 

2000/ 2/11 パネル報告書配布 

2000/ 3/ 2 カナダが上級委申立て 

2000/ 5/31 上級委報告書配布 

2000/ 6/19 パネル・上級委報告書採択 

DS139 を参照 

GGAATTTT (I, III) 

TTRRIIMMss (2)  

SSCCMM (3)  

GGAATTSS (VI, 

XVII) 

第II部

第1章 

第II部 

第12章 

143. スロバキ

ア－ハンガリ

ー産小麦に対

する輸入税 

ハンガリー 1998/ 9/18 協議要請 

1998/10/ 8 パネル設置要請 

①1998年9月に発効した、スロバ

キアのハンガリーからの小麦に

対する輸入税賦課の規則は、

GATT第I、II条、農業協定第4条

に違反するとしてハンガリーが

申立て。 

GGAATTTT (I, II)  

AAAA (4) 

 

144. 米国－カ

ナダからの

牛・豚・穀物

輸入に係る措

置 

カナダ 1998/ 9/25 協議要請 ①米国サウス･ダコダ州等で、

牛・豚・穀物を積載したカナダ

のトラックの州内への立入り・

通過を禁じているのは、SPS協定

第2～6、13条、附属書B、C、TBT

協定第2、3、5、7条、農業協定

第4条、GATT第I、III、V、XI、

XXIV条12項に違反し、利益を無

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 6, 13)  

TTBBTT (2, 3, 5, 

7) 

AAAA (4)  

GGAATTTT (I, III, 

V, XI, XXIV)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

効化・侵害しているとしてカナ

ダが申立て。カナダはDSU第4.8

の緊急規定を援用。 

145. アルゼン

チン－EU産小

麦グルテン輸

入に係る相殺

関税 

EU 1998/ 9/23 協議要請 ①アルゼンチンのEU産小麦グル

テンに対する相殺関税は、補助

金協定第11.11に定める18か月の

調査期間を超過しており、補助

金協定第10条に違反していると

してEUが申立て｡ 

SSCCMM (10, 11)   

146. インド－

自動車産業に

係る措置 

EU 

【日本、韓国】 

1998/10/ 6 協議要請 

2000/10/12 パネル設置要請 

2000/11/17 パネル設置 (「DS175」と併

合) 

2001/12/21 パネル報告書配布 

2002/ 1/31 インドが上級委申立て 

2002/ 3/14 インドが上級委申立て取り下

げ 

2002/ 3/19 上級委報告書配布 

2002/ 4/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①インドが自動車会社に課して

いる一定レベルのローカルコン

テントの達成や部品の輸出義務

達成度に応じた輸入量規制によ

る輸出入均衡制度等は、GATT第

III、XI条及びTRIMs協定第2条に

違反するとしてEU・米国が申立

て。 

②インドの措置について、(a)ロ

ーカルコンテント要求はGATT第

III条4項（内国民待遇）に違

反、(b)輸出入均衡要求はGATT第

XI条（数量制限の一般的禁止）

に違反するとともにGATT第III条

4項にも違反すると認定。 

③インドは上級委員会に申立て

を行ったが、審理開始後に同申

立てを取り下げたため、当該事

実関係のみが上級委報告書に記

載された。 

2002年8月、インドは問題の措置

を完全に廃止した。 

GGAATTTT (III, XI)  

TTRRIIMMss (2) 

第II部

第9章 

147. 日本－皮

革に係る関税

割当及び補助

金 

EU 1998/10/ 8 協議要請 ①日本の皮革の関税割当の運用

及び補助金は、日本の皮革産業

と同和地域に利益を与えてお

り、輸入許可手続協定第1.6、

3.5(g)(h)(i)(j)及び補助金協定

第6条に違反するとしてEUが申立

て。 

IILL (1, 3) 

SSCCMM (6) 

 

148. チェコ－

ハンガリー産

小麦の輸入税

に係る措置 

ハンガリー 1998/10/12 協議要請 ①1998年10月に発効した、チェ

コの規制（ハンガリー産小麦に

対する輸入税を増額）は、譲許

表のバインド率を上回り、ハン

ガリーのみに適用しており、

GATT第I、II条、農業協定第4条

に違反するとしてハンガリーが

申立て｡なお、ハンガリーはDSU

第4.8の緊急規定を援用。 

GGAATTTT (I, II)  

AAAA (4) 

 

149. インド－

輸入制限 

EU 1998/10/28 協議要請 ①インドの輸出入政策による輸

入制限は、GATT第III、X、XI、

XIII、XVII条、農業協定第4.2

条、輸入許可手続協定第1、2、3

条に違反し、GATT第XX、XXI条に

GGAATTTT (III, X, 

XIII, XVII, 

XX, XXI)  

AAAA (4) 

IILL (1, 2, 3) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

効化・侵害しているとしてカナ

ダが申立て。カナダはDSU第4.8

の緊急規定を援用。 

145. アルゼン

チン－EU産小

麦グルテン輸

入に係る相殺

関税 

EU 1998/ 9/23 協議要請 ①アルゼンチンのEU産小麦グル

テンに対する相殺関税は、補助

金協定第11.11に定める18か月の

調査期間を超過しており、補助

金協定第10条に違反していると

してEUが申立て｡ 

SSCCMM (10, 11)   

146. インド－

自動車産業に

係る措置 

EU 

【日本、韓国】 

1998/10/ 6 協議要請 

2000/10/12 パネル設置要請 

2000/11/17 パネル設置 (「DS175」と併

合) 

2001/12/21 パネル報告書配布 

2002/ 1/31 インドが上級委申立て 

2002/ 3/14 インドが上級委申立て取り下

げ 

2002/ 3/19 上級委報告書配布 

2002/ 4/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①インドが自動車会社に課して

いる一定レベルのローカルコン

テントの達成や部品の輸出義務

達成度に応じた輸入量規制によ

る輸出入均衡制度等は、GATT第

III、XI条及びTRIMs協定第2条に

違反するとしてEU・米国が申立

て。 

②インドの措置について、(a)ロ

ーカルコンテント要求はGATT第

III条4項（内国民待遇）に違

反、(b)輸出入均衡要求はGATT第

XI条（数量制限の一般的禁止）

に違反するとともにGATT第III条

4項にも違反すると認定。 

③インドは上級委員会に申立て

を行ったが、審理開始後に同申

立てを取り下げたため、当該事

実関係のみが上級委報告書に記

載された。 

2002年8月、インドは問題の措置

を完全に廃止した。 

GGAATTTT (III, XI)  

TTRRIIMMss (2) 

第II部

第9章 

147. 日本－皮

革に係る関税

割当及び補助

金 

EU 1998/10/ 8 協議要請 ①日本の皮革の関税割当の運用

及び補助金は、日本の皮革産業

と同和地域に利益を与えてお

り、輸入許可手続協定第1.6、

3.5(g)(h)(i)(j)及び補助金協定

第6条に違反するとしてEUが申立

て。 

IILL (1, 3) 

SSCCMM (6) 

 

148. チェコ－

ハンガリー産

小麦の輸入税

に係る措置 

ハンガリー 1998/10/12 協議要請 ①1998年10月に発効した、チェ

コの規制（ハンガリー産小麦に

対する輸入税を増額）は、譲許

表のバインド率を上回り、ハン

ガリーのみに適用しており、

GATT第I、II条、農業協定第4条

に違反するとしてハンガリーが

申立て｡なお、ハンガリーはDSU

第4.8の緊急規定を援用。 

GGAATTTT (I, II)  

AAAA (4) 

 

149. インド－

輸入制限 

EU 1998/10/28 協議要請 ①インドの輸出入政策による輸

入制限は、GATT第III、X、XI、

XIII、XVII条、農業協定第4.2

条、輸入許可手続協定第1、2、3

条に違反し、GATT第XX、XXI条に

GGAATTTT (III, X, 

XIII, XVII, 

XX, XXI)  

AAAA (4) 

IILL (1, 2, 3) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

よって正当化されないとしてEU

が申立て。 

150. インド－

関税引き上げ

措置 

EU 1998/10/30 協議要請 ①インドの1975年関税法譲許表

1、特別関税、特別付加関税に関

する措置は、全体として譲許税

率を上回る関税を課すものであ

り、GATT第II条1項(b)、III条2

項に違反するとしてEUが申立

て。 

GGAATTTT (II, III)   

151. 米国－織

物・衣服に係

る措置 

EU 1998/11/19 協議要請 

2000/ 7/24 二国間合意通報 

①米国の織物・衣服に関する原

産地規則の変更について、米国

は(前述DS85.の)二国間合意の内

容を実施しておらず、依然とし

て繊維協定第2.4、4.2、4.4条、

原産地規則協定第4.2条、GATT第

III条、TBT協定第2条に違反する

としてEUが申立て。 

AATTCC (2, 4)  

RROOOO (2)  

GGAATTTT (III)  

TTBBTT (2) 

 

152. 米国－

1974年通商法

第301条～310

条 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、コロ

ンビア、コスタリ

カ、キューバ、ド

ミニカ、ドミニカ

共和国、エクアド

ル、香港、インド、

イスラエル、ジャ

マイカ、韓国、セ

ントルシア、タ

イ】 

1998/11/25 協議要請 

1999/ 1/26 パネル設置要請 

1999/ 3/ 2 パネル設置 

1999/12/22 パネル報告書配布 

2000/ 1/27 パネル報告書採択 

①EUは、バナナ問題のEUの勧告

不履行に関する米国の一方的決

定に関連して、米国の1974年通

商法タイトルIII第1章(301条～

310条、特に305、306条)が、DSB

での承認を経ることなく貿易紛

争に係る米国の対抗措置の発動

を一方的に決定する制度となっ

ていることは、DSU第23条（一方

的措置の禁止）等に違反し、利

益を無効化・侵害しているとし

て申立て。 

②米国が、SAA(Statement of 

Administrative Act)の中で、

「WTO協定違反若しくは米国の協

定上の権利侵害に関する通商法

第301条決定は、いかなる場合も

DSBによって採択されたパネル・

上級委員会の決定に基づくもの

とする」旨規定していること、

またその遵守をパネル審理にお

いて繰り返し約束したことをふ

まえ、問題の措置はDSUに反しな

いと判断。しかしその一方で、

仮にこの約束が撤回されること

があれば、上記パネルの結論も

その根拠を失うこととなる旨指

摘。 

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

第II部 

第15章 

153. EU－医薬

品・農薬の特

許保護 

カナダ 1998/12/ 2 協議要請 ①EU規則は医薬品と農薬に限っ

て特許期間の延長制度をとって

おり、TRIPS協定第27条1項に違

反するとしてカナダが申立て。 

TTRRIIPPSS (27)  

154. EU－コー

ヒーに係る特

恵措置 

ブラジル 1998/12/ 7 協議要請 ①EUの一般特恵に基づくコーヒ

ーの輸入は、ブラジル産コーヒ

ーの輸入に悪影響を与えてお

GGAATTTT (I)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

り、授権条項、GATT第I条に違反

し、ブラジルの利益を無効化・

侵害しているとしてブラジルが

申立て。 

155. アルゼン

チン－牛革輸

出及び加工済

み皮革の輸入

に係る措置 

EU 

【米国】 

1998/12/23 協議要請 

1999/ 5/31 パネル設置要請 

1999/ 7/26 パネル設置 

2000/12/19 パネル報告書配布 

2001/ 2/16 パネル報告書採択 

2002/ 2/25 シークエンス合意 

①アルゼンチンの牛革の事実上

の輸出禁止はGATT第XI条1項、X

条3項(a)に違反し、また、付加

価値税及び事前取引高税はGATT

第III条2項に違反するとしてEU

が申立て。 

②事実上の輸出禁止措置につい

て、GATT第XI条（数量制限の一

般的廃止）違反は否定したもの

の、同措置はGATT第X条3項(a)

（貿易規制の公平かつ合理的な

方法での実施）に違反すると判

断。また、付加価値税及び事前

取引高税については、ともに

GATT第III条2項（内国民待遇）

に違反するとし、これらの違反

は税法の遵守を目的としてd号に

該当するものの、遵守にとって

不可欠ではなく柱書の正当と認

められない差別に該当するた

め、GATT第XX条(d)によって正当

化されないと判断。 

GGAATTTT (III, X, 

XI)  

第II部

第3章 

156. グアテマ

ラ－メキシコ

産灰色ポルト

ランドセメン

トへの確定ア

ンチ・ダンピ

ング税 

メキシコ 

【EU、エクアド

ル、エルサルバド

ル、ホンジュラ

ス、米国】 

1999/ 1/ 5 協議要請 

1999/ 7/15 パネル設置要請 

1999/ 9/22 パネル設置 

2000/10/24 パネル報告書配布 

2000/11/17 パネル報告書採択 

①グアテマラのメキシコ産ポル

トランドセメントに対する確定

AD協定税は、AD協定第1～3、5～

7、12、18条、附属書I、II及び

GATT第IV条に違反するとしてメ

キシコが申立て。 

②AD協定第5.3、5.8条（調査開

始の十分な証拠）、5.5条（メキ

シコ政府への通知）、12.1.1条

（調査開始の公告）、6.1.3条

（申請書全文の提供）、6.1.2、

6.4条（調査ファイルへのアクセ

ス拒否等）、6.2条（輸出者の反

論の機会）、附属書I(2)（調査

団に民間の専門家が含まれてい

ることの通知）、6.5、6.5.1条

（秘密情報）、6.9条（重要事実

の開示）、6.8条（ファクツ・ア

ベイラブル）、3.1、3.2、3.4、

3.5条（損害及び因果関係の認

定）それぞれの違反を認定。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 

12, 18)  

GGAATTTT（IV）  

 

157. アルゼン

チン－イタリ

ア製ドリル刃

に対するアン

チ・ダンピン

グ課税 

EU 1999/ 1/14 協議要請 ①アルゼンチンのイタリア製ド

リル刃に対するAD協定税賦課に

際し、調査期間が18か月を超え

ており、AD協定第1条、5.10条に

違反するとしてEUが申立て。 

AADD (1, 5)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

り、授権条項、GATT第I条に違反

し、ブラジルの利益を無効化・

侵害しているとしてブラジルが

申立て。 

155. アルゼン

チン－牛革輸

出及び加工済

み皮革の輸入

に係る措置 

EU 

【米国】 

1998/12/23 協議要請 

1999/ 5/31 パネル設置要請 

1999/ 7/26 パネル設置 

2000/12/19 パネル報告書配布 

2001/ 2/16 パネル報告書採択 

2002/ 2/25 シークエンス合意 

①アルゼンチンの牛革の事実上

の輸出禁止はGATT第XI条1項、X

条3項(a)に違反し、また、付加

価値税及び事前取引高税はGATT

第III条2項に違反するとしてEU

が申立て。 

②事実上の輸出禁止措置につい

て、GATT第XI条（数量制限の一

般的廃止）違反は否定したもの

の、同措置はGATT第X条3項(a)

（貿易規制の公平かつ合理的な

方法での実施）に違反すると判

断。また、付加価値税及び事前

取引高税については、ともに

GATT第III条2項（内国民待遇）

に違反するとし、これらの違反

は税法の遵守を目的としてd号に

該当するものの、遵守にとって

不可欠ではなく柱書の正当と認

められない差別に該当するた

め、GATT第XX条(d)によって正当

化されないと判断。 

GGAATTTT (III, X, 

XI)  

第II部

第3章 

156. グアテマ

ラ－メキシコ

産灰色ポルト

ランドセメン

トへの確定ア

ンチ・ダンピ

ング税 

メキシコ 

【EU、エクアド

ル、エルサルバド

ル、ホンジュラ

ス、米国】 

1999/ 1/ 5 協議要請 

1999/ 7/15 パネル設置要請 

1999/ 9/22 パネル設置 

2000/10/24 パネル報告書配布 

2000/11/17 パネル報告書採択 

①グアテマラのメキシコ産ポル

トランドセメントに対する確定

AD協定税は、AD協定第1～3、5～

7、12、18条、附属書I、II及び

GATT第IV条に違反するとしてメ

キシコが申立て。 

②AD協定第5.3、5.8条（調査開

始の十分な証拠）、5.5条（メキ

シコ政府への通知）、12.1.1条

（調査開始の公告）、6.1.3条

（申請書全文の提供）、6.1.2、

6.4条（調査ファイルへのアクセ

ス拒否等）、6.2条（輸出者の反

論の機会）、附属書I(2)（調査

団に民間の専門家が含まれてい

ることの通知）、6.5、6.5.1条

（秘密情報）、6.9条（重要事実

の開示）、6.8条（ファクツ・ア

ベイラブル）、3.1、3.2、3.4、

3.5条（損害及び因果関係の認

定）それぞれの違反を認定。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 

12, 18)  

GGAATTTT（IV）  

 

157. アルゼン

チン－イタリ

ア製ドリル刃

に対するアン

チ・ダンピン

グ課税 

EU 1999/ 1/14 協議要請 ①アルゼンチンのイタリア製ド

リル刃に対するAD協定税賦課に

際し、調査期間が18か月を超え

ており、AD協定第1条、5.10条に

違反するとしてEUが申立て。 

AADD (1, 5)  

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

158. EU－バナ

ナ輸入・販

売・流通制度 

グアテマラ、ホン

ジュラス、メキシ

コ、パナマ、米国 

1999/ 1/20 協議要請 

2012/11/ 8 合意通報 

①EUが勧告の実施として行った

バナナ輸入制度の改善は、依然

として輸入許可手続協定第6条に

違反するとして米国及び中南米

諸国が申立て。（関連協定を特

定せず） 

IILL (6)  

159. ハンガリ

ー－チェコ製

鉄鋼製品輸入

に係るセーフ

ガード措置 

チェコ 1999/ 1/21 協議要請 ①ハンガリーが広範囲の鉄鋼製

品の輸入割当をチェコに対して

のみ行っているのは、GATT第I、

XIX条、SG協定に違反するとして

チェコが申立て。 

GGAATTTT (I, XIX) 

SSGG  

 

160. 米国－著

作権法第110条

(5) 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

スイス】 

 

1999/ 1/26 協議要請 

1999/ 4/15 パネル設置要請 

1999/ 5/26 パネル設置 

2000/ 6/15 パネル報告書配布 

2000/ 7/27 パネル報告書採択 

2002/ 1/ 7 EUが対抗措置承認申請 

2002/ 1/17 米国が仲裁を要請 

2002/ 1/18 仲裁に付託 

2002/ 2/26 仲裁手続中断 

2003/ 6/23 二国間暫定合意 

①米国の著作権法第110条(5)は

公共の場でラジオ・テレビによ

る音楽を著作権料を払うことな

く放送することを認めるもので

あり、ベルヌ条約1条～21条の遵

守を規定するTRIPS協定第9.1条

に違反するとしてEUが申立て。 

②米国著作権法第110条(5)(B)の

規定は、TRIPS協定第13条で認め

られている著作権保護の例外の

要件を満たしていないとして、

TRIPS協定第9.1条に基づき、ベ

ルヌ条約11条の2(1)(ii)及び同

11条(1)(iii)条違反を認定。 

TTRRIIPPSS (9) 第I部 

第2章 

161. 韓国－生

鮮・冷蔵・冷

凍牛肉の輸入

に係る措置 

米国 

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド】 

1999/ 2/ 1 協議要請 

1999/ 4/15 パネル設置要請 

1999/ 5/26 パネル設置（7/26「DS161」と

併合） 

2000/ 7/31 パネル報告書配布 

2000/ 9/11 韓国が上級委申立て 

2000/12/11 上級委報告書配布 

2001/ 1/10 パネル・上級委報告書採択 

①韓国の輸入牛肉に対する措置

（取扱店の限定、売上へのマー

クアップ税賦課、輸入牛肉への

詳細なラベリングの義務づけ、

国内畜産業者への補助金等）は

GATT第II、III、XI、XVII条、農

業協定第3、4、6、7条、輸入許

可手続協定第1、3条に違反する

として米国が申立て。 

②マークアップ税賦課等一部の

制度は韓国の譲許表に規定され

た経過期間内に廃止すべきとし

た上で、各種の流通制限及び国

産牛肉より厳しいラベリング要

件等についてはGATT第III条4項

（内国民待遇）違反、国内畜産

業者への補助金は農業協定第7.2

条（国内助成に関する一般的規

律）違反とするなど、米国の主

張をほぼ全面的に認定。 

③農業協定に関するパネルの判

断を一部破棄したものの、GATT

に関するパネルの判断について

は概ねこれを支持。 

GGAATTTT (II, III, 

X, XI, XVII) 

IILL (1, 3) 

AAAA (3, 4, 6, 

7) 

第Ⅱ部

第2章 

162. 米国－

1916年AD法 

日本 

【EU、インド】 

1999/ 2/10 協議要請 

1999/ 6/ 3 パネル設置要請 

1999/ 7/26 パネル設置 

①1916年米国AD協定法が特定の

場合に商品を米国内に輸入・販

売する行為に対して刑事罰や損

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 9, 11, 

18) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2000/ 5/29 パネル報告書配布 

2000/ 5/29 米国が上級委申立て

（「DS136」と併合） 

2000/ 8/28 上級委報告書配布 

2000/ 9/26 パネル・上級委報告書採択 

2002/ 1/ 7 日本が対抗措置承認申請 

2002/ 1/17 米国が仲裁を要請 

2002/ 1/18 仲裁に付託 

2002/ 2/27 仲裁手続中断 

害賠償請求権を認めているこ

と、及びAD協定に定める手続的

セーフガードなしに法的決定を

行うのは、GATT第III、VI、XI条

及びAD協定に違反するとして日

本が申立て。 

②1916米国AD協定法が(a) 損害

認定を要件としていないとして

GATT第VI条1項違反、(b) AD協定

税以外の救済措置を規定してい

るとしてGATT第VI条2項、AD協定

第18.1条違反、(c) 調査開始要

件及び申請の証拠要件に関する

規定がないとしてAD協定第4.1、

5.1、5.2、5.4条違反、(d) (a)

～(c)よりAD協定第18.4条、WTO

設立協定第XVI.4条違反を認定。 

③パネル判断をすべて支持。 

GGAATTTT (III, VI, 

XI) 

WWTTOO (XVI)  

163. 韓国－政

府調達に係る

措置 

米国 

【日本、EU】 

1999/ 2/16 協議要請 

1999/ 5/11 パネル設置要請 

1999/ 6/16 パネル設置 

2000/ 5/ 1 パネル報告書配布 

2000/ 6/19 パネル報告書採択 

 

①韓国の空港建設機関(KOACA)は

政府調達協定の規律の対象であ

り、その入札方法、国内のパー

トナー化、不服申立て手続の欠

如は、政府調達協定第1条(1)に

違反するとして米国が申立て。 

②(a)KOACAは韓国が協定附属書

において約束した協定の適用対

象機関に含まれない、(b)協定加

盟時の適用範囲に関する交渉

で、米国に対する韓国の説明が

十分ではなかったことは事実だ

が、米国はその際に更なる確認

を行うべきだった、(c)韓国の措

置が協定上の利益を無効化・侵

害していることについて米国は

十分な説明を行わなかった旨判

断した（米国敗訴）。 

GGPPAA (1, 3, 8, 

11 20, 22) 

 

164. アルゼン

チン－履物輸

入に係る措置 

米国 

【インドネシア】 

1999/ 3/ 1 協議要請 

1999/ 5/20 パネル設置要請 

1999/ 7/26 パネル設置 

①アルゼンチンの決議1506は、

非メルコスール諸国からの履物

輸入にセーフガード義務を課

し、更に関税割当数量措置を設

けている点で、SG協定第5条

(1)、7条(4)、12条に違反すると

して米国が申立て。 

SSGG (5, 7, 12)  

165. 米国－EU

からの特定品

目に係る輸入

措置 

EU 

【日本、ドミニ

カ、エクアドル、

インド、ジャマイ

カ、セントルシ

ア】 

1999/ 3/ 4 協議要請 

1999/ 5/11 パネル設置要請 

1999/ 6/16 パネル設置 

2000/ 7/17 パネル報告書配布 

2000/ 9/12 EUが上級委申立て 

2000/12/11 上級委報告書配布 

2001/ 1/10 パネル・上級委報告書採択 

①米国が仲裁の結果（このケー

スではDS27（EUバナナIII案件）

に係る対抗措置の規模に関する

仲裁）を待たずに制裁措置を賦

課することは、DSU第3、21、

22、23条及びGATT第I、II、

VIII、XI条に違反するとしてEU

が申立て。 

②米国によるDSBの承認を経ない

制裁措置の発動決定はDSU第3.7

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

GGAATTTT (I, II, 

VIII, XI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2000/ 5/29 パネル報告書配布 

2000/ 5/29 米国が上級委申立て

（「DS136」と併合） 

2000/ 8/28 上級委報告書配布 

2000/ 9/26 パネル・上級委報告書採択 

2002/ 1/ 7 日本が対抗措置承認申請 

2002/ 1/17 米国が仲裁を要請 

2002/ 1/18 仲裁に付託 

2002/ 2/27 仲裁手続中断 

害賠償請求権を認めているこ

と、及びAD協定に定める手続的

セーフガードなしに法的決定を

行うのは、GATT第III、VI、XI条

及びAD協定に違反するとして日

本が申立て。 

②1916米国AD協定法が(a) 損害

認定を要件としていないとして

GATT第VI条1項違反、(b) AD協定

税以外の救済措置を規定してい

るとしてGATT第VI条2項、AD協定

第18.1条違反、(c) 調査開始要

件及び申請の証拠要件に関する

規定がないとしてAD協定第4.1、

5.1、5.2、5.4条違反、(d) (a)

～(c)よりAD協定第18.4条、WTO

設立協定第XVI.4条違反を認定。 

③パネル判断をすべて支持。 

GGAATTTT (III, VI, 

XI) 

WWTTOO (XVI)  

163. 韓国－政

府調達に係る

措置 

米国 

【日本、EU】 

1999/ 2/16 協議要請 

1999/ 5/11 パネル設置要請 

1999/ 6/16 パネル設置 

2000/ 5/ 1 パネル報告書配布 

2000/ 6/19 パネル報告書採択 

 

①韓国の空港建設機関(KOACA)は

政府調達協定の規律の対象であ

り、その入札方法、国内のパー

トナー化、不服申立て手続の欠

如は、政府調達協定第1条(1)に

違反するとして米国が申立て。 

②(a)KOACAは韓国が協定附属書

において約束した協定の適用対

象機関に含まれない、(b)協定加

盟時の適用範囲に関する交渉

で、米国に対する韓国の説明が

十分ではなかったことは事実だ

が、米国はその際に更なる確認

を行うべきだった、(c)韓国の措

置が協定上の利益を無効化・侵

害していることについて米国は

十分な説明を行わなかった旨判

断した（米国敗訴）。 

GGPPAA (1, 3, 8, 

11 20, 22) 

 

164. アルゼン

チン－履物輸

入に係る措置 

米国 

【インドネシア】 

1999/ 3/ 1 協議要請 

1999/ 5/20 パネル設置要請 

1999/ 7/26 パネル設置 

①アルゼンチンの決議1506は、

非メルコスール諸国からの履物

輸入にセーフガード義務を課

し、更に関税割当数量措置を設

けている点で、SG協定第5条

(1)、7条(4)、12条に違反すると

して米国が申立て。 

SSGG (5, 7, 12)  

165. 米国－EU

からの特定品

目に係る輸入

措置 

EU 

【日本、ドミニ

カ、エクアドル、

インド、ジャマイ

カ、セントルシ

ア】 

1999/ 3/ 4 協議要請 

1999/ 5/11 パネル設置要請 

1999/ 6/16 パネル設置 

2000/ 7/17 パネル報告書配布 

2000/ 9/12 EUが上級委申立て 

2000/12/11 上級委報告書配布 

2001/ 1/10 パネル・上級委報告書採択 

①米国が仲裁の結果（このケー

スではDS27（EUバナナIII案件）

に係る対抗措置の規模に関する

仲裁）を待たずに制裁措置を賦

課することは、DSU第3、21、

22、23条及びGATT第I、II、

VIII、XI条に違反するとしてEU

が申立て。 

②米国によるDSBの承認を経ない

制裁措置の発動決定はDSU第3.7

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

GGAATTTT (I, II, 

VIII, XI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

条（DSBの承認を条件とした対抗

措置の発動）、23条（一方的措

置の禁止）、22.6条（対抗措置

の規模に係る仲裁等）に違反

し、措置の発動による輸入手続

費用の増加はGATT第I条（最恵国

待遇）、II条（譲許表に基づく

関税賦課）に違反すると判断。 

③GATT違反に関するパネルの判

断を破棄するとともに、DSU第23

条違反については、米国の制裁

決定は23.2条(a)（DSB承認に基

づく制裁決定）に違反するとし

たパネルの判断を破棄したが、

23.2(c)（対抗措置の規模に関す

るDSBの承認）、3.7条及び22.6

条違反については、これを支

持。 

166. 米国－EU

からの小麦グ

ルテン輸入に

係るセーフガ

ード措置 

EU 

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド】 

1999/ 3/17 協議要請 

1999/ 6/ 3 パネル設置要請 

1999/ 7/26 パネル設置 

2000/ 7/31 パネル報告書配布 

2000/ 9/26 米国が上級委申立て 

2000/12/22 上級委報告書配布 

2001/ 1/19 パネル・上級委報告書採択 

①1998年6月1日から実施された

小麦グルテン輸入に係る数量制

限措置は、SG協定第2、4、5、8

条、農業協定第4条(2)、GATT第

I、XIX条に違反するとしてEUが

申立て。 

②米国の因果関係の認定はSG協

定第4.2(a)、4.2(b)条に違反す

ると認定。 

③SG協定第4条の違反認定は支持

する一方で、パネルの解釈を破

棄し、調査当局は、SG協定第

4.2(a)条に列挙されていない要

因でも調査当局が関係を有する

と認識した要因も検討する必要

があるとし、また、SG協定第

4.2(b)条は輸入の増加単独では

なくその他の要因とあわせて重

大な損害が発生しているか否か

を決定しなければならないとの

解釈を示した。また、カナダを

SG協定措置の対象から除外した

ことについてSG協定第2.1、4.2

違反としたパネルの判断を支持

し、米国の通報について

12.1(a)、12.1(b)違反としたパ

ネルの判断を支持したが、

12.1(c)違反のパネルの判断は破

棄し違反していないとした。 

SSGG (2, 4, 5, 

8, 12) 

AAAA (4)  

GGAATTTT (I, XIX) 

第II部

第8章 

167. 米国－カ

ナダからの牛

肉輸入に関す

る相殺関税調

査 

カナダ 1999/ 3/19 協議要請 ①1998年12月22日から実施され

たカナダからの輸入牛肉に関す

る対抗関税調査は、補助金協定

第1、2、10、11、12条及び農業

協定第13条に違反するとしてカ

ナダが申立て。 

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 13)  

AAAA (13) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

168. 南アフリ

カ－インドか

らの特定の薬

品に対するア

ンチ・ダンピ

ング関税 

インド 1999/ 4/ 1 協議要請 ①1997年3月26日に決定されたイ

ンドからの特定薬品に対するAD

協定税は、AD協定第2、3、6条及

びGATS第I、VI条に違反するとし

てインドが申立て。 

AADD (2, 3, 6, 

12, 15) 

GGAATTSS (I, VI) 

 

169. 韓国－生

鮮・冷蔵・冷

凍牛肉に関す

る措置 

豪州 

【カナダ、ニュー

ジーランド、米

国】 

 

 

1999/ 4/13 協議要請 

1999/ 7/12 パネル設置要請 

1999/ 7/26 パネル設置(｢DS161｣と併合) 

2000/ 7/31 パネル報告書配布 

2000/ 9/11 韓国が上級委申立て 

2000/12/11 上級委報告書配布 

2001/ 1/10 パネル・上級委報告書採択 

DS161 を参照 

GGAATTTT (II, III, 

X, XI, XVI, 

XVII) 

IILL  (1, 3) 

AAAA  (3, 4, 6, 

7) 

第II部

第2章 

170. カナダ－

特許保護に関

する期間 

米国 1999/ 5/ 6 協議要請 

1999/ 7/15 パネル設置要請 

1999/ 9/22 パネル設置 

2000/ 5/ 5 パネル報告書配布 

2000/ 6/19 カナダが上級委申立て 

2000/ 9/18 上級委報告書配布 

2000/10/12 パネル・上級委報告書採択 

①カナダ特許法が規定する1989

年10月1日以前に申請された特許

の保護期間が17年であるのは、

TRIPS協定第33、62、65、70条等

に違反するとして米国が申立

て。 

②TRIPS協定第70.2条に従い、カ

ナダはTRIPS協定適用の日に特許

で保護されていた発明について

も、TRIPS協定上の義務の履行が

求められるのであり、特許の最

低保護期間を20年とするTRIPS協

定第33条違反を認定。 

③パネルの判断を支持。 

TTRRIIPPSS (33, 65, 

70) 

 

171. アルゼン

チン－薬品に

対する特許保

護期間及び農

薬に対する試

験数値の保護 

米国 1999/ 5/ 6 協議要請 

2002/ 5/31 二国間合意通報 

①アルゼンチンにおける、薬品

に対する特許保護の欠如と排他

的商業特権を付与する効率的な

体制の欠如、及び経過期間にお

ける協定との整合性を減ずるよ

うな法律等の変更は、TRIPS協定

第65条5項に違反するとして米国

が申立て。 

TTRRIIPPSS（27, 39, 

65, 70） 

 

172. EU－フラ

イト管理シス

テムの開発に

係る措置 

米国 1999/ 5/21 協議要請 ①フランス政府が供与に同意し

EUが承認した、エアバス社の飛

行機に搭載されるフライト管理

システムの開発に対する1億4千

万フランの優遇された条件での

融資は、GATT及び補助金協定に

違反するとして米国が申立て。 

GGAATTTT (XXIII) 

SSCCMM (1, 2, 5, 

6) 

 

173. フランス

－フライト管

理システムの

開発に係る措

置 

米国 1999/ 5/21 協議要請 ①フランス政府が供与に同意し

EUが承認した、エアバス社の飛

行機に搭載されるフライト管理

システムの開発に対する1億4千

万フランの優遇された条件での

融資は、GATT及び補助金協定に

違反するとして米国が申立て。 

GGAATTTT (XXIII) 

SSCCMM (1, 2, 5, 

6) 

 

174. EU－農産

品及び食品の

米国 

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

1999/ 6/ 1 協議要請 

2003/ 8/18 パネル設置要請2003/10/ 2 パ

ネル設置 

①EUの地理的表示（GI）保護制

度は内国民待遇を確保しておら

ず、GIと類似又は同一の先在商

TTRRIIPPSS(1～3, 

16, 20, 22, 
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第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

168. 南アフリ

カ－インドか

らの特定の薬

品に対するア

ンチ・ダンピ

ング関税 

インド 1999/ 4/ 1 協議要請 ①1997年3月26日に決定されたイ

ンドからの特定薬品に対するAD

協定税は、AD協定第2、3、6条及

びGATS第I、VI条に違反するとし

てインドが申立て。 

AADD (2, 3, 6, 

12, 15) 

GGAATTSS (I, VI) 

 

169. 韓国－生

鮮・冷蔵・冷

凍牛肉に関す

る措置 

豪州 

【カナダ、ニュー

ジーランド、米

国】 

 

 

1999/ 4/13 協議要請 

1999/ 7/12 パネル設置要請 

1999/ 7/26 パネル設置(｢DS161｣と併合) 

2000/ 7/31 パネル報告書配布 

2000/ 9/11 韓国が上級委申立て 

2000/12/11 上級委報告書配布 

2001/ 1/10 パネル・上級委報告書採択 

DS161 を参照 

GGAATTTT (II, III, 

X, XI, XVI, 

XVII) 

IILL  (1, 3) 

AAAA  (3, 4, 6, 

7) 

第II部

第2章 

170. カナダ－

特許保護に関

する期間 

米国 1999/ 5/ 6 協議要請 

1999/ 7/15 パネル設置要請 

1999/ 9/22 パネル設置 

2000/ 5/ 5 パネル報告書配布 

2000/ 6/19 カナダが上級委申立て 

2000/ 9/18 上級委報告書配布 

2000/10/12 パネル・上級委報告書採択 

①カナダ特許法が規定する1989

年10月1日以前に申請された特許

の保護期間が17年であるのは、

TRIPS協定第33、62、65、70条等

に違反するとして米国が申立

て。 

②TRIPS協定第70.2条に従い、カ

ナダはTRIPS協定適用の日に特許

で保護されていた発明について

も、TRIPS協定上の義務の履行が

求められるのであり、特許の最

低保護期間を20年とするTRIPS協

定第33条違反を認定。 

③パネルの判断を支持。 

TTRRIIPPSS (33, 65, 

70) 

 

171. アルゼン

チン－薬品に

対する特許保

護期間及び農

薬に対する試

験数値の保護 

米国 1999/ 5/ 6 協議要請 

2002/ 5/31 二国間合意通報 

①アルゼンチンにおける、薬品

に対する特許保護の欠如と排他

的商業特権を付与する効率的な

体制の欠如、及び経過期間にお

ける協定との整合性を減ずるよ

うな法律等の変更は、TRIPS協定

第65条5項に違反するとして米国

が申立て。 

TTRRIIPPSS（27, 39, 

65, 70） 

 

172. EU－フラ

イト管理シス

テムの開発に

係る措置 

米国 1999/ 5/21 協議要請 ①フランス政府が供与に同意し

EUが承認した、エアバス社の飛

行機に搭載されるフライト管理

システムの開発に対する1億4千

万フランの優遇された条件での

融資は、GATT及び補助金協定に

違反するとして米国が申立て。 

GGAATTTT (XXIII) 

SSCCMM (1, 2, 5, 

6) 

 

173. フランス

－フライト管

理システムの

開発に係る措

置 

米国 1999/ 5/21 協議要請 ①フランス政府が供与に同意し

EUが承認した、エアバス社の飛

行機に搭載されるフライト管理

システムの開発に対する1億4千

万フランの優遇された条件での

融資は、GATT及び補助金協定に

違反するとして米国が申立て。 

GGAATTTT (XXIII) 

SSCCMM (1, 2, 5, 

6) 

 

174. EU－農産

品及び食品の

米国 

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

1999/ 6/ 1 協議要請 

2003/ 8/18 パネル設置要請2003/10/ 2 パ

ネル設置 

①EUの地理的表示（GI）保護制

度は内国民待遇を確保しておら

ず、GIと類似又は同一の先在商

TTRRIIPPSS(1～3, 

16, 20, 22, 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

商標及び地理

的表示の保護 

カナダ、中国、台

湾、コロンビア、

グアテマラ、イン

ド、メキシコ、ニ

ュージーランド、

トルコ】 

（「DS290」と併合） 

2005/ 3/15 パネル報告書配布 

2005/ 4/20 パネル報告書採択 

標に対する効果的な保護を怠っ

ており、TRIPS協定及びGATTに違

反するとして米国等が申立て。 

②EUの制度が外国GIの保護要件

として、当該外国におけるEUの

GIへの同等の保護（「同等性及

び相互主義要件」）を求めてい

ること等は、TRIPS協定第3.1条

及びGATT第III条（内国民待遇）

に反するとした一方、既に登録

されている商標と同一又は類似

のGIの限定的な登録について

は、TRIPS協定第16.1条に反する

が、17条（商標権に係る限定的

な例外）によって正当化される

とした。 

24, 41, 42, 

44, 63, 65)  

GGAATTTT（I, III）  

175. インド－

自動車産業に

おける貿易と

投資に係る措

置 

米国 

【日本、EU、韓

国】 

1999/ 6/ 2 協議要請 

2000/ 5/15 パネル設置要請 

2000/ 7/27 パネル設置 (11/17 

「DS146」と併合) 

2001/12/21 パネル報告書配布 

2002/ 1/31 インドが上級委申立て 

2002/ 3/14 インドが上級委申立て取り下

げ 

2002/ 3/19 上級委報告書配布 

2002/ 4/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①インドが自動車会社に要求し

ている(a)ローカルコンテントの

達成、(b)完成車・部品の輸出額

と他製品の輸入額との均衡要求

による為替制限、及び(c)前年の

輸出額をベースとした輸出入均

衡は、GATT第III、XI条及び

TRIMs協定第2条に違反するとし

て米国が申立て。 

②インドによるローカルコンテ

ント要求はGATT第III条4項（内

国民待遇）に反し、輸出入均衡

要求はGATT第XI条（数量制限）

に違反すると判断。 

③インドはパネル判断について

上級委へ申立てを行ったが、後

に新自動車政策の導入を理由に

同申立てを取り下げた。 

GGAATTTT (III, XI) 

TTRRIIMMss (2) 

第II部

第9章 

176. 米国－オ

ムニバス法第

211条 

EU 

【日本、ニカラグ

ア、カナダ】 

1999/ 7/ 8 協議要請 

2000/ 6/30 パネル設置要請 

2000/ 9/26 パネル設置 

2001/ 8 /6 パネル報告書配布 

2001/10/ 4 EUが上級委申立て 

2002/ 1/ 2 上級委報告書配布 

2002/ 2/ 1 パネル・上級委報告書採択 

①米国のオムニバス法第211条

は、キューバ法により資産等を

没収された商標権者が以前に放

棄した商標等について、米国内

での登録・更新を認めておら

ず、TRIPS協定第2（パリ条約2条

等）、3、4、15、16、21、41、

42、62条等に違反するとしてEU

が申立て。 

②オムニバス法第211条(a)(2)が

商標権者の民事手続の権利を制

限しておりTRIPS協定第42条に違

反すると認定。 

③オムニバス法第211条はTRIPS

協定第42条には違反しないとし

てパネルの判断を覆したが、商

標・商号について最恵国待遇、

内国民待遇を遵守していないと

TTRRIIPPSS (2, 3, 

4, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 

21, 41, 42, 

62) 

第I部 

第2章 



778

資料編資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

して、TRIPS協定第2.1（パリ条

約8条）、3、4条違反を認定。 

177. 米国－生

鮮・冷蔵・冷

凍ラム肉輸入

に係るセーフ

ガード措置 

ニュージーラン

ド 

【日本、豪州、カ

ナダ、EU、アイス

ランド】 

1999/ 7/ 16 協議要請 

1999/10/14 パネル設置要請 

1999/11/19 パネル設置（「DS178」と併

合） 

2000/12/21 パネル報告書配布 

2001/ 1/31 米国が上級委申立て 

2001/ 5/ 1 上級委報告書配布 

2001/ 5/16 パネル・上級委報告書採択 

①米国は、輸入生鮮・冷蔵・冷

凍ラム肉に関税割当の様式でSG

協定措置を課した。これに対し

て豪州及びニュージーランドは

SG協定第2、3、4、5、11条及び

GATT第I、II、XIX条に違反する

として申立て。 

②③パネル及び上級委は、米国

は「事情の予見されなかった発

展」について立証しておらず

GATT第XIX条1項(a)違反を認定。

また、米国が上流の産物の生産

者も含めて国内産業とみなした

ことはSG協定第4.1(c)条違反と

した。また重大な損害のおそれ

について上級委は、米国ITCの調

査は使用したデータについてSG

協定第4.1(c)条の要求を満たし

ていない為、SG協定第4.2(a)条

に違反するとした。因果関係の

認定については、上級委は調査

当局には「真正かつ相当な関

係」の立証が求められるとし

て、米国ITCは因果関係の立証責

任を果たしていないとの判断を

下した。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 11, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 

第II部

第8章 

178. 米国－生

鮮・冷蔵・冷

凍ラム肉輸入

に係るセーフ

ガード措置 

豪州 

【日本、カナダ、

EU、アイスラン

ド、ニュージーラ

ンド】 

1999/ 7/23 協議要請 

1999/10/14 パネル設置要請 

1999/11/19 パネル設置(｢DS177｣と併合) 

2000/12/21 パネル報告書配布 

2001/ 1/31 米国が上級委申立て 

2001/ 5/ 1 上級委報告書配布 

2001/ 5/16 パネル・上級委報告書採択 

DS177を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 8, 11, 

12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 

第II部

第8章 

179. 米国－韓

国製ステンレ

ス鋼板（厚板

及び薄板）に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

韓国 

【日本、EU】 

1999/ 7/30 協議要請 

1999/10/14 パネル設置要請 

1999/11/19 パネル設置 

2000/12/22 パネル報告書配布 

2001/ 2/ 1 パネル報告書採択 

 

①米国商務省の仮決定及び最終

決定は、ダンピング・マージン

の賦課、計算等に欠陥があり、

GATT及びAD協定に違反するとし

て韓国が申立て。 

②(a)不必要な通貨の換算を行っ

ているとしてAD協定第2.4.1条違

反、(b)未払い販売について、非

関連企業への直接販売に関する

価格の比較可能性を確保しない

調整を行っていること、及び関

連輸入業者経由での販売につい

て、輸出価格の構成のためのも

のとしては許容されない調整を

行っているとして、AD協定第2.4

条柱書違反、(c)複数の期間の平

均値を用いて正常価額と輸出価

GGAATTTT (VI, X) 

AADD (2, 6, 12) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

して、TRIPS協定第2.1（パリ条

約8条）、3、4条違反を認定。 

177. 米国－生

鮮・冷蔵・冷

凍ラム肉輸入

に係るセーフ

ガード措置 

ニュージーラン

ド 

【日本、豪州、カ

ナダ、EU、アイス

ランド】 

1999/ 7/ 16 協議要請 

1999/10/14 パネル設置要請 

1999/11/19 パネル設置（「DS178」と併

合） 

2000/12/21 パネル報告書配布 

2001/ 1/31 米国が上級委申立て 

2001/ 5/ 1 上級委報告書配布 

2001/ 5/16 パネル・上級委報告書採択 

①米国は、輸入生鮮・冷蔵・冷

凍ラム肉に関税割当の様式でSG

協定措置を課した。これに対し

て豪州及びニュージーランドは

SG協定第2、3、4、5、11条及び

GATT第I、II、XIX条に違反する

として申立て。 

②③パネル及び上級委は、米国

は「事情の予見されなかった発

展」について立証しておらず

GATT第XIX条1項(a)違反を認定。

また、米国が上流の産物の生産

者も含めて国内産業とみなした

ことはSG協定第4.1(c)条違反と

した。また重大な損害のおそれ

について上級委は、米国ITCの調

査は使用したデータについてSG

協定第4.1(c)条の要求を満たし

ていない為、SG協定第4.2(a)条

に違反するとした。因果関係の

認定については、上級委は調査

当局には「真正かつ相当な関

係」の立証が求められるとし

て、米国ITCは因果関係の立証責

任を果たしていないとの判断を

下した。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 11, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 

第II部

第8章 

178. 米国－生

鮮・冷蔵・冷

凍ラム肉輸入

に係るセーフ

ガード措置 

豪州 

【日本、カナダ、

EU、アイスラン

ド、ニュージーラ

ンド】 

1999/ 7/23 協議要請 

1999/10/14 パネル設置要請 

1999/11/19 パネル設置(｢DS177｣と併合) 

2000/12/21 パネル報告書配布 

2001/ 1/31 米国が上級委申立て 

2001/ 5/ 1 上級委報告書配布 

2001/ 5/16 パネル・上級委報告書採択 

DS177を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 8, 11, 

12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 

第II部

第8章 

179. 米国－韓

国製ステンレ

ス鋼板（厚板

及び薄板）に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

韓国 

【日本、EU】 

1999/ 7/30 協議要請 

1999/10/14 パネル設置要請 

1999/11/19 パネル設置 

2000/12/22 パネル報告書配布 

2001/ 2/ 1 パネル報告書採択 

 

①米国商務省の仮決定及び最終

決定は、ダンピング・マージン

の賦課、計算等に欠陥があり、

GATT及びAD協定に違反するとし

て韓国が申立て。 

②(a)不必要な通貨の換算を行っ

ているとしてAD協定第2.4.1条違

反、(b)未払い販売について、非

関連企業への直接販売に関する

価格の比較可能性を確保しない

調整を行っていること、及び関

連輸入業者経由での販売につい

て、輸出価格の構成のためのも

のとしては許容されない調整を

行っているとして、AD協定第2.4

条柱書違反、(c)複数の期間の平

均値を用いて正常価額と輸出価

GGAATTTT (VI, X) 

AADD (2, 6, 12) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

格との比較を行っているとして

2.4.2条第1文違反を認定。 

180. 米国－シ

ュガーシロッ

プの再分類 

カナダ 1999/ 9/ 6 協議要請 ①米国税関によって提案されて

いるある種類のシュガーシロッ

プの再分類はGATT第II条及び農

業協定第4条に違反するとしてカ

ナダが申立て。 

GGAATTTT (II) 

AAAA (4) 

 

181. コロンビ

ア－タイ製ポ

リエステル単

繊維輸入に係

るセーフガー

ド措置 

タイ 1999/ 9/ 7 パネル設置要請 

1999/10/27 パネル設置要請取り下げ 

①コロンビアは1998年10月より

タイ製ポリエステル単繊維の輸

入を一方的に抑制するSG協定措

置をとっており、繊維及び繊維

製品に関する協定第2条及び6条

に違反するとしてタイが申立

て。 

AATTCC  (2, 6)  

182. エクアド

ル－メキシコ

産セメント輸

入に係る暫定

的アンチ・ダ

ンピング措置 

メキシコ 1999/10/ 5 協議要請 ①エクアドルの暫定的AD協定措

置及びそれに先行する行為はAD

協定及びGATTに違反するとして

メキシコが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 

12, 18)  

GGAATTTT (VI) 

 

183. ブラジル

－輸入ライセ

ンスと最低輸

入価格 

EU 1999/10/14 協議要請 ①ブラジルの織物製品等の輸入

品に対するライセンス制度と最

低価格の設定は、GATT、農業協

定、輸入許可手続協定他に違反

するとしてEUが申立て。 

GGAATTTT (II, 

VIII, X, XI) 

AAAA (4) 

IILL (1, 3, 5, 

8) 

 

184. 米国－日

本製熱延鋼板

に対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、EU、韓

国】 

1999/11/18 協議要請 

2000/ 2/11 パネル設置要請 

2000/ 3/20 パネル設置 

2001/ 2/28 パネル報告書配布 

2001/ 4/25 米国が上級委申立て 

2001/ 7/24 上級委報告書配布 

2001/ 8/23 パネル・上級委報告書採択 
 

①本件AD協定措置は、損害の認

定に際し米国産業への影響及び

ダンピング・マージンが過大評

価されている、調査手続が不公

正である、などの点でGATT及び

AD協定に違反するとして日本が

申立て。 

②(a)個別ケースに係る入手可能

な事実の利用についてAD協定第

6.8条違反、(b)独立当事者間の

価格を基準とした正常価額の計

算における本国での関連企業へ

の販売の除外決定方式について

同2.1条違反、(c)入手可能な事

実に完全に基づいているダンピ

ング・マージンのみを調査対象

企業以外のダンピング・マージ

ン計算から除外することを義務

づけた米国法令について同9.4、

18.4条及びWTO設立協定第XVI.4

条違反を認定。 

③パネル判断を概ね支持。損害

認定における次工程向け産品市

場の扱いに関する米国1930年法

の本措置への適用について、AD

協定第3.1、3.4条違反を認定。 

AADD (2, 3, 4, 

6, 9, 10, 18) 

GGAATTTT (VI, X) 

第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

185. トリニダ

ードトバゴ－

コスタリカか

らのパスタ輸

入に関する措

置 

コスタリカ 1999/ 11/18 協議要請 ①トリニダードトバゴのAD協定

調査とそれに先立つ予審、同国

の1996年ダンピング防止税及び

相殺関税規制はAD協定に違反す

るとしてコスタリカが申立て。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 12) 

 

186. 米国－

1930年関税法

第337条とその

改正 

EU 2000/ 1/12 協議要請 ①米国関税法第337条は1994年に

ウルグアイ・ラウンド実施法に

より改正されているが、未だそ

の改正は不十分であり、内国民

待遇及びTRIPS協定に違反すると

してEUが申立て。 

GGAATTTT (III) 

TTRRIIPPSS (2, 3, 

9, 27, 41, 42, 

49, 50, 51)条 

 

187. トリニダ

ードトバゴ－

コスタリカか

らのパスタ類

輸入における

アンチ・ダン

ピング措置 

コスタリカ 2000/ 1/17 協議要請 ①トリニダードトバゴのコスタ

リカからの当該輸入品に対する

AD協定措置は、AD協定に違反す

るとしてコスタリカが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 7, 10, 

12, 18) 

 

188. ニカラグ

ア－ホンジュ

ラスとコロン

ビアからの輸

入に対する措

置 

コロンビア 

【カナダ、コス

タリカ、EU、ホ

ンジュラス、米

国】 

2000/ 1/17 協議要請 

2000/ 3/27 パネル設置要請 

2000/ 5/18 パネル設置 

①ニカラグアが1999年に設置し

た、ホンジュラス及びコロンビ

アからの物品及びサービスにつ

いての税制は、最恵国待遇他に

違反するとしてコロンビアが申

立て。 

GGAATTTT (I, II)  

GGAATTSS (II, XVI) 

 

189. アルゼン

チン－イタリ

アからのセラ

ミック製床タ

イル輸入に対

するアンチ・

ダンピング措

置 

EU 

【日本、トル

コ、米国】 

2000/ 1/26 協議要請 

2000/ 9/14 パネル設置要請 

2000/11/17 パネル設置 

2001/ 9/28 パネル報告書配布 

2001/11/ 5 パネル報告書採択 
 

①本件AD協定調査及び措置は不

適正であり、AD協定に違反する

としてEUが申立て。 

②アルゼンチンが、(a)ダンピン

グ計算のために輸出者から提示

された情報の多くを、理由の説

明もなく無視したことはAD協定

第6.8条及び附属書IIに、(b)サ

ンプルとされた輸出者の個別ダ

ンピング・マージンを算出しな

かったことはAD協定第6.10条

に、(c)価格の比較可能性に影響

を与える物理的な特性における

差異に対して妥当な考慮を払わ

なかったことはAD協定第2.4条

に、(d)確定的措置を発動するか

否かの基礎として考慮した重要

な事実を輸出者に公開しなかっ

たことはAD協定第6.9条に違反す

ると判断。 

AADD (2, 6)  

190. アルゼン

チン－ブラジ

ル産綿及び綿

混合織物輸入

に対する経過

的セーフガー

ド措置  

ブラジル 

【パキスタン、パ

ラグアイ、米国】 

2000/ 2/11 協議要請、パネル設置要請 

2000/ 3/20 パネル設置 

2000/ 6/27 二国間合意通報 

①アルゼンチンのブラジル産綿

及び綿混合織物輸入に対する経

過的SG協定措置は、繊維協定第

2、6、8条他に違反するとしてブ

ラジルが申立て。 

AATTCC  (2, 6, 8)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

185. トリニダ

ードトバゴ－

コスタリカか

らのパスタ輸

入に関する措

置 

コスタリカ 1999/ 11/18 協議要請 ①トリニダードトバゴのAD協定

調査とそれに先立つ予審、同国

の1996年ダンピング防止税及び

相殺関税規制はAD協定に違反す

るとしてコスタリカが申立て。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 12) 

 

186. 米国－

1930年関税法

第337条とその

改正 

EU 2000/ 1/12 協議要請 ①米国関税法第337条は1994年に

ウルグアイ・ラウンド実施法に

より改正されているが、未だそ

の改正は不十分であり、内国民

待遇及びTRIPS協定に違反すると

してEUが申立て。 

GGAATTTT (III) 

TTRRIIPPSS (2, 3, 

9, 27, 41, 42, 

49, 50, 51)条 

 

187. トリニダ

ードトバゴ－

コスタリカか

らのパスタ類

輸入における

アンチ・ダン

ピング措置 

コスタリカ 2000/ 1/17 協議要請 ①トリニダードトバゴのコスタ

リカからの当該輸入品に対する

AD協定措置は、AD協定に違反す

るとしてコスタリカが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 7, 10, 

12, 18) 

 

188. ニカラグ

ア－ホンジュ

ラスとコロン

ビアからの輸

入に対する措

置 

コロンビア 

【カナダ、コス

タリカ、EU、ホ

ンジュラス、米

国】 

2000/ 1/17 協議要請 

2000/ 3/27 パネル設置要請 

2000/ 5/18 パネル設置 

①ニカラグアが1999年に設置し

た、ホンジュラス及びコロンビ

アからの物品及びサービスにつ

いての税制は、最恵国待遇他に

違反するとしてコロンビアが申

立て。 

GGAATTTT (I, II)  

GGAATTSS (II, XVI) 

 

189. アルゼン

チン－イタリ

アからのセラ

ミック製床タ

イル輸入に対

するアンチ・

ダンピング措

置 

EU 

【日本、トル

コ、米国】 

2000/ 1/26 協議要請 

2000/ 9/14 パネル設置要請 

2000/11/17 パネル設置 

2001/ 9/28 パネル報告書配布 

2001/11/ 5 パネル報告書採択 
 

①本件AD協定調査及び措置は不

適正であり、AD協定に違反する

としてEUが申立て。 

②アルゼンチンが、(a)ダンピン

グ計算のために輸出者から提示

された情報の多くを、理由の説

明もなく無視したことはAD協定

第6.8条及び附属書IIに、(b)サ

ンプルとされた輸出者の個別ダ

ンピング・マージンを算出しな

かったことはAD協定第6.10条

に、(c)価格の比較可能性に影響

を与える物理的な特性における

差異に対して妥当な考慮を払わ

なかったことはAD協定第2.4条

に、(d)確定的措置を発動するか

否かの基礎として考慮した重要

な事実を輸出者に公開しなかっ

たことはAD協定第6.9条に違反す

ると判断。 

AADD (2, 6)  

190. アルゼン

チン－ブラジ

ル産綿及び綿

混合織物輸入

に対する経過

的セーフガー

ド措置  

ブラジル 

【パキスタン、パ

ラグアイ、米国】 

2000/ 2/11 協議要請、パネル設置要請 

2000/ 3/20 パネル設置 

2000/ 6/27 二国間合意通報 

①アルゼンチンのブラジル産綿

及び綿混合織物輸入に対する経

過的SG協定措置は、繊維協定第

2、6、8条他に違反するとしてブ

ラジルが申立て。 

AATTCC  (2, 6, 8)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

191. エクアド

ル－メキシコ

産セメントに

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

メキシコ 2000/ 3/15 協議要請 ①エクアドルのメキシコ産セメ

ントに対する最終的なAD協定措

置は、AD協定第1～9、12、18条

他に違反するとしてメキシコが

申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 

12, 18) 

 

192. 米国－パ

キスタン製綿

製紡績糸に係

る経過的セー

フガード措置 

パキスタン 

【EU、インド】 

2000/ 4/ 3 協議要請、パネル設置要請 

2000/ 6/19 パネル設置 

2001/ 5/31 パネル報告書配布 

2001/ 7/ 9 米国が上級委申立て 

2001/10/ 8 上級委報告書配布 

2001/11/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①米国のパキスタン製綿製紡績

糸に係る経過的SG協定措置は、

同措置発動の要件（繊維協定第6

条2、3、4及び7項）を満たして

いないので、上記各条項に違反

するとしてパキスタンが申立

て。 

②③パネル及び上級委は、米国

の垂直統合された生産者が自己

消費する場合を国内産業から除

外したことは繊維協定第6.2条違

反であると認定。また、重大な

損害の帰責分析については、米

国がメキシコからの輸入の効果

を個別に検討しなかったことは

繊維協定第6.4条に違反すると認

定。なお、上級委は、6.2条の違

反認定に当たって、国内当局の

措置決定時に存在しなかった証

拠をパネルが考慮したことはDSU

第11条に違反していると判断。 

AATTCC (2, 6)  

193. チリ－メ

カジキの輸送

及び輸出に対

する措置 

EU 2000/ 4/19 協議要請 

2000/11/ 6 パネル設置要請 

2000/12/12 パネル設置 

2003/11/12 二国間合意通報 

2007/12/13 パネル設置停止を継続 

①チリ漁業法第165項を基礎とし

て設立された、チリの漁港にお

けるメカジキ陸揚げの禁止は、

GATT第V条及びXI条に違反すると

してEUが申立て。 

GGAATTTT (V, XI)  

194. 米国－輸

出制限を補助

金として扱う

措置 

カナダ 

【豪州、EU、イン

ド】 

2000/ 5/19 協議要請 

2000/ 7/24 パネル設置要請 

2000/ 9/11 パネル設置 

2001/ 6/29 パネル報告書配布 

2001/ 8/23 パネル報告書採択 

①米国のSAA（Statement of 

Administrative Action）他は、他

国の輸出制限措置を資金面での

貢献と扱うものであり、これら

は補助金協定第1.1、10、11、

17、19、32.1、32.5条及びWTO設

立協定第XVI.4条に違反するとし

てカナダが申立て。 

②この紛争で定義された輸出制

限は補助金協定第1.1(a)の資金

面での貢献になり得ず、また、

米国の1930年関税法第

771(5)(B)(ⅲ)条は補助金協定第

1.1条に違反しないと判断。 

SSCCMM (1, 10, 

11, 17, 19, 

32) 

第II部 

第3章 

 

195. フィリピ

ン－自動車開

発計画

（MVDP） 

米国 

【日本、イン

ド】 

2000/ 5/23 協議要請 

2000/10/12 パネル設置要請 

2000/11/17 パネル設置 

①フィリピンの自動車開発計画

は、TRIMs協定第8条、補助金協

定第4条及び30条に違反するとし

て米国が申立て。 

SSCCMM (4, 30)  

196. アルゼン

チン－特許及

米国 2000/ 5/30 協議要請 

2002/ 5/31 二国間合意通報 

①アルゼンチンは、医薬品等の

秘密試験やデータに対する保護

TTRRIIPPSS (27, 28, 

31, 34, 39, 

 



782

資料編資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

び試験データ

保護 

を怠っている等、TRIPS協定第

27、28、31、34、39、50、62、

65及び70条に違反するとして米

国が申立て。 

50, 62, 65, 

70) 

197. ブラジル

－最低輸入価

格措置 

米国 2000/ 5/30 協議要請 ①ブラジルの最低輸入価格措置

は、関税評価協定第1～7条及び

12条、輸入許可手続に関する協

定第1、3条、繊維協定第2、7条

及び農業第4条2項に違反すると

して米国が申立て。 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

12) 

IILL (1, 3) 

AATTCC (2, 7) 

AAAA (4) 

 

198. ルーマニ

ア－最低輸入

価格措置 

米国 2000/ 5/30 協議要請 

2001/ 9/26 二国間合意通報 

①ルーマニアの農産品、衣服

類、蒸留酒等に対する最低又は

最高輸入価格の設定は、関税評

価協定1～7条及び12条、農業第4

条2項及び繊維協定第2条及び7条

に違反するとして米国が申立

て。 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

12) 

AATTCC (2, 7) 

AAAA (4) 

 

199. ブラジル

－特許保護 

米国 

【日本、ドミニカ

共和国、ホンジュ

ラス、インド】 

2000/ 5/30 協議要請 

2001/ 1/ 8 パネル設置要請 

2001/ 2/ 1 パネル設置 

2001/ 7/ 5 二国間合意通報 

①ブラジルの1996年工業所有権

法は、TRIPS協定第27条、28条に

違反するとして米国が申立て。 

TTRRIIPPSS (27, 28)  

200. 米国－

1974年通商法

第306条改正 

EU 2000/ 6/ 5 協議要請 ①米国の1974年通商法第306条は

アフリカCBI法第407条により改

正され、譲許停止品目を定期的

に変えることを一方的に義務づ

けている。これは、DSU第3条2

項、21条5項、22条及び23条に違

反するとしてEUが申立て。 

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

GGAATTTT (I, II, 

XI) 

 

201. ニカラグ

ア－ホンジュ

ラスとコロン

ビアからの輸

入に対する措

置 

ホンジュラス 2000/ 6/ 6 協議要請 ①ニカラグアが1999年に設置し

た、ホンジュラス及びコロンビ

アからの物品及びサービスにつ

いての税制は、GATT第I、II条及

びGATS第II、XVI条に違反すると

してホンジュラスが申立て。 

GGAATTTT (I, II)  

GGAATTSS (II, XVI) 

 

202. 米国－韓

国からのライ

ンパイプ輸入

に係るセーフ

ガード措置 

韓国 

【日本、豪州、カ

ナダ、EU、メキシ

コ】 

2000/ 6/13 協議要請 

2000/ 9/14 パネル設置要請 

2000/10/23 パネル設置 

2001/10/29 パネル報告書配布 

2001/11/19 米国が上級委申立て 

2002/ 2/15 上級委報告書配布 

2002/ 3/ 8 パネル・上級委報告書採択 

2003/ 3/18 米国、SG措置を終了 

①米国のラインパイプ輸入につ

いてSG協定措置発動に至る手続

と決定及び同措置自体がSG協定

第2、3、4、5、7、8、9、12条及

びGATT第I、XIII、XIX条に違反

するとして韓国が申立て。 

②GATT第XIII条2項、XIX条及び

SG協定第3.1、4.2(b)、4.2(c)、

8.1、9.1及び12.3条に違反する

と認定した。他方、5.1条につい

ては韓国が必要な範囲について

十分な立証を尽くしていないと

して違反を認めなかった。 

③損害認定について「重大な損

害」若しくはその「おそれ」の

いずれかを個別に認定をしなけ

ればならないとしたパネル判断

を覆し、個別又は双方のいずれ

GGAATTTT (I, XIII, 

XIX) 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 

11, 12)  

第II部

第8章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

び試験データ

保護 

を怠っている等、TRIPS協定第

27、28、31、34、39、50、62、

65及び70条に違反するとして米

国が申立て。 

50, 62, 65, 

70) 

197. ブラジル

－最低輸入価

格措置 

米国 2000/ 5/30 協議要請 ①ブラジルの最低輸入価格措置

は、関税評価協定第1～7条及び

12条、輸入許可手続に関する協

定第1、3条、繊維協定第2、7条

及び農業第4条2項に違反すると

して米国が申立て。 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

12) 

IILL (1, 3) 

AATTCC (2, 7) 

AAAA (4) 

 

198. ルーマニ

ア－最低輸入

価格措置 

米国 2000/ 5/30 協議要請 

2001/ 9/26 二国間合意通報 

①ルーマニアの農産品、衣服

類、蒸留酒等に対する最低又は

最高輸入価格の設定は、関税評

価協定1～7条及び12条、農業第4

条2項及び繊維協定第2条及び7条

に違反するとして米国が申立

て。 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

12) 

AATTCC (2, 7) 

AAAA (4) 

 

199. ブラジル

－特許保護 

米国 

【日本、ドミニカ

共和国、ホンジュ

ラス、インド】 

2000/ 5/30 協議要請 

2001/ 1/ 8 パネル設置要請 

2001/ 2/ 1 パネル設置 

2001/ 7/ 5 二国間合意通報 

①ブラジルの1996年工業所有権

法は、TRIPS協定第27条、28条に

違反するとして米国が申立て。 

TTRRIIPPSS (27, 28)  

200. 米国－

1974年通商法

第306条改正 

EU 2000/ 6/ 5 協議要請 ①米国の1974年通商法第306条は

アフリカCBI法第407条により改

正され、譲許停止品目を定期的

に変えることを一方的に義務づ

けている。これは、DSU第3条2

項、21条5項、22条及び23条に違

反するとしてEUが申立て。 

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

GGAATTTT (I, II, 

XI) 

 

201. ニカラグ

ア－ホンジュ

ラスとコロン

ビアからの輸

入に対する措

置 

ホンジュラス 2000/ 6/ 6 協議要請 ①ニカラグアが1999年に設置し

た、ホンジュラス及びコロンビ

アからの物品及びサービスにつ

いての税制は、GATT第I、II条及

びGATS第II、XVI条に違反すると

してホンジュラスが申立て。 

GGAATTTT (I, II)  

GGAATTSS (II, XVI) 

 

202. 米国－韓

国からのライ

ンパイプ輸入

に係るセーフ

ガード措置 

韓国 

【日本、豪州、カ

ナダ、EU、メキシ

コ】 

2000/ 6/13 協議要請 

2000/ 9/14 パネル設置要請 

2000/10/23 パネル設置 

2001/10/29 パネル報告書配布 

2001/11/19 米国が上級委申立て 

2002/ 2/15 上級委報告書配布 

2002/ 3/ 8 パネル・上級委報告書採択 

2003/ 3/18 米国、SG措置を終了 

①米国のラインパイプ輸入につ

いてSG協定措置発動に至る手続

と決定及び同措置自体がSG協定

第2、3、4、5、7、8、9、12条及

びGATT第I、XIII、XIX条に違反

するとして韓国が申立て。 

②GATT第XIII条2項、XIX条及び

SG協定第3.1、4.2(b)、4.2(c)、

8.1、9.1及び12.3条に違反する

と認定した。他方、5.1条につい

ては韓国が必要な範囲について

十分な立証を尽くしていないと

して違反を認めなかった。 

③損害認定について「重大な損

害」若しくはその「おそれ」の

いずれかを個別に認定をしなけ

ればならないとしたパネル判断

を覆し、個別又は双方のいずれ

GGAATTTT (I, XIII, 

XIX) 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 

11, 12)  

第II部

第8章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

でも良いとして「重大な損害又

はそのおそれがある」と認定し

た米国ITCの認定はSG協定と整合

的であるとした。SG協定調査対

象国とSG協定措置の適用国との

適応関係（パラレリズム）につ

いて、NAFTA国からの輸入を調査

対象として損害認定をしていな

がら、SG協定措置の発動では

NAFTA国を対象から外したことは

SG協定第2、4条に違反するとし

た。また、SG協定5.1条について

もパネル判断を覆し、米国の違

反を認めた。 

203. メキシコ

－米国産輸入

豚に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

米国 2000/ 7/10 協議要請 ①メキシコは1999年10月に米国

からの生きた豚に対してAD協定

調査を行い、その結果、同措置

を実施したが、これはSPS協定、

農業協定、TBT協定、AD協定の各

協定に違反するとして米国が申

立て。 

SSPPSS (2, 3, 5, 

7, 8) 

AAAA (4)  

TTBBTT (2,5) 

AADD (3, 12)  

 

204. メキシコ

－電気通信サ

ービスに対す

る措置 

米国 

【日本、豪州、カ

ナダ、キュキュー

バ、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、ニカ

ラグア】 

2000/ 8/17 協議要請 

2000/11/10 パネル設置要請 

2002/ 4/17 パネル設置 

2004/ 4/ 2 パネル報告書配布 

2004/ 6/ 1 パネル報告書採択 

①メキシコが電気通信サービス

分野において差別的規制を維持

したことは、GATSに違反すると

して米国が申立て。 

②メキシコが電気通信サービス

分野において反競争的で差別的

規制維持したことは自由化約束

違反（参照文書1.1不履行）、ま

た、越境基本電気通信サービス

の供給をコストに見合う合理的

なレートで認めてこなかったこ

とも約束違反（参照文書2.2(b)

不履行）と判断。ただし、国内

に拠点を持たずかつ回線設備を

保有しない形での外国事業者の

メキシコにおける専用回線利用

の禁止措置はメキシコの自由化

約束に違反しないと判断。 

GGAATTSS (VI, XVI, 

XVII, XVIII)  

第II部

第12章 

205. エジプト

－大豆油入り

ツナ缶の輸入

禁止措置 

タイ 2000/ 9/22 協議要請 ①エジプトによるタイからの大

豆油入りツナ缶輸入禁止は、

GATT第I、XI及びXIII条、また

SPS協定第2、3、5及び附属書Bに

違反するとしてタイが申立て。 

GGAATTTT (I, XI, 

XIII)  

SSPPSS (2, 3, 5) 

 

206. 米国－イ

ンドからの鋼

板に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置及び

相殺関税措置 

インド 

【日本、チリ、EU】 

2000/10/ 4 協議要請 

2001/ 6/ 7 パネル設置要請 

2001/ 7/24 パネル設置 

2002/ 6/28 パネル報告書配布 

2002/ 7/29 パネル報告書採択 

2003/ 2/14 シークエンス合意 

①本件AD協定措置に係る米国商

務省（DOC）の課税決定、国際貿

易委員会（ITC）の損害認定、フ

ァクツ･アベイラブル（FA）に関

するDOC規則の適用等はGATT、AD

協定、補助金協定、WTO設立協定

に違反するとしてインドが申立

て。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 12, 

15, 18)  

SSCCMM (10, 11, 

15, 22, 27) 

GGAATTTT (VI, X)  

WWTTOO (XVI)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

②DOCが米国販売価格についての

情報を用いず、FAにのみ基づい

てダンピング認定をしたことは

AD協定第6.8条及び附属書IIパラ

グラフ3に違反すると認定。他

方、FAに関する修正1930年関税

法776条(a)、782条(d)、(e)の規

定自体は、協定で許容された裁

量の行使であってAD協定第6.8

条、附属書IIに違反していない

とされた。 

207. チリ－農

産物に対する

価格拘束制度

及びセーフガ

ード措置 

アルゼンチン 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、コスタリカ、

EU、エクアドル、

エルサルバドル、

グアテマラ、ホン

ジュラス、ニカラ

グア、パラグア

イ、ペルー、タイ、

ベネズエラ、米

国】 

 

2000/10/ 5 協議要請 

2001/ 1/19 パネル設置要請 

2001/ 3/12 パネル設置 

2002/ 5/ 3 パネル報告書配布 

2002/ 6/24 チリが上級委申立て 

2002/ 9/23 上級委報告書配布 

2002/10/23 パネル・上級委報告書採択 

2004/ 5/19 協議要請（履行確認） 

2005/12/29 パネル設置要請（履行確認） 

2006/ 1/20パネル設置（履行確認） 

2006/12/ 8パネル報告書配（履行確認） 

2007/ 2/ 5 チリが上級委申立て(履行確

認) 

2007/ 2/19 アルゼンチンが上級委申立て 

2007/ 5/ 7 上級委報告書配布(履行確認) 

2007/ 5/22パネル・上級委報告書採択（履

行確認） 

①チリによる小麦、小麦粉及び

食用植物油の輸入に関する価格

拘束制度及びSG協定措置につい

て、前者はGATT第II条及び農業

協定第4条、また後者はSG協定及

びGATT第XIX条に違反するとして

アルゼンチンが申立て。 

②チリの価格拘束制度は農業協

定第4.2条及びGATT第II条に違反

していると認定。また、チリの

SG協定措置はGATT第XIX条1項(a)

とSG協定第2、4、5条に違反する

と認定（SG協定措置については

上級委申立てせず）。 

③農業協定違反についてはパネ

ル判断を支持したものの、GATT

第II条違反はアルゼンチンから

提訴された範囲ではないとして

これを認めなかった。 

履行確認パネルは、チリによる

価格拘束制度や各種課徴金制度

に類似する国境措置の維持は、

農業協定第4.2条に反していると

し、チリはDSBによる勧告を履行

していない旨判断した。履行確

認上級委は、農業協定第4条等の

違反を認定した。 

AAAA (4)  

GGAATTTT (II, XIX) 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 12) 

 

208. トルコ－

鉄管継手に対

するアンチ・

ダンピング措

置 

ブラジル 2000/10/ 9 協議要請 ①トルコによるブラジルからの

鉄管継手に対するAD協定課税

は、調査開始、調査方法、ダン

ピングと被害の関係の評価や決

定、及び課税賦課につき、GATT

第VI条及びAD協定第2、3、5、

6、15条に違反するとしてブラジ

ルが申立て。 

GGAATTTT (VI) 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 12,15) 

 

209. EU－イン

スタントコー

ヒーに影響を

与える措置 

ブラジル 2000/10/12 協議要請 ①EUのブラジル産インスタント

コーヒーに対するGSP適用の引き

下げ、及び1999年1月の適用廃止

はGATTの授権条項に違反すると

してブラジルが申立て。 

GGAATTTT (I)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

②DOCが米国販売価格についての

情報を用いず、FAにのみ基づい

てダンピング認定をしたことは

AD協定第6.8条及び附属書IIパラ

グラフ3に違反すると認定。他

方、FAに関する修正1930年関税

法776条(a)、782条(d)、(e)の規

定自体は、協定で許容された裁

量の行使であってAD協定第6.8

条、附属書IIに違反していない

とされた。 

207. チリ－農

産物に対する

価格拘束制度

及びセーフガ

ード措置 

アルゼンチン 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、コスタリカ、

EU、エクアドル、

エルサルバドル、

グアテマラ、ホン

ジュラス、ニカラ

グア、パラグア

イ、ペルー、タイ、

ベネズエラ、米

国】 

 

2000/10/ 5 協議要請 

2001/ 1/19 パネル設置要請 

2001/ 3/12 パネル設置 

2002/ 5/ 3 パネル報告書配布 

2002/ 6/24 チリが上級委申立て 

2002/ 9/23 上級委報告書配布 

2002/10/23 パネル・上級委報告書採択 

2004/ 5/19 協議要請（履行確認） 

2005/12/29 パネル設置要請（履行確認） 

2006/ 1/20パネル設置（履行確認） 

2006/12/ 8パネル報告書配（履行確認） 

2007/ 2/ 5 チリが上級委申立て(履行確

認) 

2007/ 2/19 アルゼンチンが上級委申立て 

2007/ 5/ 7 上級委報告書配布(履行確認) 

2007/ 5/22パネル・上級委報告書採択（履

行確認） 

①チリによる小麦、小麦粉及び

食用植物油の輸入に関する価格

拘束制度及びSG協定措置につい

て、前者はGATT第II条及び農業

協定第4条、また後者はSG協定及

びGATT第XIX条に違反するとして

アルゼンチンが申立て。 

②チリの価格拘束制度は農業協

定第4.2条及びGATT第II条に違反

していると認定。また、チリの

SG協定措置はGATT第XIX条1項(a)

とSG協定第2、4、5条に違反する

と認定（SG協定措置については

上級委申立てせず）。 

③農業協定違反についてはパネ

ル判断を支持したものの、GATT

第II条違反はアルゼンチンから

提訴された範囲ではないとして

これを認めなかった。 

履行確認パネルは、チリによる

価格拘束制度や各種課徴金制度

に類似する国境措置の維持は、

農業協定第4.2条に反していると

し、チリはDSBによる勧告を履行

していない旨判断した。履行確

認上級委は、農業協定第4条等の

違反を認定した。 

AAAA (4)  

GGAATTTT (II, XIX) 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 12) 

 

208. トルコ－

鉄管継手に対

するアンチ・

ダンピング措

置 

ブラジル 2000/10/ 9 協議要請 ①トルコによるブラジルからの

鉄管継手に対するAD協定課税

は、調査開始、調査方法、ダン

ピングと被害の関係の評価や決

定、及び課税賦課につき、GATT

第VI条及びAD協定第2、3、5、

6、15条に違反するとしてブラジ

ルが申立て。 

GGAATTTT (VI) 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 12,15) 

 

209. EU－イン

スタントコー

ヒーに影響を

与える措置 

ブラジル 2000/10/12 協議要請 ①EUのブラジル産インスタント

コーヒーに対するGSP適用の引き

下げ、及び1999年1月の適用廃止

はGATTの授権条項に違反すると

してブラジルが申立て。 

GGAATTTT (I)  

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

210. ベルギー

－コメに対す

る関税措置の

実施 

米国 

【日本、インド】 

2000/10/12 協議要請 

2001/ 1/19 パネル設置要請 

2001/ 3/12 パネル設置 

2001/ 7/26 パネル停止 

2001/12/18 二国間合意通報 

①ベルギーが1997年7月に導入し

たコメに関する関税制度は、関

税評価協定、TBT協定及び農業協

定に違反するとして米国が申立

て。 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

10, 14, 16) 

TTBBTT (2, 3, 5, 

6, 7, 9) 

AAAA (4) 

 

211. エジプト

－トルコから

の鉄鋼に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

トルコ 

【日本、チリ、EU、

米国】 

2000/11/ 6 協議要請 

2001/ 5/ 3 パネル設置要請 

2001/ 6/20 パネル設置 

2002/ 8/ 8 パネル報告書配布 

2002/10/ 1 パネル報告書採択 

①エジプトのAD協定措置は適切

な調査に基づいておらず、GATT

及びAD協定に違反するとしてト

ルコが申立て。 

②損害認定にあたり、AD協定第

3.4条に列挙されている要因をす

べて考慮しなかったことによる

同条違反、トルコの輸出企業2社

に対して説明なくファクツ・ア

ベイラブル（FA）を利用したこ

とに関するAD協定第6.8条及び附

属書IIパラグラフ6違反を認定。 

AADD (2, 3, 6) 

GGAATTTT (X) 

 

212. 米国－EU

からの輸入品

に対する相殺

関税措置 

EU 

【ブラジル、中

国、インド、韓国、

メキシコ】 

2000/11/10 協議要請 

2001/ 8/ 8 パネル設置要請 

2001/ 9/10 パネル設置 

2002/ 7/31 パネル報告書配布 

2002/ 9/ 9 米国上級委申立て 

2002/12/ 9 上級委報告書配布 

2003/ 1/ 8 パネル・上級委報告書採択 

2004/ 3/17 協議要請（履行確認） 

2004/ 9/16 パネル設置要請（履行確認） 

2004/ 9/27 パネル設置（履行確認） 

2005/ 8/17 パネル報告書配布（履行確

認） 

2005/ 9/27パネル報告書採択（履行確認） 

①米国の相殺関税措置の賦課継

続は、補助金協定第1、10、14、

19、21条に違反するとしてEUが

申立て。 

②③パネル及び上級委は民営化

後の利益継続の認定については

補助金協定第10、14、19、

21.1、21.2、21.3条違反である

と認定。ただし、上級委は、民

営化前の補助金による利益の民

営化後の継続については、独立

当事者間の公正な価格での民営

化が民営化前の補助金利益を必

ず消滅させるというパネル認定

を破棄し、消滅させると推定す

ることができるとした。 

DSU第21.5条パネルは、なお一部

について補助金協定違反である

と認定した。 

SSCCMM (1, 10, 

14, 19, 21, 

32) 

GGAATTTT (VI) 

 

213. 米国－ド

イツからの鉄

鋼板に対する

相殺関税措置 

EU 

【日本、ノルウ

ェー】 

2000/11/10 協議要請 

2001/ 8/ 8 パネル設置要請 

2001/ 9/10 パネル設置 

2002/ 7/ 3 パネル報告書配布 

2002/ 8/30 米国上級委申立て 

2002/11/28 上級委報告書配布 

2002/12/19 パネル・上級委報告書採択 

①米国が、ドイツからの腐食防

止鉄鋼製品に対して1993年より

相殺関税措置を開始し、2000年8

月のサンセット・レビューにお

いてもその継続を決定したこと

に関し、補助金協定第10、11、

21条に違反するとEUが申立て。 

②③パネル及び上級委は、サン

セット・レビューを自動的に開

始する米国法令は第21.3条違反

に違反しないとした。また、上

級委は、サンセット・レビュー

のデミニマス基準についてのパ

ネルの認定を破棄し、補助金協

定11.9条のデミニマス基準の準

用を否定した。 

SSCCMM (10, 11, 

21, 32) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

214. 米国－鉄

鋼製品及び溶

接ラインパイ

プに対するセ

ーフガード措

置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、カナダ、韓

国、メキシコ】 

2000/12/ 1 協議要請 

2001/ 8/ 8 パネル設置要請 

2001/ 9/10 パネル設置 

①米国の1974年通商法第201及び

202条は、輸入増加と損害の因果

関係の決定に関する規定におい

てSG協定第4、5条に違反し、ま

た、NAFTA実施法第311条は同協

定の2、4、5条に違反し、これら

両規定は、最恵国待遇違反でも

ある、としてEUが申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 8, 12) 

GGAATTTT (I, XIX) 

 

215. フィリピ

ン－韓国から

の合成樹脂に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

韓国 2000/12/15 協議要請 ①フィリピンの韓国からの合成

樹脂に対するAD協定措置は、ダ

ンピング・マージンの分析、収

集及び賦課、また同種の産品、

ダンピング、損害及び因果関係

の結論の出し方に問題があり、

AD協定第2、3、5、6、7、9、12

及び附属書IIに違反するとして

韓国が申立て。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 7, 9, 12) 

GGAATTTT (VI) 

 

216. メキシコ

－電気変圧器

に対する暫定

アンチ・ダン

ピング措置 

ブラジル 2000/12/20 協議要請 ①メキシコが2000年7月に行った

ブラジルからの電気変圧器に対

するAD協定上の暫定措置は、AD

協定第5条2、3、8条、6条8項、7

条1項ⅰ、ⅱ及び附属書IIに違反

するとしてブラジルが申立て。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 7) 

 

217. 米国－

1930関税法改

正条項（通

称：バード条

項） 

日本、豪州、ブラ

ジル、チリ、EU、

インド、インドネ

シア、韓国、タイ 

【アルゼンチン、

カナダ、コスタリ

カ、香港、イスラ

エル、メキシコ、

ノルウェー】 

2000/12/21 協議要請 

2001/ 7/12 パネル設置要請 

2001/ 8/23 パネル設置（9/10 「DS234」

と併合） 

2002/ 9/16 パネル報告書配布 

2002/10/18 米国が上級委申立て 

2003/ 1/16 上級委報告書配布 

2003/ 1/27 パネル・上級委報告書採択 

2004/ 1/15 対抗措置承認申請（日本、ブ

ラジル、チリ、EU、インド、韓国、カナ

ダ、メキシコ） 

2004/ 1/23 米国が仲裁を要請 

2004/ 1/26 仲裁に付託 

2004/ 8/31 仲裁判断配布 

2004/11/10 対抗措置の内容承認申請（日

本、ブラジル、EU、インド、韓国、カナ

ダ、メキシコ） 

2004/11/26 対抗措置の内容承認 

2004/12/ 6 チリが対抗措置の内容申請 

2004/12/17 チリの対抗措置の内容承認 

2004/12/23 豪州が二国間合意 

2005/ 1/ 7 タイが二国間合意 

2005/ 1/11 インドネシアが二国間合意 

2005/ 4/29 EU、カナダが対抗措置の内容

承認申請 

2005/ 8/18 日本が対抗措置の内容承認申

請 

2006/ 4/28 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

①バード修正条項は、関税当局

が徴収した相殺関税、AD協定税

に相当する額を、影響を受けた

生産者に対して配分することを

規定しており、AD協定、補助金

協定、GATT及びWTO設立協定に違

反するとして申立て。 

②本条項はAD協定及び補助金協

定上許容される措置に該当しな

いため、AD協定第18.1、18.4条､

補助金協定第32.1、32.5条、

GATT第6.2、6.3条及びWTO設立協

定第XVI.4条違反、また、AD協定

調査申請支持のインセンテｨブと

なるとして、AD協定第5.4条、補

助金協定第11.4違反を認定。 

③同条項がAD協定調査申請支持

のインセンテｨブとなりAD協定第

5.4条、補助金協定第11.4条に違

反するとのパネル判断を否定。

AD協定第18.1、18.4条、補助金

協定第32.1、32.5条及びWTO設立

協定第16.4条違反についてはパ

ネル判断を支持。 

AADD (1, 5, 8, 

18) 

SSCCMM (4, 7, 10, 

11, 18, 32) 

GGAATTTT (VI, X, 

XXIII) 

WWTTOO (XVI)  

第I部 

第2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

214. 米国－鉄

鋼製品及び溶

接ラインパイ

プに対するセ

ーフガード措

置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、カナダ、韓

国、メキシコ】 

2000/12/ 1 協議要請 

2001/ 8/ 8 パネル設置要請 

2001/ 9/10 パネル設置 

①米国の1974年通商法第201及び

202条は、輸入増加と損害の因果

関係の決定に関する規定におい

てSG協定第4、5条に違反し、ま

た、NAFTA実施法第311条は同協

定の2、4、5条に違反し、これら

両規定は、最恵国待遇違反でも

ある、としてEUが申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 8, 12) 

GGAATTTT (I, XIX) 

 

215. フィリピ

ン－韓国から

の合成樹脂に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

韓国 2000/12/15 協議要請 ①フィリピンの韓国からの合成

樹脂に対するAD協定措置は、ダ

ンピング・マージンの分析、収

集及び賦課、また同種の産品、

ダンピング、損害及び因果関係

の結論の出し方に問題があり、

AD協定第2、3、5、6、7、9、12

及び附属書IIに違反するとして

韓国が申立て。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 7, 9, 12) 

GGAATTTT (VI) 

 

216. メキシコ

－電気変圧器

に対する暫定

アンチ・ダン

ピング措置 

ブラジル 2000/12/20 協議要請 ①メキシコが2000年7月に行った

ブラジルからの電気変圧器に対

するAD協定上の暫定措置は、AD

協定第5条2、3、8条、6条8項、7

条1項ⅰ、ⅱ及び附属書IIに違反

するとしてブラジルが申立て。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 7) 

 

217. 米国－

1930関税法改

正条項（通

称：バード条

項） 

日本、豪州、ブラ

ジル、チリ、EU、

インド、インドネ

シア、韓国、タイ 

【アルゼンチン、

カナダ、コスタリ

カ、香港、イスラ

エル、メキシコ、

ノルウェー】 

2000/12/21 協議要請 

2001/ 7/12 パネル設置要請 

2001/ 8/23 パネル設置（9/10 「DS234」

と併合） 

2002/ 9/16 パネル報告書配布 

2002/10/18 米国が上級委申立て 

2003/ 1/16 上級委報告書配布 

2003/ 1/27 パネル・上級委報告書採択 

2004/ 1/15 対抗措置承認申請（日本、ブ

ラジル、チリ、EU、インド、韓国、カナ

ダ、メキシコ） 

2004/ 1/23 米国が仲裁を要請 

2004/ 1/26 仲裁に付託 

2004/ 8/31 仲裁判断配布 

2004/11/10 対抗措置の内容承認申請（日

本、ブラジル、EU、インド、韓国、カナ

ダ、メキシコ） 

2004/11/26 対抗措置の内容承認 

2004/12/ 6 チリが対抗措置の内容申請 

2004/12/17 チリの対抗措置の内容承認 

2004/12/23 豪州が二国間合意 

2005/ 1/ 7 タイが二国間合意 

2005/ 1/11 インドネシアが二国間合意 

2005/ 4/29 EU、カナダが対抗措置の内容

承認申請 

2005/ 8/18 日本が対抗措置の内容承認申

請 

2006/ 4/28 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

①バード修正条項は、関税当局

が徴収した相殺関税、AD協定税

に相当する額を、影響を受けた

生産者に対して配分することを

規定しており、AD協定、補助金

協定、GATT及びWTO設立協定に違

反するとして申立て。 

②本条項はAD協定及び補助金協

定上許容される措置に該当しな

いため、AD協定第18.1、18.4条､

補助金協定第32.1、32.5条、

GATT第6.2、6.3条及びWTO設立協

定第XVI.4条違反、また、AD協定

調査申請支持のインセンテｨブと

なるとして、AD協定第5.4条、補

助金協定第11.4違反を認定。 

③同条項がAD協定調査申請支持

のインセンテｨブとなりAD協定第

5.4条、補助金協定第11.4条に違

反するとのパネル判断を否定。

AD協定第18.1、18.4条、補助金

協定第32.1、32.5条及びWTO設立

協定第16.4条違反についてはパ

ネル判断を支持。 

AADD (1, 5, 8, 

18) 

SSCCMM (4, 7, 10, 

11, 18, 32) 

GGAATTTT (VI, X, 

XXIII) 

WWTTOO (XVI)  

第I部 

第2章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2006/ 8/22 日本、新たな対抗措置品目リ

ストを申請 

2007/ 4/19 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2007/ 8/23 日本、新たな対抗措置品目リ

ストを申請 

2008/ 4/ 3 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2008/ 8/29 日本、新たな対抗措置品目リ

ストを申請 

2009/ 4/23 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2009/ 8/14 日本、新たな対抗措置品目リ

ストを申請 

2010/ 4/22 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2010/ 8/25 日本、新たな対抗措置品目リ

ストを申請 

2011/ 4/ 8 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2011/ 8/26 日本、新たな対抗措置品目リ

ストを申請 

2012/ 5/ 7 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2012/ 8/23 日本、新たな対抗措置品目リ

ストを申請 

2013/ 5/22 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2013/ 8/23 日本、新たな対抗措置品目リ

ストを申請 

2014/ 4/ 2 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2014/ 8/18 日本、2014/9/1からの対抗措

置を中断 

2015/ 5/11 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2016/ 5/13 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2017/ 5/11 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2018/ 5/ 7 EU、新たな対抗措置品目リスト

を申請 

2019/ 5/10 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

2020/ 6/26 EU、新たな対抗措置品目リス

トを申請 

218. 米国－ブ

ラジルからの

鉄鋼製品に対

する相殺関税

賦課 

ブラジル 2000/12/21 協議要請 ①米国は、国内相殺関税法に従

い、ブラジルの民営化企業が民

営化前に受けた補助金の利益に

対して相殺関税を賦課し続けて

おり、この行為は、補助金協定

第1、10、11、14、19、21条に違

SSCCMM (1, 10, 

11, 14, 19, 

21) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

反するとしてブラジルが申立

て。 

219. EU－ブラ

ジルからの可

鍛鋳鉄管継手

に対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ブラジル 

【日本、チリ、メ

キシコ、米国】 

2000/12/21 協議要請 

2001/ 6/ 7 パネル設置要請 

2001/ 7/24 パネル設置 

2003/ 3/ 7 パネル報告書配布 

2003/ 4/23 ブラジルが上級委申立て 

2003/ 7/22 上級委報告書配布 

2003/ 8/18 パネル・上級委報告書採択 

①本件AD協定措置に係る調査及

び評価はAD協定第1～7、9、11、

12、15条及びGATT第VI条に違反

するとしてブラジルが申立て。 

②｢ゼロイング｣に関するAD協定

第2.4.2条、｢損害関連要因の公

開｣に関するAD協定第12.2条及び

12.2.2条違反を認定。 

③パネル判断を概ね支持した

が、損害認定に関する情報公開

についてAD協定第6.2、6.4条に

違反していないとしたパネル判

断を破棄し、利害関係者に重要

であり、かつ機密ではない情報

を公開しなかったEU措置につい

て、同条違反を認定。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 

11, 12, 15)  

 

220. チリ－農

産品に対する

価格拘束制度

及びセーフガ

ード措置 

グアテマラ 2001/ 1/ 5 協議要請 ①チリの農産品に対する価格拘

束制度及びSG協定に関する国内

法、SG協定調査及び発動、また

その対象品目の拡大要求は、

GATT第II条、農業協定第4条、及

びSG協定第2、3、4、5、68、12

条等に違反するとしてグアテマ

ラが申立て。 

GGAATTTT (II, XIX) 

AAAA (4) 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 8, 12) 

 

221. 米国－ウ

ルグアイ・ラ

ウンド合意実

施法129条

(c)(1) 

カナダ 

【日本、チリ、EU、

インド】 

2001/ 1/17 協議要請 

2001/ 7/12 パネル設置要請 

2001/ 8/23 パネル設置 

2002/ 7/15 パネル報告書配布 

2002/ 8/30 パネル報告書採択 

①米国のウルグアイ・ラウンド

合意実施法(URAA)及びその解釈

指針(SAA)の下では、DSBにおい

てWTO協定違反とされたAD協定又

は相殺関税措置について、DSBの

勧告に整合的な形でこれを課す

ことを規定しており、これは過

去にダンピング認定が行われた

未精算の輸入案件についてオリ

ジナル調査とは異なるルールに

よる行政見直しと、これに基づ

くAD協定・CVDの適用を義務づけ

るものであり、DSU、AD協定、補

助金協定及びGATTの諸規定に違

反するとしてカナダが申立て。 

②URAA及びSAAはカナダが問題と

している措置（未精算の過去の

輸入に対する修正ルールの適

用）を義務づけておらず、WTO諸

規定には違反しないとして、カ

ナダの主張を棄却。 

DDSSUU (3, 19, 

21) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (10, 19, 

21, 32) 

 

222. カナダ－

地方航空機産

業に対する輸

出信用及び融

資保証 

ブラジル 

【豪州、EU、イン

ド、米国】 

2001/ 1/22 協議要請 

2001/ 3/ 1 パネル設置要請 

2001/ 3/12 パネル設置 

2002/ 1/28 パネル報告書配布 

2002/ 2/19 パネル報告書採択 

①カナダ政府及び政府関連企業

からのカナダ地方航空機産業に

対する輸出信用及び融資保証

は、輸出補助金に該当し補助金

SSCCMM (1, 3)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

反するとしてブラジルが申立

て。 

219. EU－ブラ

ジルからの可

鍛鋳鉄管継手

に対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ブラジル 

【日本、チリ、メ

キシコ、米国】 

2000/12/21 協議要請 

2001/ 6/ 7 パネル設置要請 

2001/ 7/24 パネル設置 

2003/ 3/ 7 パネル報告書配布 

2003/ 4/23 ブラジルが上級委申立て 

2003/ 7/22 上級委報告書配布 

2003/ 8/18 パネル・上級委報告書採択 

①本件AD協定措置に係る調査及

び評価はAD協定第1～7、9、11、

12、15条及びGATT第VI条に違反

するとしてブラジルが申立て。 

②｢ゼロイング｣に関するAD協定

第2.4.2条、｢損害関連要因の公

開｣に関するAD協定第12.2条及び

12.2.2条違反を認定。 

③パネル判断を概ね支持した

が、損害認定に関する情報公開

についてAD協定第6.2、6.4条に

違反していないとしたパネル判

断を破棄し、利害関係者に重要

であり、かつ機密ではない情報

を公開しなかったEU措置につい

て、同条違反を認定。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 

11, 12, 15)  

 

220. チリ－農

産品に対する

価格拘束制度

及びセーフガ

ード措置 

グアテマラ 2001/ 1/ 5 協議要請 ①チリの農産品に対する価格拘

束制度及びSG協定に関する国内

法、SG協定調査及び発動、また

その対象品目の拡大要求は、

GATT第II条、農業協定第4条、及

びSG協定第2、3、4、5、68、12

条等に違反するとしてグアテマ

ラが申立て。 

GGAATTTT (II, XIX) 

AAAA (4) 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 8, 12) 

 

221. 米国－ウ

ルグアイ・ラ

ウンド合意実

施法129条

(c)(1) 

カナダ 

【日本、チリ、EU、

インド】 

2001/ 1/17 協議要請 

2001/ 7/12 パネル設置要請 

2001/ 8/23 パネル設置 

2002/ 7/15 パネル報告書配布 

2002/ 8/30 パネル報告書採択 

①米国のウルグアイ・ラウンド

合意実施法(URAA)及びその解釈

指針(SAA)の下では、DSBにおい

てWTO協定違反とされたAD協定又

は相殺関税措置について、DSBの

勧告に整合的な形でこれを課す

ことを規定しており、これは過

去にダンピング認定が行われた

未精算の輸入案件についてオリ

ジナル調査とは異なるルールに

よる行政見直しと、これに基づ

くAD協定・CVDの適用を義務づけ

るものであり、DSU、AD協定、補

助金協定及びGATTの諸規定に違

反するとしてカナダが申立て。 

②URAA及びSAAはカナダが問題と

している措置（未精算の過去の

輸入に対する修正ルールの適

用）を義務づけておらず、WTO諸

規定には違反しないとして、カ

ナダの主張を棄却。 

DDSSUU (3, 19, 

21) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (10, 19, 

21, 32) 

 

222. カナダ－

地方航空機産

業に対する輸

出信用及び融

資保証 

ブラジル 

【豪州、EU、イン

ド、米国】 

2001/ 1/22 協議要請 

2001/ 3/ 1 パネル設置要請 

2001/ 3/12 パネル設置 

2002/ 1/28 パネル報告書配布 

2002/ 2/19 パネル報告書採択 

①カナダ政府及び政府関連企業

からのカナダ地方航空機産業に

対する輸出信用及び融資保証

は、輸出補助金に該当し補助金

SSCCMM (1, 3)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2002/ 5/23 ブラジルが対抗措置承認申請 

2002/ 6/24 カナダが仲裁を要請、仲裁に

付託 

2003/ 2/17 仲裁判断配布 

2003/ 6/ 6 ブラジルが対抗措置の内容承

認申請 

2003/ 3/18 対抗措置の内容承認 

協定第3条に違反するとしてブラ

ジルが申立て。 

②カナダの輸出信用及び融資保

証は補助金協定附属書I(k)で正

当化されないと判断したものも

含めて一部の制度につき補助金

協定第3.1(a)条違反を認め、補

助金協定第4.7条に基づき90日以

内に廃止することを勧告。 

カナダはこの勧告履行を拒否し

たため、ブラジルは対抗措置の

申請をし、仲裁人はカナダの履

行を促すため2割増しの対抗措置

の規模を認定。 

223. EU－米国

からのコーン

グルテン飼料

に対する関税

割当 

米国 2001/ 1/25 協議要請 ①EUは小麦グルテンケースのDSB

採択をもって米国産コーングル

テン飼料に対する関税割当が実

施可能になったとしているが、

本件は必要な手続を満たしてお

らず、SG協定第8条、及びGATT第

I条、II条、XIV条に違反すると

して米国が申立て。 

SSGG (8) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 

 

224. 米国－特

許法 

ブラジル 2001/ 1/31 協議要請 ①米国特許法（18章他）は、政

府の助成を受けた発明に関する

特許権につき制限を行ってお

り、TRIPS協定第27､28条、TRIMs

協定第2条、GATT第III条、XI条

に違反するとしてブラジルが申

立て。 

TTRRIIPPSS (27, 28) 

TTRRIIMMss (2) 

GGAATTTT (III, XI) 

 

225. 米国－イ

タリアからの

シームレスパ

イプに対する

アンチ・ダン

ピング措置 

EU 2001/ 2/ 5 協議要請 ①イタリアからのシームレスパ

イプに関する2000年11月の米国

商務省によるAD協定賦課継続と

のサンセット・レビュー最終決

定、及びサンセット・レビュー

開始は、AD協定第5.8、11.1、

11.3、18.4及びWTO設立協定第

XVI.4に違反するとしてEUが申立

て。 

AADD (5, 11, 18) 

WWTTOO (XVI) 

 

226. チリ－混

合食用油に対

する暫定セー

フガード措置 

アルゼンチン 2001/ 2/19 協議要請 ①チリは2001年1月に輸入混合食

用油に対し暫定SG協定措置を適

用したが、本件はSG協定上の事

前の協議を行っておらず、ま

た、同種の又は直接競合産品の

定義や、決定基準が不明確であ

ること等から、GATT第XIX条及び

SG協定第2、4、6、12条に違反す

るとしてアルゼンチンが申立

て。 

GGAATTTT (XIX) 

SSGG (2, 4, 6, 

12)  

 

227. ペルー－

タバコ税 

チリ 2001/ 3/ 1 協議要請 

2001/ 5/ 3 パネル設置要請 

2001/ 6/24 パネル設置 

2001/ 7/12 チリがパネル取り下げ 

①1999年9月に修正された一般販

売税は選択的な消費税について

規定しており、本規定はペルー

ブランドのタバコに比べて、輸

GGAATTTT (III)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

入タバコに対して高い税金を課

しており、GATT第III条2項（内

国民待遇）に違反するとしてチ

リが申立て。 

228. チリ－砂

糖に対するセ

ーフガード措

置 

コロンビア 2001/ 3/15 協議要請 

2001/ 4/17 DS230と置き換え 

①チリの砂糖に対するSG協定措

置は、2000年1月の決定及び同年

11月の延長決定において、SG協

定第2、3、4、5、7、9、12条及

びGATT第XIX条が求めている諸手

続に違反しているとしてコロン

ビアが申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 9, 12) 

GGAATTTT (XIX) 

 

229. ブラジル

－インドから

のジュート製

鞄に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

インド 2001/ 4/ 9 協議要請 ①ブラジルのインド製ジュート

鞄に対するAD協定措置は、存在

しないインド企業に関するデー

タに基づいたAD協定措置継続の

決定や、その決定に関する再考

の拒否、生産コスト・国内販売

価格・輸出価格等の新たな証拠

の無視、等がGATT第VI条及びX

条、AD協定及びWTO設立協定第

XVI条に違反するとしてインドが

申立て。 

GGAATTTT (VI, X) 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 11, 12, 

17, 18) 

WWTTOO (XVI) 

 

230. チリ－砂

糖に対するセ

ーフガード措

置と譲許表の

修正 

コロンビア 2001/ 4/17 協議要請 ①チリの砂糖に対するSG協定措

置とその延長決定、及び当該砂

糖の譲許表修正の交渉において

チリがコロンビアを実質的利害

関係無しとしたことは、SG協定

第2、3、4、5、7、9、12条及び

GATT第II、XIX、XXVIII条等に違

反するとしてコロンビアが申立

て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 9, 12) 

GGAATTTT (II, XIX, 

XXVIII) 

 

231. EU－イワ

シの表示 

ペルー 

【カナダ、チリ、

コロンビア、エク

アドル、ベネズエ

ラ、米国】 

2001/ 3/20 協議要請 

2001/ 7/ 7 パネル設置要請 

2001/ 7/24 パネル設置 

2002/ 5/29 パネル報告書配布 

2002/ 6/28 EUが上級委申立て 

2002/ 9/26 上級委報告書配布 

2002/10/23 パネル・上級委報告書採択 

2003/ 7/25 二国間合意通報 

①EU欧州理事会規則がヨーロッ

パマイワシ（Sardina 

pilchardus）から製造されたイ

ワシ製品のみ、保存イワシ

（preserved sardines）と表示

することを認め、ペルーから輸

出されたイワシ（Sardinops 

sagax）について「イワシ」の表

示を使うことを認めていないこ

とはTBT協定第2、12条及びGATT

第I、III、XI条1項に違反すると

してペルーが申立て。 

②EU規則はイワシ製品の表示に

関する国際規格（Codex規格）に

整合的ではなく、国際規格への

準拠を規定したTBT協定第2.4条

に違反しており、また、同条の

例外的な適用除外についてEUは

十分な立証を行わなかったと判

断。 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

TTBBTT (2, 12) 

第II部

第11章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

入タバコに対して高い税金を課

しており、GATT第III条2項（内

国民待遇）に違反するとしてチ

リが申立て。 

228. チリ－砂

糖に対するセ

ーフガード措

置 

コロンビア 2001/ 3/15 協議要請 

2001/ 4/17 DS230と置き換え 

①チリの砂糖に対するSG協定措

置は、2000年1月の決定及び同年

11月の延長決定において、SG協

定第2、3、4、5、7、9、12条及

びGATT第XIX条が求めている諸手

続に違反しているとしてコロン

ビアが申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 9, 12) 

GGAATTTT (XIX) 

 

229. ブラジル

－インドから

のジュート製

鞄に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

インド 2001/ 4/ 9 協議要請 ①ブラジルのインド製ジュート

鞄に対するAD協定措置は、存在

しないインド企業に関するデー

タに基づいたAD協定措置継続の

決定や、その決定に関する再考

の拒否、生産コスト・国内販売

価格・輸出価格等の新たな証拠

の無視、等がGATT第VI条及びX

条、AD協定及びWTO設立協定第

XVI条に違反するとしてインドが

申立て。 

GGAATTTT (VI, X) 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 11, 12, 

17, 18) 

WWTTOO (XVI) 

 

230. チリ－砂

糖に対するセ

ーフガード措

置と譲許表の

修正 

コロンビア 2001/ 4/17 協議要請 ①チリの砂糖に対するSG協定措

置とその延長決定、及び当該砂

糖の譲許表修正の交渉において

チリがコロンビアを実質的利害

関係無しとしたことは、SG協定

第2、3、4、5、7、9、12条及び

GATT第II、XIX、XXVIII条等に違

反するとしてコロンビアが申立

て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 9, 12) 

GGAATTTT (II, XIX, 

XXVIII) 

 

231. EU－イワ

シの表示 

ペルー 

【カナダ、チリ、

コロンビア、エク

アドル、ベネズエ

ラ、米国】 

2001/ 3/20 協議要請 

2001/ 7/ 7 パネル設置要請 

2001/ 7/24 パネル設置 

2002/ 5/29 パネル報告書配布 

2002/ 6/28 EUが上級委申立て 

2002/ 9/26 上級委報告書配布 

2002/10/23 パネル・上級委報告書採択 

2003/ 7/25 二国間合意通報 

①EU欧州理事会規則がヨーロッ

パマイワシ（Sardina 

pilchardus）から製造されたイ

ワシ製品のみ、保存イワシ

（preserved sardines）と表示

することを認め、ペルーから輸

出されたイワシ（Sardinops 

sagax）について「イワシ」の表

示を使うことを認めていないこ

とはTBT協定第2、12条及びGATT

第I、III、XI条1項に違反すると

してペルーが申立て。 

②EU規則はイワシ製品の表示に

関する国際規格（Codex規格）に

整合的ではなく、国際規格への

準拠を規定したTBT協定第2.4条

に違反しており、また、同条の

例外的な適用除外についてEUは

十分な立証を行わなかったと判

断。 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

TTBBTT (2, 12) 

第II部

第11章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

③2.4条の立証責任についてパネ

ル判断を覆し、例外的な適用除

外についてはペルー側にEUの措

置がこれに該当しないことにつ

いての立証義務があるとした

が、その他はパネルの判断を概

ね支持。 

232. メキシコ

－マッチの輸

入に関する措

置 

チリ 2001/ 5/21 協議要請 

2004/ 2/ 2 協議要請取り下げ 

①メキシコはマッチの素材及び

その廃棄物について環境の観点

も含めたリスト化や、輸送の規

定等を定めているが、これらは

チリ製マッチの市場アクセスを

阻害しており、TBT協定第1、2、

5条、輸入許可手続協定第1、3、

5条及びGATT第III条の内国民待

遇義務に違反するとしてチリが

申立て。 

TTBBTT (1, 2 ,5) 

IILL (1, 3, 5) 

GGAATTTT (III) 

 

233. アルゼン

チン－医薬品

輸入に関する

措置 

インド 2001/ 5/25 協議要請 ①アルゼンチンが医薬品の輸入

に関し、輸出国をannexI、IIに

リスト化し、それぞれに異なっ

た検査や許可等を要求するの

は、TBT協定第2、5、12条、最恵

国待遇、内国民待遇及びWTO設立

協定第XVI.4に違反するとしてイ

ンドが申立て。 

TTBBTT (2, 5, 12) 

GGAATTTT (I, III) 

WWTTOO (XVI) 

 

234. 米国－

1930関税法改

正条項（通

称：バード条

項） 

カナダ、メキシ

コ 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、コスタリ

カ、EU、香港、イ

ンド、インドネシ

ア、イスラエル、

韓国、ノルウェ

ー、タイ】 

2001/ 5/21 協議要請 

2001/ 8/10 パネル設置要請 

2001/ 9/10 パネル設置(｢DS217｣と併合) 

2002/ 9/16 パネル報告書配布 

2002/10/18 米国が上級委申立て 

2003/ 1/16 上級委報告書配布 

2003/ 1/27 パネル・上級委報告書採択 

2004/ 1/15 対抗措置承認申請（日本、ブ

ラジル、チリ、EU、インド、韓国、カナ

ダ、メキシコ） 

2004/ 1/23 米国が仲裁を要請 

2004/ 1/26 仲裁に付託 

2004/ 8/31 仲裁判断配布 

2004/11/10 対抗措置の内容承認申請（日

本、ブラジル、EU、インド、韓国、カナ

ダ、メキシコ） 

2004/11/26 対抗措置の内容承認 

2004/12/ 6 対抗措置の内容承認申請（チ

リ） 

2004/12/17 対抗措置の内容承認 

DS217を参照 

AADD (1, 5, 8, 

18) 

SSCCMM (5, 10, 

11, 18, 32) 

GGAATTTT (VI, X, 

XXIII) 

WWTTOO (XVI) 

第I部第

2章 

235. スロバキ

ア－砂糖の輸

入に対するセ

ーフガード措

置 

ポーランド 2001/ 7/11 協議要請 

2002/ 1/11 二国間合意通報 

①スロバキアの砂糖の輸入に対

するSG協定措置は、SG協定に定

められた調査手続、損害の決

定、適用期間及びSG協定委員会

への通報等に不備があり、同協

定の3条1、4条2(b)、5条2(a)、7

条4、12条1(b)、1(c)、3にそれ

SSGG (3, 4, 5, 

7, 12) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ぞれ違反するとしてポーランド

が申立て。 

236. 米国－カ

ナダからの軟

材に対する仮

決定 

カナダ 

【日本、EU、イン

ド】 

2001/ 8/21 協議要請 

2001/10/25 パネル設置要請 

2001/12/ 5 パネル設置 

2002/ 9/27 パネル報告書配布 

2002/11/ 1 パネル報告書採択 

2006/10/12 二国間合意通報 

①2001年8月の米国商務省による

カナダから輸入された軟材に対

する相殺関税仮決定及び危機的

な事態の仮決定は、GATT第VI条3

項及び補助金協定第1、2、10、

14、17、10、21条に違反する。

また、米国の相殺関税措置に関

するレビューについてはGATT条

VI及び補助金協定第10、19、

21、32条にそれぞれ違反すると

して、DSU第4条8による緊急な協

議を求めるとカナダが申立て。 

②カナダの立木伐採権の付与制

度は補助金協定第1.1(a)に該当

するとした上で、米国の調査は

価格をカナダ市場の条件ではな

く米国の立木で計算しているこ

となどが補助金協定第1.1(b)、

10、14、14(d)、17.1(b)条違反

であると判断。また、措置の適

用についても遡及適用が補助金

協定20.6条に、開始時期や期間

が17.3及び17.4条に違反すると

した。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

10, 14, 17, 

19, 20, 21, 

32) 

GGAATTTT (VI) 

 

第II部

第7章 

237. トルコ－

生鮮果物に関

する輸入手続 

エクアドル 

【コロンビア、

EU、米国】 

2001/ 8/31 協議要請 

2002/ 6/14 パネル設置要請 

2002/ 7/29 パネル設置 

2002/11/22 二国間合意通報 

①トルコの生鮮果物に関する輸

入手続は、トルコ農業省による

書類の発行を求めており、本手

続はGATT第II、III、VIII、X、

XI条、SPS協定第2.3、8、附属書

B、C、輸入許可手続協定第1条、

農業協定第4条、及びGATS第VI、

XVII条にそれぞれ違反するとし

てエクアドルが申立て。 

GGAATTTT (II, III, 

VIII, X, XI) 

SSPPSS (2, 7, 8) 

IILL (1) 

AAAA (4) 

GGAATTSS (VI, 

XVII) 

 

238. アルゼン

チン－桃缶の

輸入に関する

セーフガード

措置 

チリ 

【EU、パラグア

イ、米国】 

2001/ 9/14 協議要請 

2001/12/ 6 パネル設置要請 

2002/ 1/18 パネル設置 

2003/ 2/14 パネル報告書配布 

2003/ 4/15 パネル報告書採択 

2004/ 1/23 アルゼンチンが2003/12/31に

問題のセーフガード措置を撤廃したことを

表明 

①アルゼンチンの桃缶の輸入に

対するSG協定措置に関する調査

は、「事情の予見されなかった

発展」の要件を満たしておら

ず、また国内産業への損害につ

いての証拠がない等不備があ

り、SG協定第2、3、4、5、12条

及びGATT第XIX条1項に違反する

としてチリが申立て。 

②「予見されなかった発展」に

ついてのGATT第XIX条1項(a)条違

反であると認定。また、アルゼ

ンチン当局による輸入増加の認

定は不十分でありGATT第XIX条1

項(a)、SG協定第2.1、4.2(a)条

違反、また重大な損害のおそれ

についてアルゼンチン当局は、

関連するすべての要因を検討し

SSGG (2, 3, 4, 

5, 12) 

GGAATTTT (XIX) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ぞれ違反するとしてポーランド

が申立て。 

236. 米国－カ

ナダからの軟

材に対する仮

決定 

カナダ 

【日本、EU、イン

ド】 

2001/ 8/21 協議要請 

2001/10/25 パネル設置要請 

2001/12/ 5 パネル設置 

2002/ 9/27 パネル報告書配布 

2002/11/ 1 パネル報告書採択 

2006/10/12 二国間合意通報 

①2001年8月の米国商務省による

カナダから輸入された軟材に対

する相殺関税仮決定及び危機的

な事態の仮決定は、GATT第VI条3

項及び補助金協定第1、2、10、

14、17、10、21条に違反する。

また、米国の相殺関税措置に関

するレビューについてはGATT条

VI及び補助金協定第10、19、

21、32条にそれぞれ違反すると

して、DSU第4条8による緊急な協

議を求めるとカナダが申立て。 

②カナダの立木伐採権の付与制

度は補助金協定第1.1(a)に該当

するとした上で、米国の調査は

価格をカナダ市場の条件ではな

く米国の立木で計算しているこ

となどが補助金協定第1.1(b)、

10、14、14(d)、17.1(b)条違反

であると判断。また、措置の適

用についても遡及適用が補助金

協定20.6条に、開始時期や期間

が17.3及び17.4条に違反すると

した。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

10, 14, 17, 

19, 20, 21, 

32) 

GGAATTTT (VI) 

 

第II部

第7章 

237. トルコ－

生鮮果物に関

する輸入手続 

エクアドル 

【コロンビア、

EU、米国】 

2001/ 8/31 協議要請 

2002/ 6/14 パネル設置要請 

2002/ 7/29 パネル設置 

2002/11/22 二国間合意通報 

①トルコの生鮮果物に関する輸

入手続は、トルコ農業省による

書類の発行を求めており、本手

続はGATT第II、III、VIII、X、

XI条、SPS協定第2.3、8、附属書

B、C、輸入許可手続協定第1条、

農業協定第4条、及びGATS第VI、

XVII条にそれぞれ違反するとし

てエクアドルが申立て。 

GGAATTTT (II, III, 

VIII, X, XI) 

SSPPSS (2, 7, 8) 

IILL (1) 

AAAA (4) 

GGAATTSS (VI, 

XVII) 

 

238. アルゼン

チン－桃缶の

輸入に関する

セーフガード

措置 

チリ 

【EU、パラグア

イ、米国】 

2001/ 9/14 協議要請 

2001/12/ 6 パネル設置要請 

2002/ 1/18 パネル設置 

2003/ 2/14 パネル報告書配布 

2003/ 4/15 パネル報告書採択 

2004/ 1/23 アルゼンチンが2003/12/31に

問題のセーフガード措置を撤廃したことを

表明 

①アルゼンチンの桃缶の輸入に

対するSG協定措置に関する調査

は、「事情の予見されなかった

発展」の要件を満たしておら

ず、また国内産業への損害につ

いての証拠がない等不備があ

り、SG協定第2、3、4、5、12条

及びGATT第XIX条1項に違反する

としてチリが申立て。 

②「予見されなかった発展」に

ついてのGATT第XIX条1項(a)条違

反であると認定。また、アルゼ

ンチン当局による輸入増加の認

定は不十分でありGATT第XIX条1

項(a)、SG協定第2.1、4.2(a)条

違反、また重大な損害のおそれ

についてアルゼンチン当局は、

関連するすべての要因を検討し

SSGG (2, 3, 4, 

5, 12) 

GGAATTTT (XIX) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ていないことや重大な損害が明

らかに差し迫ったものでないこ

と等から、GATT第XIX条1項(a)

条、SG協定第2.1、4.1(b)、

4.2(a)条違反であると認定。 

239. 米国－ブ

ラジル製シリ

コンメタルに

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ブラジル 2001/ 9/17 協議要請 ①米国商務省は、AD協定に定め

られる2％（デミニマス）ルール

をダンピング調査にのみ適用

し、レビューには0.5％を適用し

ており、AD協定第5.8、11.1、

18.3条等に違反するとしてブラ

ジルが申立て。 

AADD (5, 11)  

240. ルーマニ

ア－小麦及び

小麦粉の輸入

制限 

ハンガリー 2001/10/18 協議要請 

2001/11/27 パネル設置要請 

2001/12/20 パネル設置要請取り下げ 

①ルーマニアは2001年7月より、

小麦及び小麦粉の輸入に対して

品質要件を課し、それを満たさ

ないものについては輸入を禁止

している。本件はGATT第XI条1項

（数量制限の一般的禁止）違

反、かつ国内の同産品には本要

件を課していないことから、

GATT第III条（内国民待遇）違反

であるとしてハンガリーが申立

て。（本件についてハンガリー

はDSU第4条8による緊急な協議を

要請） 

GGAATTTT (III, XI)  

241. アルゼン

チン－ブラジ

ルからの家禽

に対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ブラジル 

【カナダ、チリ、

EU、グアテマラ、

パラグアイ、米

国】 

2001/11/ 7 協議要請 

2002/ 2/25 パネル設置要請 

2002/ 4/17 パネル設置 

2003/ 4/22 パネル報告書送付 

2003/ 5/19 パネル報告書採択 

①本件AD協定措置は、調査手

続、AD協定税の賦課及び課税価

格の決定につき、AD協定第1～

6、9、12条、関税評価協定第1、

7条及びGATT第VI条に違反すると

してブラジルが申立て。 

②本件AD協定措置に係る、調査

開始に関する決定･申請拒否･通

知、質問への回答期限、知られ

ている輸出者への申請書提示、

輸出者から提示された価格デー

タの扱い、個別のダンピング･マ

ージン算出、正常価額算出にお

ける運送費等の相違に対する妥

当な考慮、物理的特性の相違へ

の対応、加重平均に基づく正常

価額の算出、損害認定における

客観的な検討･経済的要因や指標

の考慮及びダンピングでない輸

入の扱いについて、AD協定第

2.4、2.4.2、3.1、3.2、3.3、

3.4、3.5、5.1、5.8、6.1.1、

6.1.3、6.8条及び附属書II、

12.1条違反を認定。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

12) 

CCVVAA (1, 7) 

GGAATTTT (VI) 

 

242. EU－一般

特恵 

タイ 2001/12/ 7 協議要請 

2002/2/25 パネル設置要請 

①2001年11月14日付で修正され

た、2002年1月から2004年12月ま

でのEUの一般特恵は、GATT第I条

GGAATTTT (I)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

（最恵国待遇）及び授権条項に

違反するとしてタイが申立て。 

243. 米国－繊

維製品及び衣

類に関する原

産地規則 

インド 

【バングラディ

シュ、中国、EU、

パキスタン、フィ

リピン】 

2002/ 1/11 協議要請 

2002/ 5/ 7 パネル設置要請 

2002/ 6/24 パネル設置 

2003/ 6/20 パネル報告書配布 

2003/ 7/21 パネル報告書採択 

 

①米国の繊維製品及び衣類に関

する非特恵分野の原産地規則

（ウルグアイ・ラウンド実施法

(URAA)第334条等）改正案は、繊

維製品の付加価値又は製品の品

質の変化に関係のない基準に基

づき原産地を決定するもので、

米国内産業の保護を目的に利用

されており、原産地規則協定第2

条(b)(c)(d)(e)に違反するとし

てインドが申立て。 

②原産地規則協定第2条(b)（貿

易上の目的を追求する手段とし

ての原産地規則の利用）違反に

ついてインドはURAA334条の国内

産業保護の効果を立証できてお

らず、また、334条は原産地規則

協定第2条(c)が禁止する貿易歪

曲効果を持つ規則とは見なし得

ないこと等から、インドの主張

を全面的に棄却。 

RROOOO (2)  

244. 米国－日

本製表面処理

鋼板へのアン

チ･ダンピング

措置に対する

サンセット･レ

ビュー 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、EU、イ

ンド、韓国、ノル

ウェー】 

2002/ 1/30 協議要請 

2002/ 4/ 4 パネル設置要請 

2002/ 5/22 パネル設置 

2003/ 8/14 パネル報告書配布 

2003/ 9/15 日本が上級委申立て 

2003/12/15 上級委報告書配布 

2004/ 1/ 9 パネル・上級委報告書採択 

①本件AD協定措置に関する米国

商務省（DOC）及び国際貿易委員

会（ITC）の判断について、十分

な証拠のないサンセット・レビ

ュー手続の自動開始、不当に高

いAD協定措置撤回基準、不適切

なダピングマージンによる認定

及び不適切な累積判断がGATT第

VI、X条、AD協定第2、3、5、6、

11、12、18.4条及び同附属書Ⅱ

及びWTO設立協定第XVI条に違反

するとして日本が申立て。 

②日本の主張を棄却。 

③米国がゼロイングを利用して

いることがAD協定11.3条に違反

していることなど申立てにおけ

る法的主張を一部認めたもの

の、パネルの事実認定が不十分

なこと等から、米国の本判断が

WTO協定不整合であるとは判断で

きないとした。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 11, 12, 18) 

GGAATTTT (VI, X) 

第I部 

第2章 

245. 日本－輸

入リンゴに係

る検疫措置 

米国 

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

EU、ニュージーラ

ンド】 

2002/ 3/ 1 協議要請 

2002/ 5/ 7 パネル設置要請 

2002/ 6/ 3 パネル設置 

2003/ 7/15 パネル報告書配布 

2003/ 8/28 日本が上級委申立て 

2003/11/26 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

2004/ 6/30 シークエンス合意 

①1994年以降日本が課してい

る、火傷病の可能性のある米国

産リンゴ（火傷病が検出された

場所の近隣の果樹園のリンゴを

含む）への検疫措置（火傷病完

全無病園地の指定、輸出園地周

囲への衝地帯の設置、年3回の園

地検査の実施等）は、GATT第XI

条、SPS協定第2.2、2.3、5.1、

GGAATTTT (XI) 

SSPPSS (2, 5, 6, 

7) 

AAAA (4, 14) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

（最恵国待遇）及び授権条項に

違反するとしてタイが申立て。 

243. 米国－繊

維製品及び衣

類に関する原

産地規則 

インド 

【バングラディ

シュ、中国、EU、

パキスタン、フィ

リピン】 

2002/ 1/11 協議要請 

2002/ 5/ 7 パネル設置要請 

2002/ 6/24 パネル設置 

2003/ 6/20 パネル報告書配布 

2003/ 7/21 パネル報告書採択 

 

①米国の繊維製品及び衣類に関

する非特恵分野の原産地規則

（ウルグアイ・ラウンド実施法

(URAA)第334条等）改正案は、繊

維製品の付加価値又は製品の品

質の変化に関係のない基準に基

づき原産地を決定するもので、

米国内産業の保護を目的に利用

されており、原産地規則協定第2

条(b)(c)(d)(e)に違反するとし

てインドが申立て。 

②原産地規則協定第2条(b)（貿

易上の目的を追求する手段とし

ての原産地規則の利用）違反に

ついてインドはURAA334条の国内

産業保護の効果を立証できてお

らず、また、334条は原産地規則

協定第2条(c)が禁止する貿易歪

曲効果を持つ規則とは見なし得

ないこと等から、インドの主張

を全面的に棄却。 

RROOOO (2)  

244. 米国－日

本製表面処理

鋼板へのアン

チ･ダンピング

措置に対する

サンセット･レ

ビュー 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、EU、イ

ンド、韓国、ノル

ウェー】 

2002/ 1/30 協議要請 

2002/ 4/ 4 パネル設置要請 

2002/ 5/22 パネル設置 

2003/ 8/14 パネル報告書配布 

2003/ 9/15 日本が上級委申立て 

2003/12/15 上級委報告書配布 

2004/ 1/ 9 パネル・上級委報告書採択 

①本件AD協定措置に関する米国

商務省（DOC）及び国際貿易委員

会（ITC）の判断について、十分

な証拠のないサンセット・レビ

ュー手続の自動開始、不当に高

いAD協定措置撤回基準、不適切

なダピングマージンによる認定

及び不適切な累積判断がGATT第

VI、X条、AD協定第2、3、5、6、

11、12、18.4条及び同附属書Ⅱ

及びWTO設立協定第XVI条に違反

するとして日本が申立て。 

②日本の主張を棄却。 

③米国がゼロイングを利用して

いることがAD協定11.3条に違反

していることなど申立てにおけ

る法的主張を一部認めたもの

の、パネルの事実認定が不十分

なこと等から、米国の本判断が

WTO協定不整合であるとは判断で

きないとした。 

AADD (2, 3, 5, 

6, 11, 12, 18) 

GGAATTTT (VI, X) 

第I部 

第2章 

245. 日本－輸

入リンゴに係

る検疫措置 

米国 

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

EU、ニュージーラ

ンド】 

2002/ 3/ 1 協議要請 

2002/ 5/ 7 パネル設置要請 

2002/ 6/ 3 パネル設置 

2003/ 7/15 パネル報告書配布 

2003/ 8/28 日本が上級委申立て 

2003/11/26 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

2004/ 6/30 シークエンス合意 

①1994年以降日本が課してい

る、火傷病の可能性のある米国

産リンゴ（火傷病が検出された

場所の近隣の果樹園のリンゴを

含む）への検疫措置（火傷病完

全無病園地の指定、輸出園地周

囲への衝地帯の設置、年3回の園

地検査の実施等）は、GATT第XI

条、SPS協定第2.2、2.3、5.1、

GGAATTTT (XI) 

SSPPSS (2, 5, 6, 

7) 

AAAA (4, 14) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2004/ 7/19 パネル設置要請（履行確

認）、米国が対抗措置承認申請 

2004/ 7/29 日本が仲裁を要請 

2004/ 7/30 パネル設置（履行確認）、仲

裁に付託 

2004/ 8/ 4 仲裁手続停止  

2005/ 6/23 パネル報告書配布（履行確

認） 

2005/ 7/20 パネル報告書採択（履行確

認） 

2005/ 8/30 二国間合意通報 

5.2、5.3、5.6、6.1、6.2、7

条、附属書B、農業協定第14条に

違反するとして米国が申立て。 

②日本の措置は十分な科学的根

拠に基づいておらずSPS協定第

2.2条（科学的根拠に基づく措置

の実施）に違反するとともに、

5.7条（科学的根拠が不十分な場

合の国際的な衛生植物検疫措置

の参照）の要件を満たしておら

ず、5.1条の規定する危険性評価

にも基づいていない旨判断。 

③パネルの判断を全面的に支

持。 

日米は2004年6月末までのDSB勧

告の履行に合意したが、米国は

期限内に履行が行われなかった

として履行パネルの設置を要

請、パネルは日本の改正検疫措

置は依然としてSPS協定第2.2、

5.1条に違反すると判断した。日

本は2005年8月に問題の措置を改

正した。 

246. EU－開発

途上国に対す

る特恵関税の

付与条件 

インド 

【ボリビア、ブラ

ジル、コロンビ

ア、コスタリカ、

キューバ、エクア

ドル、エルサルバ

ドル、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、モーリシャ

ス、ニカラグア、

パキスタン、パナ

マ、パラグアイ、

ペルー、スリラン

カ、ベネズエラ、

米国】 

2002/ 3/ 5 協議要請 

2002/12/ 6 パネル設置要請 

2003/ 1/27 パネル設置 

2003/12/ 1 パネル報告書配布 

2004/ 1/ 8 EUが上級委申立て 

2004/ 4/ 7 上級委報告書配布 

2004/ 4/20 パネル・上級委報告書採択 

①EUによる特恵関税制度（麻薬

の生産及び取引の撲滅を目的と

した、特定開発途上国からの輸

入品に対する特恵付与）は、

GATT第I条の最恵国待遇等を無効

化・侵害しているとしてインド

が申立て。 

②EUの措置がGATT第I条1項に反

することをインドが立証した一

方で、EUは同措置がGATT第XX条

(b)（生命・健康の保護を目的と

する措置の一般的例外）に該当

すること及び開発途上国に対す

る特別な待遇を認めた授権条項

により正当化できることを立証

できなかったとして、インドの

主張を認定。 

③授権条項に関するパネルの解

釈を一部破棄したものの、その

他のパネルの判断を支持。 

GGAATTTT (I) 第II部

第1章 

247. 米国－カ

ナダからの軟

材に対する暫

定アンチ・ダ

ンピング措置 

カナダ 2002/ 3/ 6 協議要請 

2006/10/12 二国間合意通報 

①米国のカナダ産軟材に対する

暫定AD協定措置は、調査開始の

要件であるダンピングの証拠が

ない等、AD協定第2.1条、2.2

条、5.2条、7.1条に違反すると

してカナダが申立て。 

AADD (2, 5, 7)  

248. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、キューバ、

2002/ 3/ 7 協議要請 

2002/ 5/ 7 パネル設置要請 

2002/ 6/ 3 パネル設置（その他案件は以

下の日付でパネル設置と同時に「DS248」

①米国の鉄鋼製品に対するSG協

定措置は、国内産業への重大な

損害等のセーフガード措置発動

条件が欠如している等、SG協定

SSGG  (2, 3, 4, 

5, 7, 9) 

GGAATTTT (I, XIII, 

XIX) 

第II部

第8章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

韓国、ニュージー

ランド、ノルウェ

ー、スイス、タイ、

トルコ、ベネズエ

ラ】 

 

に併合→「DS249」「DS251」6/14、

「DS252」「DS253」「DS254」6/24、

「DS258」7/8、「DS259」7/29） 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

第2、3、4、5、7、8、9、12条、

GATT第I、II、X、XIII、XIX条等

に違反するとして申立て。 

②③パネル及び上級委は、米国

のSG協定措置は、事情の予見さ

れなかった発展についてGATT第

XIX上1項(a)条、SG協定第3.1条

の違反、輸入の増加に関する事

実認定に関してSG協定第2.1、

4.2条の違反、調査対象と措置対

象の範囲が不一致であるとして

SG協定第2.1、2.2、4.2条違反を

認定。 

249. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、中国、台湾、

EU、韓国、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、スイス、タイ、

トルコ、ベネズエ

ラ】 

2002/ 3/20 協議要請 

2002/ 5/21 パネル設置要請 

2002/ 6/14 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

X, XIII, XIX) 

第II部

第8章 

250. 米国－フ

ロリダ州のオ

レンジ及びグ

レープフルー

ツの加工品に

対する消費税 

ブラジル 

【チリ、EU、メキ

シコ、パラグア

イ】 

2002/ 3/20 協議要請 

2002/ 8/16 パネル設置要請 

2002/10/ 1 パネル設置 

2004/ 5/28 二国間合意通報 

①フロリダ州の国内産でない柑

橘類（オレンジ及びグレープフ

ルーツ）の加工品に対する消費

税はGATT第II条1項(a)及びIII条

1項、2項及び4項に違反するとし

てブラジルが申立て。 

GGAATTTT (II, III, 

XXVII)  

 

251. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、EU、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、スイス、タイ、

トルコ、ベネズエ

ラ】 

2002/ 3/20 協議要請 

2002/ 5/21 パネル設置要請 

2002/ 6/14 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 

12)  

GGAATTTT (I, X, 

XIII, XIX) 

第II部

第8章 

252. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

中国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、台湾、

キューバ、EU、韓

国、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、スイ

ス、タイ、トルコ、

ベネズエラ】 

2002/ 3/26 協議要請 

2002/ 5/27 パネル設置要請 

2002/ 6/24 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 

12)  

GGAATTTT (I, X, 

XIII, XIX) 

第II部

第8章 

253. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

スイス 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、キューバ、

EU、韓国、メキシ

コ、ニュージーラ

2002/ 4/ 3 協議要請 

2002/ 6/ 3 パネル設置要請 

2002/ 6/24 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12)  

GGAATTTT (I, XIX)  

第II部

第8章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

韓国、ニュージー

ランド、ノルウェ

ー、スイス、タイ、

トルコ、ベネズエ

ラ】 

 

に併合→「DS249」「DS251」6/14、

「DS252」「DS253」「DS254」6/24、

「DS258」7/8、「DS259」7/29） 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

第2、3、4、5、7、8、9、12条、

GATT第I、II、X、XIII、XIX条等

に違反するとして申立て。 

②③パネル及び上級委は、米国

のSG協定措置は、事情の予見さ

れなかった発展についてGATT第

XIX上1項(a)条、SG協定第3.1条

の違反、輸入の増加に関する事

実認定に関してSG協定第2.1、

4.2条の違反、調査対象と措置対

象の範囲が不一致であるとして

SG協定第2.1、2.2、4.2条違反を

認定。 

249. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、中国、台湾、

EU、韓国、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、スイス、タイ、

トルコ、ベネズエ

ラ】 

2002/ 3/20 協議要請 

2002/ 5/21 パネル設置要請 

2002/ 6/14 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

X, XIII, XIX) 

第II部

第8章 

250. 米国－フ

ロリダ州のオ

レンジ及びグ

レープフルー

ツの加工品に

対する消費税 

ブラジル 

【チリ、EU、メキ

シコ、パラグア

イ】 

2002/ 3/20 協議要請 

2002/ 8/16 パネル設置要請 

2002/10/ 1 パネル設置 

2004/ 5/28 二国間合意通報 

①フロリダ州の国内産でない柑

橘類（オレンジ及びグレープフ

ルーツ）の加工品に対する消費

税はGATT第II条1項(a)及びIII条

1項、2項及び4項に違反するとし

てブラジルが申立て。 

GGAATTTT (II, III, 

XXVII)  

 

251. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、EU、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、スイス、タイ、

トルコ、ベネズエ

ラ】 

2002/ 3/20 協議要請 

2002/ 5/21 パネル設置要請 

2002/ 6/14 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 

12)  

GGAATTTT (I, X, 

XIII, XIX) 

第II部

第8章 

252. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

中国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、台湾、

キューバ、EU、韓

国、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、スイ

ス、タイ、トルコ、

ベネズエラ】 

2002/ 3/26 協議要請 

2002/ 5/27 パネル設置要請 

2002/ 6/24 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 

12)  

GGAATTTT (I, X, 

XIII, XIX) 

第II部

第8章 

253. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

スイス 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、キューバ、

EU、韓国、メキシ

コ、ニュージーラ

2002/ 4/ 3 協議要請 

2002/ 6/ 3 パネル設置要請 

2002/ 6/24 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12)  

GGAATTTT (I, XIX)  

第II部

第8章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ンド、ノルウェ

ー、タイ、トルコ、

ベネズエラ】 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

254. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

ノルウェー 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、キューバ、

EU、韓国、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、スイス、タ

イ、トルコ、ベネ

ズエラ】 

2002/ 4/ 4 協議要請 

2002/ 6/ 3 パネル設置要請 

2002/ 6/24 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 

12)  

GGAATTTT (I, II, 

X, XIX) 

第II部

第8章 

255. ペルー－

特定の製品に

対する課税措

置 

チリ 2002/ 4/22 協議要請 

2002/ 6/13 パネル設置要請 

2002/ 9/25 パネル設置要請取り下げ 

①ペルーの、国産品以外の産品

に対する税制措置はGATT第III条

に違反するとしてチリが申立

て。 

GGAATTTT  (III)  

256. トルコ－

ハンガリー産

ペットフード

の輸入禁止措

置 

ハンガリー 
 

2002/ 5/ 3 協議要請 ①トルコのBSE（牛海綿状脳症）

拡大を防止するためのペットフ

ード輸入禁止措置は、GATT第XI

条、SPS協定第2.2条、2.3条、

5.1条、5.2条、5.6条、6.1条、

6.2条、7条、附属書B、農業協定

第14条に違反するとしてハンガ

リーが申立て。 

GGAATTTT (XI) 

SSPPSS (2, 5, 6, 

7,) 

AAAA (14)  

 

257. 米国－カ

ナダからの軟

材に対する相

殺関税決定 

カナダ 

【日本、中国、EU、

インド】 

2002/ 5/ 3 協議要請 

2002/ 7/18 パネル設置要請 

2002/10/ 1 パネル設置 

2003/ 8/29 パネル報告書配布 

2003/10/ 2 米国が上級委申立て 

2004/ 1/19 上級委報告書配布 

2004/ 2/17 パネル・上級委報告書採択 

2004/12/30 パネル設置要請（履行確

認）、カナダが対抗措置承認申請 

2005/ 1/13 米国が仲裁を要請 

2005/ 1/14 パネル設置（履行確認）、シ

ークエンス合意 

2005/ 8/ 1 パネル報告書配布（履行確

認） 

2005/ 9/ 6 米国が上級委申立て(履行確

認) 

2005/12/ 5 上級委報告書配布(履行確認) 

2005/12/20 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2006/10/12 二国間合意通報 

2007/ 2/23 更なる二国間合意の通報 

①米国がカナダからの軟材に対

して決定した補助金の存在、程

度及び影響を決定するための調

査の開始及び実施等について

は、補助金協定第1、2、10、

11、12、14、15、19、22、32.1

条、GATT第IV条3項、X条3項に違

反するとしてカナダが申立て。 

②③パネル及び上級委は、米国

は必要な補助金の利益の「転

嫁」分析を一部の取引において

怠ったとし、補助金協定第10

条、32.1条及びGATT第VI条3項に

違反すると認定。 

履行確認パネルはなお同協定違

反があると判断し、履行確認上

級委パネルもこれを支持した。 

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 

15, 19, 21, 

22, 32) 

GGAATTTT (VI, X) 

第II部

第7章 

258. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

ニュージーラン

ド 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、キューバ、

EU、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

2002/ 5/14 協議要請 

2002/ 6/27 パネル設置要請 

2002/ 7/ 8 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12) 

GGAATTTT (I, X, 

XIV) 

第II部

第8章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

スイス、タイ、ト

ルコ、ベネズエ

ラ】 

 

259. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

ブラジル 

【カナダ、台湾、

キューバ、メキシ

コ、タイ、トルコ、

ベネズエラ】 

2002/ 5/21 協議要請 

2002/ 7/18 パネル設置要請 

2002/ 7/29 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5) 

GGAATTTT (I, X, 

XIX) 

第II部

第8章 

260. EU－鉄鋼

製品に対する

暫定セーフガ

ード措置 

米国 

【日本、エジプ

ト、韓国、トルコ】 

2002/ 5/30 協議要請 

2002/ 8/19 パネル設置要請 

2002/ 9/16 パネル設置 

①EUの、鉄鋼製品に対する暫定

セーフガード措置は、国内産業

への重大な損害等のSG協定措置

発動条件が欠如している等、SG

協定第2.1条、2.2条、3条、4.1

条、4.2条、6条、12.1条、GATT

第I条、X条、XIX条に違反すると

して米国が申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 12) 

GGAATTTT (I, X, 

XIX) 

 

261. ウルグア

イ－特定の製

品に対する課

税措置 

チリ 

【EU、メキシコ、

米国】 

2002/ 6/18 協議要請 

2003/ 4/ 3 パネル設置要請 

2003/ 5/19 パネル設置 

2004/ 1/ 8 二国間合意通報 

①ペルーの、国産品以外の産品

に対する税制措置はGATT第I条及

びIII条に違反するとしてチリが

申立て。 

GGAATTTT (I, III)  

262. 米国－フ

ランス製及び

ドイツ製鉄鋼

製品に対する

アンチ・ダン

ピング措置及

び相殺関税賦

課へのサンセ

ット・レビュ

ー 

EU 2002/ 7/25 協議要請 ①米国のフランス製及びドイツ

製腐食防止鉄鋼製品等へのAD協

定措置及び相殺関税賦課のサン

セット・レビューによる継続の

決定等は、GATT、AD協定、補助

金協定、WTO設立協定に違反する

としてEUが申立て。 

GGAATTTT (VI, X) 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 11, 18) 

SSCCMM (10, 11, 

12, 15, 21, 

32) 

WWTTOO (XVI) 

 

263. EU－輸入

ワインに対す

る措置 

アルゼンチン 2002/ 9/ 4 協議要請 ①EUのワインの製造方法等に関

する規則はTBT協定第2条、12

条、GATT第I条I項、III条4項、

WTO設立協定第XVI.4条に違反す

るとしてアルゼンチンが申立

て。 

TTBBTT (2, 12)  

GGAATTTT (I, III)  

WWTTOO (XVI) 

 

264. 米国－カ

ナダ産軟材に

対するダンピ

ングの最終決

定 

カナダ 

【日本、中国、EU、

インド、ニュージ

ーランド、タイ】 

2002/ 9/13 協議要請 

2002/12/ 6 パネル設置要請 

2003/ 1/ 8 パネル設置 

2004/ 4/13 パネル報告書配布 

2004/ 5/13 米国が上級委申立て 

2004/ 8/11 上級委報告書配布 

2004/ 8/31 パネル・上級委報告書採択 

2005/ 5/19パネル設置要請（履行確認）、

カナダが対抗措置承認申請 

2005/ 5/27 シークエンス合意 

2005/ 5/31 米国が仲裁を要請 

2005/ 6/ 1 パネル設置（履行確認） 

①米国の、カナダ産軟材に対す

るダンピングの最終決定等は、

AD協定及びGATTに違反するとし

てカナダが申立て。 

②③パネル及び上級委は、米国

がゼロイング手法を用いてダン

ピング・マージンを計算したこ

とはAD協定第2.4.2条に違反する

と判断。 

米国はDSB勧告の履行措置として

新たなダンピング・マージンを

算定する際、正常価格（国内価

格）と輸出価格の比較を個別取

AADD (1, 2, 4, 

5, 6, 9, 18) 

GGAATTTT (VI, X) 

第II部

第7章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

スイス、タイ、ト

ルコ、ベネズエ

ラ】 

 

259. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

ブラジル 

【カナダ、台湾、

キューバ、メキシ

コ、タイ、トルコ、

ベネズエラ】 

2002/ 5/21 協議要請 

2002/ 7/18 パネル設置要請 

2002/ 7/29 パネル設置(｢DS248｣と併合) 

2003/ 7/11 パネル報告書配布 

2003/ 8/11 米国が上級委申立て 

2003/11/10 上級委報告書配布 

2003/12/10 パネル・上級委報告書採択 

DS248を参照 

SSGG (2, 3, 4, 

5) 

GGAATTTT (I, X, 

XIX) 

第II部

第8章 

260. EU－鉄鋼

製品に対する

暫定セーフガ

ード措置 

米国 

【日本、エジプ

ト、韓国、トルコ】 

2002/ 5/30 協議要請 

2002/ 8/19 パネル設置要請 

2002/ 9/16 パネル設置 

①EUの、鉄鋼製品に対する暫定

セーフガード措置は、国内産業

への重大な損害等のSG協定措置

発動条件が欠如している等、SG

協定第2.1条、2.2条、3条、4.1

条、4.2条、6条、12.1条、GATT

第I条、X条、XIX条に違反すると

して米国が申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 12) 

GGAATTTT (I, X, 

XIX) 

 

261. ウルグア

イ－特定の製

品に対する課

税措置 

チリ 

【EU、メキシコ、

米国】 

2002/ 6/18 協議要請 

2003/ 4/ 3 パネル設置要請 

2003/ 5/19 パネル設置 

2004/ 1/ 8 二国間合意通報 

①ペルーの、国産品以外の産品

に対する税制措置はGATT第I条及

びIII条に違反するとしてチリが

申立て。 

GGAATTTT (I, III)  

262. 米国－フ

ランス製及び

ドイツ製鉄鋼

製品に対する

アンチ・ダン

ピング措置及

び相殺関税賦

課へのサンセ

ット・レビュ

ー 

EU 2002/ 7/25 協議要請 ①米国のフランス製及びドイツ

製腐食防止鉄鋼製品等へのAD協

定措置及び相殺関税賦課のサン

セット・レビューによる継続の

決定等は、GATT、AD協定、補助

金協定、WTO設立協定に違反する

としてEUが申立て。 

GGAATTTT (VI, X) 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 11, 18) 

SSCCMM (10, 11, 

12, 15, 21, 

32) 

WWTTOO (XVI) 

 

263. EU－輸入

ワインに対す

る措置 

アルゼンチン 2002/ 9/ 4 協議要請 ①EUのワインの製造方法等に関

する規則はTBT協定第2条、12

条、GATT第I条I項、III条4項、

WTO設立協定第XVI.4条に違反す

るとしてアルゼンチンが申立

て。 

TTBBTT (2, 12)  

GGAATTTT (I, III)  

WWTTOO (XVI) 

 

264. 米国－カ

ナダ産軟材に

対するダンピ

ングの最終決

定 

カナダ 

【日本、中国、EU、

インド、ニュージ

ーランド、タイ】 

2002/ 9/13 協議要請 

2002/12/ 6 パネル設置要請 

2003/ 1/ 8 パネル設置 

2004/ 4/13 パネル報告書配布 

2004/ 5/13 米国が上級委申立て 

2004/ 8/11 上級委報告書配布 

2004/ 8/31 パネル・上級委報告書採択 

2005/ 5/19パネル設置要請（履行確認）、

カナダが対抗措置承認申請 

2005/ 5/27 シークエンス合意 

2005/ 5/31 米国が仲裁を要請 

2005/ 6/ 1 パネル設置（履行確認） 

①米国の、カナダ産軟材に対す

るダンピングの最終決定等は、

AD協定及びGATTに違反するとし

てカナダが申立て。 

②③パネル及び上級委は、米国

がゼロイング手法を用いてダン

ピング・マージンを計算したこ

とはAD協定第2.4.2条に違反する

と判断。 

米国はDSB勧告の履行措置として

新たなダンピング・マージンを

算定する際、正常価格（国内価

格）と輸出価格の比較を個別取

AADD (1, 2, 4, 

5, 6, 9, 18) 

GGAATTTT (VI, X) 

第II部

第7章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2006/ 4/ 3 パネル報告書配布（履行確

認） 

2006/ 5/17 カナダが上級委申立て（履行

確認） 

2006/ 8/15 上級委報告書配布（履行確

認） 

2006/ 9/ 1 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2006/10/12 二国間合意通報 

2007/ 2/23 更なる二国間合意の通報 

引ごとに行う中で（T－T方式：

transaction to transaction）

引き続きゼロイングを適用し

た。カナダはこれをAD協定第

2.4.2条及び2.4条違反と主張

し、DSU第21.5条パネルが設置さ

れたが、パネルはカナダの主張

を認めなかった。これに対して

同上級委は、T-T方式におけるゼ

ロイングの適用は協定第2.4.2条

違反とするとともに、ウルグア

イ・ラウンド実施法129条決定に

おけるT－T方式でゼロイングが

適用されたことは、AD協定第2.4

条が定める「公正な比較」要件

に反するとして、パネルの判断

を覆した。 

265. EU－砂糖

への輸出補助

金 

豪州 

【バルバドス、ベ

リーズ、ブラジ

ル、カナダ、中国、

コロンビア、キュ

ーバ、フィジー、

ギアナ、インド、

ジャマイカ、ケニ

ア、マダガスカ

ル、マラウイ、モ

ーリシャス、ニュ

ージーランド、パ

ラグアイ、セント

クリストファー・

ネービス、エスワ

ティニ、タンザニ

ア、タイ、トリニ

ダードトバゴ、米

国、コートジボア

ール】 

2002/ 9/27 協議要請 

2003/ 7/ 9 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置（「DS266」、

「DS283」と併合） 

2004/10/15 パネル報告書配布 

2005/ 1/13 EUが上級委申立て 

2005/ 1/15 豪州が上級委申立て2005/ 

4/28 上級委報告書配布 

2005/ 5/19 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 6/ 8 シークエンス合意 

①EUの、砂糖への輸出補助金

は、農業協定（第3.3、8、9.1、

10.1、11条）、補助金協定（第

3.1、3.2条）、GATT（第III条

4、16条）に違反するとして申立

て。 

②EUが譲許表に明記されている

約束の水準を超えて輸出補助金

を交付しており農業協定第3.3条

及び8条の違反を認定。 

③パネルの認定を支持。 

SSCCMM (3) 

AAAA (3, 8, 9, 

10, 11) 

GGAATTTT (III, 

XVI) 

 

266. EU－砂糖

への輸出補助

金 

ブラジル 

【豪州、バルバド

ス、ベリーズ、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、キュー

バ、フィジー、ギ

アナ、インド、ジ

ャマイカ、ケニ

ア、マダガスカ

ル、マラウイ、モ

ーリシャス、ニュ

ージーランド、パ

ラグアイ、セント

クリストファー・

ネービス、エスワ

ティニ、タンザニ

2002/ 9/27 協議要請 

2003/ 7/ 9 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置(｢DS265｣、

「DS283」と併合) 

2004/10/15 パネル報告書配布 

2005/ 1/13 EUが上級委申立て 

2005/ 1/15 ブラジルが上級委申立て 

2005/ 4/28 上級委報告書配布 

2005/ 5/19 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 6/ 8 シークエンス合意 

DS265を参照 

SSCCMM (1, 3) 

AAAA (3, 8, 9, 

10) 

GGAATTTT (III, 

XVI) 

 



800

資料編資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ア、タイ、トリニ

ダードトバゴ、米

国、コートジボア

ール】 

267. 米国－高

地産綿花に対

する補助金 

ブラジル 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ベナ

ン、カナダ、チャ

ド、中国、台湾、

EU、インド、ニュ

ージーランド、パ

キスタン、パラグ

アイ、ベネズエ

ラ、タイ】 

2002/ 9/27 協議要請 

2003/ 2/ 6 パネル設置要請 

2003/ 3/18 パネル設置 

2004/ 9/ 8 パネル報告書配布 

2004/10/18 米国が上級委申立て 

2005/ 3/ 3 上級委報告書配布 

2005/ 3/21 パネル・上級委報告書採択 

2005/ 7/ 4 ブラジルが対抗措置承認申請 

2005/ 7/14 米国が仲裁を要請 

2005/ 7/15 仲裁に付託 

2005/ 8/17 仲裁手続停止 

2005/10/ 6 ブラジルが対抗措置承認申請 

2005/10/17 米国が仲裁を要請 

2005/10/18 仲裁に付託 

2005/11/21 仲裁手続停止 

2006/ 8/18 パネル設置要請（履行確認） 

2006/ 9/28 パネル設置（履行確認） 

2007/12/18 パネル報告書配布（履行確

認） 

2008/ 2/12 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2008/ 2/25 ブラジルが上級委申立て（履

行確認） 

2008/ 6/ 2 上級委報告書配布（履行確

認） 

2008/ 6/20 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2008/ 8/25 ブラジルが停止した仲裁の再

開を要請 

2008/10/ 1 仲裁人につき合意 

2009/ 8/31 仲裁判断配布 

2009/11/ 6 ブラジルが対抗措置の内容承

認申請 

2009/11/19 対抗措置の内容承認 

2010/ 3/ 8 ブラジルが2010/4/7から対抗

措置を発動する旨通知 

2010/ 4/30 ブラジルが対抗措置発動延期 

2010/ 8/25 ブラジル・米国がFramework 

for a Mutually Agreed Solution to the 

Cotton Dispute in the World Trade 

Organization の締結を通知 

①米国の、高地産綿花に対する

国内補助金及び輸出補助金は、

農業協定第3.3、8、9.1(a)、

10.1条、補助金協定第3.1(a)、

3.1(b)、3.2、5、6、附属書Ⅰ

(j)条、GATT第III条4項に違反す

るとしてブラジルが申立て。 

②農業協定第8条違反や補助金協

定第3条違反等を認定。 

③パネルの認定を支持。 

21.5条パネルは、補助金協定第

5、6条等の違反を認定し、米国

が履行を行っていないとしたと

ころ、21.5条上級委員会は、米

国による措置はDSBの勧告と裁定

の履行を行っておらず、農業協

定及び補助金協定に非整合的で

あり、両協定上の義務を果たす

ようDSBが米国に要求することを

勧告するとした。 

AAAA (3, 7, 8, 

9, 10) 

SSCCMM (3, 5, 6) 

GGAATTTT (III, 

XVI) 

第II部

第7章 

268. 米国－ア

ルゼンチン製

油井管

（OCTG）に対

するアンチ・

ダンピング措

置へのサンセ

アルゼンチン 

【日本、中国、EU、

韓国、メキシコ、

台湾】 

2002/10/ 7 協議要請 

2003/ 4/ 3 パネル設置要請 

2003/ 5/19 パネル設置 

2004/ 7/16 パネル報告書送付 

2004/ 8/31 米国が上級委申立て 

2004/11/29 上級委報告書送付 

2004/12/17 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 1/ 5 シークエンス合意 

①米国のアルゼンチン製OCTGに

対するAD協定措置のサンセッ

ト・レビューによる措置継続の

決定等はAD協定、GATT、WTO設立

協定に違反するとしてアルゼン

チンが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 11, 12, 

18)  

GGAATTTT (VI, X) 

WWTTOO (XVI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ア、タイ、トリニ

ダードトバゴ、米

国、コートジボア

ール】 

267. 米国－高

地産綿花に対

する補助金 

ブラジル 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ベナ

ン、カナダ、チャ

ド、中国、台湾、

EU、インド、ニュ

ージーランド、パ

キスタン、パラグ

アイ、ベネズエ

ラ、タイ】 

2002/ 9/27 協議要請 

2003/ 2/ 6 パネル設置要請 

2003/ 3/18 パネル設置 

2004/ 9/ 8 パネル報告書配布 

2004/10/18 米国が上級委申立て 

2005/ 3/ 3 上級委報告書配布 

2005/ 3/21 パネル・上級委報告書採択 

2005/ 7/ 4 ブラジルが対抗措置承認申請 

2005/ 7/14 米国が仲裁を要請 

2005/ 7/15 仲裁に付託 

2005/ 8/17 仲裁手続停止 

2005/10/ 6 ブラジルが対抗措置承認申請 

2005/10/17 米国が仲裁を要請 

2005/10/18 仲裁に付託 

2005/11/21 仲裁手続停止 

2006/ 8/18 パネル設置要請（履行確認） 

2006/ 9/28 パネル設置（履行確認） 

2007/12/18 パネル報告書配布（履行確

認） 

2008/ 2/12 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2008/ 2/25 ブラジルが上級委申立て（履

行確認） 

2008/ 6/ 2 上級委報告書配布（履行確

認） 

2008/ 6/20 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2008/ 8/25 ブラジルが停止した仲裁の再

開を要請 

2008/10/ 1 仲裁人につき合意 

2009/ 8/31 仲裁判断配布 

2009/11/ 6 ブラジルが対抗措置の内容承

認申請 

2009/11/19 対抗措置の内容承認 

2010/ 3/ 8 ブラジルが2010/4/7から対抗

措置を発動する旨通知 

2010/ 4/30 ブラジルが対抗措置発動延期 

2010/ 8/25 ブラジル・米国がFramework 

for a Mutually Agreed Solution to the 

Cotton Dispute in the World Trade 

Organization の締結を通知 

①米国の、高地産綿花に対する

国内補助金及び輸出補助金は、

農業協定第3.3、8、9.1(a)、

10.1条、補助金協定第3.1(a)、

3.1(b)、3.2、5、6、附属書Ⅰ

(j)条、GATT第III条4項に違反す

るとしてブラジルが申立て。 

②農業協定第8条違反や補助金協

定第3条違反等を認定。 

③パネルの認定を支持。 

21.5条パネルは、補助金協定第

5、6条等の違反を認定し、米国

が履行を行っていないとしたと

ころ、21.5条上級委員会は、米

国による措置はDSBの勧告と裁定

の履行を行っておらず、農業協

定及び補助金協定に非整合的で

あり、両協定上の義務を果たす

ようDSBが米国に要求することを

勧告するとした。 

AAAA (3, 7, 8, 

9, 10) 

SSCCMM (3, 5, 6) 

GGAATTTT (III, 

XVI) 

第II部

第7章 

268. 米国－ア

ルゼンチン製

油井管

（OCTG）に対

するアンチ・

ダンピング措

置へのサンセ

アルゼンチン 

【日本、中国、EU、

韓国、メキシコ、

台湾】 

2002/10/ 7 協議要請 

2003/ 4/ 3 パネル設置要請 

2003/ 5/19 パネル設置 

2004/ 7/16 パネル報告書送付 

2004/ 8/31 米国が上級委申立て 

2004/11/29 上級委報告書送付 

2004/12/17 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 1/ 5 シークエンス合意 

①米国のアルゼンチン製OCTGに

対するAD協定措置のサンセッ

ト・レビューによる措置継続の

決定等はAD協定、GATT、WTO設立

協定に違反するとしてアルゼン

チンが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 11, 12, 

18)  

GGAATTTT (VI, X) 

WWTTOO (XVI) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ット・レビュ

ー 

2006/ 1/26 協議要請（履行確認） 

2006/ 3/ 6 パネル設置要請（履行確認） 

2006/ 3/17 パネル設置（履行確認） 

2006/11/30 パネル報告書配布（履行確

認） 

2007/ 1/12 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2007/ 1/24 アルゼンチンが上級委申立て

（履行確認） 

2007/ 4/12 上級委報告書配布（履行確

認） 

2007/ 5/ 11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2007/ 5/21 アルゼンチンが対抗措置承認

申請 

2007/ 6/ 1 米国が仲裁を要請 

2007/ 6/ 4 仲裁に付託 

2007/ 6/21 仲裁手続を中断 

②米国SPB（Sunset Policy 

Bulletin）をAD協定第11.3条違

反と認定。 

③「パネルは“客観的評価”を

行っていない」とし、その認定

を破棄。また、本件ではパネル

及び上級委が、waiverについて

定めた米国1930年関税法及び商

務省（DOC）規則（輸出企業がサ

ンセット・レビュー参加権を放

棄した場合、商務省はダンピン

グの存続又は再発の可能性を認

める決定をしなければならない

とする）をAD協定第11.3条（一

部6.1、6.2条）違反とした。 

アルゼンチン申立てによる履行

確認パネルは、waiverについて

定めたDOC規則を引き続きAD協定

第11.3条違反としたほか、DOCに

よるダンピング再発可能性の決

定についても十分な事実関係に

基づいておらず、同じく11.3条

に反するとした。また、申立て

人の意見書の守秘に関するDOCの

措置は協定第6.5.1条に反すると

判断された。 

269. EU－冷凍

骨なし鶏肉の

関税分類 

ブラジル 

【中国、タイ、米

国】 

2002/10/11 協議要請 

2003/ 9/19 パネル設置要請 

2003/11/ 7 パネル設置（11/21「DS286」

と併合） 

2005/ 5/30 パネル報告書配布 

2005/ 6/13 EUが上級委申立て 

2005/ 6/27 ブラジルが上級委申立て 

2005/ 9/12 上級委報告書配布 

2005/ 9/27 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 7/26 シークエンス合意 

①「加塩肉」として譲許した冷

凍骨なし鶏肉（加塩）の関税分

類を「冷凍肉」に変更するEU規

則は、GATT第II条、XXVIII条に

違反し、GATT第XXIII条1項の無

効化又は侵害を生じさせるとし

てブラジル及びタイが申立て。 

②文言の「通常の意味」や「文

脈」から解釈して、EUは加塩さ

れた冷凍骨なし鶏肉を「加塩

肉」として譲許していると判断

した上で、EUの関税分類の変更

により従価税で譲許された「加

塩肉」に従量税が課されている

ことについて、直ちに協定違反

となるものではないが、従価換

算の結果、実際の税率は譲許税

率を上回っているとして、EUの

措置はGATT第II条(a)(b)（譲許

表に基づく関税賦課）に違反す

ると判断。 

③パネルの判断を概ね支持。 

GGAATTTT (II, 

XXIII, XXVIII) 

 

270. 豪州－輸

入果物及び野

菜に対する措

置 

フィリピン 

【チリ、中国、EU、

エクアドル、イン

ド、タイ、米国】 

2002/10/18 協議要請 

2003/ 7/ 7 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置 

①豪州の輸入果物及び野菜に対

する措置はGATT第VI条、XIII

条、SPS協定（第2、3、4、5、

6、10条）、輸入許可手続協定第

GGAATTTT (XI, 

XIII) 

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 6, 10) 

IILL (1, 3) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

1条、3条に違反するとしてフィ

リピンが申立て。 

271. 豪州－輸

入パイナップ

ルに対する措

置 

フィリピン 2002/10/18 協議要請 ①豪州の輸入パイナップルに対

する措置はGATT第VI条、VIII

条、SPS協定（第2、3、4、5、

6、10条）に違反するとしてフィ

リピンが申立て。 

GGAATTTT (XI, 

XIII) 

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 6, 10) 

 

272. ペルー－

アルゼンチン

産野菜油に対

するアンチ・

ダンピング暫

定措置 

アルゼンチン 2002/10/21 協議要請 ①ペルーのアルゼンチン産野菜

油に対するAD協定暫定措置等

は、AD協定第2.2、2.4、3.1、

3.2、3.4、3.5、4.1、5.2、

5.3、5.8、6.8、7、12.2条、

GATT第VI条に違反するとしてア

ルゼンチンが申立て。 

AADD (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12) 

GGAATTTT (VI) 

 

273. 韓国－商

用船貿易に関

する措置 

EU 

【日本、中国、台

湾、メキシコ、ノ

ルウェー、米国】 

2002/10/21 協議要請 

2003/ 6/12 パネル設置要請 

2003/ 7/21 パネル設置 

2005/ 3/ 7 パネル報告書配布 

2005/ 4/11 パネル報告書採択 

①韓国の商用船造船に対する補

助金は、補助金協定第3.1(a)、

3.2、5(c)、6.3(c)条等に違反す

るとしてEUが申立て。 

②韓国の補助金が3.1条(a)の禁

止補助金であることを認め、廃

止を勧告した。EUの著しい害の

主張は退けた。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

5, 6) 

第II部

第7章 

274. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

台湾 2002/11/ 1 協議要請 ①米国の鉄鋼製品に対するSG協

定措置は、国内産業への重大な

損害等のSG協定措置発動条件が

欠如している等、SG協定第2.1

条、2.2条、3.1条、4.1条、4.2

条、5.1条、GATT第I条1項、XIX

条1項に違反するとして台湾が申

立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5) 

GGAATTTT (I, XIX) 

 

275. ベネズエ

ラ－農産品に

対する輸入ラ

イセンス措置 

米国 2002/11/ 7 協議要請 ①ベネズエラの、農産品（とう

もろこし、乳製品等）に対する

輸入許可手続協定措置は、農業

協定第4.2条、GATT第III、X、

XI、XIII条、TRIMs協定第2.1

条、輸入許可手続協定第1.4、

3.2、3.5、5.1、5.2、5.3条に違

反するとして米国が申立て。 

AAAA (4) 

GGAATTTT (III, X, 

XI, XIII) 

PPSSII (1, 3, 5) 

TTRRIIMMss (2) 

 

276. カナダ－

小麦の輸出に

関する措置及

び輸入穀物の

取扱 

米国 

【日本、豪州、チ

リ、中国、台湾、

EU、メキシコ】 

2002/12/17 協議要請 

2003/ 3/ 6 パネル設置要請 

2003/ 3/31 パネル設置 

2004/ 4/ 6 パネル報告書配布 

2004/ 6/ 1 米国が上級委申立て 

2004/ 8/30 上級委報告書配布 

2004/ 9/27 パネル・上級委報告書採択 

2005/ 8/31 カナダ、2005/8/1より改正国

内法が発効したことを発表 

①カナダ政府及びカナダ小麦委

員会の小麦の輸出に関する措置

（小麦委員会への売買、価格設

定、支払保証等に係る特権の付

与等）はGATT第XVII条に違反

し、輸入穀物の保管・運搬に係

る差別的取扱はGATT第III条、

TRIMs協定第2条に違反するとし

て米国が申立て。 

②カナダの小麦輸出関連制度の

GATT第XVII条（国家貿易企業の

協定遵守）違反について米国は

これを立証しなかったとする一

方で、カナダの輸入穀物への差

GGAATTTT (III, 

XVII) 

TTRRIIMMss (2) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

1条、3条に違反するとしてフィ

リピンが申立て。 

271. 豪州－輸

入パイナップ

ルに対する措

置 

フィリピン 2002/10/18 協議要請 ①豪州の輸入パイナップルに対

する措置はGATT第VI条、VIII

条、SPS協定（第2、3、4、5、

6、10条）に違反するとしてフィ

リピンが申立て。 

GGAATTTT (XI, 

XIII) 

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 6, 10) 

 

272. ペルー－

アルゼンチン

産野菜油に対

するアンチ・

ダンピング暫

定措置 

アルゼンチン 2002/10/21 協議要請 ①ペルーのアルゼンチン産野菜

油に対するAD協定暫定措置等

は、AD協定第2.2、2.4、3.1、

3.2、3.4、3.5、4.1、5.2、

5.3、5.8、6.8、7、12.2条、

GATT第VI条に違反するとしてア

ルゼンチンが申立て。 

AADD (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12) 

GGAATTTT (VI) 

 

273. 韓国－商

用船貿易に関

する措置 

EU 

【日本、中国、台

湾、メキシコ、ノ

ルウェー、米国】 

2002/10/21 協議要請 

2003/ 6/12 パネル設置要請 

2003/ 7/21 パネル設置 

2005/ 3/ 7 パネル報告書配布 

2005/ 4/11 パネル報告書採択 

①韓国の商用船造船に対する補

助金は、補助金協定第3.1(a)、

3.2、5(c)、6.3(c)条等に違反す

るとしてEUが申立て。 

②韓国の補助金が3.1条(a)の禁

止補助金であることを認め、廃

止を勧告した。EUの著しい害の

主張は退けた。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

5, 6) 

第II部

第7章 

274. 米国－鉄

鋼製品に対す

るセーフガー

ド措置 

台湾 2002/11/ 1 協議要請 ①米国の鉄鋼製品に対するSG協

定措置は、国内産業への重大な

損害等のSG協定措置発動条件が

欠如している等、SG協定第2.1

条、2.2条、3.1条、4.1条、4.2

条、5.1条、GATT第I条1項、XIX

条1項に違反するとして台湾が申

立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5) 

GGAATTTT (I, XIX) 

 

275. ベネズエ

ラ－農産品に

対する輸入ラ

イセンス措置 

米国 2002/11/ 7 協議要請 ①ベネズエラの、農産品（とう

もろこし、乳製品等）に対する

輸入許可手続協定措置は、農業

協定第4.2条、GATT第III、X、

XI、XIII条、TRIMs協定第2.1

条、輸入許可手続協定第1.4、

3.2、3.5、5.1、5.2、5.3条に違

反するとして米国が申立て。 

AAAA (4) 

GGAATTTT (III, X, 

XI, XIII) 

PPSSII (1, 3, 5) 

TTRRIIMMss (2) 

 

276. カナダ－

小麦の輸出に

関する措置及

び輸入穀物の

取扱 

米国 

【日本、豪州、チ

リ、中国、台湾、

EU、メキシコ】 

2002/12/17 協議要請 

2003/ 3/ 6 パネル設置要請 

2003/ 3/31 パネル設置 

2004/ 4/ 6 パネル報告書配布 

2004/ 6/ 1 米国が上級委申立て 

2004/ 8/30 上級委報告書配布 

2004/ 9/27 パネル・上級委報告書採択 

2005/ 8/31 カナダ、2005/8/1より改正国

内法が発効したことを発表 

①カナダ政府及びカナダ小麦委

員会の小麦の輸出に関する措置

（小麦委員会への売買、価格設

定、支払保証等に係る特権の付

与等）はGATT第XVII条に違反

し、輸入穀物の保管・運搬に係

る差別的取扱はGATT第III条、

TRIMs協定第2条に違反するとし

て米国が申立て。 

②カナダの小麦輸出関連制度の

GATT第XVII条（国家貿易企業の

協定遵守）違反について米国は

これを立証しなかったとする一

方で、カナダの輸入穀物への差

GGAATTTT (III, 

XVII) 

TTRRIIMMss (2) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

別的取り扱いはGATT第III条4項

に違反すると判断。 

③パネルの判断を全面的に支

持。 

277. 米国－カ

ナダ産軟材に

対するITCの調

査 

カナダ 

【日本、中国、EU、

韓国】 

2002/12/20 協議要請 

2003/ 4/ 3 パネル設置要請 

2003/ 5/ 7 パネル設置 

2004/ 3/22 パネル報告書配布 

2004/ 4/26 パネル報告書採択 

2005/ 2/14 パネル設置要請（履行確

認）、カナダが対抗処置承認申請 

2005/ 2/23 シークエンス合意、米国が仲

裁を要請 

2005/ 2/25 パネル設置（履行確認） 

2005/11/15 パネル報告書配布（履行確

認） 

2006/ 1/13 カナダが上級委申立て（履行

確認） 

2006/ 4/13 上級委報告書配布（履行確

認） 

2006/ 5/ 9 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2006/10/12 二国間合意通報 

①カナダ産軟材に対するITC（国

際貿易委員会）の調査（損害認

定等）は、GATT、AD協定、補助

金協定に違反するとしてカナダ

が申立て。 

②損害の因果関係の認定におい

て、ITCが検討した要因から「輸

入が相当程度増加している」と

し、それに基づいて損害のおそ

れを肯定したことはAD協定第

3.5、3.7条、第15.5、15.7条違

反であると認定。 

カナダの申立てにより設置され

たDSU第21.5条パネルは、米国に

よる履行措置は補助金協定等に

整合的であり、米国はDSB勧告を

履行したと判断した。しかし、

同上級委は、損害のおそれに係

るITC決定について、パネルの検

討方法は不適切であったとして

パネル判断を破棄したが、米国

の履行措置の適法性及び履行の

成立・不成立については、パネ

ルによる事実関係の審理が不十

分として判断を行わなかった。 

AADD (1, 3, 12, 

18) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (10, 15, 

22, 32) 

第II部

第7章 

278. チリ－輸

入果糖に対す

るセーフガー

ド措置 

アルゼンチン 2002/12/20 協議要請 ①チリの、輸入果糖に対するSG

協定措置は、SG協定(2.1、3.1、

3.2、4.1、4.2、5.1、7.1、7.5

条)、GATT第XIX条1項に違反する

としてアルゼンチンが申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7) 

GGAATTTT (XIX) 

 

279. インド－

2002年～2007

年の輸出入政

策の下での輸

入制限 

EU 

【米国】 

2002/12/23 協議要請 ①インドの2002年～2007年の輸

出入政策の下での輸入制限は、

GATT（第III、X、XI条）、農業

協定第4.2条、輸入許可手続協定

（第1、2、3条）、SPS協定（第

2、3、5、7、8条）、TBT協定第2

条に違反し、GATT第XX、XXI条に

よって正当化されないとしてEU

が申立て。 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4)  

IILL (1, 2, 3) 

SSPPSS (2, 3, 5, 

7, 8) 

TTBBTT (2) 

 

280. 米国－メ

キシコ製鉄鋼

製品に対する

相殺関税賦課 

メキシコ 

【カナダ、中国、

台湾、EU】 

2003/ 1/21 協議要請 

2003/ 8/ 4 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置 

①米国のメキシコ製鉄鋼製品に

対する相殺関税賦課は、補助金

協定第10、14、19、21条に違反

するとしてメキシコが申立て。 

SSCCMM (10, 14, 

19, 21) 

 

281. 米国－メ

キシコ産セメ

ントに対する

アンチ・ダン

ピング措置 

メキシコ 

【日本、カナダ、

中国、台湾、EU】 

2003/ 1/31 協議要請 

2003/ 7/29 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置 

2006/ 1/16 メキシコの要請によりパネル

手続停止 

①米国のメキシコ産セメントに

対するAD協定措置は、AD協定

（第1、2、3、4、6、8、9、10、

11、12、18条）、GATT（第III、

VI、X条）、WTO設立協定第XVI.4

AADD (1, 2, 3, 

4, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 

18) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2007/ 1/14 パネル設置根拠喪失 

2007/ 5/16 二国間合意通報 

条に違反するとしてメキシコが

申立て。 

2009年2月1日付けでAD協定措置

を取り消すことを合意。 

GGAATTTT (III, VI, 

X) 

WWTTOO (XVI) 

282. 米国－メ

キシコ製油井

管に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

メキシコ 

【日本、アルゼン

チン、カナダ、中

国、台湾、EU、ベ

ネズエラ、タイ】 

2003/ 2/18 協議要請 

2003/ 7/29 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置 

2005/ 6/20 パネル報告書配布 

2005/ 8/ 4 メキシコが上級委申立て2005/ 

8/16 米国が上級委申立て 

2005/11/ 2 上級委報告書配布 

2005/11/28 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 7/11 シークエンス合意 

2006/ 8/21 協議要請(履行確認) 

2007/ 4/12 パネル設置要請(履行確認) 

2007/ 4/24 パネル設置(履行確認) 

2007/ 7/ 5 メキシコの要請によりパネル

手続停止 

2008/ 7/ 6 パネル設置根拠喪失 

①米国のメキシコ製油井管に対

するAD協定措置は、AD協定第1、

2、3、4、6、11、18条、GATT第

VI、X条、WTO設立協定第XVI.4条

に違反するとしてメキシコが申

立て。 

②サンセット・レビューに係る

米国商務省（DOC）のサンセッ

ト・ポリシー・ブルテン（SPB：

サンセット・レビューに関する

運用規則）がDOCの判断にとって

「決定的又は結論づけるもの」

であるとして、当該SPBの内容に

ついてAD協定第11.3条（AD協定

税及び価格約束に係る起案及び

見直し）違反を認定したが、も

う1つの主要論点であった、米国

貿易委員会（ITC）によるサンセ

ット・レビューにおける損害継

続・再発の「蓋然性」判断につ

いては、AD協定（第3、11条）に

は違反しないと判断。 

③SPBそのものの違法性について

パネルの判断は客観性を欠いて

いたとしてこれを破棄する一

方、ITCによる損害継続・再発の

「蓋然性」判断については、協

定に違反しないとしたパネルの

判断を支持。 

AADD (1, 2, 3, 

6, 11, 18) 

GGAATTTT (VI, X)  

WWTTOO (XVI)  

 

283. EU－砂糖

への輸出補助

金 

タイ 

【豪州、バルバド

ス、ベリーズ、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、キューバ、フ

ィジー、ギアナ、

インド、ジャマイ

カ、ケニア、マダ

ガスカル、マラウ

イ、モーリシャ

ス、ニュージーラ

ンド、パラグア

イ、セントクリス

トファー・ネービ

ス、エスワティ

ニ、タンザニア、

トリニダードト

バゴ、米国、コー

トジボアール】 

2003/ 3/14 協議要請 

2003/ 7/ 9 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置(｢DS265｣、

「DS266」と併合) 

2004/10/15 パネル報告書配布 

2005/ 1/13 EUが上級委申立て 

2005/ 1/25 タイが上級委申立て 

2005/ 4/28 上級委報告書配布 

2005/ 5/19 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 6/ 8 シークエンス合意 
DS265を参照 

SSCCMM (3) 

AAAA (3, 8, 9, 

10)  

GGAATTTT (III) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2007/ 1/14 パネル設置根拠喪失 

2007/ 5/16 二国間合意通報 

条に違反するとしてメキシコが

申立て。 

2009年2月1日付けでAD協定措置

を取り消すことを合意。 

GGAATTTT (III, VI, 

X) 

WWTTOO (XVI) 

282. 米国－メ

キシコ製油井

管に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

メキシコ 

【日本、アルゼン

チン、カナダ、中

国、台湾、EU、ベ

ネズエラ、タイ】 

2003/ 2/18 協議要請 

2003/ 7/29 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置 

2005/ 6/20 パネル報告書配布 

2005/ 8/ 4 メキシコが上級委申立て2005/ 

8/16 米国が上級委申立て 

2005/11/ 2 上級委報告書配布 

2005/11/28 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 7/11 シークエンス合意 

2006/ 8/21 協議要請(履行確認) 

2007/ 4/12 パネル設置要請(履行確認) 

2007/ 4/24 パネル設置(履行確認) 

2007/ 7/ 5 メキシコの要請によりパネル

手続停止 

2008/ 7/ 6 パネル設置根拠喪失 

①米国のメキシコ製油井管に対

するAD協定措置は、AD協定第1、

2、3、4、6、11、18条、GATT第

VI、X条、WTO設立協定第XVI.4条

に違反するとしてメキシコが申

立て。 

②サンセット・レビューに係る

米国商務省（DOC）のサンセッ

ト・ポリシー・ブルテン（SPB：

サンセット・レビューに関する

運用規則）がDOCの判断にとって

「決定的又は結論づけるもの」

であるとして、当該SPBの内容に

ついてAD協定第11.3条（AD協定

税及び価格約束に係る起案及び

見直し）違反を認定したが、も

う1つの主要論点であった、米国

貿易委員会（ITC）によるサンセ

ット・レビューにおける損害継

続・再発の「蓋然性」判断につ

いては、AD協定（第3、11条）に

は違反しないと判断。 

③SPBそのものの違法性について

パネルの判断は客観性を欠いて

いたとしてこれを破棄する一

方、ITCによる損害継続・再発の

「蓋然性」判断については、協

定に違反しないとしたパネルの

判断を支持。 

AADD (1, 2, 3, 

6, 11, 18) 

GGAATTTT (VI, X)  

WWTTOO (XVI)  

 

283. EU－砂糖

への輸出補助

金 

タイ 

【豪州、バルバド

ス、ベリーズ、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、キューバ、フ

ィジー、ギアナ、

インド、ジャマイ

カ、ケニア、マダ

ガスカル、マラウ

イ、モーリシャ

ス、ニュージーラ

ンド、パラグア

イ、セントクリス

トファー・ネービ

ス、エスワティ

ニ、タンザニア、

トリニダードト

バゴ、米国、コー

トジボアール】 

2003/ 3/14 協議要請 

2003/ 7/ 9 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置(｢DS265｣、

「DS266」と併合) 

2004/10/15 パネル報告書配布 

2005/ 1/13 EUが上級委申立て 

2005/ 1/25 タイが上級委申立て 

2005/ 4/28 上級委報告書配布 

2005/ 5/19 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 6/ 8 シークエンス合意 
DS265を参照 

SSCCMM (3) 

AAAA (3, 8, 9, 

10)  

GGAATTTT (III) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

284. メキシコ

－ニカラグア

産キングサリ

（black 

beans）に対す

る輸入禁止措

置 

ニカラグア 2003/ 3/17 協議要請 

2004/ 3/ 8 協議要請取り下げ 

①メキシコの輸入禁止措置は

GATT（第I.1、X.1、X.3(a)、

XI.1、XIII.1条）、輸入許可手

続協定（第1.2、1.3、1.4(a)、

2.2(a)条）、SPS協定（第2.1、

2.2、2.3、5.1、7条等）に違反

するとしてニカラグアが申立

て。 

GGAATTTT (I, X, 

XI, XIII) 

IILL (1, 2) 

SSPPSS (2, 5, 7) 

 

285. 米国－賭

博サービスの

越境移動に関

する措置 

アンティグア･バ

ーブーダ【日本、

カナダ、台湾、EU、

メキシコ、中国】 

2003/ 3/13 協議要請 

2003/ 6/12 パネル設置要請 

2003/ 7/21 パネル設置 

2004/11/10 パネル報告書配布 

2005/ 1/ 7 米国が上級委申立て 

2005/ 1/19 アンティグア･バーブーダが上

級委申立て2005/ 4/ 7 上級委報告書配布 

2005/ 4/20 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 5/24 シークエンス合意 

2006/ 6/ 8 協議要請(履行確認) 

2006/ 7/ 6 パネル設置要請(履行確認) 

2006/ 7/19 パネル設置(履行確認) 

2007/ 3/30 パネル報告書配布(履行確認) 

2007/ 5/22 パネル報告書採択(履行確認) 

2007/ 6/21 アンティグア･バーブーダが対

抗措置承認申請 

2007/ 7/23 米国が仲裁を要請 

2007/ 7/24 仲裁に付託 

2007/12/21 仲裁判断配布 

2013/ 1/28 アンティグア・バーブーダが

対抗措置の内容承認申請、対抗措置の内容

承認 

①米国のインターネｯト賭博の越

境取引を禁じる措置はGATS第

II、VI、VIII、XI、XVI、XVII条

に違反するとしてアンティグ

ア・バーブーダが申立て。 

②米国の当該措置は、米国が自

由化を約束した「娯楽サービ

ス」の自由化約束違反であると

判断した。米国はGATS第XIV条に

基づく違反の正当化を主張した

ものの、パネルは公徳の保護の

ためであることは認めたが、事

前協議の欠如などを理由とし

て、米国の措置は同条aの「必要

性」を満たさないとして、GATS

第XIV条で正当化されないとし

た。 

③米国の措置が自由化約束違反

であるとのパネル判断を支持。

ただし、米国の措置がGATS第XIV

条に該当するか否かについて

は、米国がアンティグア・バー

ブーダと十分な協議をしていな

いことを理由に該当しないと判

断していたパネル判断を破棄しa

号に該当するとした。ただし、

米国内法で州際賭博を許容して

いる法令があることから、当該

措置が内外無差別に運用される

ことを確保すれば、米国のイン

ターネｯト賭博禁止措置はGATS第

XIV条に合致するとした。 

21.5条パネルでは、米国が本件

履行にあたって行った新たな立

法措置によっても履行がなされ

ていないとの判断を行った。 

GGAATTSS (II, VI, 

VIII, XI, XVI, 

XVII) 

第II部 

第4章第

II部第

12章 

286. EU－冷凍

骨なし鶏肉の

関税分類 

タイ 

【ブラジル、中

国、米国】 

2003/ 3/25 協議要請 

2003/10/27 パネル設置要請 

2003/11/21 パネル設置(｢DS269｣と併合) 

2005/ 5/30 パネル報告書配布 

2005/ 6/13 EUが上級委申立て 

2005/ 9/12 上級委報告書配布 

2005/ 9/27 パネル・上級委報告書採択 

2006/ 7/14 シークエンス合意 

DS269を参照 

GGAATTTT (II, XXII)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

287. 豪州－輸

入品への検疫

制度 

EU 

【カナダ、チリ、

中国、インド、フ

ィリピン、タイ、

米国 】 

2003/ 4/ 3 協議要請 

2003/ 8/29 パネル設置要請 

2003/11/ 7 パネル設置 

2007/ 3/ 9 二国間合意通報 

①豪州の輸入品への検疫措置は

SPS協定（第2.2、2.3、3.3、

4.1、5.1、5.6、5.7、8条等）に

違反するとしてEUが申立て。 

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 8) 

 

288. 南アフリ

カ－トルコ産

毛布類へのア

ンチ・ダンピ

ング措置 

トルコ 2003/ 4/ 9 協議要請 ①南アフリカのトルコ産毛布へ

のAD協定措置は、GATT第III、X

条、AD協定第5、6、9、12条に違

反するとしてトルコが申立て。 

GGAATTTT (III, X) 

AADD (5, 6, 9, 

12) 

 

289. チェコ－

ポーランド産

輸入豚肉への

追加関税 

ポーランド 2003/ 4/16 協議要請 ①チェコのポーランド産輸入豚

肉への追加関税は農業協定第4条

に違反し、GATT第I条、II条の下

で享受する利益を無効化・侵害

しているとしてポーランドが申

立て。 

AAAA (4) 

GGAATTTT (I, II, 

XXIII) 

 

290. EU－農産

品及び食品の

商標及び地理

的表示の保護 

豪州 

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、中国、台湾、

コロンビア、グア

テマラ、インド、

メキシコ、ニュー

ジーランド、トル

コ、米国】 

2003/ 4/17 協議要請 

2003/ 8/18 パネル設置要請 

2003/10/ 2 パネル設置(｢DS174｣と併合) 

2005/ 3/15 パネル報告書配布 

2005/ 4/20 パネル報告書採択 DS174を参照 

TTRRIIPPSS (1, 2, 

3, 4, 10, 16, 

20, 22, 24, 

41, 42, 63, 

65) 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2) 

 

291. EU－遺伝

子組み換え作

物の認可及び

販売に関する

措置 

米国 

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

カナダ、チリ、中

国、台湾、コロン

ビア、エルサルバ

ドル、ホンジュラ

ス、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、パラ

グアイ、ペルー、

タイ、ウルグア

イ】 

2003/ 5/13 協議要請 

2003/ 8/ 7 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置（「DS292」

「DS293」と併合） 

2006/ 9/29 パネル報告書配布 

2006/11/21 パネル報告書採択 

2007/ 6/21 RPTを2007/11/21とすることに

合意 

2007/11/21 RPTを2008/1/11に修正するこ

とに合意 

2008/ 1/11 RPTを2/11まで延長することに

合意 

2008/ 1/14 シークエンス合意 

2008/ 1/17 米国が対抗措置申請 

2008/ 2/ 6 EUが仲裁を要請 

2008/ 2/ 8 仲裁に付託2008/ 2/15 仲裁停

止を要請 

2008/ 2/18 仲裁手続停止 

①EUの遺伝子組み換え作物の認

可及び販売に関する措置はSPS協

定第2、5、7、8条等、GATT第I、

III、X、XI条、農業協定第4条、

TBT協定第2、5条に違反するとし

て米国等が申立て。 

②EUによる検疫関連措置は、危

険性の評価が不十分で科学的根

拠を欠いており、SPS協定第2.2

条、5.1条、5.7条、附属書C1(a)

等に反する旨判断。 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8) 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI) 

TTBBTT (2, 5) 

 

292. EU－遺伝

子組み換え作

物の認可及び

販売に関する

措置 

カナダ 

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

チリ、中国、台湾、

コロンビア、エル

サルバドル、ホン

ジュラス、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

2003/ 5/13 協議要請 

2003/ 8/ 7 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置(｢DS291｣、

「DS293」と併合) 

2006/ 9/29 パネル報告書配布 

2006/11/21 パネル報告書採択 

2007/ 6/21 RPTを2007/11/21とすることに

合意 

DS291を参照 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8) 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI) 

TTBBTT (2, 5) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

287. 豪州－輸

入品への検疫

制度 

EU 

【カナダ、チリ、

中国、インド、フ

ィリピン、タイ、

米国 】 

2003/ 4/ 3 協議要請 

2003/ 8/29 パネル設置要請 

2003/11/ 7 パネル設置 

2007/ 3/ 9 二国間合意通報 

①豪州の輸入品への検疫措置は

SPS協定（第2.2、2.3、3.3、

4.1、5.1、5.6、5.7、8条等）に

違反するとしてEUが申立て。 

SSPPSS (2, 3, 4, 

5, 8) 

 

288. 南アフリ

カ－トルコ産

毛布類へのア

ンチ・ダンピ

ング措置 

トルコ 2003/ 4/ 9 協議要請 ①南アフリカのトルコ産毛布へ

のAD協定措置は、GATT第III、X

条、AD協定第5、6、9、12条に違

反するとしてトルコが申立て。 

GGAATTTT (III, X) 

AADD (5, 6, 9, 

12) 

 

289. チェコ－

ポーランド産

輸入豚肉への

追加関税 

ポーランド 2003/ 4/16 協議要請 ①チェコのポーランド産輸入豚

肉への追加関税は農業協定第4条

に違反し、GATT第I条、II条の下

で享受する利益を無効化・侵害

しているとしてポーランドが申

立て。 

AAAA (4) 

GGAATTTT (I, II, 

XXIII) 

 

290. EU－農産

品及び食品の

商標及び地理

的表示の保護 

豪州 

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、中国、台湾、

コロンビア、グア

テマラ、インド、

メキシコ、ニュー

ジーランド、トル

コ、米国】 

2003/ 4/17 協議要請 

2003/ 8/18 パネル設置要請 

2003/10/ 2 パネル設置(｢DS174｣と併合) 

2005/ 3/15 パネル報告書配布 

2005/ 4/20 パネル報告書採択 DS174を参照 

TTRRIIPPSS (1, 2, 

3, 4, 10, 16, 

20, 22, 24, 

41, 42, 63, 

65) 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2) 

 

291. EU－遺伝

子組み換え作

物の認可及び

販売に関する

措置 

米国 

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

カナダ、チリ、中

国、台湾、コロン

ビア、エルサルバ

ドル、ホンジュラ

ス、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、パラ

グアイ、ペルー、

タイ、ウルグア

イ】 

2003/ 5/13 協議要請 

2003/ 8/ 7 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置（「DS292」

「DS293」と併合） 

2006/ 9/29 パネル報告書配布 

2006/11/21 パネル報告書採択 

2007/ 6/21 RPTを2007/11/21とすることに

合意 

2007/11/21 RPTを2008/1/11に修正するこ

とに合意 

2008/ 1/11 RPTを2/11まで延長することに

合意 

2008/ 1/14 シークエンス合意 

2008/ 1/17 米国が対抗措置申請 

2008/ 2/ 6 EUが仲裁を要請 

2008/ 2/ 8 仲裁に付託2008/ 2/15 仲裁停

止を要請 

2008/ 2/18 仲裁手続停止 

①EUの遺伝子組み換え作物の認

可及び販売に関する措置はSPS協

定第2、5、7、8条等、GATT第I、

III、X、XI条、農業協定第4条、

TBT協定第2、5条に違反するとし

て米国等が申立て。 

②EUによる検疫関連措置は、危

険性の評価が不十分で科学的根

拠を欠いており、SPS協定第2.2

条、5.1条、5.7条、附属書C1(a)

等に反する旨判断。 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8) 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI) 

TTBBTT (2, 5) 

 

292. EU－遺伝

子組み換え作

物の認可及び

販売に関する

措置 

カナダ 

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

チリ、中国、台湾、

コロンビア、エル

サルバドル、ホン

ジュラス、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

2003/ 5/13 協議要請 

2003/ 8/ 7 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置(｢DS291｣、

「DS293」と併合) 

2006/ 9/29 パネル報告書配布 

2006/11/21 パネル報告書採択 

2007/ 6/21 RPTを2007/11/21とすることに

合意 

DS291を参照 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8) 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI) 

TTBBTT (2, 5) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ー、パラグアイ、

ペルー、タイ、ウ

ルグアイ、米国】 

2007/11/21 RPTを2008/1/11に修正するこ

とに合意 

2008/ 1/11 RPTを2/11まで延長することに

合意 

2008/ 2/11 RPTを6/30まで延長することに

合意 

2008/ 6/23 RPTを7/31まで延長することに

合意 

2008/ 7/29 RPTを12/31まで延長すること

に合意 

2008/12/16 RPTを2009/3/1まで延長するこ

とに合意 

2009/ 7/15 二国間合意通報 

293. EU－遺伝

子組み換え作

物の認可及び

販売に関する

措置 

アルゼンチン 

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、チリ、

中国、台湾、コロ

ンビア、エルサル

バドル、ホンジュ

ラス、メキシコ、

ニュージーラン

ド、ノルウェー、

パラグアイ、ペル

ー、タイ、ウルグ

アイ、米国】 

2003/ 5/14 協議要請 

2003/ 8/ 7 パネル設置要請 

2003/ 8/29 パネル設置(｢DS291｣、

「DS292」と併合) 

2006/ 9/29 パネル報告書配布 

2006/11/21 パネル報告書採択 

2007/ 6/21 RPTを2007/11/21とすることに

合意 

2007/11/21 RPTを2008/1/11に修正するこ

とに合意 

2008/ 1/11 RPTを6/11まで延長することに

合意 

2008/ 6/11 RPTを8/12まで延長することに

合意 

2008/ 8/12 RPTを12/1まで延長することに

合意 

2008/12/ 1 RPTを2009/3/1まで延長するこ

とに合意 

2009/ 2/26 RPTを6/30まで延長することに

合意 

2009/ 6/30 RPTを12/31まで延長すること

に合意 

2009/12/30 RPTを2010/1/31まで延長する

ことに合意 

2010/ 1/29 RPTを2/28まで延長することに

合意 

2010/ 2/26 RPTを3/31まで延長することに

合意 

2010/ 3/19 二国間合意通報 

DS291を参照 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8, 10) 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI) 

TTBBTT (2, 5 ,12) 

 

294. 米国－ダ

ンピング・マ

ージンの算出

に係る法律、

規則及び計算

方法 

EU 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

中国、台湾、香港、

インド、韓国、メ

キシコ、ノルウェ

ー、トルコ】 

2003/ 6/12 協議要請 

2004/ 2/ 5 パネル設置要請 

2004/ 3/19 パネル設置 

2005/10/31 パネル報告書配布 

2006/ 1/17 EUが上級委申立て     

2006/ 1/30 米国が上級委申立て2006/ 

4/18 上級委報告書配布 

2005/ 5/ 9 パネル・上級委報告書採択 

2007/ 7/ 9 協議要請（履行確認） 

2007/ 9/13 パネル設置要請（履行確認） 

2007/ 9/25 パネル設置（履行確認） 

①米国のダンピング・マージン

の算出に係る法律、規則及び計

算方法はAD協定、GATT、WTO設立

協定に違反するとしてEUが申立

て。 

②初回調査におけるゼロイング

の個別ケースにおける適用及び

ゼロイング手法そのものをAD協

定第2.4.2条違反と認定。一方、

同条の射程は当初調査に限られ

るとして行政見直しにおけるゼ

AADD (1, 2, 3, 

5, 9, 11, 18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2008/12/17 パネル報告書配布（履行確

認） 

2009/ 2/13 EUが上級委申立て（履行確

認） 

2009/ 2/25 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2009/ 5/14 上級委報告書配布（履行確

認） 

2009/ 6/11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2010/ 1/29 EUが対抗措置承認申請 

2010/ 2/12 米国が仲裁を要請 

2010/ 2/18 仲裁に付託 

2010/ 9/ 7 仲裁手続停止 

2011/ 9/ 7 仲裁手続停止延長 

2011/ 1/ 6, 1/13, 2/6 仲裁手続停止延長 

2012/ 2/ 6 米EU間で解決に向けた覚書に

合意 

2012/ 6/22 EUが仲裁要請を取り下げ 

2012/ 7/ 2 米EUが共同で文書を提出し、

仲裁手続が終了 

ロイングの個別ケースにおける

適用及びゼロイング手法そのも

のは違反とされなかった。 

③初回調査に関するパネルの判

断を支持する一方、行政見直し

におけるゼロイングの個別ケー

ス適用がAD協定第9.3条に反しな

いとしたパネルの判断について

はこれを破棄。 

 

履行確認パネルは、(a）原手続

におけるDSB勧告の採択以後に行

われた後継の定期見直しの決定

について履行確認パネルの審理

対象となると判断したほか、EU

の主張の一部を認め、(b）履行

期間経過後にゼロイングを用い

て行われた定期見直しの決定、

(c）履行期間経過後にゼロイン

グを用いて算定された預託率の

適用について協定違反を認定し

たが、(d）履行期間経過以前に

ゼロイングを用いて行われた定

期見直しの決定については協定

違反を認定しなかった。これに

対し、上級委報告書では、履行

期間経過以前にゼロイングを用

いて行われた定期見直しの決定

についても協定違反が認定され

た。 

295. メキシコ

－牛肉及びコ

メに対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

米国 

【中国、EU、トル

コ】 

2003/ 6/16 協議要請 

2003/ 9/19 パネル設置要請 

2003/11/ 7 パネル設置 

2005/ 6/ 6 パネル報告書配布 

2005/ 7/20 メキシコが上級委申立て 

2005/11/29 上級委報告書配布 

2005/12/20 パネル・上級委報告書採択 

2007/ 1/16 シークエンス合意 

①本件AD協定措置及びそれに関

する法制は、AD協定に違反する

として米国が申立て。 

②損害認定に際して「実質的な

証拠」に基づく「客観的な検

討」を行わなかったこと、ダン

ピング・マージンが僅少の輸出

者の調査を終了しなかったこ

と、提訴状に記載されていない

輸出者に十分な情報提出の機会

を付与することなくその他レー

トを適用したこと、ファクツ・

アベイラブル使用の際に、マー

ジンが最高になる証拠の採用を

当然に求める国内法の規定、企

業の回答期限を短く設定した国

内法の規定等につき、AD協定第

3.1、3.2、3.4、3.5、5.8、6.8

条違反であることを認定。 

③パネルの判断を概ね支持。 

AADD (1, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 

18, 19, 21, 

32) 

SSCCMM (11, 12, 

17, 19, 20, 

21, 32) 

GGAATTTT (VI) 

 

296. 米国－韓

国製DRAMSに対

韓国 

【日本、中国、台

湾、EU】 

2003/ 6/30 協議要請 

2003/11/19 パネル設置要請 

2004/ 1/23 パネル設置 

①米国の韓国製DRAMに対する相

殺関税調査は、GATT第VI条3項、

X条3項、補助金協定第1、2、

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2008/12/17 パネル報告書配布（履行確

認） 

2009/ 2/13 EUが上級委申立て（履行確

認） 

2009/ 2/25 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2009/ 5/14 上級委報告書配布（履行確

認） 

2009/ 6/11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2010/ 1/29 EUが対抗措置承認申請 

2010/ 2/12 米国が仲裁を要請 

2010/ 2/18 仲裁に付託 

2010/ 9/ 7 仲裁手続停止 

2011/ 9/ 7 仲裁手続停止延長 

2011/ 1/ 6, 1/13, 2/6 仲裁手続停止延長 

2012/ 2/ 6 米EU間で解決に向けた覚書に

合意 

2012/ 6/22 EUが仲裁要請を取り下げ 

2012/ 7/ 2 米EUが共同で文書を提出し、

仲裁手続が終了 

ロイングの個別ケースにおける

適用及びゼロイング手法そのも

のは違反とされなかった。 

③初回調査に関するパネルの判

断を支持する一方、行政見直し

におけるゼロイングの個別ケー

ス適用がAD協定第9.3条に反しな

いとしたパネルの判断について

はこれを破棄。 

 

履行確認パネルは、(a）原手続

におけるDSB勧告の採択以後に行

われた後継の定期見直しの決定

について履行確認パネルの審理

対象となると判断したほか、EU

の主張の一部を認め、(b）履行

期間経過後にゼロイングを用い

て行われた定期見直しの決定、

(c）履行期間経過後にゼロイン

グを用いて算定された預託率の

適用について協定違反を認定し

たが、(d）履行期間経過以前に

ゼロイングを用いて行われた定

期見直しの決定については協定

違反を認定しなかった。これに

対し、上級委報告書では、履行

期間経過以前にゼロイングを用

いて行われた定期見直しの決定

についても協定違反が認定され

た。 

295. メキシコ

－牛肉及びコ

メに対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

米国 

【中国、EU、トル

コ】 

2003/ 6/16 協議要請 

2003/ 9/19 パネル設置要請 

2003/11/ 7 パネル設置 

2005/ 6/ 6 パネル報告書配布 

2005/ 7/20 メキシコが上級委申立て 

2005/11/29 上級委報告書配布 

2005/12/20 パネル・上級委報告書採択 

2007/ 1/16 シークエンス合意 

①本件AD協定措置及びそれに関

する法制は、AD協定に違反する

として米国が申立て。 

②損害認定に際して「実質的な

証拠」に基づく「客観的な検

討」を行わなかったこと、ダン

ピング・マージンが僅少の輸出

者の調査を終了しなかったこ

と、提訴状に記載されていない

輸出者に十分な情報提出の機会

を付与することなくその他レー

トを適用したこと、ファクツ・

アベイラブル使用の際に、マー

ジンが最高になる証拠の採用を

当然に求める国内法の規定、企

業の回答期限を短く設定した国

内法の規定等につき、AD協定第

3.1、3.2、3.4、3.5、5.8、6.8

条違反であることを認定。 

③パネルの判断を概ね支持。 

AADD (1, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 

18, 19, 21, 

32) 

SSCCMM (11, 12, 

17, 19, 20, 

21, 32) 

GGAATTTT (VI) 

 

296. 米国－韓

国製DRAMSに対

韓国 

【日本、中国、台

湾、EU】 

2003/ 6/30 協議要請 

2003/11/19 パネル設置要請 

2004/ 1/23 パネル設置 

①米国の韓国製DRAMに対する相

殺関税調査は、GATT第VI条3項、

X条3項、補助金協定第1、2、

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

する相殺関税

調査 

2005/ 2/21 パネル報告書配布 

2005/ 3/29 米国が上級委申立て 

2005/ 6/27 上級委報告書配布 

2005/ 7/20 パネル・上級委報告書採択 

10、11、12、14、15、19、22、

32条に違反するとして韓国が申

立て。 

②韓国政府による指示委託は政

府機関を除き立証されていない

と認定し、需要の減退の因果関

係に関するノンアトリビューシ

ョン（15.5条）について補助金

協定違反を認定。 

③パネルの証拠の認定方法等に

誤りがあるとして、米国の指示

委託の認定は1.1(a)(1)(ⅳ)条に

違反するとしたパネルの判断を

破棄。ただし、米国の当該措置

がWTO協定整合的か否かの判断に

は立ち入っていない。 

15, 17, 19, 

22, 32) 

GGAATTTT (VI, X) 

297. クロアチ

ア－野生動物

及び肉製品の

輸入に関する

措置 

ハンガリー 2003/ 7/ 9 協議要請 

2009/ 1/30 2003年に二国間合意に至って

いたことを通報 

①クロアチアの野生動物及び肉

製品の輸入に関する措置はGATT

第XI、XX条、SPS協定第2.2、

2.3、3.1、5.1、5.2、5.3、

5.6、6.1、6.2、7条等に違反す

るとしてハンガリーが申立て。 

GGAATTTT (XI, XX) 

SSPPSS (2, 3, 5, 

6, 7) 

 

298. メキシコ

－関税評価等

のための価格

制度 

グアテマラ 2003/ 7/22 協議要請 

2005/ 8/29 二国間合意通報 

①メキシコの関税評価等のため

の価格制度はGATT第I、II、

VII、X条、関税評価協定第1、

2、3、4、5、6、7、8、12、13、

15、16、22条、農業協定第4条、

WTO設立協定第16.4条に違反する

としてグアテマラが申立て。 

GGAATTTT (I, II, 

VII, IX) 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

12, 13, 15, 

16) 

AAAA (4) 

WWTTOO (XVI) 

 

299. EU－韓国

製DRAMチップ

に対する相殺

関税措置 

韓国 

【日本、中国、台

湾、米国】 

2003/ 7/25 協議要請 

2003/11/19 パネル設置要請 

2004/ 1/23 パネル設置 

2005/ 6/17 パネル報告書配布 

2005/ 8/ 3 パネル報告書採択 

①EUの韓国製DRAMSに対する相殺

関税調査は補助金協定第1、2、

10、12、14、15、19、22、32条

に違反するとして韓国が申立

て。 

②EUが認定した韓国政府による

指示委託の一部（1.1(a)(1)(ⅳ)

条）と利益認定の一部（1.1(b)

条、14条）と損害決定の一部

（15.4、15.5条）について補助

金協定違反と判断したものの、

EUの相殺関税措置に関する主張

を相当程度認め、韓国の主張を

退けた。 

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 

15, 17, 19, 

22, 32) 

GGAATTTT (VI, X) 

 

300. ドミニカ

共和国－紙巻

きタバコの輸

入に関する措

置 

ホンジュラス 2003/ 8/28 協議要請 ①ドミニカ共和国の、紙巻きタ

バコの輸入に関する措置はGATT

第I条1項、II条1項(b)、III条2

項及び4項、XI条1項に違反する

としてホンジュラスが申立て。 

GGAATTTT (I, II, 

III, XI) 

 

301. EU－商用

船の貿易に関

する措置 

韓国 

【日本、中国、米

国】 

2003/ 9/ 3 協議要請 

2004/ 2/ 5 パネル設置要請 

2004/ 3/19 パネル設置 

①韓国の商用船に関する補助金

措置（DS273）に対抗する形でEU

が新設した商用船の貿易に関す

SSCCMM (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

32)  

第II部

第7章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2004/ 4/22 パネル報告書配布 

2005/ 6/20 パネル報告書採択 

る補助金措置は、WTOによらない

紛争解決手段であり、補助金協

定第32.1条、GATT第I条1項、III

条4項、DSU第23.1、23.2条に違

反するとして韓国が申立て。 

②補助金協定とGATTの違反につ

いては認めないとした一方、EU

の措置はWTO紛争解決と同じ種類

の是正を求めるものでありDSU第

23.1条に違反すると判断。 

GGAATTTT (I, III, 

XXIII) 

302. ドミニカ

共和国－紙巻

きタバコの輸

入及び国内販

売に関する措

置 

ホンジュラス 

【チリ、中国、EU、

エルサルバドル、

グアテマラ、ニカ

ラグア、米国】 

2003/10/ 8 協議要請 

2003/12/ 8 パネル設置要請 

2004/ 1/ 9 パネル設置 

2004/11/26 パネル報告書配布 

2005/ 1/24 ドミニカ共和国が上級委申立

て 

2005/ 2/ 7 ホンジュラスが上級委申立て 

2005/ 4/25 上級委報告書配布 

2005/ 5/19 パネル・上級委報告書採択 

①ドミニカ共和国の、紙巻きタ

バコの輸入及び国内販売に関す

る措置はGATT第II、III、XI、XV

条に違反するとしてホンジュラ

スが申立て。 

②ドミニカ共和国による外国産

タバコへの課徴金賦課がGATT第

II条（譲許表）に、納税印紙貼

付義務はGATT第III条4項に、特

別消費税の賦課はGATT第III条2

項に反すると判断。 

③パネルの判断を支持。 

GGAATTTT (III, X, 

XI, XV) 

第II部

第4章 

303. エクアド

ル－繊維板

（ファイバー

ボード）の輸

入に関するセ

ーフガード措

置 

チリ 2003/11/24 協議要請 ①エクアドルの繊維板の輸入に

関するSG措置はSG協定第2、3、

4、5、6、7、12条、GATT第XIX条

1項(a)に違反するとしてチリが

申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12) 

GGAATTTT (XIX) 

 

304. インド－

EUからの特定

製品に対する

アンチ・ダン

ピング措置 

EU 2003/12/ 8 協議要請 ①インドのEUからの特定製品に

対するAD協定措置はGATT第VI

条、AD協定第1、3.1、3.2、

3.5、6.6、6.8、6.9、12.2条に

違反するとしてEUが申立て。 

AADD (1, 3, 6, 

12) 

GGAATTTT (VI) 

 

305. エジプト

－繊維製品及

び衣料品の輸

入に関する措

置 

米国 2003/12/23 協議要請 

2005/ 5/20 二国間合意通報 

①エジプトの、繊維製品及び衣

料品の輸入に関する措置はGATT

第II条及び繊維協定第7条に違反

するとして米国が申立て。 

GGAATTTT (II) 

AATTCC (7) 

 

306. インド－

バングラディ

シュ製電池に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

バングラディシ

ュ 

2004/ 1/28 協議要請 

2006/ 2/20 二国間合意通報 

①インドのバングラディシュ製

電池に対するAD協定措置はGATT

第I、II、VI条、AD協定第2.1、

2.2、3.1、3.2、3.3、3.4、

3.5、3.7、5.4、5.8、6.2、

6.4、6.5、6.8、6.9、12.2条に

違反するとしてバングラディシ

ュが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

VI, XXIII) 

 

307. EU－商用

船への援助 

韓国 2004/ 2/13 協議要請 ①EUの商用船への補助金は、補

助金協定第1、2、3.1(a)、(b)、

5(a)、(b)、(c)、6.3(a)、(b)、

(c)、6.4、6.5条に違反するとし

て韓国が申立て。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

5, 6) 

GGAATTTT (XXIII) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2004/ 4/22 パネル報告書配布 

2005/ 6/20 パネル報告書採択 

る補助金措置は、WTOによらない

紛争解決手段であり、補助金協

定第32.1条、GATT第I条1項、III

条4項、DSU第23.1、23.2条に違

反するとして韓国が申立て。 

②補助金協定とGATTの違反につ

いては認めないとした一方、EU

の措置はWTO紛争解決と同じ種類

の是正を求めるものでありDSU第

23.1条に違反すると判断。 

GGAATTTT (I, III, 

XXIII) 

302. ドミニカ

共和国－紙巻

きタバコの輸

入及び国内販

売に関する措

置 

ホンジュラス 

【チリ、中国、EU、

エルサルバドル、

グアテマラ、ニカ

ラグア、米国】 

2003/10/ 8 協議要請 

2003/12/ 8 パネル設置要請 

2004/ 1/ 9 パネル設置 

2004/11/26 パネル報告書配布 

2005/ 1/24 ドミニカ共和国が上級委申立

て 

2005/ 2/ 7 ホンジュラスが上級委申立て 

2005/ 4/25 上級委報告書配布 

2005/ 5/19 パネル・上級委報告書採択 

①ドミニカ共和国の、紙巻きタ

バコの輸入及び国内販売に関す

る措置はGATT第II、III、XI、XV

条に違反するとしてホンジュラ

スが申立て。 

②ドミニカ共和国による外国産

タバコへの課徴金賦課がGATT第

II条（譲許表）に、納税印紙貼

付義務はGATT第III条4項に、特

別消費税の賦課はGATT第III条2

項に反すると判断。 

③パネルの判断を支持。 

GGAATTTT (III, X, 

XI, XV) 

第II部

第4章 

303. エクアド

ル－繊維板

（ファイバー

ボード）の輸

入に関するセ

ーフガード措

置 

チリ 2003/11/24 協議要請 ①エクアドルの繊維板の輸入に

関するSG措置はSG協定第2、3、

4、5、6、7、12条、GATT第XIX条

1項(a)に違反するとしてチリが

申立て。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12) 

GGAATTTT (XIX) 

 

304. インド－

EUからの特定

製品に対する

アンチ・ダン

ピング措置 

EU 2003/12/ 8 協議要請 ①インドのEUからの特定製品に

対するAD協定措置はGATT第VI

条、AD協定第1、3.1、3.2、

3.5、6.6、6.8、6.9、12.2条に

違反するとしてEUが申立て。 

AADD (1, 3, 6, 

12) 

GGAATTTT (VI) 

 

305. エジプト

－繊維製品及

び衣料品の輸

入に関する措

置 

米国 2003/12/23 協議要請 

2005/ 5/20 二国間合意通報 

①エジプトの、繊維製品及び衣

料品の輸入に関する措置はGATT

第II条及び繊維協定第7条に違反

するとして米国が申立て。 

GGAATTTT (II) 

AATTCC (7) 

 

306. インド－

バングラディ

シュ製電池に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

バングラディシ

ュ 

2004/ 1/28 協議要請 

2006/ 2/20 二国間合意通報 

①インドのバングラディシュ製

電池に対するAD協定措置はGATT

第I、II、VI条、AD協定第2.1、

2.2、3.1、3.2、3.3、3.4、

3.5、3.7、5.4、5.8、6.2、

6.4、6.5、6.8、6.9、12.2条に

違反するとしてバングラディシ

ュが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

VI, XXIII) 

 

307. EU－商用

船への援助 

韓国 2004/ 2/13 協議要請 ①EUの商用船への補助金は、補

助金協定第1、2、3.1(a)、(b)、

5(a)、(b)、(c)、6.3(a)、(b)、

(c)、6.4、6.5条に違反するとし

て韓国が申立て。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

5, 6) 

GGAATTTT (XXIII) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

308. メキシコ

－ソフトドリ

ンク及びその

他の飲料に係

る税制措置 

米国 

【日本、カナダ、

中国、EU、グアテ

マラ】 

2004/ 3/16 協議要請 

2004/ 6/10 パネル設置要請 

2004/ 7/ 6 パネル設置 

2005/10/ 7 パネル報告書配布 

2005/12/ 6 メキシコが上級委申立て 

2006/ 3/ 6 上級委報告書配布 

2006/ 3/24 パネル・上級委報告書採択 

2007/ 1/23 メキシコが違反措置の撤廃 

①メキシコにおけるさとうきび

による砂糖を使用した以外の飲

料及び関連するサービスへの課

税及び同サービスに係る簿記や

報告の義務づけはGATT第III条2

項、4項に違反するとして米国が

申立て。 

②GATT第III条2項、4項（内国民

待遇）の違反を認定するととも

に、当該税制措置がGATT第XX条

(d)（法令遵守を目的とした措置

の適用除外）により正当化され

るとのメキシコの主張を退ける

判断を行った。 

③GATT第XX条(d)はメキシコが主

張するような「他の国際協定

（この場合はNAFTA）を他国に遵

守させるための措置」までも正

当化するものではない、として

メキシコの主張を退けるととも

に、他の論点についても概ねパ

ネルの判断を支持。 

GGAATTTT (III)  

309. 中国－半

導体回路に係

る増値税 

米国 2004/ 3/18 協議要請 

2005/10/ 5 二国間合意通報 

①中国国内で生産・販売された

半導体の生産者に対する増値税

の還付は半導体輸入品について

は実施されておらずGATT第I、

III条2項及びGATS第XVII条に違

反するとして米国が申立て。 

GGAATTTT (I, III) 

GGAATTSS (XVII) 

 

310. 米国－カ

ナダ産小麦に

対するITCのダ

ンピング決定 

カナダ 2004/ 4/ 8 協議要請 

2004/ 6/10 パネル設置要請 

①カナダ産小麦に対する米国ITC

のダンピング決定はGATT第VI条6

項(a)、AD協定第1、3.1、3.2、

3.4、3.5、18.1条及び補助金協

定第10、15.1、15.2、15.4、

15.5、19.1、32.1条に違反する

としてカナダが申立て。 

AADD (1, 3, 18) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (10, 15, 

19, 32) 

 

311. 米国－カ

ナダ産軟材に

対する相殺関

税措置見直し 

カナダ 2004/ 4/14 協議要請 

2006/10/12 二国間合意通報 

①カナダ産軟材に対する米国の

相殺関税措置見直しは補助金協

定第10、19.1、19.3、19.4、

21.1、21.2、21.4、32.1条及び

GATT第VI条3項に違反するとして

カナダが申立て。 

SSCCMM (10, 19, 

21, 32) 

GGAATTTT (VI) 

 

312. 韓国－イ

ンドネシア製

紙に対するア

ンチ・ダンピ

ング関税 

インドネシア 

【日本、カナダ、

中国、EU、米国、

台湾】 

2004/ 6/ 4 協議要請 

2004/ 8/16 パネル設置要請 

2004/ 9/27 パネル設置 

2005/10/28 パネル報告書配布 

2005/11/28 パネル報告書採択 

2006/ 8/17 シークエンス合意 

2006/10/26 協議要請（履行確認） 

2006/12/22 パネル設置要請（履行確認） 

2007/ 1/23 パネル設置（履行確認） 

2007/ 9/28 パネル報告書配布（履行確

認） 

①インドネシア製の紙に対する

韓国のAD協定調査は、調査開始

要件の不備、損害認定、ファク

ツ・アベイラブル（FA）の利用

等に関し、AD協定及びGATTに違

反するとしてインドネシアが申

立て。 

②FAにおける「二次的情報源か

らの情報」に基づいて判断を行

う場合のAD協定第6.8条及び附属

書II.7違反、損害認定に関する

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

12) 

GGAATTTT (VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2007/10/22 パネル報告書採択（履行確

認） 

3.4条違反、機密情報の取り扱い

に対するAD協定第6.5条違反等を

認定。他方、韓国当局による

collapsing（複数の輸出者を同

一の主体とみなすこと）の適用

については、パネルはAD協定に

整合的と判断した。 

履行確認パネルは、履行手続に

おける韓国当局の再決定のAD協

定第6.8条及び附属書II.7違反等

を認定。 

313. EU－イン

ド製鉄鋼製品

に対するアン

チ・ダンピン

グ関税 

インド 2004/ 7/ 5 協議要請 

2004/10/22 二国間合意通報 

①インド製鉄鋼製品に対するEU

のAD協定税の差別的賦課はAD協

定第3.4、3.5、4.1、9.2条に違

反するとしてインドが申立て。 

AADD (3, 4, 9)   

314. メキシコ

－EU産オリー

ブオイルに対

する暫定的相

殺関税措置 

EU 2004/ 8/18 協議要請 ①EU産オリーブオイルに対する

メキシコの暫定的相殺関税措置

は補助金協定第10、11、15、

16、17条及び農業協定13、21.1

条に違反するとしてEUが申立

て。 

AAAA (13, 21) 

SSCCMM (10, 11, 

15, 16, 17) 

 

315. EU－通関

措置 

米国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、中国、台湾、

香港、インド、韓

国】 

2004/ 9/21 協議要請 

2005/ 1/13 パネル設置要請 

2005/ 3/21 パネル設置 

2006/ 6/16 パネル報告書配布 

2006/ 8/14 米国が上級委申立て 

2006/11/13 上級委報告書配布 

2006/12/11 パネル・上級委報告書採択 

①EUによる産品の関税上の分類

又は評価に関する措置及び輸入

の要件、制限又は禁止の実施方

法がGATT第X条3項(a)の規定する

「一律の実施（uniform 

administration)」の義務に従っ

ていないとして、米国が申立

て。 

②米国の申立てのうち3件につい

てはEUによる関税分類及び関税

評価がGATT第X条3項(a)に違反す

るとしたが、5件については違反

がなく、また11件については米

国がEUの措置の違法性を十分証

明していないとした。 

③「関税措置全体」について法

的な判断を求めることはできな

い、としたパネルの判断を覆し

たが、事実関係が十分に審理さ

れていないとして、通関制度そ

のものに関する実体的判断は行

わず、デジタル・ビデオ・イン

ターフェース付きLCDモニターの

関税分類に関する共通関税の実

施についてのみ、GATT第X条3項

(a)違反を認め、それ以外のEUの

個別措置については、米国の申

立てを退ける判断を行った。 

GGAATTTT (X)  

316. EU及び加

盟国－大型民

米国 2004/10/ 6 協議要請 

2005/ 5/31 パネル設置要請 

①EUによる民間大型航空機企業

への補助金供給は補助金協定第

SSCCMM (1, 2, 3, 

5, 6) 

第II部

第7章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2007/10/22 パネル報告書採択（履行確

認） 

3.4条違反、機密情報の取り扱い

に対するAD協定第6.5条違反等を

認定。他方、韓国当局による

collapsing（複数の輸出者を同

一の主体とみなすこと）の適用

については、パネルはAD協定に

整合的と判断した。 

履行確認パネルは、履行手続に

おける韓国当局の再決定のAD協

定第6.8条及び附属書II.7違反等

を認定。 

313. EU－イン

ド製鉄鋼製品

に対するアン

チ・ダンピン

グ関税 

インド 2004/ 7/ 5 協議要請 

2004/10/22 二国間合意通報 

①インド製鉄鋼製品に対するEU

のAD協定税の差別的賦課はAD協

定第3.4、3.5、4.1、9.2条に違

反するとしてインドが申立て。 

AADD (3, 4, 9)   

314. メキシコ

－EU産オリー

ブオイルに対

する暫定的相

殺関税措置 

EU 2004/ 8/18 協議要請 ①EU産オリーブオイルに対する

メキシコの暫定的相殺関税措置

は補助金協定第10、11、15、

16、17条及び農業協定13、21.1

条に違反するとしてEUが申立

て。 

AAAA (13, 21) 

SSCCMM (10, 11, 

15, 16, 17) 

 

315. EU－通関

措置 

米国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、中国、台湾、

香港、インド、韓

国】 

2004/ 9/21 協議要請 

2005/ 1/13 パネル設置要請 

2005/ 3/21 パネル設置 

2006/ 6/16 パネル報告書配布 

2006/ 8/14 米国が上級委申立て 

2006/11/13 上級委報告書配布 

2006/12/11 パネル・上級委報告書採択 

①EUによる産品の関税上の分類

又は評価に関する措置及び輸入

の要件、制限又は禁止の実施方

法がGATT第X条3項(a)の規定する

「一律の実施（uniform 

administration)」の義務に従っ

ていないとして、米国が申立

て。 

②米国の申立てのうち3件につい

てはEUによる関税分類及び関税

評価がGATT第X条3項(a)に違反す

るとしたが、5件については違反

がなく、また11件については米

国がEUの措置の違法性を十分証

明していないとした。 

③「関税措置全体」について法

的な判断を求めることはできな

い、としたパネルの判断を覆し

たが、事実関係が十分に審理さ

れていないとして、通関制度そ

のものに関する実体的判断は行

わず、デジタル・ビデオ・イン

ターフェース付きLCDモニターの

関税分類に関する共通関税の実

施についてのみ、GATT第X条3項

(a)違反を認め、それ以外のEUの

個別措置については、米国の申

立てを退ける判断を行った。 

GGAATTTT (X)  

316. EU及び加

盟国－大型民

米国 2004/10/ 6 協議要請 

2005/ 5/31 パネル設置要請 

①EUによる民間大型航空機企業

への補助金供給は補助金協定第

SSCCMM (1, 2, 3, 

5, 6) 

第II部

第7章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

間航空機の取

引に関連する

措置 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、韓国】 

2005/ 7/20 パネル設置 

2010/ 6/30 パネル報告書配布 

2010/ 7/21 EUが上級委申立て 

2010/ 8/19 米国が上級委申立て 

2011/ 5/18 上級委報告書配布 

2011/ 6/ 1 パネル・上級委報告書採択 

2011/12/ 9 米国が対抗措置承認申請、協

議要請（履行確認/米国申立て） 

2011/12/22 EUが仲裁を要請、仲裁に付託 

2012/ 1/12 シークエンス合意、協議要請

（履行確認/米国申立て） 

2012/ 1/19 仲裁手続中断 

2012/ 3/30 パネル設置要請（履行確認/米

国申立て） 

2012/ 4/13 パネル設置（履行確認/米国申

立て） 

2016/ 9/22 パネル報告書配布（履行確認/

米国申立て） 

2016/10/13 EUが上級委申立て（履行確認/

米国申立て） 

2016/11/10 米国が上級委申立て（履行確

認/米国申立て） 

2018/ 5/15 上級委報告書配布（履行確認/

米国申立て） 

2018/ 5/28 パネル・上級委報告書採択

（履行確認/米国申立て） 

2018/ 5/29 EUが協議要請（履行確認/EU申

立て） 

2018/ 7/13 米国が仲裁手続の再開要請 

2018/ 7/31 EUがパネル設置要請（履行確

認/EU申立て） 

2018/ 8/27 パネル設置（履行確認/EU申

立て） 

2019/10/ 2 仲裁判断配布、米国が対抗措

置の内容承認申請 

2019/10/14 対抗措置の内容承認 

2019/12/ 2 パネル報告書配布（履行確認

/EU申立て） 

2019/12/ 6 EUが上級委申立て（履行確認

/EU申立て） 

3.1(a)、3.2、5(a)、5(c)、

6.3(a)、6.3(b)、6.3(c)、6.4条

及びGATT第XVI.1条に違反すると

して米国が申立て。②パネル

は、EU及び加盟国の研究技術開

発資金供与は補助金協定第1条及

び第2条の補助金を構成すると、

補助金の存在を認め、EUが悪影

響を除去する措置を取らなかっ

たという米国の主張を認めた。 

③上級委は、約180億ドルのEUの

補助金について撤廃か米国への

悪影響除去を勧告（輸出補助金

として即時撤廃を求める）。 

GGAATTTT (III, 

XVI, XXIII) 

317. 米国－大

型民間航空機

の取引に関連

する措置 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、韓国】 

2004/10/ 6 協議要請 

2005/ 5/31 パネル設置要請 

2005/ 7/20 パネル設置 

①米国による民間大型航空機企

業への補助金供給は補助金協定

第3.1(a)、 (b)、3.2、5(a)、

(c)、6.3(a)、(b)、 (c)条及び

GATT第III.4条に違反するとして

EUが申立て。 

SSCCMM (3, 5, 6)  

GGAATTTT (III) 

第II部

第7章 

318. インド－

台湾製製品に

係るアンチ・

ダンピング措

置 

台湾 2004/10/28 協議要請 ①台湾製製品に係るインドのAD

協定措置はGATT VI.1、VI.2条及

びAD協定第1、2、3.1、3.2、

3.4、3.3、3.5、3.7、3.8、4、

5、6、7.4、12.1、12.2条に違反

として台湾が申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

12) 

GGAATTTT (VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

319. 米国－

1930年関税法

776条 

EU 2004/11/ 5 協議要請 ①米国の1930年関税法776条に基

づくダンピング決定はAD協定第

1、6、18.4条及びGATT第VI.1、

VI.2に違反するとしてEUが申立

て。 

AADD (1, 6, 18) 

GGAATTTT (VI) 

 

320. 米国－ホ

ルモン牛肉紛

争に係る対抗

措置の継続 

EU 

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、インド、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー】 

2004/11/ 8 協議要請 

2005/ 1/13 パネル設置要請 

2005/ 2/17 パネル設置 

2008/ 3/31 パネル報告書配布 

2008/ 5/29 EU が上級委申立て 

2008/ 6/10 米国が上級委申立て 

2008/10/16 上級委報告書配布 

2008/11/14 パネル・上級委報告書採択 

①米国によるホルモン・ケース

に係るWTO上の義務停止及びEU製

品に対する報復関税賦課の継続

はGATT第I、II条及びDSU第

23.1、23.2(a)、23.2 (c)、

22.8、21.5条に違反するとして

EUが申立て。 

②EUはホルモン・ケースにおけ

る自らの違反を是正したか否か

について立証していないため、

(a)DSU23.1条及び3.7条に違反す

るとした。(b)また、カナダ及び

米国はEUの通報後も対抗措置を

継続したとして23.1条及び23.2

条に違反したと認定した。(c)EU

のさらなる禁輸はSPS協定5.7条

の要件に合致しておらず同5.1条

に意反するとした。 

③(a)についてはパネル判断を支

持し、(b)と(c)はパネル判断を

覆したものの、(c)については事

実認定の不尽を理由に判断を行

わなかった。また、米国、カナ

ダ及びEUに対し、EUがSPS協定違

反である旨の判示にしたがい非

整合の措置を改めたか、また、

米国・カナダがWTO上の義務の停

止を継続していることが正当化

されるか否かについての米国、

カナダ、EU間の相違を解決する

ため、早急に履行確認パネルを

開始する旨DSBが当事者に求める

よう勧告。 

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

GGAATTTT (I, II) 

 

321. カナダ－

ホルモン牛肉

紛争に係る義

務の継続的な

延長 

EU 

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

インド、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、米国】 

2004/11/ 8 協議要請 

2005/ 1/13 パネル設置要請 

2005/ 2/17 パネル設置 

2008/ 3/31 パネル報告書配布 

2008/ 5/29 EUが上級委申立て 

2008/ 6/10 米国が上級委申立て 

2008/10/16 上級委報告書配布 

2008/11/14 パネル・上級委報告書採択 

DS320を参照 

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

GGAATTTT (I, II) 

 

322. 米国－ゼ

ロイング及び

サンセット・

レビューに係

る措置 

日本 

【アルゼンチン、

中国、EU、香港、

インド、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、台湾、タイ】 

2004/11/24 協議要請 

2005/ 2/ 4 パネル設置要請 

2005/ 2/28 パネル設置 

2006/ 9/20 パネル報告書配布 

2006/10/11 日本が上級委申立て 

2006/10/23 米国が上級委申立て 

2007/ 1/ 9 上級委報告書配布 

①米国の行政見直し等における

ゼロイング（ダンピング・マー

ジンを集計する際、国内価格を

上回る価格で輸出された製品の

価格データを無視する手法）は

GATT第VI条1項、2項及びAD協定

第1、2.1、2.4、2.4.2、3、

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 

18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

319. 米国－

1930年関税法

776条 

EU 2004/11/ 5 協議要請 ①米国の1930年関税法776条に基

づくダンピング決定はAD協定第

1、6、18.4条及びGATT第VI.1、

VI.2に違反するとしてEUが申立

て。 

AADD (1, 6, 18) 

GGAATTTT (VI) 

 

320. 米国－ホ

ルモン牛肉紛

争に係る対抗

措置の継続 

EU 

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中国、

台湾、インド、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー】 

2004/11/ 8 協議要請 

2005/ 1/13 パネル設置要請 

2005/ 2/17 パネル設置 

2008/ 3/31 パネル報告書配布 

2008/ 5/29 EU が上級委申立て 

2008/ 6/10 米国が上級委申立て 

2008/10/16 上級委報告書配布 

2008/11/14 パネル・上級委報告書採択 

①米国によるホルモン・ケース

に係るWTO上の義務停止及びEU製

品に対する報復関税賦課の継続

はGATT第I、II条及びDSU第

23.1、23.2(a)、23.2 (c)、

22.8、21.5条に違反するとして

EUが申立て。 

②EUはホルモン・ケースにおけ

る自らの違反を是正したか否か

について立証していないため、

(a)DSU23.1条及び3.7条に違反す

るとした。(b)また、カナダ及び

米国はEUの通報後も対抗措置を

継続したとして23.1条及び23.2

条に違反したと認定した。(c)EU

のさらなる禁輸はSPS協定5.7条

の要件に合致しておらず同5.1条

に意反するとした。 

③(a)についてはパネル判断を支

持し、(b)と(c)はパネル判断を

覆したものの、(c)については事

実認定の不尽を理由に判断を行

わなかった。また、米国、カナ

ダ及びEUに対し、EUがSPS協定違

反である旨の判示にしたがい非

整合の措置を改めたか、また、

米国・カナダがWTO上の義務の停

止を継続していることが正当化

されるか否かについての米国、

カナダ、EU間の相違を解決する

ため、早急に履行確認パネルを

開始する旨DSBが当事者に求める

よう勧告。 

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

GGAATTTT (I, II) 

 

321. カナダ－

ホルモン牛肉

紛争に係る義

務の継続的な

延長 

EU 

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

インド、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、米国】 

2004/11/ 8 協議要請 

2005/ 1/13 パネル設置要請 

2005/ 2/17 パネル設置 

2008/ 3/31 パネル報告書配布 

2008/ 5/29 EUが上級委申立て 

2008/ 6/10 米国が上級委申立て 

2008/10/16 上級委報告書配布 

2008/11/14 パネル・上級委報告書採択 

DS320を参照 

DDSSUU (3, 21, 

22, 23) 

GGAATTTT (I, II) 

 

322. 米国－ゼ

ロイング及び

サンセット・

レビューに係

る措置 

日本 

【アルゼンチン、

中国、EU、香港、

インド、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、台湾、タイ】 

2004/11/24 協議要請 

2005/ 2/ 4 パネル設置要請 

2005/ 2/28 パネル設置 

2006/ 9/20 パネル報告書配布 

2006/10/11 日本が上級委申立て 

2006/10/23 米国が上級委申立て 

2007/ 1/ 9 上級委報告書配布 

①米国の行政見直し等における

ゼロイング（ダンピング・マー

ジンを集計する際、国内価格を

上回る価格で輸出された製品の

価格データを無視する手法）は

GATT第VI条1項、2項及びAD協定

第1、2.1、2.4、2.4.2、3、

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 

18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

第I部第

2章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2007/ 1/23 パネル・上級委報告書採択 

2008/ 1/ 10 日本が対抗措置承認申請 

2008/ 1/18 米国が仲裁を要請 

2008/ 1/21 仲裁に付託 

2008/ 3/10 シークエンス合意 

2008/ 4/ 7 パネル設置要請（履行確認） 

2008/ 4/18 パネル設置（履行確認） 

2008/ 6/ 9 日米両国の合意に基づき仲裁

手続停止 

2009/ 4/24 パネル報告書配布（履行確

認） 

2009/ 5/20 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2009/ 8/18 上級委報告書配布（履行確

認） 

2009/ 8/31 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2010/ 4/23 日本が仲裁手続の再開要請 

2010/12/15 日米両国の合意に基づき仲裁

手続停止 

2011/ 9/12, 11/ 7, 11/30, 2012/ 1/12, 

2/ 1       仲裁手続停止延長 

2012/ 2/ 6 日米間で解決に向けた覚書に

合意 

2012/ 8/ 3 日本が仲裁手続取り下げ 

5.8、6.1、6.2、9、11、18.3、

18.4等に違反するとして日本が

申立て。 

②米国のAD協定手続のうち、(a)

初回調査において、国内価格及

び輸出価格の加重平均を用いて

ダンピング率を算出する際にゼ

ロイングを用いることはWTO協定

違反である、と判断しつつも、

(b)その他の手続（定期見直し

等）におけるゼロイングはWTO協

定違反ではない、と判断。 

③日本の主張を全面的に受け入

れ、個別措置を含めて、AD協定

手続のほとんどにおいて、ゼロ

イングを使用することはWTO協定

に違反すると認定し、この点に

関するパネルの結論を破棄。 

履行確認パネルの報告書では、

ゼロイング手法そのもの（as 

such）、及び、ゼロイングの個

別ケースにおける適用（as 

applied）について、是正がなさ

れておらず、米国はWTO勧告を履

行する義務を果たしていないと

認定された。上級委員会も、パ

ネル報告を全面的に支持する報

告書を発出し、米国がWTO勧告を

履行する義務を果たしていない

ことが確定した。 

323. 日本－海

苔の輸入割当

制度 

韓国 

【中国、EU、ニュ

ージーランド、米

国】 

2014/12/ 1 協議要請 

2005/ 2/ 4 パネル設置要請 

2005/ 3/21 パネル設置 

2006/ 1/23 二国間合意通報 

2006/ 2/ 1 パネル報告書(案件の経緯のみ

記載)配布 

①日本における韓国産の乾燥・

味付け海苔の輸入割当制度は

GATT第XI、X.3条及び農業協定第

4.2条及び輸入許可手続協定第

1.2、1.6条に違反するとして韓

国が申立て（韓国産海苔への輸

入割当を増やすとの合意により

妥結）。 

GGAATTTT (X, XI) 

IILL (1) 

 

324. 米国－タ

イ産のエビに

対する暫定ア

ンチ・ダンピ

ング措置 

タイ 
 

2004/12/ 9 協議要請 ①ゼロイング等の手法により決

定されたタイ産のエビに対する

米国の暫定AD協定措置は、AD協

定第1、2.4、2.4.2、6.8、

6.13、7.1条及び GATT第VI条に

違反するとしてタイが申立て。 

AADD (1, 2, 6, 

7) 

GGAATTTT (VI) 

 

325. 米国－メ

キシコ製ステ

ンレス鋼に対

するアンチ・

ダンピング決

定 

メキシコ 2005/ 1/ 5 協議要請 

 

 

①メキシコ製ステンレス鋼に対

する米国のAD協定決定はAD協定

第1、2、5、9、11、18.4条及び

GATT第VI条1項、2項、X条3項(a)

に違反するとしてメキシコが申

立て。 

GGAATTTT (VI, X) 

AADD (1, 2, 5, 

9, 11, 18) 

 

326. EU－チリ

産サーモンに

チリ 2005/ 2/ 8 協議要請 

2005/ 5/12 協議要請取り下げ 

①チリ産のサーモンに対するEU

のセーフガード措置は、SG協定

GGAATTTT (XIX) 

SSGG (2, 4, 5) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

対するセーフ

ガード措置 

第2、4、5条及びGATT第XIX条に

違反するとしてチリが申立て。 

327. エジプト

－パキスタン

製マッチに対

するアンチ・

ダンピング課

税 

パキスタン 

【日本、中国、EU、

米国】 

2005/ 2/21 協議要請 

2005/ 6/ 9 パネル設置要請 

2005/ 7/20 パネル設置 

2006/ 3/27 二国間合意通報 

①パキスタン製マッチへのエジ

プトのAD協定課税に係る手続や

ダンピング決定手法は、AD協定

及びGATTの関連規定に違反する

としてパキスタンが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

6, 12, 18) 

GGAATTTT (VI, 

XXIII) 

 

328. EU－サー

モンに対する

セーフガード

措置最終決定 

ノルウェー 
 

2005/ 3/ 1 協議要請 ①EUによる外国産サーモンに係

るセーフガード措置（関税割当

や最低価格制度等）の最終決定

は、SG協定第2、3、4、5、7、11

条及びGATT第XIX条に違反すると

してノルウェーが申立て。  

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 11) 

GGAATTTT (XIX) 

 

329. パナマ－

乳製品に関す

る関税分類 

メキシコ 2005/ 3/16 協議要請 

2005/ 9/20 二国間合意通報 

①パナマによるミルクの加工製

品に係る関税分類の変更（従来

の「加工ミルク製品」を「粉ミ

ルク」と「その他」に再分類

し、「その他」について関税率

を引上げ）は、GATT第I、II、

XXVIII条及び農業協定第4条に違

反するとともに、メキシコの協

定上の利益を無効化・侵害して

いるとしてメキシコが申立て。 

GGAATTTT (I, II, 

XXVIII) 

AAAA (4) 

 

330. アルゼン

チン－オリー

ブオイル、小

麦グルテン及

び桃缶詰に対

する相殺関税 

EU 2005/ 4/29 協議要請 ①アルゼンチンの輸入オリーブ

オイル、小麦グルテン及び桃缶

詰に対する相殺関税は、その決

定にあたって、補助金の存在や

国内産業における「実質的な損

害」の認定等に問題があり、

GATT第VI条3項及び補助金協定第

1、10、11、12、14、19、21に違

反するとしてEUが申立て。 

SSCCMM (1, 10, 

11, 12, 14, 

19, 21) 

GGAATTTT (VI) 

 

 

331. メキシコ

－グアテマラ

製鋼管へのア

ンチ・ダンピ

ング税賦課 

グアテマラ 

【日本、中国、EU、

ホンジュラス、米

国】 

2005/ 6/17 協議要請 

2006/ 2/ 6 パネル設置要請 

2006/ 3/17 パネル設置 

2007/ 6/ 8 パネル報告書配布 

2007/ 7/24 パネル報告書採択 

①メキシコによるグアテマラ製

鋼管へのAD協定税の調査及び賦

課は、GATT第VI条及びAD協定第

1、2、3、4、5、6、9、12、18条

及び附属書IIに違反するとして

グアテマラが申立て。 

②メキシコ当局が不十分な証拠

に基づいて調査開始をしたとし

て、AD協定第5、6条違反等を認

定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

12, 18) 

GGAATTTT (VI) 

 

332. ブラジル

－再生タイヤ

の輸入に関す

る措置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、豪州、中国、

キューバ、グアテ

マラ、韓国、メキ

シコ、パラグア

イ、台湾、タイ、

米国】 

2005/ 6/20 協議要請 

2005/11/17 パネル設置要請 

2006/ 1/20 パネル設置 

2007/ 6/12 パネル報告書配布 

2007/ 9/ 3 EUが上級委申立て 

2007/12/ 3 上級委報告書配布 

2007/12/17 パネル・上級委報告書採択 

2008/ 6/ 4 EUがRPTについて仲裁要請 

①ブラジルによる再生タイヤの

輸入禁止措置、輸入禁止に伴う

罰則金制度及びメルコスール諸

国に対する同措置の適用除外

は、GATT第I条1項、III条4項、

XI条1項、XIII条1項に違反する

としてEUが申立て。 

②ブラジルの措置はGATT第XX条

(b)の例外措置への該当性を認め

GGAATTTT (I, III, 

XI, XIII) 

第II部

第3章 

第II部 

第4章 

第II部

第16章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

対するセーフ

ガード措置 

第2、4、5条及びGATT第XIX条に

違反するとしてチリが申立て。 

327. エジプト

－パキスタン

製マッチに対

するアンチ・

ダンピング課

税 

パキスタン 

【日本、中国、EU、

米国】 

2005/ 2/21 協議要請 

2005/ 6/ 9 パネル設置要請 

2005/ 7/20 パネル設置 

2006/ 3/27 二国間合意通報 

①パキスタン製マッチへのエジ

プトのAD協定課税に係る手続や

ダンピング決定手法は、AD協定

及びGATTの関連規定に違反する

としてパキスタンが申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

6, 12, 18) 

GGAATTTT (VI, 

XXIII) 

 

328. EU－サー

モンに対する

セーフガード

措置最終決定 

ノルウェー 
 

2005/ 3/ 1 協議要請 ①EUによる外国産サーモンに係

るセーフガード措置（関税割当

や最低価格制度等）の最終決定

は、SG協定第2、3、4、5、7、11

条及びGATT第XIX条に違反すると

してノルウェーが申立て。  

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 11) 

GGAATTTT (XIX) 

 

329. パナマ－

乳製品に関す

る関税分類 

メキシコ 2005/ 3/16 協議要請 

2005/ 9/20 二国間合意通報 

①パナマによるミルクの加工製

品に係る関税分類の変更（従来

の「加工ミルク製品」を「粉ミ

ルク」と「その他」に再分類

し、「その他」について関税率

を引上げ）は、GATT第I、II、

XXVIII条及び農業協定第4条に違

反するとともに、メキシコの協

定上の利益を無効化・侵害して

いるとしてメキシコが申立て。 

GGAATTTT (I, II, 

XXVIII) 

AAAA (4) 

 

330. アルゼン

チン－オリー

ブオイル、小

麦グルテン及

び桃缶詰に対

する相殺関税 

EU 2005/ 4/29 協議要請 ①アルゼンチンの輸入オリーブ

オイル、小麦グルテン及び桃缶

詰に対する相殺関税は、その決

定にあたって、補助金の存在や

国内産業における「実質的な損

害」の認定等に問題があり、

GATT第VI条3項及び補助金協定第

1、10、11、12、14、19、21に違

反するとしてEUが申立て。 

SSCCMM (1, 10, 

11, 12, 14, 

19, 21) 

GGAATTTT (VI) 

 

 

331. メキシコ

－グアテマラ

製鋼管へのア

ンチ・ダンピ

ング税賦課 

グアテマラ 

【日本、中国、EU、

ホンジュラス、米

国】 

2005/ 6/17 協議要請 

2006/ 2/ 6 パネル設置要請 

2006/ 3/17 パネル設置 

2007/ 6/ 8 パネル報告書配布 

2007/ 7/24 パネル報告書採択 

①メキシコによるグアテマラ製

鋼管へのAD協定税の調査及び賦

課は、GATT第VI条及びAD協定第

1、2、3、4、5、6、9、12、18条

及び附属書IIに違反するとして

グアテマラが申立て。 

②メキシコ当局が不十分な証拠

に基づいて調査開始をしたとし

て、AD協定第5、6条違反等を認

定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

12, 18) 

GGAATTTT (VI) 

 

332. ブラジル

－再生タイヤ

の輸入に関す

る措置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、豪州、中国、

キューバ、グアテ

マラ、韓国、メキ

シコ、パラグア

イ、台湾、タイ、

米国】 

2005/ 6/20 協議要請 

2005/11/17 パネル設置要請 

2006/ 1/20 パネル設置 

2007/ 6/12 パネル報告書配布 

2007/ 9/ 3 EUが上級委申立て 

2007/12/ 3 上級委報告書配布 

2007/12/17 パネル・上級委報告書採択 

2008/ 6/ 4 EUがRPTについて仲裁要請 

①ブラジルによる再生タイヤの

輸入禁止措置、輸入禁止に伴う

罰則金制度及びメルコスール諸

国に対する同措置の適用除外

は、GATT第I条1項、III条4項、

XI条1項、XIII条1項に違反する

としてEUが申立て。 

②ブラジルの措置はGATT第XX条

(b)の例外措置への該当性を認め

GGAATTTT (I, III, 

XI, XIII) 

第II部

第3章 

第II部 

第4章 

第II部

第16章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2008/ 8/29 仲裁人がRPTを12/17までと決

定 

2009/ 1/ 7 シークエンス合意 

たが、ブラジル国内裁判所によ

る仮差し止め命令に基づく中古

タイヤ輸入が著しい量である点

は「偽装された貿易制限」であ

り同条柱書きを満たさないとし

てGATT第XI条違反を認定。 

③GATT第XX条柱書の判断につい

ては差別の理由・合理性に基づ

いて行うべきであるとして、パ

ネルが採用した数量基準を否定

したが、GATT第XI条違反という

結論は支持。 

333. ドミニカ

共和国－コス

タリカからの

輸入に係る外

国為替手数料 

コスタリカ 2005/ 9/12 協議要請 ①ドミニカ共和国の外貨取引に

係る為替手数料（13%）は、GATT

第II条1項（b）の規定する課徴

金に該当し、同条項及びその他

関連条項に違反するとしてコス

タリカが申立て。 

GGAATTTT (II)  

334. トルコー

コメの輸入に

係る措置 

米国 

【アルゼンチン、

豪州、中国、エジ

プト、EU、韓国、

パキスタン、タ

イ】 

2005/11/ 2 協議要請 

2006/ 2/ 6 パネル設置要請 

2006/ 3/17 パネル設置 

2007/ 9/21 パネル報告書配布 

2007/10/22 パネル報告書採択 

2007/11/20 トルコが履行の意思表明 

2008/ 5/ 7  シークエンス合意 

①トルコによる米国産米の輸入

に係る措置（譲許税率を超える

税率での輸入ライセンスの発

給、関税割当にあたっての輸入

者への国産米購入義務づけ等）

はTRIMs協定第2条、GATT第III、

XI条、農業協定第4条及び輸入許

可手続協定第1、3、5条に違反す

るとして米国が申立て。 

②農業協定第4条違反等を認定。 

TTRRIIMMss (2) 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4) 

IILL (1, 3, 5) 

 

335. 米国－エ

クアドル産エ

ビに対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

エクアドル 

【日本、ブラジ

ル、チリ、中国、

EU、インド、韓国、

メキシコ、タイ】 

2005/11/17 協議要請 

2006/ 6/ 8 パネル設置要請 

2006/ 7/19 パネル設置 

2007/ 1/20 パネル報告書配布 

2007/ 2/20 パネル報告書採択 

①米国が、初回調査において、

エクアドル産エビのダンピン

グ・マージン計算に「ゼロイン

グ」手法を使い、これに基づき

AD協定税の賦課を行ったこと

は、GATT第IV条及びAD協定第

2.4.2条等に違反するとしてエク

アドルが申立て。 

②初回調査におけるダンピング

の最終認定及びAD協定税の最終

決定におけるゼロイングの適用

は、AD協定第2.4.2条に反すると

判断。 

AADD (1, 2, 5, 

6, 9, 18) 

GGAATTTT (VI) 

 

336. 日本－韓

国製DRAMチッ

プに対する相

殺関税措置 

韓国 

【中国、EU、台湾、

米国】 

2006/ 3/14 協議要請 

2006/ 5/18 パネル設置要請 

2006/ 6/19 パネル設置 

2007/ 7/13 パネル報告書配布 

2007/ 8/30 日本が上級委申立て 

2007/11/28 上級委報告書配布 

2007/12/17 パネル・上級委報告書採択 

2008/ 2/25 韓国がRPTについて仲裁を要請 

2008/ 5/ 5 仲裁人がRPTを9/1 までと決定 

2008/ 9/ 9 シークエンス合意 

2008/ 9/ 9 パネル設置要請（履行確認） 

①日本による韓国製DRAM

（Dynamic Random Access 

Memories）に対する相殺関税賦

課は、GATT第VI条3項、X条3項、

補助金協定第1、2、10、11、

12、14、15、15.5、19、19.1、

21、22及び32.1条に反するとし

て韓国が申立て。 

②政府による委託又は指示の認

定にいて補助金協定第1条a項

(1)(iv)の、補助金額の算定を債

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 

15, 19, 21, 

22, 32) 

GGAATTTT (VI, X) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2008/ 9/23 パネル設置（履行確認） 

2009/ 3/ 4 パネル手続停止（履行確認） 

2010/ 3/ 5 パネル設置根拠喪失（履行確

認） 

務者ではなく債権者を規準に行

っている点で14条、また、19.4

条違反を認定した。 

③補助金協定第1条については証

拠が合理的に結論を支持してい

るかについて判断すべきであ

る、また、14条について基準は

市場の1種類のみであるとして、

一部の論点についてパネルの判

断を破棄した。 

337. EU－ノル

ウェー産サー

モンへのアン

チ・ダンピン

グ措置 

ノルウェー 

【日本、カナダ、

中国、香港、韓国、

米国】 

2006/ 3/17 協議要請 

2006/ 5/29 パネル設置要請 

2006/ 6/22 パネル設置 

2006/11/16 パネル報告書配布 

2008/ 1/15 パネル報告書採択 

2008/ 2/ 8 EUが履行の意思表明 

2008/ 5/ 6 RPTについて合意 

2008/11/15 RPT終了 

①EUによるノルウェー産養殖サ

ーモンのダンピング最終決定

と、暫定的なAD協定税の賦課

は、GATT第VI条、AD協定第1、

2、3、5、 6、9、12、18条の関

連条項及び附属書IとIIに反する

としてノルウェーが申立て。 

②AD協定第2、3、4、5、6、9条

の関連条項についてEUの違反を

認定。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

12, 18) 

GGAATTTT (VI) 

 

338. カナダ－

米国産トウモ

ロコシへのア

ンチ・ダンピ

ング及び相殺

関税 

米国 

 

2006/ 3/17 協議要請 ①カナダによる米国産粒トウモ

ロコシへのAD協定税及び相殺関

税の暫定賦課は、AD協定第1、

3、7、12.2.1条、補助金協定第

5、10、17、22.4条及びGATT第VI

条に反するとして米国が申立

て。 

AADD (1, 3, 7, 

12) 

SSCCMM (10, 15, 

17, 22) 

GGAATTTT (VI) 

 

339. 中国－自

動車部品の輸

入に関連する

措置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジルメキシコ、台

湾、タイ】 

2006/ 3/30 協議要請 

2006/ 9/15 パネル設置要請 

2006/10/26 パネル設置（「DS340」、

「DS342」と併合） 

2008/ 7/18 パネル報告書配布 

2008/ 9/15 中国が上級委申立て 

2008/12/15 上級委報告書配布 

2009/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

2009/ 2/27 RPTについて合意 

2009/ 9/ 1 RPT終了 

①中国が「自動車産業発展政

策」において、輸入自動車部品

が完成車の特徴を備えていると

認定される場合、自動車部品で

はなく完成車としての特徴を備

えていると認定し、完成車の関

税率を適用するとしていること

は、GATT第II条1項(a)、II条1項

(b)、III条1項、III条4項、III

条5項、TRIMs協定2.1、2.2条、

補助金協定第3条及び加盟議定

書・作業部会報告書の関連条項

に反するとしてEU、米国及びカ

ナダが申立て。 

②(a)中国による当該措置は、

GATT第III条2項にいう内国税で

あり、GATT第II条1項(b)におけ

る「通常の関税」には当たらな

いと判断。(b)中国による当該措

置は、同種の国内産自動車部品

には適用されず輸入品にのみ適

用されるものであり、GATT第III

条2項に非整合と判断。(c)中国

による当該措置は、同種の国内

産自動車部品より不利な待遇

(less favorable treatment)を

GGAATTTT (II, III, 

XI, XIII) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2008/ 9/23 パネル設置（履行確認） 

2009/ 3/ 4 パネル手続停止（履行確認） 

2010/ 3/ 5 パネル設置根拠喪失（履行確

認） 

務者ではなく債権者を規準に行

っている点で14条、また、19.4

条違反を認定した。 

③補助金協定第1条については証

拠が合理的に結論を支持してい

るかについて判断すべきであ

る、また、14条について基準は

市場の1種類のみであるとして、

一部の論点についてパネルの判

断を破棄した。 

337. EU－ノル

ウェー産サー

モンへのアン

チ・ダンピン

グ措置 

ノルウェー 

【日本、カナダ、

中国、香港、韓国、

米国】 

2006/ 3/17 協議要請 

2006/ 5/29 パネル設置要請 

2006/ 6/22 パネル設置 

2006/11/16 パネル報告書配布 

2008/ 1/15 パネル報告書採択 

2008/ 2/ 8 EUが履行の意思表明 

2008/ 5/ 6 RPTについて合意 

2008/11/15 RPT終了 

①EUによるノルウェー産養殖サ

ーモンのダンピング最終決定

と、暫定的なAD協定税の賦課

は、GATT第VI条、AD協定第1、

2、3、5、 6、9、12、18条の関

連条項及び附属書IとIIに反する

としてノルウェーが申立て。 

②AD協定第2、3、4、5、6、9条

の関連条項についてEUの違反を

認定。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

12, 18) 

GGAATTTT (VI) 

 

338. カナダ－

米国産トウモ

ロコシへのア

ンチ・ダンピ

ング及び相殺

関税 

米国 

 

2006/ 3/17 協議要請 ①カナダによる米国産粒トウモ

ロコシへのAD協定税及び相殺関

税の暫定賦課は、AD協定第1、

3、7、12.2.1条、補助金協定第

5、10、17、22.4条及びGATT第VI

条に反するとして米国が申立

て。 

AADD (1, 3, 7, 

12) 

SSCCMM (10, 15, 

17, 22) 

GGAATTTT (VI) 

 

339. 中国－自

動車部品の輸

入に関連する

措置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジルメキシコ、台

湾、タイ】 

2006/ 3/30 協議要請 

2006/ 9/15 パネル設置要請 

2006/10/26 パネル設置（「DS340」、

「DS342」と併合） 

2008/ 7/18 パネル報告書配布 

2008/ 9/15 中国が上級委申立て 

2008/12/15 上級委報告書配布 

2009/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

2009/ 2/27 RPTについて合意 

2009/ 9/ 1 RPT終了 

①中国が「自動車産業発展政

策」において、輸入自動車部品

が完成車の特徴を備えていると

認定される場合、自動車部品で

はなく完成車としての特徴を備

えていると認定し、完成車の関

税率を適用するとしていること

は、GATT第II条1項(a)、II条1項

(b)、III条1項、III条4項、III

条5項、TRIMs協定2.1、2.2条、

補助金協定第3条及び加盟議定

書・作業部会報告書の関連条項

に反するとしてEU、米国及びカ

ナダが申立て。 

②(a)中国による当該措置は、

GATT第III条2項にいう内国税で

あり、GATT第II条1項(b)におけ

る「通常の関税」には当たらな

いと判断。(b)中国による当該措

置は、同種の国内産自動車部品

には適用されず輸入品にのみ適

用されるものであり、GATT第III

条2項に非整合と判断。(c)中国

による当該措置は、同種の国内

産自動車部品より不利な待遇

(less favorable treatment)を

GGAATTTT (II, III, 

XI, XIII) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

輸入品に課しており、GATT第III

条4項に非整合と判断。 

③(a)～(c)いずれもパネルの判

断を支持し、中国に対して、

GATT上の義務を履行するようDSB

が要求するよう勧告。 

340. 中国－自

動車部品の輸

入に関連する

措置 

米国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、メキシコ、

台湾、タイ】 

2006/ 3/30 協議要請 

2006/ 9/15 パネル設置要請 

2006/10/26 パネル設置（「DS339」、

「DS342」と併合） 

2008/ 7/18 パネル報告書配布 

2008/ 9/15 中国が上級委申立て 

2008/12/15 上級委報告書配布 

2009/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

2009/ 2/27 RPTについて合意 

2009/ 9/ 1 RPT終了 

DS339を参照 

GGAATTTT  (II, III, 

XI) 

TTRRIIMMss  (2) 

SSCCMM  (3) 

 

341. メキシコ

－EU産オリー

ブ油への相殺

関税最終決定 

EU 

【日本、カナダ、

中国、ノルウェ

ー、米国】 

2006/ 3/31 協議要請 

2006/12/ 7 パネル設置要請 

2007/ 1/23 パネル設置 

2008/ 9/ 4 パネル報告書配布 

2008/10/21 パネル報告書採択 

①メキシコによるEU産オリーブ

油への相殺関税調査及び相殺関

税の賦課は、GATT第VI条、補助

金協定第1、10、11、12、13、

14、15、16、19、22、32条及び

農業協定第13、21条に反すると

してEUが申立て。 

②国内産業の定義について、申

請者が申請をした時点で、ある

いは、調査期間中に生産を行っ

ていない場合には国内産業を構

成しないというEUの主張に対

し、補助金協定第16.1条では申

請時点、あるいは、調査期間中

に生産を行っていなければなら

ないことまで求めているのでは

ないとして、EUの主張を棄却し

た。他方、メキシコ政府が行っ

たEU産オリーブオイルに関する

2000年～2003年の期間の損害調

査は18ヶ月を超過しているため

補助金協定11.11条の違反を認定

した。 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (1, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

19, 22) 

AAAA (13, 21) 

 

342. 中国－自

動車部品の輸

入に関連する

措置 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、メキシコ、

台湾、タイ】 

2006/ 4/13 協議要請 

2006/ 9/15 パネル設置要請 

2006/10/26 パネル設置(｢DS339｣、

「DS340」と併合) 

2008/ 7/18 パネル報告書配布 

2008/ 9/15 中国が上級委申立て 

2008/12/15 上級委報告書配布 

2009/ 1/12 パネル・上級委報告書採択 

2009/ 2/27 RPTについて合意 

2009/ 9/ 1 RPT終了 

DS339 を参照 

GGAATTTT (II, III, 

X) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3) 

 

 

 

343. 米国－タ

イ産エビへの

措置 

タイ 

【日本、ブラジ

ル、チリ、中国、

2006/ 4/24 協議要請 

2006/ 9/15 パネル設置要請 

2006/10/26 パネル設置 

①米国によるタイ産エビへのAD

協定仮決定・最終決定における

「ゼロイング」の適用及び算定

AADD (1, 2, 3, 

5, 7, 9, 18) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

EU、インド、韓国、

メキシコ、ベトナ

ム】 

2008/ 2/29 パネル報告書配布 

2008/ 4/17 タイが上級委申立て 

2008/ 4/29 米国が上級委申立て 

2008/ 7/16 上級委報告書配布 

2008/ 8/ 1 パネル・上級委報告書採択 

2008/10/31 RPTについて合意 

2009/ 4/ 1 RPT終了 

されたダンピング・マージンに

基づくAD協定税の賦課は、AD協

定第1、2.1、2.4、2.4.2、3.1～

3.5、5.8、9.2、9.3条及びGATT

第2、3、6条に反し、また、米国

によるボンド要求それ自体及び

タイ産エビ輸入への適用は、

GATT第I、II、III、XI条1項、

XIII条1項、XX条(d)に反すると

してタイが申立て。  

②米国の措置はAD協定18.1条に

非整合であると認定。 

③米国の措置はAD協定18.1条に

非整合であるとしたパネル決定

を支持。DSBに対し、米国にWTO

協定上の義務の履行を求めるよ

う勧告する旨の報告書を配布。 

GGAATTTT (I, II, 

III, VI, XI, 

XIII, XX) 

344. 米国－メ

キシコ製ステ

ンレス鋼への

ダンピング最

終決定 

メキシコ 

【日本、ブラジ

ル、チリ、中国、

EU、韓国、タイ】 

2006/ 5/26 協議要請 

2006/10/12 パネル設置要請 

2006/10/26 パネル設置 

2007/12/20 パネル報告書配布 

2008/ 1/31 メキシコが上級委申立て   

2008/ 4/30 上級委報告書配布 

2008/ 5/20 パネル・上級委報告書採択 

2008/ 8/11 メキシコがRPTについて仲裁を

要請 

2008/10/31 仲裁人がRPTを2009/4/30に決

定 

2009/ 4/30 RPT終了 

2009/ 5/18 シークエンス合意 

2009/ 8/19 協議要請（履行確認） 

2010/ 9/ 7 パネル設置要請（履行確認） 

2010/ 9/21 パネル設置（履行確認） 

2012/ 4/27, 5/14, 5/31 メキシコの申請

により履行確認パネル手続を停止 

2013/ 4/ 8 二国間合意通報 

2013/ 5/ 6 パネル報告書配布(案件の経緯

のみ記載) 

①米国によるメキシコ製ステン

レス鋼へのAD協定最終決定につ

いて、米国1930年関税法の関連

規定、商務省の関連規則及びダ

ンピング・マージンの初回調査

及び行政見直しに係るゼロイン

グの適用は、GATT第VI条、AD協

定第1、2.1、2.4、2.4.2、5、

6.10、9、11、18条及びWTO設立

協定第XVI.4条に反するとしてメ

キシコが申立て。 

③初回調査W－W比較におけるゼ

ロイングのAD協定9.3条違反を認

定しつつも、定期見直しにおけ

る違法性を否定。 

③定期見直しにおける違法性を

認定し、パネルの判断を破棄。 

AADD (1, 2, 5, 

6, 11, 18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

 

345. 米国－ア

ンチ・ダンピ

ング・相殺関

税に基づくボ

ンド指令 

インド 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、タ

イ】 

2006/ 6/ 6 協議要請 

2006/10/13 パネル設置要請 

2006/11/21 パネル設置 

2008/ 2/29 パネル報告書配布 

2008/ 4/17 インドが上級委申立て 

2008/ 4/29 米国が上級委申立て 

2008/ 7/16 上級委報告書配布 

2008/ 8/ 1 パネル・上級委報告書採択 

2008/10/31 RPTについて合意 

2009/ 4/ 1 RPT終了 

①米国の改正ボンド指令及びイ

ンド産エビへの拡張的なボンド

要求は、AD協定第1、7.1、7.2、

7.4、7.5、9.2、9.3、9.3.1、

18.1、18.5条、GATT第I、II、

III、VI条2項、3項、X、XI、

XIII条及び補助金協定第10、

17.4、17.5、19.3、19.4、

32.1、32.5条に反するとしてイ

ンドが申立て。 

②米国の措置はAD協定18.1条に

非整合であると認定。 

③米国の措置はAD協定18.1条に

非整合であるとしたパネルの決

定を支持。DSBに対し、米国に

AADD (1, 2, 7, 

9, 18) 

GGAATTTT (I, II, 

VI, X, XI, 

XIII) 

SSCCMM (1, 10, 

14, 17, 19, 

32) 

WWTTOO (XVI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

EU、インド、韓国、

メキシコ、ベトナ

ム】 

2008/ 2/29 パネル報告書配布 

2008/ 4/17 タイが上級委申立て 

2008/ 4/29 米国が上級委申立て 

2008/ 7/16 上級委報告書配布 

2008/ 8/ 1 パネル・上級委報告書採択 

2008/10/31 RPTについて合意 

2009/ 4/ 1 RPT終了 

されたダンピング・マージンに

基づくAD協定税の賦課は、AD協

定第1、2.1、2.4、2.4.2、3.1～

3.5、5.8、9.2、9.3条及びGATT

第2、3、6条に反し、また、米国

によるボンド要求それ自体及び

タイ産エビ輸入への適用は、

GATT第I、II、III、XI条1項、

XIII条1項、XX条(d)に反すると

してタイが申立て。  

②米国の措置はAD協定18.1条に

非整合であると認定。 

③米国の措置はAD協定18.1条に

非整合であるとしたパネル決定

を支持。DSBに対し、米国にWTO

協定上の義務の履行を求めるよ

う勧告する旨の報告書を配布。 

GGAATTTT (I, II, 

III, VI, XI, 

XIII, XX) 

344. 米国－メ

キシコ製ステ

ンレス鋼への

ダンピング最

終決定 

メキシコ 

【日本、ブラジ

ル、チリ、中国、

EU、韓国、タイ】 

2006/ 5/26 協議要請 

2006/10/12 パネル設置要請 

2006/10/26 パネル設置 

2007/12/20 パネル報告書配布 

2008/ 1/31 メキシコが上級委申立て   

2008/ 4/30 上級委報告書配布 

2008/ 5/20 パネル・上級委報告書採択 

2008/ 8/11 メキシコがRPTについて仲裁を

要請 

2008/10/31 仲裁人がRPTを2009/4/30に決

定 

2009/ 4/30 RPT終了 

2009/ 5/18 シークエンス合意 

2009/ 8/19 協議要請（履行確認） 

2010/ 9/ 7 パネル設置要請（履行確認） 

2010/ 9/21 パネル設置（履行確認） 

2012/ 4/27, 5/14, 5/31 メキシコの申請

により履行確認パネル手続を停止 

2013/ 4/ 8 二国間合意通報 

2013/ 5/ 6 パネル報告書配布(案件の経緯

のみ記載) 

①米国によるメキシコ製ステン

レス鋼へのAD協定最終決定につ

いて、米国1930年関税法の関連

規定、商務省の関連規則及びダ

ンピング・マージンの初回調査

及び行政見直しに係るゼロイン

グの適用は、GATT第VI条、AD協

定第1、2.1、2.4、2.4.2、5、

6.10、9、11、18条及びWTO設立

協定第XVI.4条に反するとしてメ

キシコが申立て。 

③初回調査W－W比較におけるゼ

ロイングのAD協定9.3条違反を認

定しつつも、定期見直しにおけ

る違法性を否定。 

③定期見直しにおける違法性を

認定し、パネルの判断を破棄。 

AADD (1, 2, 5, 

6, 11, 18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

 

345. 米国－ア

ンチ・ダンピ

ング・相殺関

税に基づくボ

ンド指令 

インド 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、タ

イ】 

2006/ 6/ 6 協議要請 

2006/10/13 パネル設置要請 

2006/11/21 パネル設置 

2008/ 2/29 パネル報告書配布 

2008/ 4/17 インドが上級委申立て 

2008/ 4/29 米国が上級委申立て 

2008/ 7/16 上級委報告書配布 

2008/ 8/ 1 パネル・上級委報告書採択 

2008/10/31 RPTについて合意 

2009/ 4/ 1 RPT終了 

①米国の改正ボンド指令及びイ

ンド産エビへの拡張的なボンド

要求は、AD協定第1、7.1、7.2、

7.4、7.5、9.2、9.3、9.3.1、

18.1、18.5条、GATT第I、II、

III、VI条2項、3項、X、XI、

XIII条及び補助金協定第10、

17.4、17.5、19.3、19.4、

32.1、32.5条に反するとしてイ

ンドが申立て。 

②米国の措置はAD協定18.1条に

非整合であると認定。 

③米国の措置はAD協定18.1条に

非整合であるとしたパネルの決

定を支持。DSBに対し、米国に

AADD (1, 2, 7, 

9, 18) 

GGAATTTT (I, II, 

VI, X, XI, 

XIII) 

SSCCMM (1, 10, 

14, 17, 19, 

32) 

WWTTOO (XVI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

WTO協定上の義務の履行を求める

よう勧告する旨の報告書を配

布。 

346. 米国－ア

ルゼンチン製

油井管へのア

ンチ・ダンピ

ング行政見直

し 

アルゼンチン 2006/ 6/20 協議要請 ①米国のアルゼンチン製油井管

へのAD協定行政見直しは、AD協

定第2.2、2.4、6.1、6.2、6.6、

6.8、6.9、9.2、9.3、12.2、

12.2.2条、附属書II及びGATT第

VI条に反し、また、ダンピン

グ・マージンの算定に関する米

国1930年関税法の規定はAD協定

第2.2.2条及びGATT第VI条に反す

るとしてアルゼンチンが申立

て。 

AADD (1, 2, 6, 

9, 12, 18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

 

347. EU及び加

盟国－大型民

間航空機の取

引に関連する

措置（二次申

立て） 

米国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、韓国】 

2006/ 1/31 協議要請 

2006/ 4/10 パネル設置要請 

2006/ 5/ 9 パネル設置 

2006/10/ 6 米国がパネル手続停止要請 

2007/10/ 7 パネル設置根拠喪失 

①EUによる民間大型航空機企業

への補助金供給は補助金協定第

3.1(a)(b)、3.2、5(a)、5(c)、 

6.3(a)、6.3(b)、6.3(c)、6.4条

及びGATT第III.4、XVI.1条に違

反するとして米国が申立て（先

行していたDS316への付託事項を

拡張するための二次申立て）。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7) 

GGAATTTT (III, 

XVI) 

第II部

第7章 

348. コロンビ

ア－パナマか

らの物品輸入

に関する税関

措置 

パナマ 2006/ 7/20 協議要請 

2006/12/ 1 二国間合意通報 

①コロンビアによるパナマから

の物品輸入に関する税関措置

（関税額の算定方法、輸入港の

制限、インボイスへの追加的な

情報記載要求）は、関税評価協

定第1、7、13条及び附属書I総

則、GATT第I条1項、II条1項

(a)(b)、V条6項、X条1項、X条3

項(a)、XI条1項、XIII条1項に反

するとしてパナマが申立て。 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

13) 

GGAATTTT (I, II, 

V, X, XI, 

XIII)  

 

349. EU－ニン

ニクへの関税

割当関連措置 

アルゼンチン 2006/ 9/ 6 協議要請 ①二国間合意に基づくEUの中国

産生鮮・冷凍ニンニクへの関税

割当枠拡大は、他国が交渉によ

って得た権利を損なうものであ

り、GATT第XXIV条6項、GATT第

XXVIII条及びWTO設立協定第

XVI.4条等に反するとしてアルゼ

ンチンが申立て。 

GGAATTTT (XXIV, 

XXVIII) 

WWTTOO (XVI) 

 

350. 米国－ゼ

ロイング手法

の維持と継続

的な適用 

EU 

【日本、ブラジ

ル、中国、エジプ

ト、インド、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、台湾、タイ】 

2006/10/ 2 協議要請 

2006/10/ 9 追加協議要請 

2007/ 5/10 パネル設置要請 

2007/ 6/ 4 パネル設置 

2008/10/ 1 パネル報告書配布 

2008/11/ 6 EUが上級委申立て 

2008/11/18 米国が上級委申立て 

2009/ 2/ 4 上級委報告書配布 

2009/ 2/19 パネル・上級委報告書採択 

2009/ 6/ 2 RPTについて合意 

2009/12/19 RPT終了 

2010/ 1/ 4 シークエンス合意 

①米国によるダンピング・マー

ジンの行政見直し最終決定にお

けるゼロイング適用の維持は、

AD協定第1、2.1、2.4、2.4.2、

9.1、9.3、9.5、 11、18.4条、

GATT第VI条及びWTO設立協定第

XVI.4条に反するとしてEUが申立

て。 

②③米国によるイタリアのボー

ルベアリング等に対するAD協定

調査にあたってゼロイングが用

いられたことについて争われた

AADD (1, 2, 5, 

9, 11, 18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2012/ 2/ 6 米EU間で解決に向けた覚書に

合意 

本件について、米国のゼロイン

グ等AD協定9.3条に違反しており

WTO非整合とし、DSBが米国に対

し、それらの措置をWTO協定整合

的に改めるよう求めるよう勧

告。 

351. チリ－乳

製品への暫定

セーフガード

措置 

アルゼンチン 

【米国】 

2006/10/25 協議要請 

2007/ 3/ 8パネル設置要請 

2007/ 4/24 パネル設置 

2007/ 7/31 パネル手続停止要請 

2007/ 8/ 3 パネル停止 

2008/ 8/ 1 パネル設置根拠喪失 

①チリによる乳製品への暫定SG

協定措置は、GATT第I、XIX条及

びSG協定第2、3.1、4、5.1、6、

12.4条に反するとしてアルゼン

チンが申立て。 

GGAATTTT (I, XIX) 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 12) 

 

352. インド－

EU産ワイン・

蒸留酒の輸

入・販売に関

連する措置 

EU 

【日本、豪州、チ

リ、米国】 

2006/11/20 協議要請 

2007/ 3/23 パネル設置要請 

2007/ 4/24 パネル設置 

2007/ 7/13 パネル手続停止要請 

2007/ 7/16 パネル停止 

2008/ 7/17 パネル設置根拠喪失 

①インドによるEU産ワイン・蒸

留酒への追加関税、特別追加関

税の賦課及びインドのTamil 

Nadu州による同産品への流通規

制の適用が、GATT第II条1項

(a)(b)、III条2項・4項、XI条に

反するとしてEUが申立て。 

パネル会合前にインドがワイ

ン・蒸留酒への追加関税の撤廃

の通達を発出したことを受け、

EUはパネル進行停止を要請。 

GGAATTTT (II, III, 

XI) 

 

353. 米国－大

型民間航空機

の取引に関連

する措置（二

次申立て） 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、韓国】 

2005/ 6/27 協議要請 

2006/ 1/20 パネル設置要請 

2006/ 2/17 パネル設置 

2011/ 3/31 パネル報告書配布 

2011/ 4/ 1 EUが上級委申立て 

2011/ 4/28 米国上級委申立て 

2012/ 3/12 上級委報告書配布 

2012/ 3/23 パネル報告書・上級委報告書

採択 

2012/ 4/24 シークエンス合意 

2012/ 9/23 米国が違反措置を是正（EUは

不同意） 

2012/ 9/25 協議要請（履行確認） 

2012/ 9/27 EUが対抗措置承認申請 

2012/10/11 パネル設置要請（履行確認） 

2012/10/22 米国が仲裁を要請 

2012/10/23 仲裁に付託 

2012/10/23 パネル設置（履行確認） 

2012/11/27 仲裁手続停止要請 

2012/11/28 仲裁手続停止 

2017/ 6/ 9 パネル報告書配布（履行確

認） 

2017/ 6/29 EUが上級委申立て（履行確

認） 

2017/ 8/10 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2019/ 3/28 上級委報告書配布（履行確

認） 

2019/ 4/11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

①米国による民間大型航空機企

業への補助金供給は補助金協定

第3.1(a)、(b)、3.2、5(a)、

(c)、6.3(a)、(b)、(c)条及び

GATT第III条4項に違反するとし

てEUが申立て（先行していた

DS317への付託事項を拡張するた

めの二次申立て）。 

②パネルは、技術と価格の2つの

観点から、米国による措置の一

部は、EUに著しい害を与えたと

して、EUの利益に対する悪影響

を除去するための適当な措置を

とり、又は問題の補助金を廃止

するよう米国に勧告した。 

③上級委員会は、パネルによる

分析の一部に問題があることを

認めたものの、米国に対して、

EUの利益に対する悪影響を除去

するための適当な措置をとり、

又は問題の補助金を廃止するよ

う勧告した。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

5, 6, 32) 

GGAATTTT (III) 

第II部

第7章 



資
料
編

第
３
章

  

紛
争
案
件
一
覧

823

第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2012/ 2/ 6 米EU間で解決に向けた覚書に

合意 

本件について、米国のゼロイン

グ等AD協定9.3条に違反しており

WTO非整合とし、DSBが米国に対

し、それらの措置をWTO協定整合

的に改めるよう求めるよう勧

告。 

351. チリ－乳

製品への暫定

セーフガード

措置 

アルゼンチン 

【米国】 

2006/10/25 協議要請 

2007/ 3/ 8パネル設置要請 

2007/ 4/24 パネル設置 

2007/ 7/31 パネル手続停止要請 

2007/ 8/ 3 パネル停止 

2008/ 8/ 1 パネル設置根拠喪失 

①チリによる乳製品への暫定SG

協定措置は、GATT第I、XIX条及

びSG協定第2、3.1、4、5.1、6、

12.4条に反するとしてアルゼン

チンが申立て。 

GGAATTTT (I, XIX) 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 6, 12) 

 

352. インド－

EU産ワイン・

蒸留酒の輸

入・販売に関

連する措置 

EU 

【日本、豪州、チ

リ、米国】 

2006/11/20 協議要請 

2007/ 3/23 パネル設置要請 

2007/ 4/24 パネル設置 

2007/ 7/13 パネル手続停止要請 

2007/ 7/16 パネル停止 

2008/ 7/17 パネル設置根拠喪失 

①インドによるEU産ワイン・蒸

留酒への追加関税、特別追加関

税の賦課及びインドのTamil 

Nadu州による同産品への流通規

制の適用が、GATT第II条1項

(a)(b)、III条2項・4項、XI条に

反するとしてEUが申立て。 

パネル会合前にインドがワイ

ン・蒸留酒への追加関税の撤廃

の通達を発出したことを受け、

EUはパネル進行停止を要請。 

GGAATTTT (II, III, 

XI) 

 

353. 米国－大

型民間航空機

の取引に関連

する措置（二

次申立て） 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、韓国】 

2005/ 6/27 協議要請 

2006/ 1/20 パネル設置要請 

2006/ 2/17 パネル設置 

2011/ 3/31 パネル報告書配布 

2011/ 4/ 1 EUが上級委申立て 

2011/ 4/28 米国上級委申立て 

2012/ 3/12 上級委報告書配布 

2012/ 3/23 パネル報告書・上級委報告書

採択 

2012/ 4/24 シークエンス合意 

2012/ 9/23 米国が違反措置を是正（EUは

不同意） 

2012/ 9/25 協議要請（履行確認） 

2012/ 9/27 EUが対抗措置承認申請 

2012/10/11 パネル設置要請（履行確認） 

2012/10/22 米国が仲裁を要請 

2012/10/23 仲裁に付託 

2012/10/23 パネル設置（履行確認） 

2012/11/27 仲裁手続停止要請 

2012/11/28 仲裁手続停止 

2017/ 6/ 9 パネル報告書配布（履行確

認） 

2017/ 6/29 EUが上級委申立て（履行確

認） 

2017/ 8/10 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2019/ 3/28 上級委報告書配布（履行確

認） 

2019/ 4/11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

①米国による民間大型航空機企

業への補助金供給は補助金協定

第3.1(a)、(b)、3.2、5(a)、

(c)、6.3(a)、(b)、(c)条及び

GATT第III条4項に違反するとし

てEUが申立て（先行していた

DS317への付託事項を拡張するた

めの二次申立て）。 

②パネルは、技術と価格の2つの

観点から、米国による措置の一

部は、EUに著しい害を与えたと

して、EUの利益に対する悪影響

を除去するための適当な措置を

とり、又は問題の補助金を廃止

するよう米国に勧告した。 

③上級委員会は、パネルによる

分析の一部に問題があることを

認めたものの、米国に対して、

EUの利益に対する悪影響を除去

するための適当な措置をとり、

又は問題の補助金を廃止するよ

う勧告した。 

SSCCMM (1, 2, 3, 

5, 6, 32) 

GGAATTTT (III) 

第II部

第7章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2019/ 5/20 EUが対抗措置承認申請 

2019/ 6/ 3 仲裁に付託 

2019/ 6/ 5 仲裁手続停止 

2020/ 8/ 8 仲裁判断 

2020/10/13 仲裁判断配布 

2020/10/15 EUが対抗措置の内容（譲許の

停止）承認申請 

2020/10/26 対抗措置の内容承認 

354. カナダ－

ワインとビー

ルへの課税免

除・減額 

EU 2006/11/29 協議要請 

2008/12/17 二国間合意通報 

①カナダによるカナダ産ワイン

への課税免除及びカナダ産ビー

ルへの課税額の減額措置は、

GATT第III条2項、4項、補助金協

定第3.1(b)、3.2条に反するとし

てEUが申立て。 

GGAATTTT (III) 

SSCCMM (3) 

 

355. ブラジル

－アルゼンチ

ン製樹脂に対

するアンチ・

ダンピング措

置 

アルゼンチン 

【日本、EU、台湾、

米国】 

2006/12/26 協議要請 

2007/ 6/ 7パネル設置要請 

2007/ 7/24 パネル措置 

2008/ 2/ 4 パネル手続停止 

2009/ 2/ 5 パネル設置根拠喪失 

①ブラジルによるアルゼンチン

製樹脂へのAD協定調査、決定及

びAD協定税の賦課はAD協定第

2.2.1、2.2.1.1、2.2.2、2.4、

3.1、3.2、3.4、3.5、6、8、

10、12条及びGATT第VI条に反

し、また、ダンピング決定の見

直し手続はAD協定第9、18.4及び

GATT第10条等に反するとしてア

ルゼンチンが申立て。 

AADD (2, 3, 6, 

8, 9, 10, 12, 

18) 

GGAATTTT (VI, X) 

 

356. チリ－乳

製品へのセー

フガード措置

最終決定 

アルゼンチン 

【米国】 

2006/12/28 協議要請 

2007/ 3/ 8パネル設置要請 

2007/ 4/24 パネル設置 

2007/ 7/31パネル手続停止要請 

2007/ 8/ 3 パネル停止 

2008/ 8/ 1 パネル設置根拠喪失 

①チリによる乳製品への確定セ

ーフガード措置は、GATT第I、

XIX条及びセーフガード協定第

2、3.1、4、5.1、7.1、12.2条等

に反するとしてアルゼンチンが

申立て。  

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 12) 

GGAATTTT (I, XIX) 

 

357. 米国－ト

ウモロコシ他

農産品への補

助金等国内支

援 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、豪州、チリ、

EU、インド、メキ

シコ、ニュージー

ランド、ニカラグ

ア、南アフリカ、

台湾、タイ、トル

コ、ウルグアイ】 

2007/ 1/ 8 協議要請 

2007/ 6/ 7パネル設置要請（11/15 パネ

ル設置要請取り下げ) 

2007/11/ 8 パネル設置要請 

2007/12/17 パネル設置(「DS365」と併合) 

①米国による米国内のトウモロ

コシ及びその他農産品の生産

者・輸出者への補助金その他国

内支援は、補助金協定第

3.1(a)、3.2、5(c)、6.3(c)条及

び農業協定第3.2、3.3、8、

9.1、10.1条に反するとしてカナ

ダが申立て。 

SSCCMM (2, 3, 4, 

5, 6, 7) 

AAAA (3, 6, 8, 

9, 10) 

 

358. 中国－租

税その他支払

の還付、減額

及び免除 

米国 

【日本、アルゼ

ンチン、豪州、

カナダ、チリ、

コロンビア、エ

ジプト、EU、台

湾】 

2007/ 2/ 2 協議要請 

2007/ 4/27追加協議要請 

2007/ 7/12パネル設置要請 

2007/ 8/31 パネル設置(「DS359」と併

合） 

2007/12/19 二国間合意通報 

①中国による輸出型企業を対象

とした租税その他支払の還付、

減額及び免除措置が、補助金協

定第3条、GATT第III条4項、

TRIMs協定2条及び中国の加盟議

定書・作業部会報告書の関連規

定に反するとして米国が申立

て。 

GGAATTTT (III) 

SSCCMM (3) 

TTRRIIMMss (2) 

加加盟盟議議定定書書  

 

359. 中国－租

税その他支払

の還付、減額

及び免除 

メキシコ 

【日本、アルゼン

チン、豪州、カナ

ダ、チリ、コロン

2007/ 2/26 協議要請 

2007/ 5/ 4追加協議要請 

2007/ 7/12パネル設置要請 

2007/ 8/31 パネル設置(「DS358」と併

合） 

①中国による輸出型企業を対象

とした租税その他支払の還付、

減額及び免除措置が、補助金協

定 

第3条、GATT第III条4項、TRIMs

GGAATTTT (III) 

SSCCMM (3) 

TTRRIIMMss (2) 

加加盟盟議議定定書書  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ビア、エジプト、

EU、台湾】 

2008/ 2/ 7 二国間合意通報 協定2条及び中国の加盟議定書・

作業部会報告書の関連規定に反

するとしてメキシコが申立て。 

360. インド－

米国からの輸

入に対する追

加関税及び特

別追加関税 

米国 

【日本、豪州、チ

リ、EU、ベトナム】 

2007/ 3/ 6 協議要請 

2007/ 5/24 パネル設置要請 

2007/ 6/20 パネル設置 

2008/ 6/ 9 パネル報告書配布 

2008/ 8/ 1 米国が上級委申立て 

2008/ 8/13 インドが上級委申立て 

2008/10/30 上級委報告書配布 

2008/11/17 パネル・上級委報告書採択 

①米国は、インドによる米国か

らの輸入品、とりわけワイン及

び蒸留酒の輸入に対する追加関

税及び特別追加関税は、インド

の関税譲許表に反しており、

GATTに非整合として申立て。 

②パネルは、米国のインドによ

るアルコール飲料への追加関税

がGATT第II条に非整合であるこ

との立証が不十分であり、ま

た、米国がインドによる特別追

加関税がGATT第II条に非整合で

あることの立証を行えていない

とした。 

③上級委はGATT第II条1項bの解

釈について理由が無いとして退

けたものの違反自体は認め、ま

た、II条2項aについても、パネ

ルの量的な比較は不要であると

の判断を覆し量的及び質的な比

較が必要な旨判断した。 

GGAATTTT (II, III)  

361. EU－バナ

ナ輸入制度 

コロンビア 2007/ 3/21 協議要請 

2012/11/ 8 二国間合意通報 

①コロンビアは、EUが2006年1月

1日より適用しているバナナの輸

入制度に関し、同制度はACP諸国

及びMFN間で差別的となってお

り。GATTに非整合として申立

て。 

GGAATTTT (I, II, 

XIII) 

 

362. 中国－知

的財産権問題 

米国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、EU、

インド、韓国、メ

キシコ、台湾、タ

イ、トルコ】 

2007/ 4/10 協議要請 

2007/ 8/13 パネル設置要請 

2007/ 9/25 パネル設置 

2009/ 1/26 パネル報告書配布 

2009/ 3/20 パネル報告書採択 

2010/ 4/ 8 シークエンス合意 

①米国は、中国における、(a)商

標模倣及び著作権侵害行為に係

る刑事手続及び刑事罰の扱い、

(b)著作権侵害によって中国税関

当局に押収された物品、(c)不正

な模倣品及び版権を有する製品

の不法流通に係る刑事手続及び

刑事罰の適用範囲、(d)著作権及

び権利保護の拒否並びに執行に

関し、TRPS協定に非整合として

申立て。 

②(b)の税関措置に関し、商標の

単なる除去で十分であるとの点

についてはTRIPS協定第59条に非

整合、(c)について同協定第9.1

条、41.1条に非整合として米国

の主張を是認する一方、(a)及び

(d)について、米国は刑事罰の閾

値が同協定第61条に非整合であ

ることに関して挙証責任を果た

しておらず、(b)について、税関

措置のうち、侵害物品を競売に

付しているとの点について、米

TTRRIIPPSS (3, 9, 

14, 41, 46, 

59, 61) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ビア、エジプト、

EU、台湾】 

2008/ 2/ 7 二国間合意通報 協定2条及び中国の加盟議定書・

作業部会報告書の関連規定に反

するとしてメキシコが申立て。 

360. インド－

米国からの輸

入に対する追

加関税及び特

別追加関税 

米国 

【日本、豪州、チ

リ、EU、ベトナム】 

2007/ 3/ 6 協議要請 

2007/ 5/24 パネル設置要請 

2007/ 6/20 パネル設置 

2008/ 6/ 9 パネル報告書配布 

2008/ 8/ 1 米国が上級委申立て 

2008/ 8/13 インドが上級委申立て 

2008/10/30 上級委報告書配布 

2008/11/17 パネル・上級委報告書採択 

①米国は、インドによる米国か

らの輸入品、とりわけワイン及

び蒸留酒の輸入に対する追加関

税及び特別追加関税は、インド

の関税譲許表に反しており、

GATTに非整合として申立て。 

②パネルは、米国のインドによ

るアルコール飲料への追加関税

がGATT第II条に非整合であるこ

との立証が不十分であり、ま

た、米国がインドによる特別追

加関税がGATT第II条に非整合で

あることの立証を行えていない

とした。 

③上級委はGATT第II条1項bの解

釈について理由が無いとして退

けたものの違反自体は認め、ま

た、II条2項aについても、パネ

ルの量的な比較は不要であると

の判断を覆し量的及び質的な比

較が必要な旨判断した。 

GGAATTTT (II, III)  

361. EU－バナ

ナ輸入制度 

コロンビア 2007/ 3/21 協議要請 

2012/11/ 8 二国間合意通報 

①コロンビアは、EUが2006年1月

1日より適用しているバナナの輸

入制度に関し、同制度はACP諸国

及びMFN間で差別的となってお

り。GATTに非整合として申立

て。 

GGAATTTT (I, II, 

XIII) 

 

362. 中国－知

的財産権問題 

米国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、EU、

インド、韓国、メ

キシコ、台湾、タ

イ、トルコ】 

2007/ 4/10 協議要請 

2007/ 8/13 パネル設置要請 

2007/ 9/25 パネル設置 

2009/ 1/26 パネル報告書配布 

2009/ 3/20 パネル報告書採択 

2010/ 4/ 8 シークエンス合意 

①米国は、中国における、(a)商

標模倣及び著作権侵害行為に係

る刑事手続及び刑事罰の扱い、

(b)著作権侵害によって中国税関

当局に押収された物品、(c)不正

な模倣品及び版権を有する製品

の不法流通に係る刑事手続及び

刑事罰の適用範囲、(d)著作権及

び権利保護の拒否並びに執行に

関し、TRPS協定に非整合として

申立て。 

②(b)の税関措置に関し、商標の

単なる除去で十分であるとの点

についてはTRIPS協定第59条に非

整合、(c)について同協定第9.1

条、41.1条に非整合として米国

の主張を是認する一方、(a)及び

(d)について、米国は刑事罰の閾

値が同協定第61条に非整合であ

ることに関して挙証責任を果た

しておらず、(b)について、税関

措置のうち、侵害物品を競売に

付しているとの点について、米

TTRRIIPPSS (3, 9, 

14, 41, 46, 

59, 61) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

国は同協定第59条に非整合であ

ることに関して挙証責任を果た

していないと判断。 

363. 中国－著

作権物に係る

市場アクセス

問題 

米国 

【日本、豪州、EU、

韓国、台湾】 

2007/ 4/10 協議要請 

2007/ 7/10 追加協議要請 

2007/10/10 パネル設置要請 

2007/11/27 パネル設置 

2009/ 8/12 パネル報告書配布 

2009/ 9/22 中国が上級委申立て 

2009/10/ 5 米国が上級委申立て 

2009/12/21 上級委報告書配布 

2010/ 1/19 パネル・上級委報告書採択 

2011/ 4/13 シークエンス合意 

2012/ 2/22 中国が違反措置を是正（米国

は不同意） 

2012/ 2/23 フィルムに関し、二国間で解

決に向けた覚書に合意 

2012/ 5/ 9 上記覚書の内容をDSBに通知 

2012/ 5/24 中国がDSBの勧告を履行した旨

報告 

①米国は、中国による出版物及

び音響映像製品の輸入・流通制

限は、中国の加盟議定書、GATT

及びGATSに非整合として申立

て。 

②(a)外資事業者が書籍・映像製

品・劇場用フィルム等の輸入事

業に従事することを禁止する措

置等につき、貿易権を付与して

いないとして加盟議定書及び加

盟作業部会報告書違反、かつ、

GATT第XX条(a)（公徳の保護のた

めに必要な措置）により正当化

されないと判断、(b)出版物、電

子的形態の音声記録製品、音響

映像娯楽製品の流通に関する措

置について、GATS第XVI、XVII条

違反と判断、(c)輸入出版物を不

利な競争条件におく措置につい

て、GATT第III条4項違反と判

断。 

③(a)・(b)に係る中国の上訴に

対し、パネル報告書の判断を支

持。他方、加盟議定書違反に対

するGATT第XX条(a)の例外規定の

適用可能性の問題について、適

用可能と判断（パネル報告書は

判断を避けた）。 

GGAATTTT (III, XI) 

GGAATTSS (XVI, 

XVII) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

第II部

第4章 

第II部

第12章 

364. EU－バナ

ナ輸入制度 

パナマ 2007/ 6/27 協議要請 

2012/11/ 8 二国間合意通報 

①パナマは、EUが2006年1月1日

より適用しているバナナの輸入

制度に関し、同制度はACP諸国及

びMFN間で差別的となっており。

GATTに非整合として申立て。 

GGAATTTT (I, II, 

XVIII, XXVIII) 

 

365. 米国－農

産品に対する

国内補助及び

輸出信用 

ブラジル 

【日本、アルゼン

チン、豪州、チリ、

EU、インド、メキ

シコ、ニュージー

ランド、ニカラグ

ア、南アフリカ、

台湾、タイ、トル

コ、ウルグアイ】 

2007/ 7/11 協議要請 

2007/11/ 8 パネル設置要請 

2007/12/17 パネル設置(「DS357」と併合) 

DS357を参照 

AAAA (3, 6, 8, 

9, 10) 

SSCCMM (3) 

 

366. コロンビ

ア－入港規制 

パナマ 

【中国、エクアド

ル、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、台湾、

トルコ、米国】 

2007/ 7/12 協議要請 

2007/ 9/14 パネル設置要請 

2007/10/22 パネル設置 

2009/ 4/27 パネル報告書配布 

2009/ 5/20 パネル報告書採択 

2010/ 2/23 シークエンス合意 

①パナマは、コロンビアが物品

販売税の算出方法において指示

価格を利用していることは、

GATT及び関税評価協定に非整合

として申立て。 

②指示価格設定について関税評

価協定非整合、指示価格措置に

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

13) 

GGAATTTT  (I, II, 

III, V, VII, 

X, XI, XIII) 

第II部

第4章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

係る入港に関する措置について

GATT第I条（最恵国待遇）、V条

（通過の自由）、XI条（数量制

限の禁止）に非整合、更に、コ

ロンビアによる入港措置につい

てGATT第XX条による正当化主張

を却下。コロンビアに対し、当

該措置を関税評価協定・GATT上

の義務に適合するよう勧告。 

367. 豪州－ニ

ュージーラン

ドからのリン

ゴ輸入に関す

る措置 

ニュージーラン

ド 

【日本、チリ、EU、

パキスタン、台

湾、米国】 

2007/ 8/31 協議要請 

2007/12/ 6 パネル設置要請 

2008/ 1/21 パネル設置 

2010/ 8/ 9 パネル報告書配布 

2010/ 8/31 豪州が上級委申立て 

2010/ 9/13 ニュージーランドが上級委申

立て 

2010/11/29 上級委報告書配布 

2010/12/17 パネル・上級委報告書採択 

2011/ 9/13 シークエンス合意 

①ニュージーランドは、豪州に

よるニュージーランドからの輸

入リンゴに対して要求されるこ

ととなった検疫措置に関し、SPS

協定に非整合として申立て。 

②パネルは豪州のSPS協定措置は

適切な危険性評価及び科学的根

拠に基づいていないとし、SPS協

定第2条及び5条に違反している

と判断。また、豪州の措置は適

切な保護の水準（ALOP）以上で

あるとし、SPS協定5.6条に違反

していると判断。 

③上級委は、適切な危険性評価

及び科学的根拠に基づいていな

いとしたパネル判断を支持した

が、豪州の火傷病に係る措置は

SPS協定第5.6条に違反するとし

たパネル判断を覆した。また、

上級委はパネルが付託事項でな

いとした豪州のSPS協定付属書

C(1)及び第8条の義務に対し、パ

ネルの判断を覆し、ニュージー

ランドは豪州のこれらの条項上

の違反を立証していないと判

断。 

SSPPSS (2, 5, 8)  

368. 米国－中

国製光沢紙に

対するアン

チ・ダンピン

グ及び相殺関

税の暫定措置 

中国 2007/ 9/14 協議要請 ①中国は、米国が中国製光沢紙

（塗工紙の一種）に対するAD協

定措置及び相殺関税の暫定措置

も関し、GATT、AD協定及び補助

金協定に非整合として申立て。 

AADD (1, 2, 7, 

9, 18) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (1, 2, 10, 

14, 17, 32) 

 

369. EU－アザ

ラシ製品の輸

入販売に係る

禁止措置 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、中国、コロ

ンビア、エクアド

ル、メキシコ、ノ

ルウェー、米国】 

2007/ 9/25 協議要請 

2011/ 2/11 パネル設置要請 

2011/ 3/25 パネル設置 

2014/12/ 1 カナダは当該措置が廃止され

たことにより、申立てを取下げ 

①カナダは、ベルギーとオラン

ダで行われているアザラシ製品

に対する輸送、製造、市場にお

ける売買及び販売に係る措置

が、GATT及びTBT協定に非整合と

して申立て。 

TTBBTT (2) 

GGAATTTT (I, III, 

V, XI, XXIII) 

 

370. タイ－EU

からの輸入品

に係る関税評

価 

EU 2008/ 1/25 協議要請 ①EUは、タイ税関当局がEUから

のアルコール飲料及びその他製

品に適用している「評価価額」

に関し、タイ税関当局が情報開

示のないまま設定した標準利益

GGAATTTT (I, II, 

III, VII, X, 

XI) 

CCVVAA (1, 5, 11, 

12, 16, 22) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

係る入港に関する措置について

GATT第I条（最恵国待遇）、V条

（通過の自由）、XI条（数量制

限の禁止）に非整合、更に、コ

ロンビアによる入港措置につい

てGATT第XX条による正当化主張

を却下。コロンビアに対し、当

該措置を関税評価協定・GATT上

の義務に適合するよう勧告。 

367. 豪州－ニ

ュージーラン

ドからのリン

ゴ輸入に関す

る措置 

ニュージーラン

ド 

【日本、チリ、EU、

パキスタン、台

湾、米国】 

2007/ 8/31 協議要請 

2007/12/ 6 パネル設置要請 

2008/ 1/21 パネル設置 

2010/ 8/ 9 パネル報告書配布 

2010/ 8/31 豪州が上級委申立て 

2010/ 9/13 ニュージーランドが上級委申

立て 

2010/11/29 上級委報告書配布 

2010/12/17 パネル・上級委報告書採択 

2011/ 9/13 シークエンス合意 

①ニュージーランドは、豪州に

よるニュージーランドからの輸

入リンゴに対して要求されるこ

ととなった検疫措置に関し、SPS

協定に非整合として申立て。 

②パネルは豪州のSPS協定措置は

適切な危険性評価及び科学的根

拠に基づいていないとし、SPS協

定第2条及び5条に違反している

と判断。また、豪州の措置は適

切な保護の水準（ALOP）以上で

あるとし、SPS協定5.6条に違反

していると判断。 

③上級委は、適切な危険性評価

及び科学的根拠に基づいていな

いとしたパネル判断を支持した

が、豪州の火傷病に係る措置は

SPS協定第5.6条に違反するとし

たパネル判断を覆した。また、

上級委はパネルが付託事項でな

いとした豪州のSPS協定付属書

C(1)及び第8条の義務に対し、パ

ネルの判断を覆し、ニュージー

ランドは豪州のこれらの条項上

の違反を立証していないと判

断。 

SSPPSS (2, 5, 8)  

368. 米国－中

国製光沢紙に

対するアン

チ・ダンピン

グ及び相殺関

税の暫定措置 

中国 2007/ 9/14 協議要請 ①中国は、米国が中国製光沢紙

（塗工紙の一種）に対するAD協

定措置及び相殺関税の暫定措置

も関し、GATT、AD協定及び補助

金協定に非整合として申立て。 

AADD (1, 2, 7, 

9, 18) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (1, 2, 10, 

14, 17, 32) 

 

369. EU－アザ

ラシ製品の輸

入販売に係る

禁止措置 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、中国、コロ

ンビア、エクアド

ル、メキシコ、ノ

ルウェー、米国】 

2007/ 9/25 協議要請 

2011/ 2/11 パネル設置要請 

2011/ 3/25 パネル設置 

2014/12/ 1 カナダは当該措置が廃止され

たことにより、申立てを取下げ 

①カナダは、ベルギーとオラン

ダで行われているアザラシ製品

に対する輸送、製造、市場にお

ける売買及び販売に係る措置

が、GATT及びTBT協定に非整合と

して申立て。 

TTBBTT (2) 

GGAATTTT (I, III, 

V, XI, XXIII) 

 

370. タイ－EU

からの輸入品

に係る関税評

価 

EU 2008/ 1/25 協議要請 ①EUは、タイ税関当局がEUから

のアルコール飲料及びその他製

品に適用している「評価価額」

に関し、タイ税関当局が情報開

示のないまま設定した標準利益

GGAATTTT (I, II, 

III, VII, X, 

XI) 

CCVVAA (1, 5, 11, 

12, 16, 22) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

と支出に基づいて産出した価格

により関税を決定し、それによ

らない場合には保証金を要求し

ているのは、GATT、関税評価協

定及びWTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

WWTTOO (XVI) 

371. タイ－フ

ィリピン産の

タバコに対す

る税関におけ

る措置 

フィリピン 

【豪州、中国、EU、

インド、台湾、米

国】 

2008/ 2/ 7 協議要請 

2008/ 9/29 パネル設置要請 

2008/11/17 パネル設置 

2010/11/15 パネル報告書配布 

2011/ 2/22 タイが上級委申立て 

2011/ 6/17 上級委報告書配布 

2011/ 7/15 パネル・上級委報告書採択 

2012/ 6/ 1 シークエンス合意 

2013/ 1/28 タイが違反措置を是正（フィ

リピンは不同意） 

2016/ 5/ 4 協議要請（履行確認一回目） 

2016/ 6/29 パネル設置要請（履行確認一

回目） 

2016/7/21 パネル設置（履行確認一回目） 

2017/ 7/ 4 協議要請（履行確認二回目） 

2018/ 3/14 パネル設置要請（履行確認二

回目） 

2018/ 3/27 パネル設置（履行確認二回

目） 

2018/11/12 パネル報告書配布（履行確認

一回目） 

2019/ 1/ 9 タイが上級委申立て（履行確

認一回目） 

2019/ 7/12 パネル報告書配布（履行確認

二回目） 

2019/ 9/ 9 タイが上級委申立て（履行確

認二回目） 

①フィリピンは、フィリピン産

タバコに係るタイの関税評価、

物品税、販売ライセンス要求等

の財政及び税関措置並びにタバ

コ輸入に関する関税評価措置

が、GATT及び関税評価協定に非

整合として申立て。 

②タイの関税当局は、輸入者及

び販売者間の取引状況を適切に

評価していないとし、関税評価

協定第１条に違反していると判

断した他、タイ関税当局の手続

は関税評価協定第16条等に違反

していると判断。また、タイは

輸入タバコに対し超過課税して

いるとし、GATT第III条第2項に

違反していると判断し、関連法

案・規制等を公表していないと

し、GATT第X条にも違反している

と判断。 

③上級委はパネル判断を全面的

に支持。 

GGAATTTT (II, III, 

VII, X) 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

10, 13, 16) 

 

372. 中国－金

融情報に係る

配信規制 

EU 2008/ 3/ 3 協議要請 

2008/12/ 4 二国間合意通報 

①EU、米国、カナダは、中国に

おいて、外国の金融情報供給者

が新華社に指名された主体

(entity)を通じて提供すること

を求められていることは、GATS

及び加盟議定書に非整合として

申立て。 

GGAATTSS (XVI, 

XVII, XVIII) 

TTRRIIPPSS (39) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

373. 中国－金

融情報に係る

配信規制 

米国 2008/ 3/ 3 協議要請 

2008/12/ 4 二国間合意通報 DS372を参照 

GGAATTSS (XVI, 

XVII, XVIII) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

374. 南アフリ

カ－非コート

紙に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

インドネシア 2008/ 5/ 9 協議要請 

2008/11/20 協議要請取り下げ 

①インドネシアは、南アフリカ

によるインドネシア製非コート

紙に対するAD協定措置のサンセ

ット・レビューにて、AD協定措

置終了が決定されたにも関わら

ずAD協定税が継続賦課されてい

ることは、AD協定に非整合とし

て申立て。 

AADD (11)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

375. EU及び加

盟国－IT製品

の関税上の取

扱い 

米国 

【日本、豪州、

ブラジル、中

国、コスタリ

カ、香港、イン

ド、韓国、フィ

リピン、シンガ

ポール、台湾、

タイ、トルコ、

ベトナム】 

2008/ 5/28 協議要請 

2008/ 8/18 パネル設置要請 

2008/ 9/23 パネル設置 

2010/ 8/16 パネル報告書配布 

2010/ 9/21 パネル報告書採択 

2011/ 7/ 6 シークエンス合意 

①米国、日本、台湾は、EU及び

その加盟国のIT製品に対して、

ITA下での関税譲許率を上回って

おり、GATTに非整合として申立

て。 

②パネルはEUによるITA対象製品

対する課税は、GATT第II条に違

反している他、その規則を速や

かに公表していないため、GATT

第X条にも違反していると判断。 

GGAATTTT (II, X, 

XXIII) 

 

376. EU及び加

盟国－IT製品

の関税上の取

扱い 

日本 

【豪州、ブラジ

ル、中国、コスタ

リカ、香港、イン

ド、韓国、フィリ

ピン、シンガポー

ル、台湾、タイ、

トルコ、米国、ベ

トナム】 

2008/ 5/28 協議要請 

2008/ 8/18 パネル設置要請 

2008/ 9/23 パネル設置 

2010/ 8/16 パネル報告書配布 

2010/ 9/21 パネル報告書採択 

2011/ 7/ 6 シークエンス合意 

DS375を参照 

GGAATTTT (II, X, 

XXIII) 

 

377. EU及び加

盟国－IT製品

の関税上の取

扱い 

台湾 

【日本、豪州、ブ

ラジル、中国、コ

スタリカ、香港、

インド、韓国、フ

ィリピン、シンガ

ポール、タイ、ト

ルコ、米国、ベト

ナム】 

2008/ 6/12 協議要請 

2008/ 8/18 パネル設置要請 

2008/ 9/23 パネル設置 

2010/ 8/16 パネル報告書配布 

2010/ 9/21 パネル報告書採択 

2011/ 7/ 6 シークエンス合意 

DS375を参照 

GGAATTTT (II, X, 

XXIII) 

 

378. 中国－金

融情報に係る

配信規制 

カナダ 2008/ 6/20 協議要請 

2008/12/ 4 二国間合意通報 DS372を参照 

GGAATTSS (XVI, 

XVII, XVIII) 

加加盟盟議議定定書書  

第1部第

1章 

379. 米国－中

国製品に対す

るアンチ・ダ

ンピング・相

殺関税最終措

置 

中国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、バー

レーン、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、クウェー

ト、メキシコ、ノ

ルウェー、サウジ

アラビア、台湾、

トルコ】 

2008/ 9/19 協議要請 

2008/12/ 9 パネル設置要請 

2009/ 1/20 パネル設置 

2010/10/22 パネル報告書配布 

2010/12/ 1 中国が上級委申立て 

2011/ 3/11 上級委報告書配布 

2011/ 3/25 パネル・上級委報告書採択 

2011/ 7/ 5 RPTを2012/2/25までとするこ

とに合意 

2012/ 5/11 シークエンス合意 

2012/ 8/31 米国が違反措置を是正（中国

は不同意） 

①中国は、米国による中国製鉄

製パイプ、オフロードタイヤ、

織物製袋に対するAD協定及び相

殺関税賦課は、GATT、AD協定、

補助金協定に非整合であるとし

て申立て。 

②パネルは、中国の主張をほぼ

全面的に棄却したが、米国商務

省の行為が補助金協定第2条及び

14条(b)の義務に非整合であると

判断。 

③上級委はパネルの「公的機

関」の解釈を覆し、米国国務省

の行為は補助金協定第1条に違反

していると判断。また、「二重

救済」について、パネルは補助

金協定上禁止されていないと判

断したが、上級委はこの判断を

覆し、「二重救済」は補助金協

定第19条第3項に違反すると判

断。 

AADD (1, 2, 6, 

9, 18) 

SSCCMM (1, 2, 6, 

9, 10, 12, 13, 

14, 19, 32) 

GGAATTTT (I, VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

375. EU及び加

盟国－IT製品

の関税上の取

扱い 

米国 

【日本、豪州、

ブラジル、中

国、コスタリ

カ、香港、イン

ド、韓国、フィ

リピン、シンガ

ポール、台湾、

タイ、トルコ、

ベトナム】 

2008/ 5/28 協議要請 

2008/ 8/18 パネル設置要請 

2008/ 9/23 パネル設置 

2010/ 8/16 パネル報告書配布 

2010/ 9/21 パネル報告書採択 

2011/ 7/ 6 シークエンス合意 

①米国、日本、台湾は、EU及び

その加盟国のIT製品に対して、

ITA下での関税譲許率を上回って

おり、GATTに非整合として申立

て。 

②パネルはEUによるITA対象製品

対する課税は、GATT第II条に違

反している他、その規則を速や

かに公表していないため、GATT

第X条にも違反していると判断。 

GGAATTTT (II, X, 

XXIII) 

 

376. EU及び加

盟国－IT製品

の関税上の取

扱い 

日本 

【豪州、ブラジ

ル、中国、コスタ

リカ、香港、イン

ド、韓国、フィリ

ピン、シンガポー

ル、台湾、タイ、

トルコ、米国、ベ

トナム】 

2008/ 5/28 協議要請 

2008/ 8/18 パネル設置要請 

2008/ 9/23 パネル設置 

2010/ 8/16 パネル報告書配布 

2010/ 9/21 パネル報告書採択 

2011/ 7/ 6 シークエンス合意 

DS375を参照 

GGAATTTT (II, X, 

XXIII) 

 

377. EU及び加

盟国－IT製品

の関税上の取

扱い 

台湾 

【日本、豪州、ブ

ラジル、中国、コ

スタリカ、香港、

インド、韓国、フ

ィリピン、シンガ

ポール、タイ、ト

ルコ、米国、ベト

ナム】 

2008/ 6/12 協議要請 

2008/ 8/18 パネル設置要請 

2008/ 9/23 パネル設置 

2010/ 8/16 パネル報告書配布 

2010/ 9/21 パネル報告書採択 

2011/ 7/ 6 シークエンス合意 

DS375を参照 

GGAATTTT (II, X, 

XXIII) 

 

378. 中国－金

融情報に係る

配信規制 

カナダ 2008/ 6/20 協議要請 

2008/12/ 4 二国間合意通報 DS372を参照 

GGAATTSS (XVI, 

XVII, XVIII) 

加加盟盟議議定定書書  

第1部第

1章 

379. 米国－中

国製品に対す

るアンチ・ダ

ンピング・相

殺関税最終措

置 

中国 

【日本、アルゼン

チン、豪州、バー

レーン、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、クウェー

ト、メキシコ、ノ

ルウェー、サウジ

アラビア、台湾、

トルコ】 

2008/ 9/19 協議要請 

2008/12/ 9 パネル設置要請 

2009/ 1/20 パネル設置 

2010/10/22 パネル報告書配布 

2010/12/ 1 中国が上級委申立て 

2011/ 3/11 上級委報告書配布 

2011/ 3/25 パネル・上級委報告書採択 

2011/ 7/ 5 RPTを2012/2/25までとするこ

とに合意 

2012/ 5/11 シークエンス合意 

2012/ 8/31 米国が違反措置を是正（中国

は不同意） 

①中国は、米国による中国製鉄

製パイプ、オフロードタイヤ、

織物製袋に対するAD協定及び相

殺関税賦課は、GATT、AD協定、

補助金協定に非整合であるとし

て申立て。 

②パネルは、中国の主張をほぼ

全面的に棄却したが、米国商務

省の行為が補助金協定第2条及び

14条(b)の義務に非整合であると

判断。 

③上級委はパネルの「公的機

関」の解釈を覆し、米国国務省

の行為は補助金協定第1条に違反

していると判断。また、「二重

救済」について、パネルは補助

金協定上禁止されていないと判

断したが、上級委はこの判断を

覆し、「二重救済」は補助金協

定第19条第3項に違反すると判

断。 

AADD (1, 2, 6, 

9, 18) 

SSCCMM (1, 2, 6, 

9, 10, 12, 13, 

14, 19, 32) 

GGAATTTT (I, VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

380. インド－

輸入ワイン及

びスピリッツ

に対する税そ

の他の措置 

EU 2008/ 9/22 協議要請 

2008/12/15 追加協議要請 

2009/ 5/ 4 追加協議要請 

2009/11/16 追加協議要請 

①EUは、インドのマハラシュト

ラ州及びゴア州における輸入ワ

インに対する差別的な税制並び

にタミル・ナドゥ州における制

限的な販売措置は、GATT及び補

助金協定に非整合として申立

て。 

GGAATTTT (III, XI, 

XVII) 

SSCCMM (3, 4)  

 

381. 米国－マ

グロ、マグロ

製品の輸入、

売買及び販売

に関する措置 

メキシコ 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、エクアド

ル、EU、グアテマ

ラ、インド、韓国、

ニュージーラン

ド、ノルウェー】 

2008/10/24 協議要請 

2009/ 3/ 9 パネル設置要請 

2009/ 4/20 パネル設置 

2011/ 9/15 パネル報告書配布 

2012/ 1/20 米国が上級委申立て 

2012/ 1/25 メキシコが上級委申立て 

2012/ 5/16 上級委報告書配布 

2012/ 6/13 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 8/ 2 シークエンス合意 

2013/11/14 メキシコがパネル設置要請

（履行確認） 

2014/ 1/22 パネル設置（履行確認/メキシ

コ申立て） 

2015/ 4/14 パネル報告書配布（履行確認/

メキシコ申立て） 

2015/ 6/ 5 米国が上級委申立て（履行確

認/メキシコ申立て） 

2015/ 6/10 メキシコが上級委申立て（履

行確認/メキシコ申立て） 

2015/11/20 上級委報告書配布（履行確認/

メキシコ申立て） 

2015/12/ 3 パネル・上級委報告書採択

（履行確認/メキシコ申立て） 

2016/ 3/10 メキシコが対抗措置承認申請 

2016/ 3/22 米国が仲裁を要請 

2016/ 3/23 仲裁に付託 

2016/ 4/11 米国がパネル設置要請（履行

確認） 

2016/ 5/ 9 パネル設置（履行確認/米国申

立て） 

2016/ 5/13 メキシコが協議要請（履行確

認/メキシコ申立て二回目） 

2016/ 6/ 9 メキシコがパネル設置要請

（履行確認/メキシコ申立て二回目） 

2016/ 6/22 パネル設置（履行確認/メキシ

コ申立て二回目） 

2017/ 4/25 仲裁判断配布 

2017/ 5/11 メキシコが対抗措置の内容承

認申請 

2017/ 5/22 の対抗措置の内容承認 

2017/10/26 パネル報告書（履行確認/米国

申立て）、パネル報告書配布（履行確認/

メキシコ申立て二回目） 

2017/12/ 1 メキシコが上級委申立て（履

行確認/米国申立て）、メキシコが上級委

①米国によるマグロ及びマグロ

製品の輸入に係る3つの措置につ

いて、TBT協定第2条(強制規格の

立案、制定及び適用）、5条（適

合性評価手続）、6条（適合性評

価の承認）、8条（適合性評価手

続）条、GATT第I条（最恵国待

遇）、III条（内国民待遇）に非

整合としてメキシコが申立て。 

②パネルは米国のラベル条項を

強制規格と認定し、米国の措置

はメキシコ産マグロを差別して

おらず、TBT協定第2.1条に違反

していないと判断。パネルは、

米国のラベル条項は必要である

以上に貿易制限的であるとし

て、違反を認定。 

③上級委は米国措置を強制規格

としたパネル判断を肯定し、米

国の措置は競争条件を変更する

もので、正当な規制上の区別に

基づいていることを立証してい

ないとしてTBT協定第2.1条に違

反しているとし、パネルの判断

を覆した。また、上級委は、メ

キシコが提案したより制限的で

ない措置は十分ではないとして

ラベル条項は必要である以上に

貿易制限的と判断したパネル判

断を覆し、メキシコの主張を棄

却。 

 

その後履行確認パネル及び上級

委報告書では米国の是正措置

が、海洋のさまざまな場所の

種々の漁法から生じるイルカの

リスクに適切に調整されていな

いとして、TBT協定2.1条違反を

認定した。 

TTBBTT (2, 5, 6, 

8,) 

GGAATTTT (I, III) 

第II部

第1章 

第II部

第2章 

第II部 

第4章 

第II部

第11章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

申立て（履行確認/メキシコ申立て二回

目） 

2018/12/14 上級委報告書配布（履行確認/

米国申立て）、上級委報告書配布（履行確

認/メキシコ申立て二回目） 

2019/ 1/11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認/メキシコ申立て） 

382. 米国－ブ

ラジルからの

オレンジジュ

ース輸入に係

るアンチ・ダ

ンピング措置

見直しその他

の措置 

ブラジル 

【日本、アルゼン

チン、EU、韓国、

メキシコ、台湾、

タイ】 

2008/11/27 協議要請 

2009/ 8/20 パネル設置要請 

2009/ 9/25 パネル設置 

2011/ 3/25 パネル報告書配布 

2011/ 6/17 パネル報告書採択 

2012/ 4/ 3 シークエンス合意 

2013/ 2/14 二国間合意通報 

①ブラジルは、米国のブラジル

産オレンジジュースの輸入に係

る2005年8月24日～2007年2月28

日までのAD協定調査見直しと、

現在又は将来行われるAD協定見

直しについて、米国の措置は、

GATT、AD協定、WTO設立協定に非

整合として申立て。 

②パネルは、米国のゼロイング

はAD協定第2.4条に違反している

と判断し、ブラジルの主張を支

持。 

AADD (1, 2, 9, 

11, 18) 

GGAATTTT (II, VI) 

WWTTOO (XVI) 

 

383. 米国－タ

イからのポリ

エチレン製買

物袋に対する

アンチ・ダン

ピング措置 

タイ 

【日本、アルゼン

チン、EU、韓国、

台湾】 

2008/11/26 協議要請 

2009/ 3/ 9 パネル設置要請 

2009/ 3/20 パネル設置 

2010/ 1/22 パネル報告書配布 

2010/ 2/18 パネル報告書採択 

2010/ 8/31 米国が違反措置を是正 

①タイは、米国がタイからのポ

リエチレン製買物袋に対するAD

協定税賦課に関し、その調査に

おいてゼロイング手法を使用し

たことはGATT及びAD協定に非整

合として申立て。 

②パネルは、米国のゼロイング

はAD協定に違反していると判断

し、タイの主張を全面的に支

持。 

AADD (2) 

GGAATTTT (VI) 

 

384. 米国－特

定国からの輸

入に係るラベ

リング要求 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、中国、コロ

ンビア、EU、グア

テマラ、インド、

韓国、メキシコ、

ニュージーラン

ド、ペルー、台湾】 

2008/12/ 1 協議要請 

2009/10/ 7 パネル設置要請 

2009/11/19 パネル設置（｢DS386｣と併合） 

2011/11/18 パネル報告書配布 

2012/ 3/23 米国が上級委申立て 

2012/ 3/28 カナダが上級委申立て 

2012/ 6/29 上級委報告書配布 

2012/ 7/23 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 5/24 米国が違反措置の是正を通報 

2013/ 6/10 シークエンス合意 

2013/ 8/19 パネル設置要請（履行確認） 

2013/ 9/25 パネル設置（履行確認） 

2014/10/20 パネル報告書配布（履行確

認） 

2014/11/28 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2014/12/12 カナダが上級委申立て（履行

確認） 

2015/ 5/18 上級委報告書配布（履行確

認） 

2015/ 5/29 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2015/ 6/ 4 カナダが対抗措置承認申請 

2015/ 6/16 米国が仲裁を要請 

①米国の2008年農業協定法修正

に基づく義務的な原産国ラベリ

ング制度（COOL： the 

mandatory country of origin 

labeling）は、小売レベルで消

費者に対し牛肉と豚肉を含む商

品について原産国表示を義務づ

け、誕生、生育及び屠殺を米国

国内で行った動物のみを排他的

に米国産とすることとしてお

り、牛肉又は豚肉について米国

での飼育若しくは直ちに屠殺す

るために輸出された家畜との区

別を行うための措置であり、

GATT第III条4項（内国民待

遇）、IX条4項（原産地表示）、

X条3項（貿易規則の公表及び施

行）、TBT協定2条（強制規格の

中央政府機関による立案、制定

及び適用）あるいはSPS協定2条

（基本的な権利及び義務）、5条

（危険性の評価）、7条（透明性

の確保）・原産地規則協定2条

TTBBTT (2) 

SSPPSS (2, 5, 7) 

GGAATTTT (III, IX, 

X, XXIII) 

第II部

第2章 

第II部

第11章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

申立て（履行確認/メキシコ申立て二回

目） 

2018/12/14 上級委報告書配布（履行確認/

米国申立て）、上級委報告書配布（履行確

認/メキシコ申立て二回目） 

2019/ 1/11 パネル・上級委報告書採択

（履行確認/メキシコ申立て） 

382. 米国－ブ

ラジルからの

オレンジジュ

ース輸入に係

るアンチ・ダ

ンピング措置

見直しその他

の措置 

ブラジル 

【日本、アルゼン

チン、EU、韓国、

メキシコ、台湾、

タイ】 

2008/11/27 協議要請 

2009/ 8/20 パネル設置要請 

2009/ 9/25 パネル設置 

2011/ 3/25 パネル報告書配布 

2011/ 6/17 パネル報告書採択 

2012/ 4/ 3 シークエンス合意 

2013/ 2/14 二国間合意通報 

①ブラジルは、米国のブラジル

産オレンジジュースの輸入に係

る2005年8月24日～2007年2月28

日までのAD協定調査見直しと、

現在又は将来行われるAD協定見

直しについて、米国の措置は、

GATT、AD協定、WTO設立協定に非

整合として申立て。 

②パネルは、米国のゼロイング

はAD協定第2.4条に違反している

と判断し、ブラジルの主張を支

持。 

AADD (1, 2, 9, 

11, 18) 

GGAATTTT (II, VI) 

WWTTOO (XVI) 

 

383. 米国－タ

イからのポリ

エチレン製買

物袋に対する

アンチ・ダン

ピング措置 

タイ 

【日本、アルゼン

チン、EU、韓国、

台湾】 

2008/11/26 協議要請 

2009/ 3/ 9 パネル設置要請 

2009/ 3/20 パネル設置 

2010/ 1/22 パネル報告書配布 

2010/ 2/18 パネル報告書採択 

2010/ 8/31 米国が違反措置を是正 

①タイは、米国がタイからのポ

リエチレン製買物袋に対するAD

協定税賦課に関し、その調査に

おいてゼロイング手法を使用し

たことはGATT及びAD協定に非整

合として申立て。 

②パネルは、米国のゼロイング

はAD協定に違反していると判断

し、タイの主張を全面的に支

持。 

AADD (2) 

GGAATTTT (VI) 

 

384. 米国－特

定国からの輸

入に係るラベ

リング要求 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、中国、コロ

ンビア、EU、グア

テマラ、インド、

韓国、メキシコ、

ニュージーラン

ド、ペルー、台湾】 

2008/12/ 1 協議要請 

2009/10/ 7 パネル設置要請 

2009/11/19 パネル設置（｢DS386｣と併合） 

2011/11/18 パネル報告書配布 

2012/ 3/23 米国が上級委申立て 

2012/ 3/28 カナダが上級委申立て 

2012/ 6/29 上級委報告書配布 

2012/ 7/23 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 5/24 米国が違反措置の是正を通報 

2013/ 6/10 シークエンス合意 

2013/ 8/19 パネル設置要請（履行確認） 

2013/ 9/25 パネル設置（履行確認） 

2014/10/20 パネル報告書配布（履行確

認） 

2014/11/28 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2014/12/12 カナダが上級委申立て（履行

確認） 

2015/ 5/18 上級委報告書配布（履行確

認） 

2015/ 5/29 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2015/ 6/ 4 カナダが対抗措置承認申請 

2015/ 6/16 米国が仲裁を要請 

①米国の2008年農業協定法修正

に基づく義務的な原産国ラベリ

ング制度（COOL： the 

mandatory country of origin 

labeling）は、小売レベルで消

費者に対し牛肉と豚肉を含む商

品について原産国表示を義務づ

け、誕生、生育及び屠殺を米国

国内で行った動物のみを排他的

に米国産とすることとしてお

り、牛肉又は豚肉について米国

での飼育若しくは直ちに屠殺す

るために輸出された家畜との区

別を行うための措置であり、

GATT第III条4項（内国民待

遇）、IX条4項（原産地表示）、

X条3項（貿易規則の公表及び施

行）、TBT協定2条（強制規格の

中央政府機関による立案、制定

及び適用）あるいはSPS協定2条

（基本的な権利及び義務）、5条

（危険性の評価）、7条（透明性

の確保）・原産地規則協定2条

TTBBTT (2) 

SSPPSS (2, 5, 7) 

GGAATTTT (III, IX, 

X, XXIII) 

第II部

第2章 

第II部

第11章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2015/ 6/17 仲裁に付託 (「DS386」と合

同) 

2015/12/ 7 仲裁判断配布、カナダが対抗

措置の内容（譲許の停止）承認申請 

2015/12/21 対抗措置の内容承認 

（経過期間における規律）に非

整合としてカナダが申立て。 

②パネルは、米国のCOOL制度は

強制規格とし、(a) COOL制度は

国内事業者に国産品を利用する

インセンティブを与えており、

カナダ製品に米国内の同種の産

品よりも不利な待遇を与えてい

ると判断し、米国のTBT協定第

2.1条違反を認定。また、(b) 

TBT協定第2.2条によって正当化

されていないと判断した。 

③上級委は上流にある事業者の

記録義務と消費者に与えられる

情報の不均衡なども理由に加え

つつ、パネル判断の(a) を支持

した。他方、パネルの事実認定

の不尽を理由として(b) は覆し

た。 

385. EU－イン

ドからのポリ

エチレンテレ

フタレート

（PET）輸入に

課されるアン

チ・ダンピン

グ措置及び相

殺関税の失効

見直し 

インド 2008/12/ 4 協議要請 ①インドは、EUがインドからの

ポリエチレンテレフタレート

（PET）輸入に際して賦課してい

るAD協定税及び相殺関税に係る

措置について、EUの措置

（regulation）はAD協定税及び

相殺関税の終期設定を求めてい

ないことはAD協定及び補助金協

定に非整合として申立て。 

AADD (6, 11, 18) 

SSCCMM (12, 21, 

32) 

 

 

386. 米国－特

定国からの輸

入に係るラベ

リング要求 

メキシコ 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、中

国、コロンビア、

EU、グアテマラ、

インド、韓国、ニ

ュージーランド、

ペルー、台湾 

2008/12/17 協議要請 

2009/10/ 9 パネル設置要請 

2009/11/19 パネル設置（｢DS384｣と併合） 

2011/11/18 パネル報告書配布 

2012/ 3/23 米国が上級委申立て 

2012/ 3/28 メキシコが上級委申立て 

2012/ 6/29 上級委報告書配布 

2012/ 7/23 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 5/24 米国が違反措置の是正を通報 

2013/ 6/10 シークエンス合意 

2013/ 8/19 パネル設置要請（履行確認） 

2013/ 9/25 パネル設置（履行確認） 

2013/10/20 パネル報告書配布（履行確

認） 

2014/11/28 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2014/12/12 メキシコが上級委申立て（履

行確認） 

2015/ 5/18 上級委報告書配布（履行確

認） 

2015/ 5/29 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2015/ 6/17 メキシコが対抗措置承認申請 

①メキシコは、米国における

2008年農業法により修正された

1946年農業マーケティング法に

基づく義務的な原産国ラベリン

グ制度（COOL：the mandatory 

country of origin labeling）

は、GATT第III条（内国民待

遇）、IX条（原産地表示）、X条

（貿易規則の公表及び施行）、

TBT協定2条（強制規格の中央政

府機関による立案、制定及び適

用）、あるいはSPS協定2条（基

本的な権利及び義務）、5条（危

険性の評価）、7条（透明性の確

保）、原産地規則協定2条（経過

期間における規律）に非整合で

あるとして申立て。なお、全く

同様の協定非整合を指摘して、

カナダが2008年12月1日付けで協

議要請を行っており（DS384）、

メキシコは2008年12月12日付で

第三国参加を要請し、2008年12

月18日付で、米国より、メキシ

TTBBTT (2, 12) 

SSPPSS (2, 5, 7) 

RROOOO (2) 

GGAATTTT (III, IX, 

X) 

第II部

第2章 

第II部

第11章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2015/ 6/22 米国が仲裁を要請、仲裁に付

託 (「DS384」と合同) 

2015/12/ 7 仲裁判断配布、メキシコが対

抗措置の内容（譲許の停止）承認申請 

2015/12/21 対抗措置の内容承認 

コの第三国参加を受け入れが通

知されている。 

②③DS384を参照。 

387. 中国－贈

与、貸付け及

びその他の奨

励措置 

米国 2008/12/19 協議要請 ①米国は、中国が企業に付与し

ている贈与、貸付け及びその他

の優遇措置は、補助金協定上の

禁止補助金に該当し、また、農

産品に対する措置は農業協定に

非整合として申立て。 

AAAA (3, 9, 10) 

SSCCMM (3) 

加加盟盟議議定定書書  

GGAATTTT (III) 

 

388. 中国－贈

与、貸付け及

びその他の奨

励措置 

メキシコ 2008/12/19 協議要請 ①メキシコは、中国が企業に付

与している贈与、貸付け及びそ

の他の優遇措置は、補助金協定

上の禁止補助金に該当し、ま

た、農産品に対する措置は農業

協定に非整合として申立て。 

AAAA (3, 9, 10) 

SSCCMM (3) 

加加盟盟議議定定書書  

GGAATTTT (III) 

 

389. EU－米国

からの鶏肉等

及び鶏肉等の

製品の輸入に

関する措置 

米国 

【豪州、中国、グ

アテマラ、韓国、

ニュージーラン

ド、ノルウェー、

台湾】 

2009/ 1/16 協議要請 

2009/10/ 8 パネル設置要請 

2009/11/19 パネル設置 

①米国は、EUの鶏肉及び鶏肉製

品に関する措置について、病原

菌を削減するために化学処理を

施した鶏肉の輸入を禁止する措

置及び認証プロセスの非公表、

並びに、人体に影響を及ぼさな

い科学的根拠があるにも関わら

ず措置を実施していることは、

SPS協定、GATT、TBT協定、農業

協定に非整合として申立て。 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8) 

TTBBTT (2) 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4) 

 

390. 中国－贈

与、貸付け及

びその他の奨

励措置 

グアテマラ 2009/ 1/19 協議要請 ①グアテマラは、中国が企業に

付与している贈与、貸付け及び

その他の優遇措置は、補助金協

定上の禁止補助金に該当し、ま

た、農産品に対する措置は農業

協定に非整合として申立て。 

AAAA (3, 8, 9, 

10) 

SSCCMM (3) 

加加盟盟議議定定書書  

GGAATTTT(III)  

 

391. 韓国－牛

肉及び牛肉製

品に関する措

置 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

インド、中国、EU、

台湾、米国】 

2009/ 4/ 9 協議要請 

2009/ 7/ 9 パネル設置要請 

2009/ 8/31 パネル設置 

2011/ 6/28 カナダがパネル手続中断を要

請 

2012/ 6/19 二国間合意通報 

①韓国は2003年5月からカナダ産

の牛肉及び牛肉製品の輸入を禁

止。韓国は当該措置の目的をBSE

のリスクを防ぐためとしてい

た。本措置について、カナダ

は、SPS協定及びGATTに非整合で

あるとして申立て。 

SSPPSS (2, 3, 5, 

6 ,8) 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

 

392. 米国－中

国からの家禽

類の輸入に関

する措置 

中国 

【ブラジル、EU、

グアテマラ、韓

国、台湾、トル

コ、】 

2009/ 4/17 協議要請 

2009/ 6/23 パネル設置要請 

2009/ 7/31 パネル設置 

2010/ 9/29 パネル報告書配布 

2010/10/25 パネル報告書採択 

①中国は、米国のオムニバス法

727条は、米国農務省が中国から

の輸入に必要な規則の制定や規

則の実施を行うための支出を行

うことを禁じていること等は、

GATT第I.1条（最恵国待遇）、

XI.1条（一般的数量制限の禁

止）及び農業協定4.2条（市場ア

クセス）及びSPS協定に非整合で

あるとして申立て。 

②パネルは中国の主張を認め、

中国産品と他のWTO加盟国産品の

SSPPSS (2, 3, 5, 

8) 

GGAATTTT (I, XI) 

AAAA (4) 
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第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2015/ 6/22 米国が仲裁を要請、仲裁に付

託 (「DS384」と合同) 

2015/12/ 7 仲裁判断配布、メキシコが対

抗措置の内容（譲許の停止）承認申請 

2015/12/21 対抗措置の内容承認 

コの第三国参加を受け入れが通

知されている。 

②③DS384を参照。 

387. 中国－贈

与、貸付け及

びその他の奨

励措置 

米国 2008/12/19 協議要請 ①米国は、中国が企業に付与し

ている贈与、貸付け及びその他

の優遇措置は、補助金協定上の

禁止補助金に該当し、また、農

産品に対する措置は農業協定に

非整合として申立て。 

AAAA (3, 9, 10) 

SSCCMM (3) 

加加盟盟議議定定書書  

GGAATTTT (III) 

 

388. 中国－贈

与、貸付け及

びその他の奨

励措置 

メキシコ 2008/12/19 協議要請 ①メキシコは、中国が企業に付

与している贈与、貸付け及びそ

の他の優遇措置は、補助金協定

上の禁止補助金に該当し、ま

た、農産品に対する措置は農業

協定に非整合として申立て。 

AAAA (3, 9, 10) 

SSCCMM (3) 

加加盟盟議議定定書書  

GGAATTTT (III) 

 

389. EU－米国

からの鶏肉等

及び鶏肉等の

製品の輸入に

関する措置 

米国 

【豪州、中国、グ

アテマラ、韓国、

ニュージーラン

ド、ノルウェー、

台湾】 

2009/ 1/16 協議要請 

2009/10/ 8 パネル設置要請 

2009/11/19 パネル設置 

①米国は、EUの鶏肉及び鶏肉製

品に関する措置について、病原

菌を削減するために化学処理を

施した鶏肉の輸入を禁止する措

置及び認証プロセスの非公表、

並びに、人体に影響を及ぼさな

い科学的根拠があるにも関わら

ず措置を実施していることは、

SPS協定、GATT、TBT協定、農業

協定に非整合として申立て。 

SSPPSS (2, 5, 7, 

8) 

TTBBTT (2) 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4) 

 

390. 中国－贈

与、貸付け及

びその他の奨

励措置 

グアテマラ 2009/ 1/19 協議要請 ①グアテマラは、中国が企業に

付与している贈与、貸付け及び

その他の優遇措置は、補助金協

定上の禁止補助金に該当し、ま

た、農産品に対する措置は農業

協定に非整合として申立て。 

AAAA (3, 8, 9, 

10) 

SSCCMM (3) 

加加盟盟議議定定書書  

GGAATTTT(III)  

 

391. 韓国－牛

肉及び牛肉製

品に関する措

置 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

インド、中国、EU、

台湾、米国】 

2009/ 4/ 9 協議要請 

2009/ 7/ 9 パネル設置要請 

2009/ 8/31 パネル設置 

2011/ 6/28 カナダがパネル手続中断を要

請 

2012/ 6/19 二国間合意通報 

①韓国は2003年5月からカナダ産

の牛肉及び牛肉製品の輸入を禁

止。韓国は当該措置の目的をBSE

のリスクを防ぐためとしてい

た。本措置について、カナダ

は、SPS協定及びGATTに非整合で

あるとして申立て。 

SSPPSS (2, 3, 5, 

6 ,8) 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

 

392. 米国－中

国からの家禽

類の輸入に関

する措置 

中国 

【ブラジル、EU、

グアテマラ、韓

国、台湾、トル

コ、】 

2009/ 4/17 協議要請 

2009/ 6/23 パネル設置要請 

2009/ 7/31 パネル設置 

2010/ 9/29 パネル報告書配布 

2010/10/25 パネル報告書採択 

①中国は、米国のオムニバス法

727条は、米国農務省が中国から

の輸入に必要な規則の制定や規

則の実施を行うための支出を行

うことを禁じていること等は、

GATT第I.1条（最恵国待遇）、

XI.1条（一般的数量制限の禁

止）及び農業協定4.2条（市場ア

クセス）及びSPS協定に非整合で

あるとして申立て。 

②パネルは中国の主張を認め、

中国産品と他のWTO加盟国産品の

SSPPSS (2, 3, 5, 

8) 

GGAATTTT (I, XI) 

AAAA (4) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

差別を理由に、米国のオムニバ

ス法第727条はSPS協定及びGATT

に違反していると判断。 

393. チリ－ア

ルゼンチンか

らの小麦粉輸

入に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

アルゼンチン 2009/ 5/14 協議要請 ①アルゼンチンは、チリによる

アルゼンチン産小麦粉に対する

AD協定措置及びチリのAD協定法

令は、AD協定、GATT、WTO設立協

定に非整合として申立て。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 

12, 18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

 

394.中国－鉱

物資源の輸出

規制措置 

米国 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、チリ、コ

ロンビア、エクア

ドル、EU、インド、

韓国、メキシコ、

ノルウェー、台

湾、トルコ、サウ

ジアラビア】 

2009/ 6/23 協議要請 

2009/11/ 4 パネル設置要請 

2009/12/21 パネル設置（「DS395」 及び

「DS398」 と併合） 

2011/ 7/ 5 パネル報告書配布 

2011/ 8/31 中国が上級委申立て 

2011/ 9/ 6 米国が上級委申立て 

2012/ 1/30 上級委報告書配布 

2012/ 2/22 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 1/17 シークエンス合意 

2013/ 1/28 中国が措置の是正を通報 

①米国は、中国によるボーキサ

イト、コークス等の輸出数量規

制に係る32の措置は、GATTの

他、中国の加盟議定書に違反し

ていると申立て。 

②パネルは、中国は加盟議定書

で付属書に記載されていない品

目においては輸出税を課さない

ことに合意しており、加盟議定

書の文言によってGATT第XX条の

正当化事由に訴えることができ

ないとした上で、中国の輸出数

量規制はGATT及び加盟議定書の

義務に違反していると判断。 

③上級委はパネルの判断を支

持。 

GGAATTTT (VIII, X, 

XI) 

加加盟盟議議定定書書  

第II部

第3章 

第II部

第4章 

395.中国－原

材料の輸出規

制措置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、チリ、コ

ロンビア、エクア

ドル、インド、韓

国、メキシコ、ノ

ルウェー、台湾、

トルコ、サウジア

ラビア、米国】 

2009/ 6/23 協議要請 

2009/11/ 4 パネル設置要請 

2009/12/21 パネル設置(｢DS394｣、

「DS398」と併合) 

2011/ 7/ 5 パネル報告書配布 

2011/ 8/31 中国が上級委申立て 

2011/ 9/ 6 EUが上級委申立て 

2012/ 1/30 上級委報告書配布 

2012/ 2/22 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 1/17 シークエンス合意 

2013/ 1/28 中国が措置の是正を通報 

DS394を参照 

GGAATTTT (VIII, X, 

XI) 

加加盟盟議議定定書書  

第II部

第3章 

第II部

第4章 

396.フィリピ

ン－蒸留酒に

対する課税措

置 

EU 

【豪州、中国、イ

ンド、メキシコ、

タイ、台湾、米国】 

2009/ 7/29 協議要請 

2009/12/10 パネル設置要請 

2010/ 1/19 パネル設置 

2010/ 4/20 「DS403」と併合 

2011/ 8/15 パネル報告書配布 

2011/ 9/23 フィリピンが上級委申立て 

2011/ 9/28 EUが上級委申立て 

2011/12/21 上級委報告書配布 

2012/ 1/20 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 1/28 フィリピンが違反措置を是正 

①EUは、フィリピンが1997年以

降、輸入された蒸留酒に対して

高い関税を課している現行の物

品税体系は、GATT第III条に非整

合であるとして申立て。 

②パネルは、フィリピンの措置

は、表面上は中立的であるが、

輸入された蒸留酒に国内産品よ

りも不利な待遇を与えており、

GATT第III条に違反すると判断。 

③上級委はパネルの判断を支持

し、フィリピンの措置はGATT第

III条に違反していると判断。 

GGAATTTT (III)  

397.EU－中国

製ファスナー

に対するアン

中国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、チリ、

2009/ 7/31 協議要請 

2009/10/12 パネル設置要請 

2009/10/23 パネル設置 

①中国は、EUが中国からのファ

スナーの輸入について、EC規則

No.384/96及びEC規則

GGAATTTT (I, VI, 

X) 

WWTTOO (XVI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

チ・ダンピン

グ措置 

コロンビア、イン

ド、ノルウェー、

台湾、タイ、トル

コ、米国】 

2010/12/ 3 パネル報告書配布 

2011/ 3/25 EUが上級委申立て 

2011/ 3/30 中国が上級委申立て 

2011/ 7/15 上級委報告書配布 

2011/ 7/28 パネル・上級委報告書採択 

2013/10/30 協議要請（履行確認） 

2013/12/ 5 パネル設置要請（履行確認） 

2013/12/18 パネル設置（履行確認） 

2015/ 8/ 7 パネル報告書配布（履行確

認） 

2015/ 9/ 9 EUが上級委申立て（履行確

認） 

2015/ 9/14 中国が上級委申立て（履行確

認） 

2016/ 1/18 上級委報告書配布（履行確

認） 

2016/ 2/12 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

No..91/2009に基づいてAD協定税

を賦課していることは、WTO設立

協定、GATT及びAD協定に非整合

として申立て。 

②パネルは国別価格を採用して

個別の輸出価格を認定しないEC

規則No.384/96第9.5条それ自体

及びAD協定税の課税におけるそ

の適用は、AD協定に違反してい

ると判断。 

③上級委はおおむねパネルの判

断を支持したが、国内産業の認

定に当たってより高い割合を求

めることができたにもかかわら

ずしなかったこと、情報を提出

した企業を除外するなどして27%

と低い割合にとどまった点が4.1

条の違反を構成すると、パネル

判断を覆して認定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

12, 17) 

398.中国－原

材料の輸出規

制措置 

メキシコ 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、チリ、コ

ロンビア、エクア

ドル、EU、インド、

韓国、ノルウェ

ー、台湾、トルコ、

サウジアラビア、

米国】 

2009/ 8/21 協議要請 

2009/11/ 4 パネル設置要請 

2009/12/21 パネル設置(｢DS394｣、

「DS395」と併合) 

2011/ 7/ 5 パネル報告書配布 

2011/ 8/31 中国が上級委申立て 

2011/ 9/ 6 メキシコが上級委申立て 

2012/ 1/30 上級委報告書配布 

2012/ 2/22 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 1/17 シークエンス合意 

2013/ 1/28 中国が措置の是正を通報 

DS394を参照 

GGAATTTT (VIII, X, 

XI) 

第II部

第3章 

第II部

第4章 

399.米国－中

国製タイヤの

輸入に関する

措置 

中国 

【日本、EU、台湾、

トルコ、ベトナ

ム】 

2009/ 9/14 協議要請 

2009/12/ 9 パネル設置要請 

2010/ 1/19 パネル設置 

2010/12/13 パネル報告書配布 

2011/ 5/24 中国が上級委申立て 

2011/ 9/ 5 上級委報告書配布 

2011/10/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①中国は、米国が中国からのタ

イヤに高関税を課していること

はGATTに違反しており、GATT第

XIX条によっても正当化できない

として申立て。 

②パネルは米国の暫定的なセー

フガード措置は、中国の加盟議

定書及びGATT上の義務を満たし

ており、GATTに違反していない

と判断。 

③上級委はパネルの判断を全面

的に支持。 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 

加加盟盟議議定定書書  

 

400. EU－アザ

ラシ製品の販

売禁止措置 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、中国、コロ

ンビア、エクアド

ル、アイスラン

ド、メキシコ、ノ

ルウェー、ロシ

ア、米国】 

2009/11/ 2 協議要請 

2011/ 2/11 パネル設置要請 

2011/ 3/25 パネル設置 

2011/ 4/21 「DS401」と併合 

2013/11/25 パネル報告書配布 

2014/ 1/24 カナダが上級委申立て 

2014/ 1/29 EUが上級委申立て 

2014/ 5/22 上級委報告書配布 

2014/ 6/18 パネル・上級委報告書採択 

①カナダは、EUがアザラシ製品

のEU域内での流通を禁じる措置

(EC規則No. 1007/2009)は、TBT

協定、GATT及び農業協定に非整

合として申立て。 

②パネルは、EUのアザラシ製品

販売禁止措置は強制規格である

と判断した上で、TBT協定第2.1

条に違反していると判断。しか

し、EUの公徳の保護のために必

須な措置であり、代替的措置が

GGAATTTT (I, III, 

XI, XXIII) 

TTBBTT (2, 5, 6, 

7, 8) 

AAAA (4) 

第II部

第1章 

第II部

第2章 

第II部

第4章 

第II部

第11章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

チ・ダンピン

グ措置 

コロンビア、イン

ド、ノルウェー、

台湾、タイ、トル

コ、米国】 

2010/12/ 3 パネル報告書配布 

2011/ 3/25 EUが上級委申立て 

2011/ 3/30 中国が上級委申立て 

2011/ 7/15 上級委報告書配布 

2011/ 7/28 パネル・上級委報告書採択 

2013/10/30 協議要請（履行確認） 

2013/12/ 5 パネル設置要請（履行確認） 

2013/12/18 パネル設置（履行確認） 

2015/ 8/ 7 パネル報告書配布（履行確

認） 

2015/ 9/ 9 EUが上級委申立て（履行確

認） 

2015/ 9/14 中国が上級委申立て（履行確

認） 

2016/ 1/18 上級委報告書配布（履行確

認） 

2016/ 2/12 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

No..91/2009に基づいてAD協定税

を賦課していることは、WTO設立

協定、GATT及びAD協定に非整合

として申立て。 

②パネルは国別価格を採用して

個別の輸出価格を認定しないEC

規則No.384/96第9.5条それ自体

及びAD協定税の課税におけるそ

の適用は、AD協定に違反してい

ると判断。 

③上級委はおおむねパネルの判

断を支持したが、国内産業の認

定に当たってより高い割合を求

めることができたにもかかわら

ずしなかったこと、情報を提出

した企業を除外するなどして27%

と低い割合にとどまった点が4.1

条の違反を構成すると、パネル

判断を覆して認定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

12, 17) 

398.中国－原

材料の輸出規

制措置 

メキシコ 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、チリ、コ

ロンビア、エクア

ドル、EU、インド、

韓国、ノルウェ

ー、台湾、トルコ、

サウジアラビア、

米国】 

2009/ 8/21 協議要請 

2009/11/ 4 パネル設置要請 

2009/12/21 パネル設置(｢DS394｣、

「DS395」と併合) 

2011/ 7/ 5 パネル報告書配布 

2011/ 8/31 中国が上級委申立て 

2011/ 9/ 6 メキシコが上級委申立て 

2012/ 1/30 上級委報告書配布 

2012/ 2/22 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 1/17 シークエンス合意 

2013/ 1/28 中国が措置の是正を通報 

DS394を参照 

GGAATTTT (VIII, X, 

XI) 

第II部

第3章 

第II部

第4章 

399.米国－中

国製タイヤの

輸入に関する

措置 

中国 

【日本、EU、台湾、

トルコ、ベトナ

ム】 

2009/ 9/14 協議要請 

2009/12/ 9 パネル設置要請 

2010/ 1/19 パネル設置 

2010/12/13 パネル報告書配布 

2011/ 5/24 中国が上級委申立て 

2011/ 9/ 5 上級委報告書配布 

2011/10/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①中国は、米国が中国からのタ

イヤに高関税を課していること

はGATTに違反しており、GATT第

XIX条によっても正当化できない

として申立て。 

②パネルは米国の暫定的なセー

フガード措置は、中国の加盟議

定書及びGATT上の義務を満たし

ており、GATTに違反していない

と判断。 

③上級委はパネルの判断を全面

的に支持。 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 

加加盟盟議議定定書書  

 

400. EU－アザ

ラシ製品の販

売禁止措置 

カナダ 

【日本、アルゼン

チン、中国、コロ

ンビア、エクアド

ル、アイスラン

ド、メキシコ、ノ

ルウェー、ロシ

ア、米国】 

2009/11/ 2 協議要請 

2011/ 2/11 パネル設置要請 

2011/ 3/25 パネル設置 

2011/ 4/21 「DS401」と併合 

2013/11/25 パネル報告書配布 

2014/ 1/24 カナダが上級委申立て 

2014/ 1/29 EUが上級委申立て 

2014/ 5/22 上級委報告書配布 

2014/ 6/18 パネル・上級委報告書採択 

①カナダは、EUがアザラシ製品

のEU域内での流通を禁じる措置

(EC規則No. 1007/2009)は、TBT

協定、GATT及び農業協定に非整

合として申立て。 

②パネルは、EUのアザラシ製品

販売禁止措置は強制規格である

と判断した上で、TBT協定第2.1

条に違反していると判断。しか

し、EUの公徳の保護のために必

須な措置であり、代替的措置が

GGAATTTT (I, III, 

XI, XXIII) 

TTBBTT (2, 5, 6, 

7, 8) 

AAAA (4) 

第II部

第1章 

第II部

第2章 

第II部

第4章 

第II部

第11章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

証明されなかったため、TBT協定

第2.2条には違反していないと判

断。パネルはまた、EUの先住民

社会を保護する措置はグリーン

ランド産品をカナダ及びノルウ

ェー産品より優遇しており、

GATT第I条に違反しているとし

た。そして、EU措置はGATT第XX

条a号に該当するものの、TBT協

定2.1条に違反するため同条柱書

にも違反し、正当化されないと

判断した。 

③上級委は、EUの措置を強制規

格であるとしたパネルの判断を

覆し、パネルのTBT協定第2.1

条、2.2条、5.1.2条、及び第

5.2.1条における判断に対して、

争訴価値を失っており、法的拘

束力を有さないことを宣言し

た。また、上級委はEUの措置は

GATT第I条に違反していると判断

したパネルを支持した。他方、

GATTXX条柱書とTBT協定2.1条を

同じ基準としたパネル判断を覆

したものの、結論として柱書の

違反を認め、GATT第XX条によっ

ても正当化できないことを是認

した。 

401. EU－アザ

ラシ製品の販

売禁止措置 

ノルウェー 

【日本、アルゼン

チン、カナダ、中

国、コロンビア、

エクアドル、アイ

スランド、メキシ

コ、ナミビア、ロ

シア、米国】 

2009/11/ 5 協議要請 

2011/ 3/14 パネル設置要請 

2011/ 4/21 パネル設置（「DS400」と併

合） 

2013/11/25 パネル報告書配布 

2014/ 1/24 ノルウェーが上級委申立て 

2014/ 1/29 EUが上級委申立て 

2014/ 5/22 上級委報告書配布 

2014/ 6/18 パネル・上級委報告書採択 

DS400を参照 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

TTBBTT (2, 5, 6, 

7, 8, 9) 

AAAA (4)  

第II部

第1章 

第II部

第2章 

第II部

第4章 

第II部

第11章 

402. 米国－ゼ

ロイングによ

るダンピン

グ・マージン

の計算 

韓国 

【日本、中国、EU、

メキシコ、タイ、

ベトナム】  

2009/11/24 協議要請 

2010/ 4/ 8 パネル設置要請 

2010/ 5/18 パネル設置 

2011/ 1/18 パネル報告書配布 

2011/ 2/24 パネル報告書採択 

2011/12/19 米国がRPT内での履行を報告 

①韓国は米国に対し、米国が韓

国からのステンレス鋼の輸入に

対するAD協定措置に際して「ゼ

ロイング」によりダンピング・

マージンを算出することは、AD

協定及びGATT第VI条に非整合と

して申立て。 

②パネルは韓国の主張を認め、

ダンピング・マージンを算出す

る際にゼロイングを使用するこ

とは、AD協定に違反していると

判断。 

GGAATTTT (VI)  

AADD (1, 2, 5) 

 

403. フィリピ

ン－蒸留酒に

対する課税措

置 

米国 

【豪州、中国、コ

ロンビア、EU、イ

2010/ 1/14 協議要請 

2010/ 3/26 パネル設置要請 

2010/ 4/20 パネル設置（「DS396」と併

合） 

DS396参照 

GGAATTTT (III)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ンド、メキシコ、

台湾】  

2011/ 8/15 パネル報告書配布 

2011/ 9/23 フィリピンが上級委申立て 

2011/ 9/28 EUが上級委申立て 

2011/12/21 上級委報告書配布 

2012/ 1/20 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 1/28 フィリピンが履行完了を報告 

404．米国－ベ

トナムからの

エビの輸入に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ベトナム 

【日本、中国、EU、

インド、韓国、メ

キシコ、タイ】  

2010/ 2/ 1 協議要請 

2010/ 4/ 7 パネル設置要請 

2010/ 5/18 パネル設置 

2011/ 7/11 パネル報告書配布 

2011/ 9/ 2 パネル報告書採択 

2016/ 7/18 二国間合意通報 

  

①ベトナムは、米国がベトナム

からのエビの輸入についてAD協

定措置を行っていること及び

「ゼロイング」手法を使ったダ

ンピング・マージンの計算は、

GATT、AD協定、WTO設立協定に非

整合として申立て。 

②パネルはベトナムの出張を全

面的に認め、米国のAD協定措置

は、GATT及びAD協定に違反して

いると認定。 

GGAATTTT (I, II, 

VI) 

AADD (1, 2, 5, 

6, 9, 11, 18) 

WWTTOO (XVI) 

 

405. EU－中国

からの革靴の

輸入に対する

アンチ・ダン

ピング措置 

中国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、コロンビ

ア、トルコ、米国、

ベトナム】  

2010/ 2/ 4 協議要請 

2010/ 4/ 8 パネル設置要請 

2010/ 5/18 パネル設置 

2011/10/28 パネル報告書配布 

2012/ 2/22 パネル報告書採択 

2012/10/25 シークエンス合意 

2012/12/17 EUが違反措置を是正したこと

を通報（中国は不同意） 

①中国は、EUが中国からの革靴

の輸入について、AD協定措置を

行っていること及びダンピン

グ・マージンの計算方法等は、

WTO設置協定、中国の加盟議定

書、GATT及びAD協定に非整合と

して申立て。 

②パネルは、EUの措置はAD協定

に違反していると判断したが、

中国の幾つかの主張に対して、

中国はEUの違反を立証していな

いと判断した。 

WWTTOO (XVI) 

GGAATTTT (I, VI, 

X, XVI) 

AADD  (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 

17, 18) 

加加盟盟議議定定書書  

 

406. 米国－ク

ローブ入りタ

バコの流通・

生産に関する

措置 

インドネシア 

【ブラジル、コロ

ンビア、ドミニカ

共和国、EU、グア

テマラ、メキシ

コ、ノルウェー、

トルコ】 

2010/ 4/ 7 協議要請 

2010/ 6/ 9 パネル設置要請 

2010/ 7/20 パネル設置 

2011/ 9/ 2 パネル報告書配布 

2012/ 1/ 5 米国が上級委申立て 

2012/ 4/ 4 上級委報告書配布 

2012/ 4/24 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 8/12 インドネシアが対抗措置承認

申請 

2013/ 8/22 米国が仲裁を要請 

2013/ 8/23 仲裁に付託 

2014/ 6/14 両国は仲裁を停止要請 

2014/10/ 3 二国間合意通報 

①インドネシアは、米国が導入

したクローブ等の香料等が付加

されたタバコの生産・販売を禁

止した措置は、SPS協定、GATT、

及びTBT協定に非整合であるとし

て申立て。 

②パネルは、米国のクローブタ

バコに対する禁止措置は、メン

ソールタバコと比べ不当な扱い

を与えているとし、TBT協定第

2.1条に違反していると判断。し

かし、インドネシアは米国の措

置はTBT協定第2.2条に違反して

いることを立証していないと判

断し、同条の違反は認めなかっ

た。 

③上級委はTBT協定第2.1条にお

ける「同種の産品」において、

パネルの解釈を修正したが、全

体的にパネルの判断を支持。 

TTBBTT (2, 12)  

SSPPSS (2, 3, 5, 

7,) 

GGAATTTT (III, XX, 

XXIII) 

第II部

第11章 

407. 中国－EU

からの鉄製フ

ァスナーに対

EU 2010/ 5/ 7 協議要請 ①EUは中国に対し、中国による

EUからの鋼鉄製ファスナーに対

するAD協定税の暫定措置はAD協

AADD (2, 3, 6, 

7, 12) 

GGAATTTT (VI, X) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ンド、メキシコ、

台湾】  

2011/ 8/15 パネル報告書配布 

2011/ 9/23 フィリピンが上級委申立て 

2011/ 9/28 EUが上級委申立て 

2011/12/21 上級委報告書配布 

2012/ 1/20 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 1/28 フィリピンが履行完了を報告 

404．米国－ベ

トナムからの

エビの輸入に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ベトナム 

【日本、中国、EU、

インド、韓国、メ

キシコ、タイ】  

2010/ 2/ 1 協議要請 

2010/ 4/ 7 パネル設置要請 

2010/ 5/18 パネル設置 

2011/ 7/11 パネル報告書配布 

2011/ 9/ 2 パネル報告書採択 

2016/ 7/18 二国間合意通報 

  

①ベトナムは、米国がベトナム

からのエビの輸入についてAD協

定措置を行っていること及び

「ゼロイング」手法を使ったダ

ンピング・マージンの計算は、

GATT、AD協定、WTO設立協定に非

整合として申立て。 

②パネルはベトナムの出張を全

面的に認め、米国のAD協定措置

は、GATT及びAD協定に違反して

いると認定。 

GGAATTTT (I, II, 

VI) 

AADD (1, 2, 5, 

6, 9, 11, 18) 

WWTTOO (XVI) 

 

405. EU－中国

からの革靴の

輸入に対する

アンチ・ダン

ピング措置 

中国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、コロンビ

ア、トルコ、米国、

ベトナム】  

2010/ 2/ 4 協議要請 

2010/ 4/ 8 パネル設置要請 

2010/ 5/18 パネル設置 

2011/10/28 パネル報告書配布 

2012/ 2/22 パネル報告書採択 

2012/10/25 シークエンス合意 

2012/12/17 EUが違反措置を是正したこと

を通報（中国は不同意） 

①中国は、EUが中国からの革靴

の輸入について、AD協定措置を

行っていること及びダンピン

グ・マージンの計算方法等は、

WTO設置協定、中国の加盟議定

書、GATT及びAD協定に非整合と

して申立て。 

②パネルは、EUの措置はAD協定

に違反していると判断したが、

中国の幾つかの主張に対して、

中国はEUの違反を立証していな

いと判断した。 

WWTTOO (XVI) 

GGAATTTT (I, VI, 

X, XVI) 

AADD  (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 

17, 18) 

加加盟盟議議定定書書  

 

406. 米国－ク

ローブ入りタ

バコの流通・

生産に関する

措置 

インドネシア 

【ブラジル、コロ

ンビア、ドミニカ

共和国、EU、グア

テマラ、メキシ

コ、ノルウェー、

トルコ】 

2010/ 4/ 7 協議要請 

2010/ 6/ 9 パネル設置要請 

2010/ 7/20 パネル設置 

2011/ 9/ 2 パネル報告書配布 

2012/ 1/ 5 米国が上級委申立て 

2012/ 4/ 4 上級委報告書配布 

2012/ 4/24 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 8/12 インドネシアが対抗措置承認

申請 

2013/ 8/22 米国が仲裁を要請 

2013/ 8/23 仲裁に付託 

2014/ 6/14 両国は仲裁を停止要請 

2014/10/ 3 二国間合意通報 

①インドネシアは、米国が導入

したクローブ等の香料等が付加

されたタバコの生産・販売を禁

止した措置は、SPS協定、GATT、

及びTBT協定に非整合であるとし

て申立て。 

②パネルは、米国のクローブタ

バコに対する禁止措置は、メン

ソールタバコと比べ不当な扱い

を与えているとし、TBT協定第

2.1条に違反していると判断。し

かし、インドネシアは米国の措

置はTBT協定第2.2条に違反して

いることを立証していないと判

断し、同条の違反は認めなかっ

た。 

③上級委はTBT協定第2.1条にお

ける「同種の産品」において、

パネルの解釈を修正したが、全

体的にパネルの判断を支持。 

TTBBTT (2, 12)  

SSPPSS (2, 3, 5, 

7,) 

GGAATTTT (III, XX, 

XXIII) 

第II部

第11章 

407. 中国－EU

からの鉄製フ

ァスナーに対

EU 2010/ 5/ 7 協議要請 ①EUは中国に対し、中国による

EUからの鋼鉄製ファスナーに対

するAD協定税の暫定措置はAD協

AADD (2, 3, 6, 

7, 12) 

GGAATTTT (VI, X) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

するアンチ・

ダンピング税

の賦課 

定に非整合であるとして申立

て。 

408. EU及び加

盟国－ジェネ

リック医薬品

の接収措置 

インド 2010/ 5/11 協議要請 ①インドはEU及びオランダに対

し、オランダによるインド製の

ジェネリック医薬品の接収は、

GATT及びTRIPSに非整合であると

して申立て。 

TTRRIIPPSS (2, 7, 

8, 28, 31, 41, 

42) 

GGAATTTT (V, X) 

 

409. EU及び加

盟国－ジェネ

リック医薬品

の接収措置 

ブラジル 2010/ 5/12 協議要請 ①インドはEU及びオランダに対

し、オランダによるインド製の

ジェネリック医薬品の接収は、

GATT及びTRIPSに非整合であると

して申立て。 

GGAATTTT (V, X) 

TTRRIIPPSS (1, 2, 

28, 31, 41, 

42, 49, 50, 

51, 52, 53, 

54, 55, 58, 

59) 

加加盟盟議議定定書書  

 

410. アルゼン

チン－ペルー

からのファス

ナー及びチェ

ーンに対する

アンチ・ダン

ピング税の賦

課 

ペルー 2010/ 5/19 協議要請 ①ペルーはアルゼンチンに対

し、アルゼンチンによるペルー

からのファスナー及びチェーン

に対するAD協定税の賦課は、AD

協定及びGATT第VI条に非整合で

あるとして申立て。  

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

10, 12, 18) 

GGAATTTT (VI) 

 

411. アルメニ

ア－タバコ及

びアルコール

飲料の輸入販

売に関する措

置 

ウクライナ 2010/ 7/20 協議要請 

2010/ 9/ 8 パネル設置要請 

①ウクライナはアルメニアに対

し、アルメニアによる輸入され

たタバコ及びアルコール飲料に

対して差別的な内国税を賦課す

る措置は、GATT第III条に非整合

であり、さらに、輸入されたタ

バコに対して協定税率以上の関

税を賦課していることはGATT第

II条に非整合であるとして申立

て。 

GGAATTTT (II, III)  

412．カナダ－

オンタリオ州

による再生可

能エネルギー

による発電に

関する措置 

日本 

【豪州、ブラジ

ル、中国、エルサ

ルバドル、EU、ホ

ンジュラス、イン

ド、サウジアラビ

ア、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

台湾、米国】 

2010/ 9/13 協議要請 

2011/ 6/ 1 パネル設置要請 

2011/ 7/20 パネル設置（「DS426」と併

合） 

2012/12/19 パネル報告書配布 

2013/ 2/ 5 カナダが上級委申立て 

2013/ 2/11 日本が上級委申立て 

2013/ 5/ 6 上級委報告書配布 

2013/ 5/24 パネル・上級委報告書採択 

2014/ 3/24 シークエンス合意  

①日本はカナダに対し、カナ

ダ・オンタリオ州が再生可能エ

ネルギー由来の電力の固定価格

買取制度への参入条件として課

した州内産品優遇措置は、GATT

第III条、TRIMs協定第2条及び補

助金協定第3条に非整合であると

して申立て。 

②パネルはカナダの国内産品優

遇措置について、GATT第III条、

TRIMs協定第2条の違反を認定。 

③上級委はパネルの判断を支

持。 

GGAATTTT (III, 

XXIII) 

SSCCMM (1, 3) 

TTRRIIMMss (2) 

第II部

第2章 

第II部

第9章 

413．中国－電

子支払いサー

ビスに関する

措置 

米国 

【日本、豪州、エ

クアドル、EU、グ

アテマラ、韓国、

インド】 

2010/ 9/15 協議要請 

2011/ 2/11 パネル設置要請 

2011/ 3/25 パネル設置 

2012/ 7/16 パネル報告書配布 

2012/ 8/31 パネル報告書採択 

①米国は中国に対し、中国によ

る電子支払いサービスの提供を

中国国内企業にのみに許可をし

ている等の措置は、GATS第XVI条

（市場アクセス）、第XVII条

GGAATTSS (XVI, 

XVII) 

第I部第

1章 

第II部

第12章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2013/ 8/19 シークエンス合意 （内国民待遇）に非整合として

申立て。 

②パネルは 中国国内で発行す

る決済カードに銀聯のロゴを表

示する義務、ATMやカード処理端

末は銀聯カードを受け入れるも

のでなければいけないと要求す

る措置、香港及びマカオ内での

電子取引には銀聯カードを使用

しなければいけないとする義務

は、GATS第XVI条のモード3の

他、GATS第XVII条のモード1及び

3に違反していると判断。 

414. 中国－米

国製電磁後半

に対する相殺

関税及びアン

チ・ダンピン

グ措置 

米国 

【日本、アルゼン

チン、EU、ホンジ

ュラス、インド、

韓国、サウジアラ

ビア、ベトナム、

ロシア】 

2010/ 9/15 協議要請 

2011/ 2/11 パネル設置要請 

2011/ 3/25 パネル設置 

2012/ 6/15 パネル報告書配布 

2012/ 7/20 中国が上級委申立て 

2012/10/18 上級委報告書配布 

2012/11/16 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 8/19 シークエンス合意 

2014/ 1/13 協議要請（履行確認） 

2014/ 2/13 パネル設置要請（履行確認） 

2014/ 2/26 パネル設置（履行確認） 

2015/ 7/31 パネル報告書配布（履行確

認） 

2015/ 8/31 パネル報告書採択（履行確

認） 

①米国は、中国の当局が行った

米国製電磁鋼板に対する相殺関

税及びAD協定当初調査につい

て、調査開始決定、証拠の開

示、最終決定書における会議・

説明、因果関係の認定等がAD協

定及び補助金協定に不整合であ

るとして申立て。 

②パネルは、中国の十分な証拠

のない調査開始決定は補助金協

定第11条に違反していると判断

し、当該案件における補助金の

認定にファクツ・アベイラブル

を使用することは不適切であ

り、補助金協定第12.7条に違反

していると判断。また、中国商

務部の価格効果に係る判断はAD

協定第3条及び補助金協定第15条

に不整合であると判断。 

③上級委はパネルの判断を全面

的に支持。 

AADD (1, 3, 6, 

12) 

SSCCMM (10, 11, 

12, 15, 19, 

22) 

GGAATTTT (VI) 

 

415. ドミニカ

共和国－ポリ

プロピレン製

のバッグ等に

対するセーフ

ガード措置 

コスタリカ 

【中国、コロンビ

ア、エルサルバド

ル、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、ニカラグア、

パナマ、トルコ、

米国、】 

2010/10/15 協議要請 

2011/12/15 パネル設置要請 

2011/ 2/ 7 パネル設置（「DS416」、

「DS417」、「DS418」との併合） 

2012/ 1/31 パネル報告書配布 

2012/ 2/22 パネル報告書採択 

2012/ 5/ 7 ドミニカ共和国が措置の是正

を通報 

①コスタリカはドミニカ共和国

のポリプロピレン製ビニールバ

ッグ等に対するセーフガード措

置は、SG協定及びGATT第XIX条に

非整合であるとして申立て。 

②パネルは、ドミニカ共和国の

措置はSG協定措置と認定した上

で、ドミニカ共和国の当局は事

情の予見されなかった発展及び

その効果について説明していな

いと判断し、GATT第XIX条及びSG

協定第3条、4条及び11条に不整

合であると判断。また、国内産

業を定義する上で、ドミニカ共

和国当局は同種の産品又は直接

的競争産品の国内生産者を排除

していることから、SG協定に違

反していると判断。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 8, 9, 11, 

12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2013/ 8/19 シークエンス合意 （内国民待遇）に非整合として

申立て。 

②パネルは 中国国内で発行す

る決済カードに銀聯のロゴを表

示する義務、ATMやカード処理端

末は銀聯カードを受け入れるも

のでなければいけないと要求す

る措置、香港及びマカオ内での

電子取引には銀聯カードを使用

しなければいけないとする義務

は、GATS第XVI条のモード3の

他、GATS第XVII条のモード1及び

3に違反していると判断。 

414. 中国－米

国製電磁後半

に対する相殺

関税及びアン

チ・ダンピン

グ措置 

米国 

【日本、アルゼン

チン、EU、ホンジ

ュラス、インド、

韓国、サウジアラ

ビア、ベトナム、

ロシア】 

2010/ 9/15 協議要請 

2011/ 2/11 パネル設置要請 

2011/ 3/25 パネル設置 

2012/ 6/15 パネル報告書配布 

2012/ 7/20 中国が上級委申立て 

2012/10/18 上級委報告書配布 

2012/11/16 パネル・上級委報告書採択 

2013/ 8/19 シークエンス合意 

2014/ 1/13 協議要請（履行確認） 

2014/ 2/13 パネル設置要請（履行確認） 

2014/ 2/26 パネル設置（履行確認） 

2015/ 7/31 パネル報告書配布（履行確

認） 

2015/ 8/31 パネル報告書採択（履行確

認） 

①米国は、中国の当局が行った

米国製電磁鋼板に対する相殺関

税及びAD協定当初調査につい

て、調査開始決定、証拠の開

示、最終決定書における会議・

説明、因果関係の認定等がAD協

定及び補助金協定に不整合であ

るとして申立て。 

②パネルは、中国の十分な証拠

のない調査開始決定は補助金協

定第11条に違反していると判断

し、当該案件における補助金の

認定にファクツ・アベイラブル

を使用することは不適切であ

り、補助金協定第12.7条に違反

していると判断。また、中国商

務部の価格効果に係る判断はAD

協定第3条及び補助金協定第15条

に不整合であると判断。 

③上級委はパネルの判断を全面

的に支持。 

AADD (1, 3, 6, 

12) 

SSCCMM (10, 11, 

12, 15, 19, 

22) 

GGAATTTT (VI) 

 

415. ドミニカ

共和国－ポリ

プロピレン製

のバッグ等に

対するセーフ

ガード措置 

コスタリカ 

【中国、コロンビ

ア、エルサルバド

ル、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、ニカラグア、

パナマ、トルコ、

米国、】 

2010/10/15 協議要請 

2011/12/15 パネル設置要請 

2011/ 2/ 7 パネル設置（「DS416」、

「DS417」、「DS418」との併合） 

2012/ 1/31 パネル報告書配布 

2012/ 2/22 パネル報告書採択 

2012/ 5/ 7 ドミニカ共和国が措置の是正

を通報 

①コスタリカはドミニカ共和国

のポリプロピレン製ビニールバ

ッグ等に対するセーフガード措

置は、SG協定及びGATT第XIX条に

非整合であるとして申立て。 

②パネルは、ドミニカ共和国の

措置はSG協定措置と認定した上

で、ドミニカ共和国の当局は事

情の予見されなかった発展及び

その効果について説明していな

いと判断し、GATT第XIX条及びSG

協定第3条、4条及び11条に不整

合であると判断。また、国内産

業を定義する上で、ドミニカ共

和国当局は同種の産品又は直接

的競争産品の国内生産者を排除

していることから、SG協定に違

反していると判断。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 8, 9, 11, 

12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

416. ドミニカ

共和国－ポリ

プロピレン製

のバッグ等に

対するセーフ

ガード措置 

グアテマラ 

【中国、コロンビ

ア、コスタリカ、

エルサルバドル、

EU、ホンジュラ

ス、ニカラグア、

パナマ、トルコ、

米国】 

2010/10/15 協議要請 

2010/12/15 パネル設置要請 

2011/ 2/ 7 パネル設置（「DS415」、

「DS417」、「DS418」と併合） 

2012/ 1/ 31 パネル報告書配布 

2012/ 2/22 パネル報告書採択 

2012/ 5/ 7 ドミニカ共和国が措置の是正

を通報 

DS415 を参照 

SSGG (2, 

3, ,4 ,5, 8, 

9, 11, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX)  

 

417. ドミニカ

共和国－ポリ

プロピレン製

のバッグ等に

対するセーフ

ガード措置 

ホンジュラス 

【中国、コロンビ

ア、コスタリカ、

エルサルバドル、

EU、グアテマラ、

ニカラグア、パナ

マ、トルコ、米国】 

2010/10/18 協議要請 

2010/12/20 パネル設置要請 

2011/ 2/ 7 パネル設置（「DS415」、

「DS416」、「DS418」と併合） 

2012/ 1/ 31 パネル報告書配布 

2012/ 2/22 パネル報告書採択 

2012/ 5/ 7 ドミニカ共和国が措置の是正

を通報 

DS415 を参照 

SSGG (2, 

3, ,4 ,5, 8, 

9, 11, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX)  

 

418. ドミニカ

共和国－ポリ

プロピレン製

のバッグ等に

対するセーフ

ガード措置 

エルサルバドル 

【中国、コロンビ

ア、コスタリカ、

EU、グアテマラ、

ホンジュラス、ニ

カラグア、パナ

マ、トルコ、米

国、】 

2010/10/19 協議要請 

2010/12/20 パネル設置要請 

2011/ 2/ 7 パネル設置（「DS415」、

「DS416」、「DS417」と併合) 

2012/ 1/31 パネル報告書配布 

2012/ 2/22 パネル報告書採択 

2012/ 5/ 7 ドミニカ共和国が措置の是正

を通報 

DS415 を参照 

SSGG (1, 2, 3, 

4, 5, 8, 9, 

11, 12) 

GGAATTTT (I, II, 

XIX)  

 

419. 中国－風

力発電設備に

関する措置 

米国 
 

2010/12/22 協議要請 ①米国は中国に対し、中国が風

力発電設備の生産企業に対して

交付する補助金や資金等の措置

は、補助金協定第3条及び25条、

中国加盟議定書第1条及びGATT第

XVI条に非整合として申立て。 

SSCCMM (3, 25)  

加加盟盟議議定定書書  

GGAATTTT (XVI) 

 

420. 米国－韓

国からの耐食

鋼製品に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

韓国 

【日本、EU、メキ

シコ、中国、ノル

ウェー、ブラジ

ル、タイ】 

2011/ 1/31 協議要請 

2012/ 2/ 9 パネル設置要請 

2012/ 2/22 パネル設置 

2012/ 6/12 パネル手続停止 
 

①韓国は米国に対し、米国によ

る韓国製の耐食鋼製品に対する

AD協定措置は、WTO設立協定第

XVI条の他、AD協定及びGATT第VI

条に非整合として申立て。 

WWTTOO (XVI) 

AADD (9, 11) 

GGAATTTT (VI) 

 

421. モルドバ

－物品の輸入

及び国内販売

に関する措置 

ウクライナ 

【アルゼンチン、

中国、EU、サウジ

アラビア、米国】 

2011/ 2/17 協議要請 

2011/ 5/12 パネル設置要請 

2011/ 6/17 パネル設置 

①2011年2月17日付けで、ウクラ

イナはモルドバに対し、モルド

バによる環境保護を目的として

輸入品に対してのみ課徴金を課

す等の措置は、GATT第III条（内

国民待遇）に非整合として申立

て。 

GGAATTTT (III)  

422. 米国－冷

凍エビに対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

中国 

【日本、EU、ホン

ジュラス、韓国、

タイ、ベトナム】 

2011/ 2/28 協議要請 

2011/10/13 パネル設置要請 

2011/10/25 パネル設置 

2012/ 6/ 8 パネル報告書配布 

2012/ 7/ 23 パネル報告書採択 

2013/ 3/26 米国が措置の是正を通報 

①中国は、米国による中国産冷

凍エビに対するAD協定措置は、

マージン計算におけるゼロイン

グの利用など、AD協定及びGATT

第VI条に非整合として申立て。 

②パネルは中国の主張を認め、

ダンピング・マージンを計算す

る際に米国商務省が用いたゼロ

イング手法は、AD協定に非整合

と判断。 

AADD (1, 2, 5, 

9, 11) 

GGAATTTT (VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

423. ウクライ

ナ－蒸留酒に

対する課税措

置 

モルドバ 

【中国、コロンビ

ア、EU、台湾、米

国】 

2011/ 3/ 3 協議要請 

2011/ 6/ 1 パネル設置要請 

2011/ 7/20 パネル設置 

①モルドバは、ウクライナが蒸

留酒に対する内国税の税率を、

国産品に対しては低く、輸入品

には高く設定し、輸入品に対し

て差別的な内国税を課すことは

GATT第III.2条に非整合として申

立て。 

GGAATTTT (III)  

424. 米国－イ

タリアからの

ステンレス薄

板の輸入に対

するアンチ・

ダンピング措

置 

EU 2011/ 4/ 1 協議要請 ①EUは、米国によるイタリアか

らのステンレス薄板の輸入に対

するAD協定措置（具体的にはゼ

ロイングを使用したダンピン

グ・マージンの計算方法）は、

AD協定及びGATT第VI条に非整合

として申立て。 

AADD (2, 5, 6, 

9, 11) 

GGAATTTT (VI) 

 

425. 中国－EU

からのX線安全

検査機器に対

するアンチ・

ダンピング税

の賦課 

EU 

【日本、米国、タ

イ、ノルウェー、

インド、チリ】 

 

  

2011/ 7/25 協議要請 

2011/12/ 8 パネル設置要請 

2012/ 1/20 パネル設置 

2013/ 2/26 パネル報告書配布 

2013/ 4/24 パネル報告書採択 

2014/ 2/26 中国が措置の是正を通報 

①EUは、中国によるEUからのX線

安全検査機器に対するAD協定調

査手続及びAD協定税賦課の決定

は、AD協定及びGATT第VI条に非

整合として申立て。 

②パネルは、異なる比較対象産

品の違いを検討せずに価格押し

下げ又は価格上昇妨げを認定し

た中国商務部の最終決定はAD協

定第3条に非整合であると判断し

た他、損害要因の客観的評価の

欠如、損害の因果関係に係る不

十分な説明等において、中国の

AD協定違反を認定。 

AADD (2, 3, 6, 

12) 

GGAATTTT (VI) 

 

426．カナダ－

オンタリオ州

による再生可

能エネルギー

による発電に

関する措置 

EU 

【日本、米国、豪

州、中国、台湾、

インド、サウジア

ラビア、ブラジ

ル、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

トルコ、エルサル

バドル】 

2011/ 8/11 協議要請 

2012/ 1/ 9  パネル設置要請 

2012/ 1/20 パネル設置(｢DS412｣と併合) 

2012/12/19 パネル報告書配布 

2013/ 2/ 5 カナダが上級委申立て 

2013/ 2/11 EUが上級委申立て 

2013/ 5/ 6 上級委報告書配布 

2013/ 5/24 パネル・上級委報告書採択 

2014/ 6/ 5 カナダが措置の是正を通報 

2014/ 3/24 シークエンス合意 

DS412を参照 

GGAATTTT (III) 

SSCCMM (1, 3) 

  

第II部

第2章 

第II部

第9章 

427. 中国－米

国からの鶏肉

の輸入に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置

及び相殺関税

措置 

米国 

【日本、EU、ノル

ウェー、タイ、サ

ウジアラビア、チ

リ、メキシコ】 

2011/ 9/20 協議要請 

2011/12/ 8 パネル設置要請 

2012/ 1/20 パネル設置 

2013/ 8/ 2 パネル報告書配布 

2013/ 9/25 パネル報告書採択 

2014/ 7/15 シークエンス合意 

2016/ 5/10 協議要請（履行確認） 

2016/ 5/27 パネル設置要請（履行確認） 

2016/ 6/22 パネル設置（履行確認） 

2018/ 1/18 パネル報告書配布（履行確

認） 

2018/ 2/28 パネル報告書採択（履行確

認） 

①米国は中国に対し、中国が米

国からの鶏肉の輸入についてAD

協定措置及び相殺関税措置を行

っていることについて、調査手

続、措置の決定など様々な点で

GATT第VI条、AD協定及び補助金

協定に非整合として申立て。 

②パネルは全面的に米国の主張

を認め、中国の措置はAD協定及

び補助金協定に違反していると

認定。 

GGAATTTT (VI) 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 12) 

SSCCMM (10, 11, 

12, 15, 16, 

19, 22) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

423. ウクライ

ナ－蒸留酒に

対する課税措

置 

モルドバ 

【中国、コロンビ

ア、EU、台湾、米

国】 

2011/ 3/ 3 協議要請 

2011/ 6/ 1 パネル設置要請 

2011/ 7/20 パネル設置 

①モルドバは、ウクライナが蒸

留酒に対する内国税の税率を、

国産品に対しては低く、輸入品

には高く設定し、輸入品に対し

て差別的な内国税を課すことは

GATT第III.2条に非整合として申

立て。 

GGAATTTT (III)  

424. 米国－イ

タリアからの

ステンレス薄

板の輸入に対

するアンチ・

ダンピング措

置 

EU 2011/ 4/ 1 協議要請 ①EUは、米国によるイタリアか

らのステンレス薄板の輸入に対

するAD協定措置（具体的にはゼ

ロイングを使用したダンピン

グ・マージンの計算方法）は、

AD協定及びGATT第VI条に非整合

として申立て。 

AADD (2, 5, 6, 

9, 11) 

GGAATTTT (VI) 

 

425. 中国－EU

からのX線安全

検査機器に対

するアンチ・

ダンピング税

の賦課 

EU 

【日本、米国、タ

イ、ノルウェー、

インド、チリ】 

 

  

2011/ 7/25 協議要請 

2011/12/ 8 パネル設置要請 

2012/ 1/20 パネル設置 

2013/ 2/26 パネル報告書配布 

2013/ 4/24 パネル報告書採択 

2014/ 2/26 中国が措置の是正を通報 

①EUは、中国によるEUからのX線

安全検査機器に対するAD協定調

査手続及びAD協定税賦課の決定

は、AD協定及びGATT第VI条に非

整合として申立て。 

②パネルは、異なる比較対象産

品の違いを検討せずに価格押し

下げ又は価格上昇妨げを認定し

た中国商務部の最終決定はAD協

定第3条に非整合であると判断し

た他、損害要因の客観的評価の

欠如、損害の因果関係に係る不

十分な説明等において、中国の

AD協定違反を認定。 

AADD (2, 3, 6, 

12) 

GGAATTTT (VI) 

 

426．カナダ－

オンタリオ州

による再生可

能エネルギー

による発電に

関する措置 

EU 

【日本、米国、豪

州、中国、台湾、

インド、サウジア

ラビア、ブラジ

ル、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

トルコ、エルサル

バドル】 

2011/ 8/11 協議要請 

2012/ 1/ 9  パネル設置要請 

2012/ 1/20 パネル設置(｢DS412｣と併合) 

2012/12/19 パネル報告書配布 

2013/ 2/ 5 カナダが上級委申立て 

2013/ 2/11 EUが上級委申立て 

2013/ 5/ 6 上級委報告書配布 

2013/ 5/24 パネル・上級委報告書採択 

2014/ 6/ 5 カナダが措置の是正を通報 

2014/ 3/24 シークエンス合意 

DS412を参照 

GGAATTTT (III) 

SSCCMM (1, 3) 

  

第II部

第2章 

第II部

第9章 

427. 中国－米

国からの鶏肉

の輸入に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置

及び相殺関税

措置 

米国 

【日本、EU、ノル

ウェー、タイ、サ

ウジアラビア、チ

リ、メキシコ】 

2011/ 9/20 協議要請 

2011/12/ 8 パネル設置要請 

2012/ 1/20 パネル設置 

2013/ 8/ 2 パネル報告書配布 

2013/ 9/25 パネル報告書採択 

2014/ 7/15 シークエンス合意 

2016/ 5/10 協議要請（履行確認） 

2016/ 5/27 パネル設置要請（履行確認） 

2016/ 6/22 パネル設置（履行確認） 

2018/ 1/18 パネル報告書配布（履行確

認） 

2018/ 2/28 パネル報告書採択（履行確

認） 

①米国は中国に対し、中国が米

国からの鶏肉の輸入についてAD

協定措置及び相殺関税措置を行

っていることについて、調査手

続、措置の決定など様々な点で

GATT第VI条、AD協定及び補助金

協定に非整合として申立て。 

②パネルは全面的に米国の主張

を認め、中国の措置はAD協定及

び補助金協定に違反していると

認定。 

GGAATTTT (VI) 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 12) 

SSCCMM (10, 11, 

12, 15, 16, 

19, 22) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

428. トルコ－

綿糸に対する

セーフガード

措置 

インド 2012/ 2/13 協議要請 ①インドはトルコに対し、トル

コが発動した綿糸に対するSG協

定措置について、適切な決定を

行わずに措置を発動したこと、

同様に適切な決定を行わずに延

長措置を発動したことは、SG協

定及びGATT第XIX条に非整合とし

て申立て。 

GGAATTTT (XIX) 

SSGG (2, 4, 5, 

6, 7) 

 

429. 米国－ベ

トナムからの

冷凍エビに対

するアンチ・

ダンピング措

置 

ベトナム 

【日本、中国、エ

クアドル、EU、ノ

ルウェー、タイ、】 

2012/ 2/16 協議要請 

2013/ 1/17 パネル設置要請 

2013/ 2/27 パネル設置 

2014/11/17 パネル報告書配布 

2015/ 1/16 ベトナムが上級委申立て 

2015/ 4/ 7 上級委報告書配布 

2015/ 4/22 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 7/18 二国間合意通報 

①ベトナムは米国に対し、米国

によるベトナムからの冷凍エビ

に対するAD協定措置、行政見直

し及びサンセット・レビュー

（ゼロイング手法の使用）はAD

協定及びGATT第IV条（ダンピン

グ防止税及び相殺関税）等に非

整合として申立て。 

②パネルは米国のゼロイング手

法の使用がAD協定9.3条などに違

反すること、NME諸国に対する一

律のその他レートの適用がAD協

定9.2条等に違反すると判断し

た。他方、米国のウルグアイ協

定法第129条がそれ自体としてAD

協定9.2条等に違反しているとの

主張については、ベトナムはこ

れを立証していないとして退け

た。 

③上級委はベトナムのウルグア

イ協定法のパネル判断に関する

上訴を棄却し、パネル判断を支

持。 

AADD (1, 2, 6, 

9, 11, 17) 

GGAATTTT (I, VI) 

DDSSUU (3, 19, 

21) 

 

430. インド－

米国からの農

作物の輸入に

関する措置 

米国 

【日本、中国、コ

ロンビア、エクア

ドル、EU、グアテ

マラ、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州、ブラジル】 

2012/ 3/ 6 協議要請 

2012/ 5/11 パネル設置要請 

2012/ 6/25 パネル設置 

2014/10/14 パネル報告書配布 

2015/ 1/26 インドが上級委申立て 

2015/ 6/ 4 上級委報告書配布 

2015/ 6/19 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 7/ 7 米国が対抗措置承認申請 

2016/ 7/18 インドが仲裁を要請、インド

が措置の是正を通報 

2016/ 7/19 仲裁に付託 

2016/ 9/22 インドが追加的是正措置を実

施したことを通報 

2017/ 4/ 6 インドがパネル設置要請（履

行確認） 

2017/ 5/22 パネル設置（履行確認） 

①米国はインドに対し、インド

による鳥インフルエンザを理由

とした米国産農作物の輸入禁止

措置は、国際獣疫事務局規約又

は科学的リスク評価に基づいて

おらず、SPS協定及び付属書並び

にGATTに非整合として申立て。 

②パネルは米国の主張を全面的

に是認。 

③上級委はインドの主張を棄却

し、パネルの判断を全面的に支

持。 

SSPPSS (2, 3, 5, 

6, 7) 

GGAATTTT (I, XI) 

 

431. 中国－レ

アアース・タ

ングステン・

モリブデンの

輸出規制措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、コロ

ンビア、EU、イン

ド、韓国、ノルウ

ェー、オマーン、

2012/ 3/13 協議要請 

2012/ 6/27 パネル設置要請 

2012/ 7/23 パネル設置（「DS432」、

「DS433」と併合） 

2014/ 3/26 パネル報告書配布 

2014/ 4/ 8 米国が上級委申立て 

①米国は中国に対し、中国が行

っているレアアース・タングス

テン・モリブデンに関する輸出

規制措置（輸出税、輸出数量制

限、貿易権の制限）は、GATT及

GGAATTTT (VII, 

VIII, X, XI) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

第II部

第3章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

サウジアラビア、

台湾、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州、インドネシ

ア、トルコ、ペル

ー、ロシア】 

2014/ 4/25 中国が上級委申立て 

2014/ 8/ 7 上級委報告書配布 

2014/ 8/29 パネル・上級委報告書採択 

2015/ 5/20 中国が措置の是正を報告 

2015/ 5/ 21 シークエンス合意  

び中国加盟議定書加盟議定書等

に非整合であるとして申立て。 

②米国、EU、日本の主張を全面

的に認め、中国のレアアース、

タングステン及びモリブデンに

対する輸出規制措置（輸出税、

輸出数量制限、貿易権の制限）

は、GATT第XI条及び中国のWTO加

盟議定書第5.1条及び第11.3条に

違反し、GATT第XX条によっても

正当化しえないと判断。 

③上級委は、パネルの論法及び

一部の中間判断についてのみ申

立てに対し、パネルの論法の一

部を修正したものの、協定違反

との結論を維持した。 

432. 中国－レ

アアース・タ

ングステン・

モリブデンの

輸出規制措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、コロ

ンビア、インド、

韓国、ノルウェ

ー、オマーン、サ

ウジアラビア、台

湾、米国、ベトナ

ム、アルゼンチ

ン、豪州、インド

ネシア、トルコ、

ペルー、ロシア】 

2012/ 3/13 協議要請 

2012/ 6/27 パネル設置要請 

2012/ 7/23 パネル設置（「DS431」、

「DS433」と併合） 

2014/ 3/26 パネル報告書配布 

2014/ 4/25 中国が上級委申立て 

2014/ 8/ 7 上級委報告書配布 

2014/ 8/29 パネル・上級委報告書採択 

2015/ 5/20 中国が措置の是正を報告 

2015/ 5/21 シークエンス合意 

DS431参照 

GGAATTTT (VII, 

VIII, X, XI) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

第II部

第3章 

433. 中国－レ

アアース・タ

ングステン・

モリブデンの

輸出規制措置 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

EU、インド、韓国、

ノルェー、オマー

ン、サウジアラビ

ア、台湾、米国、

ベトナム、アルゼ

ンチン、豪州、イ

ンドネシア、トル

コ、ペルー、ロシ

ア】 

2012/ 3/13 協議要請 

2012/ 6/27 パネル設置要請 

2012/ 7/23 パネル設置（「DS431」、

「DS432」と併合） 

2014/ 3/26 パネル報告書配布 

2014/ 4/25 中国が上級委申立て 

2014/ 8/ 7 上級委報告書配布 

2014/ 8/29 パネル・上級委報告書採択 

2015/ 5/20 中国が措置の是正を報告 

2015/ 5/21 シークエンス合意 

DS431参照 

GGAATTTT (VII, 

VIII, X, XI) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

第II部

第3章 

434. 豪州－タ

バコ製品の包

装に関する規

制に関する措

置 

ウクライナ 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、ドミニカ

共和国、エクアド

ル、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、イン

ドネシア、韓国、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

ノルウェー、オマ

ーン、フィリピ

2012/ 3/13 協議要請 

2012/ 8/14 パネル設置要請 

2012/ 9/28 パネル設置 

2015/ 5/28 ウクライナがパネル手続の停

止を要請 

2015/ 5/29 豪州はウクライナのパネル手

続停止要請に合意 

2015/ 6/ 2 パネル手続停止 

2016/ 5/30 パネルの設置根拠が失効 

①ウクライナは豪州に対し、同

国がタバコ製品及びその包装に

対する商標制限的及びプレーン

パッケージの法令は、TRIPS協

定、TBT協定、GATTに非整合とし

て申立て。 

TTBBTT (2) 

TTRRIIPPSS (1, 2, 

15, 16, 20, 

27) 

GGAATTTT (I, III) 

第II部

第13章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

サウジアラビア、

台湾、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州、インドネシ

ア、トルコ、ペル

ー、ロシア】 

2014/ 4/25 中国が上級委申立て 

2014/ 8/ 7 上級委報告書配布 

2014/ 8/29 パネル・上級委報告書採択 

2015/ 5/20 中国が措置の是正を報告 

2015/ 5/ 21 シークエンス合意  

び中国加盟議定書加盟議定書等

に非整合であるとして申立て。 

②米国、EU、日本の主張を全面

的に認め、中国のレアアース、

タングステン及びモリブデンに

対する輸出規制措置（輸出税、

輸出数量制限、貿易権の制限）

は、GATT第XI条及び中国のWTO加

盟議定書第5.1条及び第11.3条に

違反し、GATT第XX条によっても

正当化しえないと判断。 

③上級委は、パネルの論法及び

一部の中間判断についてのみ申

立てに対し、パネルの論法の一

部を修正したものの、協定違反

との結論を維持した。 

432. 中国－レ

アアース・タ

ングステン・

モリブデンの

輸出規制措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、コロ

ンビア、インド、

韓国、ノルウェ

ー、オマーン、サ

ウジアラビア、台

湾、米国、ベトナ

ム、アルゼンチ

ン、豪州、インド

ネシア、トルコ、

ペルー、ロシア】 

2012/ 3/13 協議要請 

2012/ 6/27 パネル設置要請 

2012/ 7/23 パネル設置（「DS431」、

「DS433」と併合） 

2014/ 3/26 パネル報告書配布 

2014/ 4/25 中国が上級委申立て 

2014/ 8/ 7 上級委報告書配布 

2014/ 8/29 パネル・上級委報告書採択 

2015/ 5/20 中国が措置の是正を報告 

2015/ 5/21 シークエンス合意 

DS431参照 

GGAATTTT (VII, 

VIII, X, XI) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

第II部

第3章 

433. 中国－レ

アアース・タ

ングステン・

モリブデンの

輸出規制措置 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

EU、インド、韓国、

ノルェー、オマー

ン、サウジアラビ

ア、台湾、米国、

ベトナム、アルゼ

ンチン、豪州、イ

ンドネシア、トル

コ、ペルー、ロシ

ア】 

2012/ 3/13 協議要請 

2012/ 6/27 パネル設置要請 

2012/ 7/23 パネル設置（「DS431」、

「DS432」と併合） 

2014/ 3/26 パネル報告書配布 

2014/ 4/25 中国が上級委申立て 

2014/ 8/ 7 上級委報告書配布 

2014/ 8/29 パネル・上級委報告書採択 

2015/ 5/20 中国が措置の是正を報告 

2015/ 5/21 シークエンス合意 

DS431参照 

GGAATTTT (VII, 

VIII, X, XI) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

第II部

第3章 

434. 豪州－タ

バコ製品の包

装に関する規

制に関する措

置 

ウクライナ 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、ドミニカ

共和国、エクアド

ル、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、イン

ドネシア、韓国、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

ノルウェー、オマ

ーン、フィリピ

2012/ 3/13 協議要請 

2012/ 8/14 パネル設置要請 

2012/ 9/28 パネル設置 

2015/ 5/28 ウクライナがパネル手続の停

止を要請 

2015/ 5/29 豪州はウクライナのパネル手

続停止要請に合意 

2015/ 6/ 2 パネル手続停止 

2016/ 5/30 パネルの設置根拠が失効 

①ウクライナは豪州に対し、同

国がタバコ製品及びその包装に

対する商標制限的及びプレーン

パッケージの法令は、TRIPS協

定、TBT協定、GATTに非整合とし

て申立て。 

TTBBTT (2) 

TTRRIIPPSS (1, 2, 

15, 16, 20, 

27) 

GGAATTTT (I, III) 

第II部

第13章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ン、シンガポー

ル、台湾、トルコ、

米国、ウルグア

イ、ザンビア、ジ

ンバブエ、チリ、

中国、キューバ、

エジプト、マレー

シア、メキシコ、

モルドバ、ナイジ

ェリア、ペルー、

タイ、マラウイ】 

435. 豪州－タ

バコ製品の包

装に関する規

制に関する措

置 

ホンジュラス 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、チリ、中

国、キューバ、ド

ミニカ共和国、

EU、インド、イン

ドネシア、韓国、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

ナイジェリア、ノ

ルウェー、オマー

ン、パナマ、フィ

リピン、南アフリ

カ、台湾、タイ、

ウクライナ、米

国、ウルグアイ、

ジンバブエ、グア

テマラ、シンガポ

ール、マラウイ、

マレーシア、メキ

シコ、トルコ、ザ

ンビア、ペルー、

エクアドル】 

2012/ 4/ 4 協議要請 

2012/10/15 パネル設置要請 

2013/ 9/25 パネル設置 

2018/ 6/28 パネル報告書配布 

2018/ 7/19 ホンジュラスが上級委申立て 

2020/ 6/ 9 上級委報告書配布 

2020/ 6/ 29 パネル・上級委報告書採択 
 

①ホンジュラスは豪州に対し、

同国がタバコ製品及びその包装

に対する商標制限的及びプレー

ンパッケージの法令は、TRIPS協

定、TBT協定、GATTに非整合とし

て申立て。 

②パネルは、ホンジュラスが豪

州に依るTPP措置が協定に違反し

ていることを立証しなかったと

して、豪州による協定違反を認

定しなかった。TRIPS協定2.1

条、3.1条、TBT協定2.1条、GATT 

III:4条については、ホンジュラ

スにより主張がなされなかった

として判断を下さなかった。 

③上級委は、パネルの結論を支

持した。 

TTBBTT (2) 

TTRRIIPPSS (2, 3, 

15, 16, 20, 

22, 24) 

GGAATTTT (III) 

第II部

第11章 

第II部

第13章 

436. 米国－イ

ンドからの熱

間圧延鋼板の

輸入に対する

相殺関税措置 

インド 

【豪州、カナダ、

中国、EU、サウジ

アラビア、トル

コ】 

2012/ 4/12 協議要請 

2012/ 7/12 パネル設置要請 

2012/ 8/31 パネル設置 

2012/ 7/14 パネル報告書配布 

2014/ 8/ 8 インドが上級委申立て 

2014/ 8/13 米国が上級委申立て 

2014/12/ 8 上級委報告書配布 

2014/12/19 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 4/22 米国が措置の是正を通報 

2016/ 5/ 6 シークエンス合意 

2017/ 6/ 5 協議要請（履行確認） 

2018/ 3/29 パネル設置要請（履行確認） 

2018/ 4/27パネル設置（履行確認） 

2019/11/15 パネル報告書配布（履行確

認） 

2019/12/18 米国が上級委申立て（履行確

認） 

①インドは米国に対し、米国が

インドからの熱間圧延鋼板の輸

入について相殺関税措置を課し

ていることについて、米国の法

令が定める補助金の額の算定方

法、米国による補助金の認定及

び損害の認定等が、補助金協定

及びGATTに非整合であるとして

申立て。 

②パネルはインドの主張を全面

的に支持。 

③補助金協定における公的機関

に係るパネルの判断を修正した

が、おおむねパネルの判断を支

持。 

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 19, 

21, 22, 32) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2020/ 1/14 米国とインドがDSBに対して、

紛争解決を模索する議論を継続している旨

を報告 

437. 米国－中

国からの特定

の輸入品に対

する相殺関税

措置 

中国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

EU、インド、韓国、

ノルウェー、ロシ

ア、トルコ、ベト

ナム、サウジアラ

ビア】 

2012/ 5/25 協議要請 

2012/ 8/20 パネル設置要請 

2012/ 9/28 パネル設置 

2014/ 7/14 パネル報告書配布 

2014/ 8/22 中国が上級委申立て 

2014/ 8/27 米国が上級委申立て 

2014/12/18 上級委報告書配布 

2015/ 1/16 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 4/15 シークエンス合意 

2016/ 5/13 協議要請（履行確認） 

2016/ 7/ 8 パネル設置要請（履行確認） 

2016/ 7/21 パネル設置（履行確認） 

2018/ 3/21パネル報告書配布（履行確認） 

2018/ 4/27 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2018/ 5/ 2 中国が上級委申立て 

（履行確認） 

2019/ 7/16 上級委報告書配布（履行確

認） 

2019/ 8/15 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2019/10/17 中国が対抗措置承認申請 

2019/10/25 米国が仲裁を要請 

2019/10/28 仲裁に付託 

2022/1/26 仲裁判断配布 

①中国は、米国が2007年から

2012年にかけて行った中国から

の17の輸入品に対する相殺関税

措置に係る調査並びに暫定措置

及び賦課について、GATT、補助

金協定及び加盟議定書に非整合

として申立て。 

②パネルは中国の主張を全面的

に支持。 

③上級委はパネルの一部の判断

を修正したが、概ね中国の主張

を支持。 

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 

30, 32) 

GGAATTTT (VI, 

XXIII) 

加加盟盟議議定定書書  

 

438. アルゼン

チン－物品輸

入に影響する

措置 

EU 

【日本、豪州、カ

ナダ、中国、エク

アドル、EU、グア

テマラ、インド、

韓国、ノルウェ

ー、サウジアラビ

ア、スイス、台湾、

タイ、トルコ、米

国】 

2012/ 5/25 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置用 

2013/ 1/28 パネル設置（「DS444」、

「DS445」と併合） 

2014/ 8/22 パネル報告書配布 

2014/ 9/26 アルゼンチンが上級委申立て 

2014/10/ 1 EUが上級委申立て 

2015/ 1/15 上級委報告書配布 

2015/ 1/26 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 1/14 アルゼンチンは措置の是正を

通報 

2016/ 1/18 シークエンス合意 

①2012年5月25日、EUは、アルゼ

ンチンによる輸入制限的措置

（(a)事前宣誓供述制度、(b)輸

入許可制度、(c)輸入許可発給の

遅延及び、貿易制限的な条件に

よる輸入許可発給）は、GATT、

輸入許可手続協定、TRIMs協定、

農業協定及びSG協定に非整合と

して申立て。 

②パネルは申立国の主張を認

め、アルゼンチンの輸入に係る

事前宣誓供述制度はGATT第XI条

に違反すると判断した他、輸入

に対して要求する貿易関連措置

及び日本の主張した措置「それ

自体」に対する申立ても、GATT

第XI条及び第III条に違反すると

判断。 

③上級委は、パネルの付託事項

に係るEUの申立てを修正した

が、アルゼンチンの措置はGATT

と非整合としたパネルの判断を

支持。 

GGAATTTT (III, 

VIII, X, XI) 

TTRRIIMMss (2) 

IILL(1, 2, 3) 

AAAA (4) 

SSGG (11) 

第I部第

12章 

第II部

第3章 

439. 南アフリ

カ－ブラジル

ブラジル 2012/ 6/21 協議要請 ①ブラジルは、南アフリカがブ

ラジルから輸入される冷凍鶏肉

AADD (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2020/ 1/14 米国とインドがDSBに対して、

紛争解決を模索する議論を継続している旨

を報告 

437. 米国－中

国からの特定

の輸入品に対

する相殺関税

措置 

中国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

EU、インド、韓国、

ノルウェー、ロシ

ア、トルコ、ベト

ナム、サウジアラ

ビア】 

2012/ 5/25 協議要請 

2012/ 8/20 パネル設置要請 

2012/ 9/28 パネル設置 

2014/ 7/14 パネル報告書配布 

2014/ 8/22 中国が上級委申立て 

2014/ 8/27 米国が上級委申立て 

2014/12/18 上級委報告書配布 

2015/ 1/16 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 4/15 シークエンス合意 

2016/ 5/13 協議要請（履行確認） 

2016/ 7/ 8 パネル設置要請（履行確認） 

2016/ 7/21 パネル設置（履行確認） 

2018/ 3/21パネル報告書配布（履行確認） 

2018/ 4/27 米国が上級委申立て（履行確

認） 

2018/ 5/ 2 中国が上級委申立て 

（履行確認） 

2019/ 7/16 上級委報告書配布（履行確

認） 

2019/ 8/15 パネル・上級委報告書採択

（履行確認） 

2019/10/17 中国が対抗措置承認申請 

2019/10/25 米国が仲裁を要請 

2019/10/28 仲裁に付託 

2022/1/26 仲裁判断配布 

①中国は、米国が2007年から

2012年にかけて行った中国から

の17の輸入品に対する相殺関税

措置に係る調査並びに暫定措置

及び賦課について、GATT、補助

金協定及び加盟議定書に非整合

として申立て。 

②パネルは中国の主張を全面的

に支持。 

③上級委はパネルの一部の判断

を修正したが、概ね中国の主張

を支持。 

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 

30, 32) 

GGAATTTT (VI, 

XXIII) 

加加盟盟議議定定書書  

 

438. アルゼン

チン－物品輸

入に影響する

措置 

EU 

【日本、豪州、カ

ナダ、中国、エク

アドル、EU、グア

テマラ、インド、

韓国、ノルウェ

ー、サウジアラビ

ア、スイス、台湾、

タイ、トルコ、米

国】 

2012/ 5/25 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置用 

2013/ 1/28 パネル設置（「DS444」、

「DS445」と併合） 

2014/ 8/22 パネル報告書配布 

2014/ 9/26 アルゼンチンが上級委申立て 

2014/10/ 1 EUが上級委申立て 

2015/ 1/15 上級委報告書配布 

2015/ 1/26 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 1/14 アルゼンチンは措置の是正を

通報 

2016/ 1/18 シークエンス合意 

①2012年5月25日、EUは、アルゼ

ンチンによる輸入制限的措置

（(a)事前宣誓供述制度、(b)輸

入許可制度、(c)輸入許可発給の

遅延及び、貿易制限的な条件に

よる輸入許可発給）は、GATT、

輸入許可手続協定、TRIMs協定、

農業協定及びSG協定に非整合と

して申立て。 

②パネルは申立国の主張を認

め、アルゼンチンの輸入に係る

事前宣誓供述制度はGATT第XI条

に違反すると判断した他、輸入

に対して要求する貿易関連措置

及び日本の主張した措置「それ

自体」に対する申立ても、GATT

第XI条及び第III条に違反すると

判断。 

③上級委は、パネルの付託事項

に係るEUの申立てを修正した

が、アルゼンチンの措置はGATT

と非整合としたパネルの判断を

支持。 

GGAATTTT (III, 

VIII, X, XI) 

TTRRIIMMss (2) 

IILL(1, 2, 3) 

AAAA (4) 

SSGG (11) 

第I部第

12章 

第II部

第3章 

439. 南アフリ

カ－ブラジル

ブラジル 2012/ 6/21 協議要請 ①ブラジルは、南アフリカがブ

ラジルから輸入される冷凍鶏肉

AADD (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

からの冷凍鶏

肉に対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

に対して行ったAD協定措置（調

査、仮決定、暫定措置）につい

て、措置の決定及び暫定措置の

賦課並びに調査の開始及び実施

はAD協定に非整合として申立

て。 

440. 中国－米

国から自動車

の輸入に対す

るアンチ・ダ

ンピング及び

相殺関税措置 

米国 

【日本、コロンビ

ア、EU、インド、

韓国、オマーン、

トルコ、サウジア

ラビア】 

2012/ 7/ 5 協議要請 

2012/ 9/17 パネル設置要請 

2012/10/23 パネル設置 

2014/ 5/23 パネル報告書配布 

2014/ 6/18 パネル報告書採択 

①米国は、中国が米国からの輸

入自動車に係るAD協定措置及び

相殺関税措置に対する中国商務

部の通知第20番（2011年）及び

通知第84番（2011年）に関し

て、当該措置はAD協定及び補助

金協定並びにGATTに非整合とし

て申立て。 

②パネルは、中国の実質的義務

に関して米国の主張を認め、中

国商務部は知られていない輸出

者に係る残余率の決定に関し過

ちを犯しており、AD協定及び補

助金協定上の義務に違反してい

ると判断。また、手続上の義務

に関してもパネルは米国の主張

を認め、中国商務部は利害を有

する者に対し、秘密の情報に係

る秘密でないサマリーを十分に

提供しておらず、AD協定及び補

助金協定に反している判断。 

AADD (1, 3, 4, 

5, 6) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (10, 11, 

12, 15, 16, 

22, 32) 

 

441. 豪州－タ

バコ製品の包

装に関する規

制に関する措

置 

ドミニカ共和国 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、チリ、EU、

グアテマラ、ホン

ジュラス、イン

ド、韓国、マレー

シア、メキシコ、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

ノルウェー、フィ

リピン、ロシア、

シンガポール、台

湾、タイ、トリニ

ダードトバゴ、ト

ルコ、ウクライ

ナ、米国、中国、

ナイジェリア、イ

ンドネシア、ペル

ー、サウジアラビ

ア、南アフリカ、

キューバ、ウルグ

アイ、ジンバブ

エ、エクアドル】 

2012/ 7/18 協議要請 

2012/11/ 9 パネル設置要請 

2014/ 4/25 パネル設置 

2018/ 6/28 パネル報告書配布 

2018/ 8/23 ドミニカ共和国が上級委申立

て 

2018/ 9/17 「DS435」と併合 

2020/ 6/ 9 上級委報告書配布 

2020/ 6/ 29 パネル・上級委報告書採択 
 

①ドミニカ共和国は豪州に対

し、同国によるタバコ製品及び

その包装に対する商標制限的及

びプレーンパッケージの法令

は、TRIPS協定、TBT協定、GATT

に非整合として申立て。 

②パネルは、ドミニカ共和国が

豪州によるTPP措置が協定に違反

することを立証しなかったとし

て豪州による協定違反を認定し

なかった。TRIPS 2.1条、3.1

条、TBT協定2.1条、GATT III:4

条についてはドミニカ共和国に

より主張がなされなかったとし

て判断を下さなかった。 

③上級委は、パネルの結論を支

持した。 

TTRRIIPPSS (2, 3, 

15, 16, 20, 

22) 

TTBBTT (2) 

GGAATTTT (III) 

第II部

第11章 

第II部

第13章 



846

資料編資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

442. EU－イン

ドネシアから

のアルコール

の輸入に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

インドネシア 

【インド、韓国、

トルコ、米国、マ

レーシア、タイ】 

2012/ 7/27 協議要請 

2013/ 5/ 1 パネル設置要請 

2012/ 6/25 パネル設置 

2016/12/16 パネル報告書配布 

2017/ 2/10 インドネシアが上級委申立て 

2017/ 2/15 EUが上級委申立て 

2017/ 9/ 5 上級委報告書配布 

2017/ 9/29 上級委報告書採択 

①インドネシアは、EUがインド

ネシアからの脂肪アルコールの

輸入に対して課しているAD協定

措置について、その調査、暫定

措置、確定措置はAD協定及び

GATTに非整合と申立て。 

②パネルはインドネシアの主張

をほぼ全面的に棄却したが、EU

はAD協定第6.7条で求められてい

る情報開示を怠ったとして、同

条違反を認定。 

③上級委はパネル判断を全面的

に肯定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

18) 

GGAATTTT (VI, X) 

 

443. EU及び加

盟国－バイオ

ディーゼル輸

入に関する措

置 

アルゼンチン 2012/ 8/17 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置要請 

①アルゼンチンは、スペインが

再生可能エネルギー数値目標達

成のためEU指令に基づきとって

いるバイオディーゼルに関する

規制について、数値目標達成に

算入されるバイオディーゼルを

スペイン産又はEU産のみとする

規制は、アルゼンチン産バイオ

ディーゼルに対する事実上の輸

入禁止だとして、GATT、TRIMs協

定及びWTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

GGAATTTT (III, XI) 

TTRRIIMMss (2) 

WWTTOO (XVI) 

 

444. アルゼン

チン－物品輸

入に関する措

置 

米国 

【日本、豪州、カ

ナダ、中国、エク

アドル、EU、グア

テマラ、インド、

イスラエル韓国、

ノルウェー、サウ

ジアラビア、スイ

ス、台湾、タイ、

トルコ、米国】 

2012/ 8/21 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置要請 

2013/ 1/28 パネル設置（「DS438」、

「DS445」と併合） 

2014/ 8/22 パネル報告書採択 

2014/ 9/26 アルゼンチンが上級委申立て 

2015/ 1/15 上級委報告書配布 

2015/ 1/26 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 1/14 アルゼンチンは措置の是正を

通報 

2016/ 1/18 シークエンス合意 

DS438を参照 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

TTRRIIMMss (2) 

IILL (1, 3, 5) 

SSGG (11) 

第I部第

12章 

第II部 

第3章 

445. アルゼン

チン－物品輸

入に関する措

置 

日本 

【豪州、カナダ、

中国、エクアド

ル、EU、グアテマ

ラ、インド、イス

ラエル、韓国、ノ

ルウェー、サウジ

アラビア、スイ

ス、台湾、タイ、

トルコ、米国】 

2012/ 8/21 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置要請 

2013/ 1/28 パネル設置（「DS438」、

「DS444」と併合） 

2014/ 8/22 パネル報告書配布 

2014/ 9/26 アルゼンチンが上級委申立て 

2014/10/ 1 日本が上級委申立て 

2015/ 1/15 上級委報告書配布 

2015/ 1/26 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 1/14 アルゼンチンが措置の是正を

通報 

2016/ 1/18 シークエンス合意 

DS438を参照 

GGAATTTT (III, 

VIII, XI) 

TTRRIIMMss (2, 6) 

IILL (1, 3, 5) 

SSGG (11) 

第I部第

12章 

第II部

第3章 

446. アルゼン

チン－物品輸

入に関する措

置 

メキシコ 

 

2012/ 8/24 協議要請 

2012/11/21 パネル設置要請 

2012/12/17 パネル設置要請を撤回 
DS438を参照 

GGAATTTT (III, 

VIII, X, XI) 

TTRRIIMMss (2, 6) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

442. EU－イン

ドネシアから

のアルコール

の輸入に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

インドネシア 

【インド、韓国、

トルコ、米国、マ

レーシア、タイ】 

2012/ 7/27 協議要請 

2013/ 5/ 1 パネル設置要請 

2012/ 6/25 パネル設置 

2016/12/16 パネル報告書配布 

2017/ 2/10 インドネシアが上級委申立て 

2017/ 2/15 EUが上級委申立て 

2017/ 9/ 5 上級委報告書配布 

2017/ 9/29 上級委報告書採択 

①インドネシアは、EUがインド

ネシアからの脂肪アルコールの

輸入に対して課しているAD協定

措置について、その調査、暫定

措置、確定措置はAD協定及び

GATTに非整合と申立て。 

②パネルはインドネシアの主張

をほぼ全面的に棄却したが、EU

はAD協定第6.7条で求められてい

る情報開示を怠ったとして、同

条違反を認定。 

③上級委はパネル判断を全面的

に肯定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

18) 

GGAATTTT (VI, X) 

 

443. EU及び加

盟国－バイオ

ディーゼル輸

入に関する措

置 

アルゼンチン 2012/ 8/17 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置要請 

①アルゼンチンは、スペインが

再生可能エネルギー数値目標達

成のためEU指令に基づきとって

いるバイオディーゼルに関する

規制について、数値目標達成に

算入されるバイオディーゼルを

スペイン産又はEU産のみとする

規制は、アルゼンチン産バイオ

ディーゼルに対する事実上の輸

入禁止だとして、GATT、TRIMs協

定及びWTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

GGAATTTT (III, XI) 

TTRRIIMMss (2) 

WWTTOO (XVI) 

 

444. アルゼン

チン－物品輸

入に関する措

置 

米国 

【日本、豪州、カ

ナダ、中国、エク

アドル、EU、グア

テマラ、インド、

イスラエル韓国、

ノルウェー、サウ

ジアラビア、スイ

ス、台湾、タイ、

トルコ、米国】 

2012/ 8/21 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置要請 

2013/ 1/28 パネル設置（「DS438」、

「DS445」と併合） 

2014/ 8/22 パネル報告書採択 

2014/ 9/26 アルゼンチンが上級委申立て 

2015/ 1/15 上級委報告書配布 

2015/ 1/26 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 1/14 アルゼンチンは措置の是正を

通報 

2016/ 1/18 シークエンス合意 

DS438を参照 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

TTRRIIMMss (2) 

IILL (1, 3, 5) 

SSGG (11) 

第I部第

12章 

第II部 

第3章 

445. アルゼン

チン－物品輸

入に関する措

置 

日本 

【豪州、カナダ、

中国、エクアド

ル、EU、グアテマ

ラ、インド、イス

ラエル、韓国、ノ

ルウェー、サウジ

アラビア、スイ

ス、台湾、タイ、

トルコ、米国】 

2012/ 8/21 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置要請 

2013/ 1/28 パネル設置（「DS438」、

「DS444」と併合） 

2014/ 8/22 パネル報告書配布 

2014/ 9/26 アルゼンチンが上級委申立て 

2014/10/ 1 日本が上級委申立て 

2015/ 1/15 上級委報告書配布 

2015/ 1/26 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 1/14 アルゼンチンが措置の是正を

通報 

2016/ 1/18 シークエンス合意 

DS438を参照 

GGAATTTT (III, 

VIII, XI) 

TTRRIIMMss (2, 6) 

IILL (1, 3, 5) 

SSGG (11) 

第I部第

12章 

第II部

第3章 

446. アルゼン

チン－物品輸

入に関する措

置 

メキシコ 

 

2012/ 8/24 協議要請 

2012/11/21 パネル設置要請 

2012/12/17 パネル設置要請を撤回 
DS438を参照 

GGAATTTT (III, 

VIII, X, XI) 

TTRRIIMMss (2, 6) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

IILL (1, 2, 3, 

5) 

AAAA (4) 

SSGG (11) 

TTBBTT (2) 

447. 米国－ア

ルゼンチンか

らの動物、

肉、動物製品

の輸入に関す

る措置 

アルゼンチン 

【豪州、ブラジ

ル、中国、EU、イ

ンド、韓国】 

2012/ 8/30 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置要請 

2013/ 1/28 パネル設置 

2015/ 7/24 パネル報告書配布 

2015/ 8/31 パネル報告書採択 

①アルゼンチンは、米国がアル

ゼンチンからの動物、肉、動物

製品の輸入に対してとっている

(a)冷蔵冷凍牛肉の輸入禁止措

置、(b)アルゼンチンの一部地域

に体する口蹄疫清浄国としての

不認定、(c)特定地域の動物健康

状態の認定及び当該地域からの

動物・動物製品輸出に対する許

可発給の遅延措置は、GATT、SPS

協定及びWTO設立協定に非整合と

してに非整合として申立て。 

②パネルは、米国の措置は国際

標準及び科学的評価に基づいて

いない他、当該製品を恣意的又

は不当に差別し、国際貿易に対

して偽装した制限となってお

り、かつ、アルゼンチン国内の

地域的状況を考慮していないと

判断し、アルゼンチンの主張を

全面的に支持。 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

SSPPSS (1, 2, 3, 

5, 6, 8, 10) 

WWTTOO (XVI) 

 

448. 米国－生

鮮レモンの輸

入に関する措

置 

アルゼンチン 

 

2012/ 9/ 3 協議要請 

2012/12/ 6 パネル設置要請 

①アルゼンチンは、米国がアル

ゼンチンの北西地域産レモンの

輸入に対する措置に関して、過

去11年に渡って継続している一

連の措置はアルゼンチン北西地

域産の柑橘類に対する輸入禁止

措置である他、同地域産のレモ

ンに輸入許可を発給していない

こと並びに輸入許可申請手続の

際の不当な遅延はGATT、SPS協

定、WTO設立協定に非整合として

申立て。 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI) 

SSPPSS (1, 2, 3, 

5) 

WWTTOO (XVI) 

 

449. 米国－中

国からの特定

の輸入に対す

る相殺関税措

置及びアン

チ・ダンピン

グ措置 

中国 

【日本、豪州、カ

ナダ、EU、トルコ、

ベトナム、イン

ド、ロシア】 

2012/ 9/17 協議要請 

2012/11/19 パネル設置要請 

2012/12/17 パネル設置 

2014/ 3/27 パネル報告書配布 

2014/ 4/ 8 中国が上級委申立て 

2014/ 4/17 米国が上級委申立て 

2014/ 7/ 7 上級委報告書配布 

2014/ 7/22 パネル・上級委報告書採択 

2015/ 8/21 シークエンス合意 

①中国は、米国による(a)非市場

経済国に対する相殺関税措置の

適用、(b)2006年11月20日から

2012年3月13日の間に実施された

相殺関税措置、(c)AD協定措置と

相殺関税措置の重畳適用、(d)米

国商務省が2006年11月20日から

2012年3月13日の間に調査又は見

直しを行う権限の不存在、につ

いて、これらの措置はGATT、補

助金協定及びAD協定に非整合と

して申立て。 

②パネルは、double remediesに

ついては中国の主張を認め、補

助金協定第10条、第19.3条及び

GGAATTTT (VI, X) 

SSCCMM (10, 15, 

19, 21, 32) 

AADD (9, 11) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

第32条の違反を認定。一方で、

CVD賦課権限を米国商務省に遡及

的に付与する立法については中

国の主張を棄却し、GATT第X条に

は違反しないとした。 

③上級委はGATT第X条に関するパ

ネルの解釈を覆したものの、パ

ネルにおける米国の相殺関税法

に関する事実認定の不尽によ

り、判断ができないと判示。 

450. 中国－自

動車・自動車

部品産業に関

する措置 

米国 2012/ 9/17 協議要請 ①米国は、中国が同国の自動車

及び自動車部品企業の輸出実績

に付随して供与している補助金

措置は、補助金協定、GATT及び

加盟議定書に非整合として申立

て。 

GGAATTTT (XVI) 

SSCCMM (25) 

加加盟盟議議定定書書  

 

451. 中国－衣

服・繊維製品

の製造・輸出

に関する措置 

メキシコ 2012/10/15 協議要請 ①メキシコは、中国が同国の衣

類製造者及び輸出者並びに綿花

及び化学繊維産業の供給者に対

して実施している一連の支援措

置は、補助金協定、GATT、農業

協定、加盟議定書に非整合とし

て申立て。 

AAAA (3, 9, 10) 

GGAATTTT (III, 

XVI) 

SSCCMM (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7) 

加加盟盟議議定定書書  

 

452. EU及び加

盟国－再生可

能エネルギー

分野に関する

措置 

中国 

 

2012/11/ 5 協議要請 ①中国は、イタリア及びギリシ

ャ等EU加盟国による再生可能エ

ネルギー分野でのフィード・イ

ン・タリフプログラムにおける

ローカルコンテント要求等の措

置について、GATT、 補助金協

定、TRIMs協定に非整合として申

立て。 

GGAATTTT (I, III) 

SSCCMM (1, 3) 

TTRRIIMMss (2) 

 

453. アルゼン

チン－物品・

サービス貿易

に関する措置 

パナマ 

【豪州、中国、エ

クアドル、EU、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

米国、ブラジル、

シンガポール、オ

マーン、サウジア

ラビア】 

2012/12/12 協議要請 

2013/ 5/13 パネル設置要請 

2013/ 6/25 パネル設置 

2015/ 9/30 パネル報告書配布 

2015/10/27 パナマが上級委申立て 

2015/11/ 2 アルゼンチンが上級委申立て 

2016/ 4/14 上級委報告書配布  

2016/ 5/ 9 パネル・上級委報告書採択 

①パナマは、アルゼンチンが特

定国のみに対してとっている、

収益税に関する措置、再保険サ

ービス分野の措置、海外サービ

ス事業所の登記要件、送金規

制、金融機関に対する取引規

制、VAT還付の禁止等の措置につ

いて、GATS及びGATTに非整合と

して申立て。 

②GATS第II条の違反を認定し、

GATS第XIV条でも正当化できない

と判断したが、GATS第XI、XVI、

XVII条及びGATTに関しては違反

を認めなかった。 

③上級委はパネルの分析では差

別が原産国のみによって生じて

いるか否かが不明であるとして

同種のサービスに係るパネルの

判断を修正し、GATS第II条及び

XVII条に対するパネル判断を取

GGAATTSS (II, XI, 

XVI, XVII) 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

第II部

第1章 

第II部

第12章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

第32条の違反を認定。一方で、

CVD賦課権限を米国商務省に遡及

的に付与する立法については中

国の主張を棄却し、GATT第X条に

は違反しないとした。 

③上級委はGATT第X条に関するパ

ネルの解釈を覆したものの、パ

ネルにおける米国の相殺関税法

に関する事実認定の不尽によ

り、判断ができないと判示。 

450. 中国－自

動車・自動車

部品産業に関

する措置 

米国 2012/ 9/17 協議要請 ①米国は、中国が同国の自動車

及び自動車部品企業の輸出実績

に付随して供与している補助金

措置は、補助金協定、GATT及び

加盟議定書に非整合として申立

て。 

GGAATTTT (XVI) 

SSCCMM (25) 

加加盟盟議議定定書書  

 

451. 中国－衣

服・繊維製品

の製造・輸出

に関する措置 

メキシコ 2012/10/15 協議要請 ①メキシコは、中国が同国の衣

類製造者及び輸出者並びに綿花

及び化学繊維産業の供給者に対

して実施している一連の支援措

置は、補助金協定、GATT、農業

協定、加盟議定書に非整合とし

て申立て。 

AAAA (3, 9, 10) 

GGAATTTT (III, 

XVI) 

SSCCMM (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7) 

加加盟盟議議定定書書  

 

452. EU及び加

盟国－再生可

能エネルギー

分野に関する

措置 

中国 

 

2012/11/ 5 協議要請 ①中国は、イタリア及びギリシ

ャ等EU加盟国による再生可能エ

ネルギー分野でのフィード・イ

ン・タリフプログラムにおける

ローカルコンテント要求等の措

置について、GATT、 補助金協

定、TRIMs協定に非整合として申

立て。 

GGAATTTT (I, III) 

SSCCMM (1, 3) 

TTRRIIMMss (2) 

 

453. アルゼン

チン－物品・

サービス貿易

に関する措置 

パナマ 

【豪州、中国、エ

クアドル、EU、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

米国、ブラジル、

シンガポール、オ

マーン、サウジア

ラビア】 

2012/12/12 協議要請 

2013/ 5/13 パネル設置要請 

2013/ 6/25 パネル設置 

2015/ 9/30 パネル報告書配布 

2015/10/27 パナマが上級委申立て 

2015/11/ 2 アルゼンチンが上級委申立て 

2016/ 4/14 上級委報告書配布  

2016/ 5/ 9 パネル・上級委報告書採択 

①パナマは、アルゼンチンが特

定国のみに対してとっている、

収益税に関する措置、再保険サ

ービス分野の措置、海外サービ

ス事業所の登記要件、送金規

制、金融機関に対する取引規

制、VAT還付の禁止等の措置につ

いて、GATS及びGATTに非整合と

して申立て。 

②GATS第II条の違反を認定し、

GATS第XIV条でも正当化できない

と判断したが、GATS第XI、XVI、

XVII条及びGATTに関しては違反

を認めなかった。 

③上級委はパネルの分析では差

別が原産国のみによって生じて

いるか否かが不明であるとして

同種のサービスに係るパネルの

判断を修正し、GATS第II条及び

XVII条に対するパネル判断を取

GGAATTSS (II, XI, 

XVI, XVII) 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

第II部

第1章 

第II部

第12章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

り消し、結論としてアルゼンチ

ンの違反を認めなかった。 

454. 中国－日

本製高性能ス

テンレス継目

無鋼管に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

日本 

【EU、インド、韓

国、ロシア、米国、

トルコ、サウジア

ラビア】 

2012/12/20 協議要請 

2013/ 4/11 パネル設置要請 

2013/ 5/24 パネル設置 

2015/ 2/13 パネル報告書配布 

2015/ 5/20 日本が上級委申立て 

2015/ 5/26 中国が上級委申立て 

2015/10/14 上級委報告書配布 

2015/10/28 パネル・上級委報告書採択 

①日本は、中国の日本製高性能

ステンレス継目無鋼管（HP-

SSST）に対するAD協定措置につ

いて、AD協定及びGATTに非整合

として申立て。 

②・③DS460を参照 

AADD (1, 3, 5, 

6, 7, 12) 

GGAATTTT (VI) 

 

455. インドネ

シア－園芸作

物、動物、動

物製品の輸入

に関する措置 

米国 

【日本、豪州、中

国、カナダ、EU、

韓国、台湾、パラ

グアイ、タイ、ア

ルゼンチン、ニュ

ージーランド】 

2013/ 1/10 協議要請 

2013/ 3/14 パネル設置要請 

2013/ 4/24 パネル設置 

①米国は、インドネシアの園芸

作物、動物及び動物製品に対す

る措置に関し、GATT、農業協定

及び輸入許可手続協定に非整合

として申立て。 

GGAATTTT (X, XI) 

AAAA (4) 

IILL (1, 3) 

 

456. インド－

太陽電池及び

太陽電池モジ

ュールに関す

る措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、韓国、マレー

シア、ノルウェ

ー、ロシア、トル

コ、エクアドル、

サウジアラビア、

台湾】 

2013/ 2/ 6 協議要請 

2014/ 4/14 パネル設置要請 

2014/ 5/23 パネル設置 

2016/ 2/24 パネル報告書配布 

2016/ 4/20 インドが上級委申立て 

2016/ 9/16 上級委報告書配布 

2016/10/14 パネル・上級委報告書採択 

2017/12/19 米国が対抗措置承認申請 

2018/ 1/ 3 インドが仲裁を要請 

2018/ 1/12 仲裁に付託 

2018/ 1/23 インドがパネル設置要請（履

行確認） 

2018/ 2/28 パネル設置（履行確認） 

①米国は、インドが太陽電池及

び太陽電池モジュールに対する

ローカルコンテント要求につい

て、GATT第III条、TRIMs協定第2

条、補助金協定第3、5、6、25条

に非整合として申立て。 

②パネルはインドの措置をTRIMs

協定上の措置と判断し、同措置

はTRIMs協定第2条及びGATT第III

条4項に非整合と認定した他、イ

ンドが主張したGATT第XX条(j)項

又は（d）項によっても正当化で

きないと判断。 

③上級委はパネルの判断を全面

的に支持。 

GGAATTTT (III)  

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3, 5, 6, 

25)  

第II部

第4章 

 

457. ペルー－

農産品の輸入

に係る追加関

税に関する措

置 

グアテマラ 

【アルゼンチン、

中国、エルサルバ

ドル、EU、インド、

米国、ブラジル、

エクアドル、韓

国、ホンジュラ

ス、コロンビア】 

2013/ 4/12 協議要請 

2013/ 6/13 パネル設置要請 

2013/ 7/23 パネル設置 

2014/11/27 パネル報告書配布 

2015/ 3/25 ペルーが上級委申立て 

2015/ 3/30 グアテマラが上級委申立て 

2015/ 7/20 上級委報告書配布 

2015/ 7/31 パネル・上級委報告書採択 

2016/ 4/11 シークエンス合意 

①グアテマラは、ペルーがコ

メ、砂糖、トウモロコシ、牛乳

及び酪農品の一部等の農産品の

輸入に対して課している追加関

税について、農業協定、GATT及

び関税評価協定に非整合として

申立て。 

②パネルは、ペルーの追加関税

措置は、このような措置を通常

関税に転換することを要求して

いる農業協定第4条2項に反して

いると判断した他、追加関税措

置はGATT第II条におけるその他

の租税又は課徴金に該当しない

と判断し、ペルーの措置はGATT

第II条に違反していると判断。 

③上級委はパネルの判断を全面

的に支持。 

AAAA (4) 

GGAATTTT (II, X, 

XI) 

CCVVAA (1, 2, 3, 

5, 6, 7) 

第II部

第16章 

458. 豪州－タ

バコ製品の包

キューバ 2013/ 5/ 3 協議要請 

2014/ 4/ 4 パネル設置要請 

①キューバは豪州に対し、同国

のタバコ製品及びその包装に対

GGAATTTT (III, IX) 

TTBBTT (2) 

第II部

第11章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

装に関する規

制に関する措

置 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、チリ、ド

ミニカ共和国、

EU、グアテマラ、

ホンジュラス、イ

ンド、韓国、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ニカラグ

ア、ノルウェー、

フィリピン、ロシ

ア、シンガポー

ル、台湾、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、米国、中国、

ナイジェリア、イ

ンドネシア、ペル

ー、サウジアラビ

ア、南アフリカ、

ルグアイ、ジンバ

ブエ、エクアド

ル】 

2014/ 4/25 パネル設置 

2018/ 6/28 パネル報告書配布 

2018/ 8/27 パネル報告書採択 

する商標制限的及びプレーンパ

ッケージの法令は、TRIPS協定、

TBT協定、GATTに非整合として申

立て。 

②パネルは、キューバが豪州に

よるTPP措置が協定に非整合であ

ることを立証しなかったとし

て、豪州による協定違反を認定

しなかった。 

TTRRIIPPSS (3, 15, 

16, 20, 22, 

24) 

第II部

第13章 

459. EU及び

加盟国－バイ

オディーゼル

の輸入及びバ

イオディーゼ

ル産業の支援

に関する措置 

アルゼンチン 2013/ 5/15 協議要請 ①アルゼンチンは、EUのバイオ

ディーゼルの輸入及び販売に関

する措置及びバイオディーゼル

産業の支援に関する措置関し

て、再生可能資源からのエネル

ギー利用を促進する措置及び温

室効果ガス排出の管理及び削減

するメカニズムを導入する措置

並びにバイオディーゼル産業の

支援スキームを構築する措置

は、GATT、補助金協定、TRIMs協

定、TBT協定及びWTO設立協定に

非整合として申立て。 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2, 5) 

WWTTOO (XVI) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3, 5, 6) 

 

460. 中国－

EU製高性能ス

テンレス継目

無鋼管に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

EU 

【日本、韓国、イ

ンド、トルコ、米

国】 

2013/ 6/13 協議要請 

2013/ 8/16 パネル設置要請 

2013/ 8/30 パネル設置 

2015/ 2/13 パネル報告書配布 

2015/ 5/20 中国が上級委申立て 

2015/ 5/26 EUが上級委申立て 

2015/10/14 上級委報告書配布 

2015/10/28 パネル・上級委報告書採択 

①EUは、中国の日本製高性能ス

テンレス継目無鋼管（HP-SSST）

に対するAD協定措置について、

AD協定及びGATTに非整合として

申立て。 

②パネルは、中国商務部による

ダンピング輸入が国内市場にお

ける同種の産品の価格に及ぼす

影響の考慮及び国内生産者に及

ぼす影響の評価、国内産業にお

けるダンピング輸入と実質的な

損害の因果関係の検討、秘密情

報の取り扱い、暫定措置の適用

ににおいてAD協定に非整合と判

断したが、ファクツ・アベイラ

ブルの使用、重要な事実の通

知、公告及び決定の説明の一部

AADD (1, 2, 3, 

6, 7, 12) 

GGAATTTT (VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

装に関する規

制に関する措

置 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、チリ、ド

ミニカ共和国、

EU、グアテマラ、

ホンジュラス、イ

ンド、韓国、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ニカラグ

ア、ノルウェー、

フィリピン、ロシ

ア、シンガポー

ル、台湾、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、米国、中国、

ナイジェリア、イ

ンドネシア、ペル

ー、サウジアラビ

ア、南アフリカ、

ルグアイ、ジンバ

ブエ、エクアド

ル】 

2014/ 4/25 パネル設置 

2018/ 6/28 パネル報告書配布 

2018/ 8/27 パネル報告書採択 

する商標制限的及びプレーンパ

ッケージの法令は、TRIPS協定、

TBT協定、GATTに非整合として申

立て。 

②パネルは、キューバが豪州に

よるTPP措置が協定に非整合であ

ることを立証しなかったとし

て、豪州による協定違反を認定

しなかった。 

TTRRIIPPSS (3, 15, 

16, 20, 22, 

24) 

第II部

第13章 

459. EU及び

加盟国－バイ

オディーゼル

の輸入及びバ

イオディーゼ

ル産業の支援

に関する措置 

アルゼンチン 2013/ 5/15 協議要請 ①アルゼンチンは、EUのバイオ

ディーゼルの輸入及び販売に関

する措置及びバイオディーゼル

産業の支援に関する措置関し

て、再生可能資源からのエネル

ギー利用を促進する措置及び温

室効果ガス排出の管理及び削減

するメカニズムを導入する措置

並びにバイオディーゼル産業の

支援スキームを構築する措置

は、GATT、補助金協定、TRIMs協

定、TBT協定及びWTO設立協定に

非整合として申立て。 

GGAATTTT (I, III) 

TTBBTT (2, 5) 

WWTTOO (XVI) 

TTRRIIMMss (2) 

SSCCMM (3, 5, 6) 

 

460. 中国－

EU製高性能ス

テンレス継目

無鋼管に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

EU 

【日本、韓国、イ

ンド、トルコ、米

国】 

2013/ 6/13 協議要請 

2013/ 8/16 パネル設置要請 

2013/ 8/30 パネル設置 

2015/ 2/13 パネル報告書配布 

2015/ 5/20 中国が上級委申立て 

2015/ 5/26 EUが上級委申立て 

2015/10/14 上級委報告書配布 

2015/10/28 パネル・上級委報告書採択 

①EUは、中国の日本製高性能ス

テンレス継目無鋼管（HP-SSST）

に対するAD協定措置について、

AD協定及びGATTに非整合として

申立て。 

②パネルは、中国商務部による

ダンピング輸入が国内市場にお

ける同種の産品の価格に及ぼす

影響の考慮及び国内生産者に及

ぼす影響の評価、国内産業にお

けるダンピング輸入と実質的な

損害の因果関係の検討、秘密情

報の取り扱い、暫定措置の適用

ににおいてAD協定に非整合と判

断したが、ファクツ・アベイラ

ブルの使用、重要な事実の通

知、公告及び決定の説明の一部

AADD (1, 2, 3, 

6, 7, 12) 

GGAATTTT (VI) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

においては違反を認定しなかっ

た。また、販売費一般管理費、

価額の公正な比較及び手続費用

に係るEUの主張を認めた。 

③上級委はパネルの判断を概ね

支持したが、重要な事実の通知

においてはパネルの判断を修正

し、非整合と認定した。 

461. コロンビ

ア－繊維、衣

服、履物の輸

入に関する措

置 

パナマ 

【エクアドル、エ

ルサルバドル、

EU、中国、グアテ

マラ、ホンジュラ

ス、米国、フィリ

ピン】 

2013/ 6/18 協議要請 

2013/ 8/19 パネル設置要請 

2013/ 9/25 パネル設置 

2015/11/27 パネル報告書配布 

2016/ 1/22 コロンビアが上級委申立て 

2016/ 6/ 7 上級委報告書配布 

2016/ 6/22 パネル・上級委報告書採択 

2017/ 2/ 9 パナマが対抗措置承認申請 

2017/ 2/ 9 コロンビアがパネル設置要請

（履行確認） 

2017/ 2/17 コロンビアが仲裁を要請 

2017/ 2/20 仲裁に付託 

2017/ 2/27 コロンビアが協議要請（履行

確認） 

2017/ 3/ 6 パネル設置（履行確認/コロン

ビア申立て） 

2017/ 3/ 9 パナマが協議要請（履行確

認） 

2017/ 5/10 パナマがパネル設置要請（履

行確認） 

2017/ 6/19 パネル設置（履行確認/パナマ

申立て） 

2018/10/ 5 パネル報告書配布（履行確認/

コロンビア・パナマ申立て） 

2018/11/20 パナマが上級委申立て（履行

確認） 

①パナマは、コロンビアが繊

維、衣服、履物の輸入に対して

課税している複合関税は、GATT

に非整合として申立て。 

②パネルは、コロンビアの複合

関税は問題となっている輸入産

品すべてに対して適応されてい

る他、不正取引及び合法取引を

区別せずに適応されており、か

つ、コロンビアの譲許表が定め

る待遇より不利な待遇となって

いるため、複合関税はGATT第II

条に違反していると判断。ま

た、GATT第XX条によっても正当

化しえないと判断。 

③上級委は、パネル任務の客観

的評価に対するコロンビアの主

張を認め、パネルのDSU第11条違

反を認定した。複合関税及び

GATT第XX条に係るパネルの判断

に対しては、一部の理由を取り

消したが、コロンビアのGATT違

反を支持した。 

GGAATTTT (II, 

VIII, X) 

第I部第

12章 

第II部

第3章 

第II部

第4章 

462. ロシア－

廃車税 

EU 

【日本、ブラジ

ル、中国、インド、

韓国、ノルウェ

ー、トルコ、ウク

ライナ、米国】 

2013/ 7/ 9 協議要請 

2013/10/11 パネル設置要請 

2013/11/25 パネル設置 

 

①EUは、ロシアの廃車税に係る

措置について、同措置は輸入車

に対してのみ課税されており、

一部の条件の下、国産車並びに

ベラルーシ及びカザフスタンか

らの輸入車には非課税である

他、新車及び3年以上前に生産さ

れた自動車の間で差別的な課税

構造となっており、GATT及び

TRIMs協定並びにTBT協定（日

本）に非整合として申立て。

2014年1月、ロシアは内外差別的

な廃車税制度を改正する法律を

施行。 

GGAATTTT (I, II, 

III) 

TTRRIIMMss (2) 

第I部第

9章 

463. ロシア－

廃車税 

日本 2013/ 7/24 協議要請 

DS462を参照。 

GGAATTTT (I, III) 

TTRRIIMMss (2) 

TTBBTT (2) 

第I部第

9章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

464. 米国－韓

国製家庭用大

型洗濯機に対

するアンチ・

ダンピング措

置及び相殺関

税措置 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、インド、ノル

ウェー、タイ、ト

ルコ、サウジアラ

ビア、ベトナム】 

2013/ 8/29 協議要請 

2013/12/ 5 パネル設置要請 

2014/ 1/22 パネル設置 

2016/ 3/11 パネル報告書配布 

2016/ 4/19 米国が上級委申立て 

2016/ 4/25 韓国が上級委申立て 

2016/ 9/ 7 上級委報告書配布 

2016/ 9/26 パネル・上級委報告書採択 

2018/ 1/11 韓国が対抗措置承認申請 

2018/ 1/19 米国が仲裁を要請 

2018/ 1/22 仲裁に付託 

2019/ 2/ 8 仲裁判断配布 

①韓国は、米国の韓国製家庭用

大型洗濯機に対するAD協定措置

及び相殺関税措置について、AD

協定上の公正な比較手法のあり

かた、ターゲット・ダンピング

でのゼロイングの使用、また、

補助金協定上の特定性及び補助

金額の計算はAD協定、補助金協

定、GATT、WTO設立協定に非整合

として申立て。 

②パネルは、米国の用いた「タ

ーゲット・ダンピング」のゼロ

イング等はAD協定2条等に非整合

と判断。 

③上級委は、「ターゲット・ダ

ンピング」はAD協定に非整合と

したパネルの判断を支持。 

AADD (1, 2, 5, 

9, 11, 18) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (1, 2, 10, 

14, 19) 

WWTTOO  (XVI) 

第I部第

2章 

465. インドネ

シア－園芸作

物、動物、動

物製品の輸入

に関する措置 

米国 

 

2013/ 8/30 協議要請 ①米国は、インドネシアが園芸

作物、動物、動物製品の輸入に

対してとっている措置につい

て、GATT第XI条、農業協定第4.2

条、輸入許可手続協定第1、3条

等に非整合として申立て。 

GGAATTTT (III, X, 

XI, XIII) 

AAAA (4) 

IILL (1, 3) 

PPSSII (2) 

 

466. インドネ

シア－園芸作

物、動物、動

物製品の輸入

に関する措置 

ニュージーラン

ド 

2013/ 8/30 協議要請 ①ニュージーランドは、インド

ネシアが園芸作物、動物、動物

製品の輸入に対してとっている

措置について、GATT第XI条、農

業協定第4.2条、輸入許可手続協

定第1、3条等に非整合として申

立て。 

GGAATTTT  (III, XI, 

X, XIII) 

AAAA  (4)  

IILL  (1, 3) 

PPSSII (2) 

 

467. 豪州－タ

バコ製品の包

装に関する規

制に関する措

置 

インドネシア 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

キューバ、EU、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

韓国、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ニカラグア、ノル

ウェー、オマー

ン、フィリピン、

ロシア、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、米国、ウ

ルグアイ、ジンバ

ブエ、ドミニカ共

和国、ペルー、シ

ンガポール、アル

ゼンチン、チリ、

マラウイ、ナイジ

ェリア、エクアド

ル】 

2013/ 9/20 協議要請 

2014/ 3/ 3 パネル設置要請 

2014/ 3/26 パネル設置 

2018/ 6/28 パネル報告書配布 

2018/ 8/27 パネル報告書採択 

①インドネシアは豪州に対し、

同国のタバコ製品及びその包装

に対する商標制限的及びプレー

ンパッケージの法令は、TRIPS協

定、TBT協定、GATTに非整合とし

て申立て。 

②パネルは、インドネシアが豪

州によるTPP措置が協定に非整合

であることを立証しなかったと

して、豪州の協定違反を認定し

なかった。 

TTBBTT (2) 

TTRRIIPPSS (2, 3, 

15, 16, 20, 

22, 24) 

GGAATTTT (III) 

第II部

第11章 

第II部

第13章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

464. 米国－韓

国製家庭用大

型洗濯機に対

するアンチ・

ダンピング措

置及び相殺関

税措置 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、インド、ノル

ウェー、タイ、ト

ルコ、サウジアラ

ビア、ベトナム】 

2013/ 8/29 協議要請 

2013/12/ 5 パネル設置要請 

2014/ 1/22 パネル設置 

2016/ 3/11 パネル報告書配布 

2016/ 4/19 米国が上級委申立て 

2016/ 4/25 韓国が上級委申立て 

2016/ 9/ 7 上級委報告書配布 

2016/ 9/26 パネル・上級委報告書採択 

2018/ 1/11 韓国が対抗措置承認申請 

2018/ 1/19 米国が仲裁を要請 

2018/ 1/22 仲裁に付託 

2019/ 2/ 8 仲裁判断配布 

①韓国は、米国の韓国製家庭用

大型洗濯機に対するAD協定措置

及び相殺関税措置について、AD

協定上の公正な比較手法のあり

かた、ターゲット・ダンピング

でのゼロイングの使用、また、

補助金協定上の特定性及び補助

金額の計算はAD協定、補助金協

定、GATT、WTO設立協定に非整合

として申立て。 

②パネルは、米国の用いた「タ

ーゲット・ダンピング」のゼロ

イング等はAD協定2条等に非整合

と判断。 

③上級委は、「ターゲット・ダ

ンピング」はAD協定に非整合と

したパネルの判断を支持。 

AADD (1, 2, 5, 

9, 11, 18) 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (1, 2, 10, 

14, 19) 

WWTTOO  (XVI) 

第I部第

2章 

465. インドネ

シア－園芸作

物、動物、動

物製品の輸入

に関する措置 

米国 

 

2013/ 8/30 協議要請 ①米国は、インドネシアが園芸

作物、動物、動物製品の輸入に

対してとっている措置につい

て、GATT第XI条、農業協定第4.2

条、輸入許可手続協定第1、3条

等に非整合として申立て。 

GGAATTTT (III, X, 

XI, XIII) 

AAAA (4) 

IILL (1, 3) 

PPSSII (2) 

 

466. インドネ

シア－園芸作

物、動物、動

物製品の輸入

に関する措置 

ニュージーラン

ド 

2013/ 8/30 協議要請 ①ニュージーランドは、インド

ネシアが園芸作物、動物、動物

製品の輸入に対してとっている

措置について、GATT第XI条、農

業協定第4.2条、輸入許可手続協

定第1、3条等に非整合として申

立て。 

GGAATTTT  (III, XI, 

X, XIII) 

AAAA  (4)  

IILL  (1, 3) 

PPSSII (2) 

 

467. 豪州－タ

バコ製品の包

装に関する規

制に関する措

置 

インドネシア 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

キューバ、EU、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

韓国、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ニカラグア、ノル

ウェー、オマー

ン、フィリピン、

ロシア、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、米国、ウ

ルグアイ、ジンバ

ブエ、ドミニカ共

和国、ペルー、シ

ンガポール、アル

ゼンチン、チリ、

マラウイ、ナイジ

ェリア、エクアド

ル】 

2013/ 9/20 協議要請 

2014/ 3/ 3 パネル設置要請 

2014/ 3/26 パネル設置 

2018/ 6/28 パネル報告書配布 

2018/ 8/27 パネル報告書採択 

①インドネシアは豪州に対し、

同国のタバコ製品及びその包装

に対する商標制限的及びプレー

ンパッケージの法令は、TRIPS協

定、TBT協定、GATTに非整合とし

て申立て。 

②パネルは、インドネシアが豪

州によるTPP措置が協定に非整合

であることを立証しなかったと

して、豪州の協定違反を認定し

なかった。 

TTBBTT (2) 

TTRRIIPPSS (2, 3, 

15, 16, 20, 

22, 24) 

GGAATTTT (III) 

第II部

第11章 

第II部

第13章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

468. ウクライ

ナ－乗用車に

係るセーフガ

ード決定 

日本 

【EU、インド、韓

国、ロシア、トル

コ、豪州、米国】 

2013/10/30 協議要請 

2013/ 2/13 パネル設置要請 

2014/ 3/26 パネル設置 

2015/ 6/26 パネル報告書配布 

2015/ 7/20 パネル報告書採択 

2015/10/ 6 ウクライナは2015/9/30付けで

措置を撤廃したことを報告 

①日本は、ウクライナによる乗

用車に係るセーフガード決定に

ついて、SG協定第2、3、4、5、

7、8、11、12条及びGATT第II条

及びXIX条に非整合として申立

て。 

②パネルは、セーフガード措置

決定において、ウクライナ当局

は事情の予見されなかった発展

及びGATT上の義務の効果要件を

満たしておらず、また、輸入の

急増及び重大な損害並びに因果

関係を立証していないと判断

し、日本の主張を全面的に支

持。 

SSGG (2, 3, 4, 

5, 7, 8, 11, 

12) 

GGAATTTT (II, XIX) 

第II部

第8章 

469. EU－大西

洋・スカンジ

ナビア産ニシ

ンに関する措

置 

デンマーク 

【日本、豪州、中

国、グアテマラ、

ホンジュラス、ア

イスランド、イン

ド、ニュージーラ

ンド、パナマ、ロ

シア、台湾、トル

コ、米国、アルゼ

ンチン、ブラジ

ル、メキシコ、ノ

ルウェー、ペル

ー、タイ】 

2013/11/ 4 協議要請 

2014/ 1/ 8 パネル設置要請 

2014/ 2/26 パネル設置 

2014/ 8/21 当事国は紛争が解決されたこ

とを報告 

①デンマークは、フェロー諸島

産ニシン及びサバに対するEUの

強制的な経済措置は、GATTに非

整合として申立て。 

GGAATTTT (I, V, 

XI) 

 

470. パキスタ

ン－インドネ

シア製紙製品

に対するアン

チ・ダンピン

グ措置及び相

殺関税措置 

インドネシア 

 

2013/11/27 協議要請 

2014/ 5/12 パネル設置要請 

①インドネシアは、パキスタン

によるインドネシア製紙製品対

するAD協定措置及び相殺関税措

置について、措置の継続及び撤

廃の拒否はAD協定、補助金協定

及びGATTに非整合として申立

て。 

AADD (1, 5, 18) 

SSCCMM (10, 11, 

18, 22, 32) 

GGAATTTT (VI, X, 

XI) 

 

471. 米国－中

国に対するア

ンチ・ダンピ

ング手続での

調査手法及び

適用 

中国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、韓国、ノ

ルウェー、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、ウクライナ、

ベトナム、トル

コ、台湾】 

2013/12/ 3 協議要請 

2014/ 2/13 パネル設置要請 

2014/ 3/26 パネル設置 

2016/10/19 パネル報告書配布 

2016/11/18 中国が上級委申立て 

2017/ 5/11 上級委報告書配布 

2017/ 5/22 パネル・上級委報告書採択 

2017/10/17 RPT仲裁要請 

2018/ 1/19 仲裁によりRPT決定 

2018/ 9/ 9 中国が対抗措置承認申請 

2018/ 9/19 米国が仲裁を要請 

2018/ 9/21 仲裁に付託 

2019/11/ 1 仲裁判断配布 

①中国は、油井管、コート紙等

の中国産品に対するAD協定手続

での調査手法及び適用につい

て、AD協定及びGATTに非整合と

して申立て。 

②パネルは、ターゲット・ダン

ピングでもゼロイングが禁止さ

れること、価格計算においてT-T

手法でなく、WA-WA手法のみの説

明はAD協定に反すると判断。ま

た、調査において中国の輸出者

を「単一レート予測」と取り扱

うことはAD協定に非整合とし、

米国の措置はAD協定に非整合と

判断。 

③上級委はターゲット・ダンピ

ングの計算手法についてはパネ

ル判断を支持し中国の主張を棄

AADD (2, 6, 9) 

GGAATTTT (VI) 

第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

却したが、AFAに関する規則の法

それ自体の違反に関する中国の

主張について、将来にわたって

の適用に関する立証は不要であ

るとして、これを必要として中

国の立証の不尽を認定したパネ

ル判断を覆し、中国の主張を認

めた。 

その後仲裁によりRPTを2018年8

月22日までとすることで決定。 

472. ブラジル

－課税及び課

徴金に係る措

置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、豪州、カナ

ダ、中国、コロン

ビア、インド、韓

国、ロシア、南ア

フリカ、台湾、ト

ルコ、米国】 

2013/12/19 協議要請 

2014/10/31 パネル設置用 

2014/12/17 パネル設置 

2015/10/22 「DS497」と併合 

2017/ 8/30 パネル報告書配布 

2017/ 9/28 ブラジルが上級委申立て 

2017/10/ 3 EUが上級委申立て 

2018/12/13 上級委報告書配布 

2019/ 1/11 パネル・上級委報告書採択 

2019/12/27 シークエンス合意 

①EUは、ブラジルの自動車産

業、電子及び技術産業、経済特

区で製造された物品及び輸出者

に対する優遇税に関する課税及

び課徴金に係る措置について、

GATT、補助金協定及びTRIMs協定

に非整合として申立て。 

②パネルは原告の申立てを認容

し、ブラジルの措置について、

完成品の国内生産による減税が

競争条件を歪曲しているため

GATT第III条2・4項及びTRIMs協

定第2条に違反し、自動車産業に

関する措置についても国内産品

を優遇しているとしてGATT第III

条2項の違反を、また、メルコス

ール諸国産品を日・EU産品に比

べて有しているとしてGATT第I条

の違反等を認定した。 

③上級委は過剰課税、最恵国待

遇、輸入代替補助金、授権条項

についてはパネル報告書を支持

したが、国内産業への補助金、

輸出補助金、禁止された補助金

の遅延なき撤廃については、パ

ネル報告書を覆した。 

GGAATTTT (I, II, 

III) 

SSCCMM (3) 

TTRRIIMMss (2) 

第I部第

11章 

第II部

第1章 

第II部

第2章 

第II部

第4章 

第II部

第9章 

473. EU－アル

ゼンチン産バ

イオディーゼ

ルに対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

アルゼンチン 

【豪州、中国、マ

レーシア、ノルウ

ェー、ロシア、サ

ウジアラビア、ト

ルコ、米国、コロ

ンビア、インドネ

シア、メキシコ】 

2013/12/19 協議要請 

2014/ 3/13 パネル設置要請 

2014/ 4/25 パネル設置 

2016/ 3/29 パネル報告書配布 

2016/ 5/20 EUが上級委申立て 

2016/ 5/25 アルゼンチンが上級委申立て 

2016/10/ 6 上級委報告書配布 

2016/10/26 パネル・上級委報告書採択 

2017/ 9/28 シークエンス合意 

①アルゼンチンは、EUによるア

ルゼンチン産バイオディーゼル

に対するAD協定措置について、

AD協定第1、2、3、6、9、18条、

GATT第VI条等に非整合として申

立て。 

②パネルは、「それ自体」（as 

such）に係るアルゼンチンの主

張は退けたが、当該製品の生産

費用の計算に係るアルゼンチン

の主張は認め、EUはAD協定第

2.2.1.1.条に違反していると判

断。 

③上級委は全面的にパネルの判

断を支持。 

AADD (2, 3, 6, 

9, 18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

 

474. EU－ロシ

アからの輸入

ロシア 2013/12/23 協議要請 

2014/ 6/ 4 パネル設置要請 

①ロシアは、EUによるロシアか

らの輸入に対するAD協定調査及

AADD (2, 3, 5, 

6, 9, 18) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

却したが、AFAに関する規則の法

それ自体の違反に関する中国の

主張について、将来にわたって

の適用に関する立証は不要であ

るとして、これを必要として中

国の立証の不尽を認定したパネ

ル判断を覆し、中国の主張を認

めた。 

その後仲裁によりRPTを2018年8

月22日までとすることで決定。 

472. ブラジル

－課税及び課

徴金に係る措

置 

EU 

【日本、アルゼン

チン、豪州、カナ

ダ、中国、コロン

ビア、インド、韓

国、ロシア、南ア

フリカ、台湾、ト

ルコ、米国】 

2013/12/19 協議要請 

2014/10/31 パネル設置用 

2014/12/17 パネル設置 

2015/10/22 「DS497」と併合 

2017/ 8/30 パネル報告書配布 

2017/ 9/28 ブラジルが上級委申立て 

2017/10/ 3 EUが上級委申立て 

2018/12/13 上級委報告書配布 

2019/ 1/11 パネル・上級委報告書採択 

2019/12/27 シークエンス合意 

①EUは、ブラジルの自動車産

業、電子及び技術産業、経済特

区で製造された物品及び輸出者

に対する優遇税に関する課税及

び課徴金に係る措置について、

GATT、補助金協定及びTRIMs協定

に非整合として申立て。 

②パネルは原告の申立てを認容

し、ブラジルの措置について、

完成品の国内生産による減税が

競争条件を歪曲しているため

GATT第III条2・4項及びTRIMs協

定第2条に違反し、自動車産業に

関する措置についても国内産品

を優遇しているとしてGATT第III

条2項の違反を、また、メルコス

ール諸国産品を日・EU産品に比

べて有しているとしてGATT第I条

の違反等を認定した。 

③上級委は過剰課税、最恵国待

遇、輸入代替補助金、授権条項

についてはパネル報告書を支持

したが、国内産業への補助金、

輸出補助金、禁止された補助金

の遅延なき撤廃については、パ

ネル報告書を覆した。 

GGAATTTT (I, II, 

III) 

SSCCMM (3) 

TTRRIIMMss (2) 

第I部第

11章 

第II部

第1章 

第II部

第2章 

第II部

第4章 

第II部

第9章 

473. EU－アル

ゼンチン産バ

イオディーゼ

ルに対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

アルゼンチン 

【豪州、中国、マ

レーシア、ノルウ

ェー、ロシア、サ

ウジアラビア、ト

ルコ、米国、コロ

ンビア、インドネ

シア、メキシコ】 

2013/12/19 協議要請 

2014/ 3/13 パネル設置要請 

2014/ 4/25 パネル設置 

2016/ 3/29 パネル報告書配布 

2016/ 5/20 EUが上級委申立て 

2016/ 5/25 アルゼンチンが上級委申立て 

2016/10/ 6 上級委報告書配布 

2016/10/26 パネル・上級委報告書採択 

2017/ 9/28 シークエンス合意 

①アルゼンチンは、EUによるア

ルゼンチン産バイオディーゼル

に対するAD協定措置について、

AD協定第1、2、3、6、9、18条、

GATT第VI条等に非整合として申

立て。 

②パネルは、「それ自体」（as 

such）に係るアルゼンチンの主

張は退けたが、当該製品の生産

費用の計算に係るアルゼンチン

の主張は認め、EUはAD協定第

2.2.1.1.条に違反していると判

断。 

③上級委は全面的にパネルの判

断を支持。 

AADD (2, 3, 6, 

9, 18) 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

 

474. EU－ロシ

アからの輸入

ロシア 2013/12/23 協議要請 

2014/ 6/ 4 パネル設置要請 

①ロシアは、EUによるロシアか

らの輸入に対するAD協定調査及

AADD (2, 3, 5, 

6, 9, 18) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

に関するアン

チ・ダンピン

グ措置及びコ

スト調整方法 

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、中

国、インドネシ

ア、ノルウェー、

トルコ、ウクライ

ナ、米国、サウジ

アラビア、ブラジ

ル、メキシコ、ベ

トナム】 

2014/ 7/22 パネル設置 び見直しに関し、ダンピング・

マージンの計算における「価格

調整」手法の使用について、AD

協定、補助金協定、GATT、WTO設

立協定に非整合として申立て。 

GGAATTTT (VI) 

WWTTOO (XVI) 

475. ロシア－

EUからの豚肉

製品等の輸入

に係る措置 

EU 

【日本、豪州、中

国、インド、韓国、

ノルウェー、台

湾、米国、ブラジ

ル、南アフリカ】 

2014/ 4/ 8 協議要請 

2014/ 6/27 パネル設置要請 

2014/ 7/22 パネル設置 

2016/ 8/19 パネル報告書配布 

2016/ 9/23 ロシアが上級委申立て 

2016/ 9/28 EUが上級委申立て 

2017/ 2/23 上級委報告書配布 

2017/ 3/21 パネル・上級委報告書採択 

2017/12/19 EUが対抗措置承認申請 

2017/12/20 ロシアが仲裁を要請 

2018/ 1/ 3 仲裁に付託 

2018/ 1/25 ロシアが協議要請（履行確

認） 

2018/ 2/ 2 EUが協議要請（履行確認） 

2018/10/18 EUがパネル設置要請（履行確

認） 

2018/11/21 パネル設置（履行確認） 

2020/ 1/24 EUによるパネル手続停止要請

（履行確認） 

2021/ 1/28 パネル手続停止（履行確認） 

①EUは、ロシアが豚や豚肉、そ

の他の豚製品をEUから輸入する

際の措置について、SPS協定及び

GATTに非整合として申立て。 

②パネルは国際獣疫事務局

（OIE）の定める基準に基づいて

いない等のロシアの措置は、SPS

協定に違反していると認定。 

③上級委はパネルの判断を結論

として肯定した。 

 
 

SSPPSS (2, 3, 5, 

6, 7, 8, Annex 

B, Annex C) 

GGAATTTT (I, III, 

XI) 

 

476. EU及び加

盟国－エネル

ギー産業に対

する措置 

ロシア 

【日本、ブラジ

ル、中国、インド、

ウクライナ、米

国、コロンビア、

韓国、サウジアラ

ビア】 

2014/ 4/30 協議要請 

2015/ 5/11 パネル設置要請 

2015/ 7/20 パネル設置 

2018/ 8/10 パネル報告書配布 

2018/ 9/21 EUが上級委申立て 

2018/ 9/26 ロシアが上級委申立て 

①ロシアは、EUのエネルギー産

業に対する規制（Third Energy 

Package）に関する措置は、

GATS、GATT、補助金協定、TRIMs

協定及びWTO協定に非整合として

申立て。 

②パネルは、パネルがEU加盟国

の国内法上の差異について述べ

るのは適切ではないというEUの

主張を否定したが、GATSとGATT

に基づくロシアの主張を否定し

た。 

GGAATTSS (II, VI, 

XVI, XVII) 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI) 

SSCCMM (3) 

TTRRIIMMss (2) 

WWTTOO (XVI) 

第II部

第1章 

第II部

第2章 

第II部

第3章 

第II部

第4章 

第II部

第12章 

477. インドネ

シア－園芸作

物、動物、動

物製品の輸入

に関する措置 

ニュージーラン

ド 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、EU、インド、

ノルウェー、パラ

グアイ、シンガポ

ール、台湾、アル

ゼンチン、韓国、

タイ】 

2014/ 5/ 8 協議要請 

2015/ 3/18 パネル設置要請 

2015/ 5/20 パネル設置（「DS478」と併

合） 

2016/12/22 パネル報告書配布 

2017/ 2/17 インドネシアが上級委申立て 

2017/11/ 9 上級委報告書配布 

2017/11/22 パネル・上級委報告書採択 

2018/ 8/10 シークエンス合意 

2019/ 1/17 インドネシアが履行確認通知 

①ニュージーランドは、インド

ネシアによる園芸作物、動物及

び動物製品の輸入に関する措置

は、GATT、農業協定、輸入許可

手続協定、船積み協定前検査協

定に非整合として申立て。 

②パネルは申立国の主張を全面

的に認め、インドネシアの措置

はGATT第XI:1条に違反し、第XX

条及び第XI: 2(c)(ii)によって

も正当化していないと判断。 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4) 

IILL (1, 2, 3, 

5) 

PPSSII  (2) 

第II部

第3章 

第II部

第4章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

③上級委は、パネルがGATT第XX

条 

柱書を各号に先駆けて検討した

点を、過去の上級委報告書に反

し、特に柱書の趣旨である権利

濫用の有無を審査するには各号

における政策目的の特定が先行

されるべきと述べたものの、こ

れはGATT第XI条1項の結論には影

響しないとして、他の点を含

め、結論として全面的にパネル

判断を支持した。 

478. インドネ

シア－園芸作

物、動物、動

物製品の輸入

に関する措置 

米国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、EU、インド、

ノルウェー、パラ

グアイ、シンガポ

ール、台湾、アル

ゼンチン、韓国、

タイ】 

2014/ 5/ 8 協議要請 

2015/ 3/18 パネル設置要請 

2015/ 5/20 パネル設置（「DS477」と併

合） 

2016/12/22 パネル報告書配布 

2017/ 2/17 インドネシアが上級委申立て 

2017/11/ 9 上級委報告書配布 

2017/11/22 パネル・上級委報告書採択 

2018/ 8/ 2 米国が対抗措置承認申請 

2018/ 8/14 インドネシアが仲裁を要請 

2018/ 8/15仲裁に付託 

2019/1/17 インドネシアが適切な措置をと

ったことを通知 

①米国は、インドネシアによる

園芸作物、動物及び動物製品の

輸入に関する措置は、GATT、農

業協定、輸入許可手続協定、船

積み協定前検査協定に非整合と

して申立て。 

②・③「DS477」を参照 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4) 

IILL (1, 2, 3, 

5)  

PPSSII  (2) 

 

479. ロシア－

ドイツ及びイ

タリア製商用

自動車に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

EU 

【日本、中国、イ

ンド、韓国、米国、

ブラジル、トル

コ、ウクライナ】 

2014/ 5/21 協議要請 

2014/ 9/15 パネル設置要請 

2014/10/20 パネル設置 

2017/ 1/27 パネル報告書配布 

2017/ 2/20 ロシアが上級委申立て 

2017/ 2/27 EUが上級委申立て 

2018/ 3/22 上級委報告書配布 

2018/ 4/ 9 パネル・上級委報告書採択 

①EUは、ロシアによるドイツ及

びイタリア製商用自動車に対す

るAD協定税賦課は、国内産業の

定義、調査期間の選定、価格抑

制効果及び損害の決定並びに因

果関係の決定において、AD協定

及びGATTに非整合として申立

て。 

②パネルは、EUの一部の主張を

退けたが、ロシア当局によるAD

協定税調査及び賦課は、国内産

業についての客観的な分析がか

けているとしてAD協定第4.1条

の、調査期間の選択に客観性が

かけるとして第3.1条などの違反

を認定した。 

③上級委はAD協定3.1条、3.4

条、4.1条についてはパネル報告

書を支持し、国内価格の上昇に

係る3.1条と3.2条、6.9条（ロシ

ア側の主張）についてはパネル

報告書を補完したが、DSU11条、

AD協定17.6条、6.9条（EU側の主

張）についてはパネル報告書は

誤りであると認定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 6, 9, 12, 

18) 

GGAATTTT (VI) 

 

480. EU－イン

ドネシア産バ

イオディーゼ

インドネシア 

【日本、米国、ト

ルコ、シンガポー

2014/ 6/10 協議要請 

2015/ 6/30 パネル設置要請 

2015/ 8/31 パネル設置 

①インドネシアは、EUによる(a) 

ダンピングされた商品がヨーロ

ッパ圏外の国から輸入されるこ

AADD (1, 2, 3, 

6, 7, 9, 15, 

18) 
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第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

③上級委は、パネルがGATT第XX

条 

柱書を各号に先駆けて検討した

点を、過去の上級委報告書に反

し、特に柱書の趣旨である権利

濫用の有無を審査するには各号

における政策目的の特定が先行

されるべきと述べたものの、こ

れはGATT第XI条1項の結論には影

響しないとして、他の点を含

め、結論として全面的にパネル

判断を支持した。 

478. インドネ

シア－園芸作

物、動物、動

物製品の輸入

に関する措置 

米国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、EU、インド、

ノルウェー、パラ

グアイ、シンガポ

ール、台湾、アル

ゼンチン、韓国、

タイ】 

2014/ 5/ 8 協議要請 

2015/ 3/18 パネル設置要請 

2015/ 5/20 パネル設置（「DS477」と併

合） 

2016/12/22 パネル報告書配布 

2017/ 2/17 インドネシアが上級委申立て 

2017/11/ 9 上級委報告書配布 

2017/11/22 パネル・上級委報告書採択 

2018/ 8/ 2 米国が対抗措置承認申請 

2018/ 8/14 インドネシアが仲裁を要請 

2018/ 8/15仲裁に付託 

2019/1/17 インドネシアが適切な措置をと

ったことを通知 

①米国は、インドネシアによる

園芸作物、動物及び動物製品の

輸入に関する措置は、GATT、農

業協定、輸入許可手続協定、船

積み協定前検査協定に非整合と

して申立て。 

②・③「DS477」を参照 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

AAAA (4) 

IILL (1, 2, 3, 

5)  

PPSSII  (2) 

 

479. ロシア－

ドイツ及びイ

タリア製商用

自動車に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

EU 

【日本、中国、イ

ンド、韓国、米国、

ブラジル、トル

コ、ウクライナ】 

2014/ 5/21 協議要請 

2014/ 9/15 パネル設置要請 

2014/10/20 パネル設置 

2017/ 1/27 パネル報告書配布 

2017/ 2/20 ロシアが上級委申立て 

2017/ 2/27 EUが上級委申立て 

2018/ 3/22 上級委報告書配布 

2018/ 4/ 9 パネル・上級委報告書採択 

①EUは、ロシアによるドイツ及

びイタリア製商用自動車に対す

るAD協定税賦課は、国内産業の

定義、調査期間の選定、価格抑

制効果及び損害の決定並びに因

果関係の決定において、AD協定

及びGATTに非整合として申立

て。 

②パネルは、EUの一部の主張を

退けたが、ロシア当局によるAD

協定税調査及び賦課は、国内産

業についての客観的な分析がか

けているとしてAD協定第4.1条

の、調査期間の選択に客観性が

かけるとして第3.1条などの違反

を認定した。 

③上級委はAD協定3.1条、3.4

条、4.1条についてはパネル報告

書を支持し、国内価格の上昇に

係る3.1条と3.2条、6.9条（ロシ

ア側の主張）についてはパネル

報告書を補完したが、DSU11条、

AD協定17.6条、6.9条（EU側の主

張）についてはパネル報告書は

誤りであると認定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 6, 9, 12, 

18) 

GGAATTTT (VI) 

 

480. EU－イン

ドネシア産バ

イオディーゼ

インドネシア 

【日本、米国、ト

ルコ、シンガポー

2014/ 6/10 協議要請 

2015/ 6/30 パネル設置要請 

2015/ 8/31 パネル設置 

①インドネシアは、EUによる(a) 

ダンピングされた商品がヨーロ

ッパ圏外の国から輸入されるこ

AADD (1, 2, 3, 

6, 7, 9, 15, 

18) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ルに対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

ル、インド、中国、

カナダ、アルゼン

チン、豪州、ノル

ウェー、ロシア、

ブラジル、ウクラ

イナ】 

2018/ 1/25 パネル報告書配布 

2018/ 2/28 パネル報告書採択 

とに対する保護措置、(b) イン

ドネシアからのバイオディーゼ

ルに対するAD協定措置は、AD協

定、WTO設立協定及びGATTに非整

合として申立て。 

②パネルはコスト計算において

生産者の記録を用いなかった点

がAD協定第2.2.1.1条に違反する

等、インドネシアの主張をほぼ

全面的に認めた。 

WWTTOO  (XVI) 

GGAATTTT (VI) 

481. インドネ

シア－クロー

ブタバコ事件

に関する

DSU22.2条上の

訴え 

EU 2014/ 6/13 協議要請 

2015/ 5/ 6 DS406における二国間合意を受

け、EUが協議停止を申請 

①EUは、クローブ入りタバコの

流通・生産に関する措置

（DS406）に関連した、インドネ

シアによるDSU22.2条上の訴え

は、DSUに非整合として申立て。 

DDSSUU (10, 21, 

22, 23) 

 

482. カナダ－

台湾製炭素鋼

溶接管に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

台湾 

【EU、中国、韓国、

ノルウェー、アラ

ブ首長国連邦、米

国、ブラジル】 

2014/ 6/25 協議要請 

2015/ 1/22 パネル設置要請 

2015/ 3/10 パネル設置 

2016/12/21 パネル報告書配布 

2017/ 1/25 パネル報告書採択 

①台湾は、カナダによる台湾製

炭素鋼溶接管（carbon steel 

welded pipe）の輸入に対するAD

協定措置は、GATT及びAD協定に

非整合として申立て。 

②パネルは、カナダの本件措置

について、(a)個別輸出者のレー

トが僅少であったにも関わらず

調査を継続した点がAD協定第5.8

条に違反、(b)僅少の輸出者から

最終決定後にAD協定税を徴収し

たことが9.2条に違反、(c)僅少

の輸出者からの輸入を損害認定

で含めたことが3条に違反、(d)

カナダ当局が関連する全ての要

素を考慮することなくFAを適用

したことは6条に違反すること、

等を認定した。 

GGAATTTT (VI) 

AADD (1, 3, 5, 

6, 7, 9) 

 

483. 中国－カ

ナダ産セルロ

ースパルプに

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

カナダ 

【日本、EU、チリ、

韓国、ノルウェ

ー、米国、ブラジ

ル、シンガポー

ル、ウルグアイ】 

2014/10/15 協議要請 

2015/ 2/12 パネル設置要請 

2015/ 3/10 パネル設置 

2017/ 4/25 パネル報告書配布 

2017/ 5/22 パネル報告書採択 

2018/ 5/ 2 シークエンス合意 

2018/ 9/11 協議要請（履行確認） 
 

①カナダは、中国によるカナダ

産セルロースパルプに対するAD

協定税賦課措置は、AD協定及び

GATTに非整合として申立て。 

②中国当局は調査期間の後半で

は輸入価格が国内価格を上回っ

ているにもかかわらず価格効果

について説明していないとし

て、また因果関係についても十

分な説明を行っていないとし

て、AD協定3.1、3.2及び3.5条違

反を認定した。 

AADD (1, 2, 3, 

4, 6, 8, 9, 

12) 

GGAATTTT (VI) 

 

484. インドネ

シア－鶏肉及

び鶏製品の輸

入に対する措

置 

ブラジル 

【日本、米国、EU、

韓国、中国、チリ、

ニュージーラン

ド、ノルウェー、

ベトナム、パラグ

2014/10/16 協議要請 

2015/10/15 パネル設置要請 

2015/12/ 3 パネル設置 

2017/10/17 パネル報告書配布 

2017/11/22 パネル報告書採択 

①ブラジルは、インドネシアに

よる鶏肉及び鶏製品の輸入に対

する措置は、SPS協定、TBT協

定、農業協定、輸入許可手続協

定、GATTに非整合として申立

て。 

SSPPSS (2, 3, 5, 

8,) 

TTBBTT (2, 5) 

AAAA (4, 14) 

IILL (1, 3) 

第II部

第3章 

第II部

第4章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

アイ、台湾、イン

ド、豪州、アルゼ

ンチン、ロシア、

カナダ、タイ、オ

マーン、カター

ル】 

2018/ 7/27 シークエンス合意2019/ 6/13 

ブラジルがパネル設置要請（履行確認） 

2019/ 6/24 パネル設置（履行確認） 

2020/11/10 パネル報告書配布（履行確

認） 

2020/12/17 インドネシアが上級委申立て 

②パネルは、インドネシアがあ

る種の鶏製品について輸入許可

リストに含めていない点を法的

な輸入禁止に等しいとして、ま

た、特定用途の鶏肉及び鶏製品

の輸入制限について、GATT第XI

条の違反を認定した。また、一

部の施行規則についてGATT第III

条の違反を認定した。 

履行確認パネルは、インドネシ

アの措置がブラジル産鶏肉の輸

入を不当に遅延させるものであ

るなどして、引き続きSPS協定に

違反していると判断した、他方

で、当該措置は輸入制限に該当

しGATTXI条に違反するものでは

ないと判断された。 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

485. ロシア－

農業製品、工

業製品に対す

る関税措置 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

チリ、中国、コロ

ンビア、インド、

韓国、モルドバ、

ノルウェー、シン

ガポール、ウクラ

イナ、米国】 

2014/10/31 協議要請 

2015/ 2/26 パネル設置要請 

2015/ 3/25 パネル設置 

2016/ 8/12 パネル報告書配布 

2016/ 9/26 パネル報告書採択 

①EUは、ロシアによる農業製品

及び工業製品に対する関税措置

は、GATT第II条、VII条や、関税

評価協定第1条、2条、3条、4

条、5条、6条、7条に違反すると

して申立て。 

②パネルはEUの主張を全面的に

認め、ロシアの関税措置はGATT

第II条に違反しているとした

が、ロシアの12番目の措置に関

しては、その措置の存在を立証

していないとし、EUの主張を退

けた。 

GGAATTTT (II, VII) 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7) 

 

486. EU－パキ

スタン製ポリ

エチレンテレ

フタレートに

対する相殺措

置 

パキスタン 

【中国、米国】 

2014/10/28 協議要請 

2015/ 2/12 パネル設置要請 

2015/ 3/25 パネル設置 

2017/ 7/ 6 パネル報告書配布 

2017/ 8/30 EUが上級委申立て 

2017/ 9/ 4 パキスタンが上級委申立て 

2018/ 5/16 上級委報告書配布 

2018/ 5/28 パネル・上級委報告書採択 

①パキスタンは、EUによるパキ

スタン製ポリエチレンテレフタ

レート（polyethylene 

terephtharate）の輸入に関連し

た相殺措置の賦課は、GATT及び

補助金協定に非整合として申立

て。 

②パネルは、EUの補助金額の認

定に誤りがあるとして補助金協

定1.1条(a)(1)(ii)の違反を、輸

出補助金の認定に誤りがあると

して3.1条の違反を、同等な商業

的貸付けと比較しうる政府貸付

けを特定していないとして14.1

条違反を認定した。また、EUは

非協力的なEU域内の生産者との

競争や原油価格の影響が見られ

ないことについて立証しておら

ず因果関係の分析に誤りがある

として、15.5条違反を認定し

た。 

③上級委はEUの主張を退け、パ

ネル判断を支持した。 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (1, 3, 10, 

12, 14, 15, 

19, 22, 32) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

アイ、台湾、イン

ド、豪州、アルゼ

ンチン、ロシア、

カナダ、タイ、オ

マーン、カター

ル】 

2018/ 7/27 シークエンス合意2019/ 6/13 

ブラジルがパネル設置要請（履行確認） 

2019/ 6/24 パネル設置（履行確認） 

2020/11/10 パネル報告書配布（履行確

認） 

2020/12/17 インドネシアが上級委申立て 

②パネルは、インドネシアがあ

る種の鶏製品について輸入許可

リストに含めていない点を法的

な輸入禁止に等しいとして、ま

た、特定用途の鶏肉及び鶏製品

の輸入制限について、GATT第XI

条の違反を認定した。また、一

部の施行規則についてGATT第III

条の違反を認定した。 

履行確認パネルは、インドネシ

アの措置がブラジル産鶏肉の輸

入を不当に遅延させるものであ

るなどして、引き続きSPS協定に

違反していると判断した、他方

で、当該措置は輸入制限に該当

しGATTXI条に違反するものでは

ないと判断された。 

GGAATTTT (III, X, 

XI) 

485. ロシア－

農業製品、工

業製品に対す

る関税措置 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

チリ、中国、コロ

ンビア、インド、

韓国、モルドバ、

ノルウェー、シン

ガポール、ウクラ

イナ、米国】 

2014/10/31 協議要請 

2015/ 2/26 パネル設置要請 

2015/ 3/25 パネル設置 

2016/ 8/12 パネル報告書配布 

2016/ 9/26 パネル報告書採択 

①EUは、ロシアによる農業製品

及び工業製品に対する関税措置

は、GATT第II条、VII条や、関税

評価協定第1条、2条、3条、4

条、5条、6条、7条に違反すると

して申立て。 

②パネルはEUの主張を全面的に

認め、ロシアの関税措置はGATT

第II条に違反しているとした

が、ロシアの12番目の措置に関

しては、その措置の存在を立証

していないとし、EUの主張を退

けた。 

GGAATTTT (II, VII) 

CCVVAA (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7) 

 

486. EU－パキ

スタン製ポリ

エチレンテレ

フタレートに

対する相殺措

置 

パキスタン 

【中国、米国】 

2014/10/28 協議要請 

2015/ 2/12 パネル設置要請 

2015/ 3/25 パネル設置 

2017/ 7/ 6 パネル報告書配布 

2017/ 8/30 EUが上級委申立て 

2017/ 9/ 4 パキスタンが上級委申立て 

2018/ 5/16 上級委報告書配布 

2018/ 5/28 パネル・上級委報告書採択 

①パキスタンは、EUによるパキ

スタン製ポリエチレンテレフタ

レート（polyethylene 

terephtharate）の輸入に関連し

た相殺措置の賦課は、GATT及び

補助金協定に非整合として申立

て。 

②パネルは、EUの補助金額の認

定に誤りがあるとして補助金協

定1.1条(a)(1)(ii)の違反を、輸

出補助金の認定に誤りがあると

して3.1条の違反を、同等な商業

的貸付けと比較しうる政府貸付

けを特定していないとして14.1

条違反を認定した。また、EUは

非協力的なEU域内の生産者との

競争や原油価格の影響が見られ

ないことについて立証しておら

ず因果関係の分析に誤りがある

として、15.5条違反を認定し

た。 

③上級委はEUの主張を退け、パ

ネル判断を支持した。 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (1, 3, 10, 

12, 14, 15, 

19, 22, 32) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

487. 米国－大

型民間航空機

に対する税制

上の優遇措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、中国、インド、

韓国、ロシア、豪

州、カナダ】 

2014/12/19 協議要請 

2015/ 2/12 パネル設置要請 

2015/ 2/23 パネル設置 

2016/11/28 パネル報告書配布 

2016/12/16 米国が上級委申立て 

2017/ 1/17 EUが上級委申立て 

2017/ 9/ 4 上級委報告書配布 

2017/ 9/22 パネル・上級委報告書採択 
 

①EUは、米国が民間大型航空機

の開発、製造及び販売におい

て、ワシントン州で実施されて

いる条件付きの税制上優遇措置

は禁止補助金に該当し、補助金

協定に非整合として申立て。 

②パネルは、米国のワシントン

州が同州内の航空機産業に対し

て付与している税制措置は補助

金協定上の補助金であると判断

した上で、EUの同措置に対する

de jure の主張は退けたが、de 

facto に対する主張を認め、米

国の同措置は補助金協定に違反

していると認定。 

③上級委はEUの主張を全て退け

たが、米国のde factoに関する

主張を認め、当該補助金は協定

で禁止される補助金ではないと

して、結論として米国の協定違

反はないと判断した。 

SSCCMM  (1, 2, 3) 第II部

第7章 

488. 米国－韓

国製油井管に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

韓国 

【カナダ、中国、

EU、インド、ロシ

ア、トルコ、メキ

シコ】 

2014/12/22 協議要請 

2015/ 2/23 パネル設置要請 

2015/ 3/25 パネル設置 

2017/11/14 パネル報告書配布 

2018/ 1/12 パネル報告書採択 

2019/ 7/29 韓国が対抗措置承認申請 

2019/ 8/ 8 米国が仲裁を要請 

2019/ 8/ 9 仲裁に付託 

①韓国は、米国による韓国製油

井管に対するAD協定措置及び、

措置に係る調査手法は、AD協定

及びGATTに非整合として申立

て。 

②パネルは、米当局が構成価格

の計算において回答者の実際の

国内データを用いなかった点や

対象貨物に関する不当に厳格な

カテゴリ分けなどがAD協定2.2.2

条に反すると認定した。他方、

コスト計算や手続的瑕疵に関す

る韓国の主張は、十分な証拠が

示されていないとしてこれを棄

却した。 

AADD (1, 2, 6, 

12, 18) 

GGAATTTT (X) 

 

489. 中国－デ

モンストレー

ションベース

と共通サービ

スプラットフ

ォームプログ

ラムに関する

措置 

米国 

【日本、EU、豪州、

カナダ、インド、

韓国、ブラジル、

ロシア、コロンビ

ア、シンガポー

ル、台湾、サウジ

アラビア、ドミニ

カ共和国】 

2015/ 2/11 協議要請 

2015/ 4/ 9 パネル設置要請 

2015/ 4/22 パネル設置 

2016/ 4/14 二国間合意通報 

①米国は、中国が輸出実績を条

件に複数産業に対して交付して

いる補助金措置は、補助金協定

に非整合として申立て。 

SSCCMM (3)  

490. インド

ネシア－鉄鋼

及び鉄製品に

関するセーフ

ガード措置 

台湾 

【日本、豪州、中

国、EU、インド、

ロシア、ウクライ

ナ、ベトナム、米

国】 

2015/ 2/12 協議要請 

2015/ 8/20 パネル設置要請 

2015/ 9/28 パネル設置（「DS496」と併

合） 

2017/ 8/18 パネル報告書配布 

2017/ 9/28 インドネシアが上級委申立て 

2017/10/ 3 台湾が上級委申立て 

2018/ 8/15 上級委報告書配布 

①台湾は、インドネシアの鉄鋼

及び鉄製品に関するSG協定措置

並びに調査及び決定は、GATT及

びSG協定に非整合と申立て。 

②パネルは本件貨物についてイ

ンドネシアは譲許を行っておら

ず、したがって関税を引き上げ

たとしてもこれはGATT上の義務

GGAATTTT (I, XIX) 

SSGG (2, 3, 4, 

12) 

第II部

第8章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2018/ 8/27 パネル・上級委報告書採択 

2019/ 4/15 付けでインドネシアが措置を

撤廃したことを報告 

の停止や譲許の撤回・修正には

当たらない。仮にインドネシア

自身がこのような行為をSG協定

と述べていても、このような行

為はSG協定の審査対象とはなら

ない。他方、パネルは、本件の

追加関税が一部の加盟国につい

て除外をしている点はGATT第I条

の最恵国待遇義務に反すると認

定した。 

③上級委はパネル報告を支持。 

491.米国－イ

ンドネシア製

塗装紙に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置

及び相殺措置 

インドネシア 

【EU、中国、トル

コ、韓国、カナダ、

インド、ブラジ

ル】 

2015/ 3/13 協議要請 

2015/ 7/ 9 パネル設置用 

2015/ 9/28 パネル設置 

2017/12/ 6 パネル報告書配布 

2018/ 1/12 パネル報告書採択 

①インドネシアは、米国のイン

ドネシア製塗装紙に対するAD協

定税賦課及び相殺措置は、補助

金協定、AD協定及びGATTに非整

合として申立て。 

②パネルはインドネシアの請求

を全て棄却し、米国の違反を認

めなかった。 

SSCCMM (2, 10, 

12, 14, 15)、 

AADD (1, 3, 15) 

 

492.EU－家禽

肉製品に対す

る関税譲許に

関する措置 

中国 

【ブラジル、ロシ

ア、米国、アルゼ

ンチン、カナダ、

インド、タイ】 

2015/ 4/ 8 協議要請 

2015/ 6/ 8 パネル設置要請 

2015/ 7/20 パネル設置 

2017/ 3/28 パネル報告書配布 

2017/ 4/19 パネル報告書採択 

2019/ 5/30 二国間合意通報 

①中国は、EUの鶏肉製品の関税

譲許表を修正する措置は、GATT

に非整合として申立て。 

②パネルは、中国によるGATT 

XXVIII条に関しては、立証不足

を指摘したが、同XXVIII条2項に

おける関税割当の配分に関して

EUの違反を認めた。 

GGAATTTT (I, II, 

XIII, XXVIII) 

第II部

第1章 

493. ウクライ

ナ－硝酸アン

モニウムに対

するアンチ・

ダンピング措

置 

ロシア 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、コ

ロンビア、中国、

EU、カザフスタ

ン、メキシコ、ノ

ルウェー、カター

ル、米国】 

2015/ 5/ 7 協議要請 

2016/ 2/29 パネル設置要請 

2016/ 4/22 パネル設置 

2018/ 7/20 パネル報告書配布 

2018/ 8/23 ウクライナが上級委申立て 

2019/ 9/12 上級委報告書配布 

2019/ 9/30 パネル・上級委報告書採択 

①ロシアは、ウクライナのロシ

ア産硝酸アンモニウムに対する

AD協定措置は、GATT及びAD協定

に非整合として申立て。 

②パネルは、ロシアのAD協定11

条、6.8条、Annex IIのパラグラ

フ3，5，6、2.1条、GATT VI条に

基づく主張については違反を認

めず、AD協定の12.2条、12.2．2

条に基づく儒帳は付託範囲外で

あると認定した（その他につい

ては違反を認定）。 

③上級委はパネル報告を支持。 

GGAATTTT (VI)、 

AADD (1, 2, 5, 

6, 9, 11, 18) 

 

494. EU－ロシ

アからの輸入

に関するアン

チ・ダンピン

グ措置及びコ

スト調整方法

（二次申立

て） 

ロシア 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、中

国、エジプト、イ

ンド、インドネシ

ア、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

ウクライナ、米

国、ベトナム】 

2015/ 5/ 7 協議要請 

2016/11/ 7 パネル設置要請 

2016/12/16 パネル設置 

2020/ 6/24 パネル報告書配布 

2020/ 8/28 EUが上級委申立て 

2020/ 9/ 2 ロシアが上級委申立て 

①ロシアは、EUによるロシアか

らの輸入に対するAD協定調査及

び見直しに関し、ダンピング・

マージンの計算における「価格

調整」手法の使用について、AD

協定、補助金協定、GATT、WTO設

立協定に非整合として申立て。 

②パネルは、EUによるダンピン

グ・マージンの計算における

「価格調整」手法の使用につい

て、AD協定に違反することを認

めた。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 

18) 

SSCCMM (10, 32) 

GGAATTTT (I, VI, 

X) 

WWTTOO (XVI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

2018/ 8/27 パネル・上級委報告書採択 

2019/ 4/15 付けでインドネシアが措置を

撤廃したことを報告 

の停止や譲許の撤回・修正には

当たらない。仮にインドネシア

自身がこのような行為をSG協定

と述べていても、このような行

為はSG協定の審査対象とはなら

ない。他方、パネルは、本件の

追加関税が一部の加盟国につい

て除外をしている点はGATT第I条

の最恵国待遇義務に反すると認

定した。 

③上級委はパネル報告を支持。 

491.米国－イ

ンドネシア製

塗装紙に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置

及び相殺措置 

インドネシア 

【EU、中国、トル

コ、韓国、カナダ、

インド、ブラジ

ル】 

2015/ 3/13 協議要請 

2015/ 7/ 9 パネル設置用 

2015/ 9/28 パネル設置 

2017/12/ 6 パネル報告書配布 

2018/ 1/12 パネル報告書採択 

①インドネシアは、米国のイン

ドネシア製塗装紙に対するAD協

定税賦課及び相殺措置は、補助

金協定、AD協定及びGATTに非整

合として申立て。 

②パネルはインドネシアの請求

を全て棄却し、米国の違反を認

めなかった。 

SSCCMM (2, 10, 

12, 14, 15)、 

AADD (1, 3, 15) 

 

492.EU－家禽

肉製品に対す

る関税譲許に

関する措置 

中国 

【ブラジル、ロシ

ア、米国、アルゼ

ンチン、カナダ、

インド、タイ】 

2015/ 4/ 8 協議要請 

2015/ 6/ 8 パネル設置要請 

2015/ 7/20 パネル設置 

2017/ 3/28 パネル報告書配布 

2017/ 4/19 パネル報告書採択 

2019/ 5/30 二国間合意通報 

①中国は、EUの鶏肉製品の関税

譲許表を修正する措置は、GATT

に非整合として申立て。 

②パネルは、中国によるGATT 

XXVIII条に関しては、立証不足

を指摘したが、同XXVIII条2項に

おける関税割当の配分に関して

EUの違反を認めた。 

GGAATTTT (I, II, 

XIII, XXVIII) 

第II部

第1章 

493. ウクライ

ナ－硝酸アン

モニウムに対

するアンチ・

ダンピング措

置 

ロシア 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、コ

ロンビア、中国、

EU、カザフスタ

ン、メキシコ、ノ

ルウェー、カター

ル、米国】 

2015/ 5/ 7 協議要請 

2016/ 2/29 パネル設置要請 

2016/ 4/22 パネル設置 

2018/ 7/20 パネル報告書配布 

2018/ 8/23 ウクライナが上級委申立て 

2019/ 9/12 上級委報告書配布 

2019/ 9/30 パネル・上級委報告書採択 

①ロシアは、ウクライナのロシ

ア産硝酸アンモニウムに対する

AD協定措置は、GATT及びAD協定

に非整合として申立て。 

②パネルは、ロシアのAD協定11

条、6.8条、Annex IIのパラグラ

フ3，5，6、2.1条、GATT VI条に

基づく主張については違反を認

めず、AD協定の12.2条、12.2．2

条に基づく儒帳は付託範囲外で

あると認定した（その他につい

ては違反を認定）。 

③上級委はパネル報告を支持。 

GGAATTTT (VI)、 

AADD (1, 2, 5, 

6, 9, 11, 18) 

 

494. EU－ロシ

アからの輸入

に関するアン

チ・ダンピン

グ措置及びコ

スト調整方法

（二次申立

て） 

ロシア 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、中

国、エジプト、イ

ンド、インドネシ

ア、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

ウクライナ、米

国、ベトナム】 

2015/ 5/ 7 協議要請 

2016/11/ 7 パネル設置要請 

2016/12/16 パネル設置 

2020/ 6/24 パネル報告書配布 

2020/ 8/28 EUが上級委申立て 

2020/ 9/ 2 ロシアが上級委申立て 

①ロシアは、EUによるロシアか

らの輸入に対するAD協定調査及

び見直しに関し、ダンピング・

マージンの計算における「価格

調整」手法の使用について、AD

協定、補助金協定、GATT、WTO設

立協定に非整合として申立て。 

②パネルは、EUによるダンピン

グ・マージンの計算における

「価格調整」手法の使用につい

て、AD協定に違反することを認

めた。 

AADD (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 

18) 

SSCCMM (10, 32) 

GGAATTTT (I, VI, 

X) 

WWTTOO (XVI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

495. 韓国－日

本産水産物等

の輸入規制 

日本 

【米国、EU、ノル

ウェー、ニュージ

ーランド、イン

ド、ロシア、台湾、

中国、グアテマ

ラ、カナダ、ブラ

ジル】 

2015/ 5/21 協議要請 

2015/ 8/20 パネル設置要請 

2015/ 9/28 パネル設置 

2018/ 2/20 パネル報告書配布 

2018/ 4/ 9 韓国が上級委申立て 

2018/ 4/16 日本が上級委申立て 

2019/ 4/11 上級委報告書配布 

2019/ 4/26 パネル・上級委報告書採択 

①日本は、韓国による(a) 一部

の食料品の輸入禁止措置、(b) 

放射性物質の検知に係る追加試

験及び認証要件、(c) SPS協定上

の透明性確保義務に関して、SPS

協定及びGATT に非整合として申

立て。 

②パネルは(a)及び(b)について

恣意的又は不当な差別に当た

り、また、必要以上に貿易制限

的であるとしてSPS協定2条3及び

5条6に非整合である、(c)につい

て利害関係を有する加盟国が知

ることのできるよう速やかに公

表することを確保する義務等

（SPS協定第7条等）に整合しな

い、として韓国措置のSPS協定違

反を認定した。 

③上級委は、(a)及び(b)につい

てパネルが認定した事実からで

は韓国措置の違反を認定できな

いとし、(c)については、パネル

の付託事項の範囲外であるとし

て、パネルの判断を破棄した。 

SSPPSS (2, 4, 5, 

7, 8) 

GGAATTTT (XXIII)  

第I部第

5章 

496. インドネ

シア－鉄鋼及

び鉄製品に関

するセーフガ

ード措置 

ベトナム 

【日本、米国、EU、

インド、韓国、ロ

シア、中国、チリ、

豪州台湾】 

2015/ 6/ 1 協議要請 

2015/ 9/17 パネル設置要請 

2015/10/28 パネル設置（「DS490」と併

合） 

2017/ 8/18 パネル報告書配布 

2017/ 9/28 インドネシアが上級委申立て 

2017/10/ 3 ベトナムが上級委申立て 

2018/ 8/15 上級委報告書配布 

2018/ 8/27 パネル・上級委報告書採択 

2019/ 3/22 シークエンス合意 

2019/ 4/15 付けでインドネシアが措置を

撤廃したことを報告 

①ベトナムは、インドネシアの

鉄鋼及び鉄製品に関するSG協定

措置並びに調査及び決定は、

GATT及びSG協定に非整合と申立

て 

②③DS490を参照 

GGAATTTT (I, XIX) 

SSGG (2, 3, 4, 

12) 

第II部

第8章 

497. ブラジ

ル－工業品税

及びその他各

種税制の内外

差別的運用 

日本 

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、中

国、コロンビア、

EU、インド、韓国、

ロシア、シンガポ

ール、トルコ、ウ

クライナ、米国】 

2015/ 7/ 2 協議要請 

2015/ 9/17 パネル設置要請 

2015/ 9/28 パネル設置 

2015/10/22 「DS472」と併合 

2017/ 8/30 パネル報告書配布 

2017/ 9/28 ブラジルが上級委申立て 

2017/10/ 3 日本が上級委申立て 

2018/12/13 上級委報告書配布 

2019/ 1/11 パネル・上級委報告書採択 

2019/12/27 シークエンス合意 

①日本は、ブラジルの自動車産

業、電子及び技術産業、経済特

区で製造された物品及び輸出者

に対する優遇税に関する課税及

び課徴金に係る措置について、

GATT、補助金協定及びTRIMs協定

に非整合として申立て。 

②③DS472を参照 

GGAATTTT (I, II, 

III) 

TTRRIIMMss (2,) 

SSCCMM (3) 

第I部第

11章 

第II部

第1章 

第II部

第2章 

第II部

第4章 

第II部

第9章 

498. インド

－台湾からの

USBフラッシュ

ドライブ輸入

に対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

台湾 2015/ 9/24 協議要請 ①台湾は、インドが台湾からの

USBフラッシュドライブに対して

賦課しているAD協定税及びその

調査は、AD協定及びGATTに非整

合として申立て。 

GGAATTTT (VI, X) 

AADD (2, 3, 5, 

6, 9, 12) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

499. ロシア

－鉄道製品及

びその部品の

輸入に対する

措置 

ウクライナ 

【日本、カナダ、

中国、EU、インド、

インドネシア、シ

ンガポール、米

国】 

2015/10/21 協議要請 

2016/11/10 パネル設置要請 

2016/12/16 パネル設置 

2018/ 7/30 パネル報告書配布 

2018/ 8/27 ウクライナが上級委申立て 

2018/ 9/ 3 ロシアが上級委申立て 

2020/ 2/ 4 上級委報告書配布 

2020/ 3/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①ウクライナは、ロシアのウク

ライナからの鉄道製品及びその

部品の輸入に対する措置がGATT

及びTBT協定に非整合として申立

て。 

②パネルは、ウクライナのTBT協

定に関する主張は適切にパネル

に申し立てられなかったとして

判断を下さなかった。また、ウ

クライナはロシアによるウクラ

イナからの鉄道製品及びその部

品の輸入の制度的制限の存在を

示さなかったとして、ロシアの

無差別義務違反(GATT第I条、

XIII条)と貿易制限措置を取らな

い義務違反（GATT 第XI条）に関

する主張を証明しなかったと認

定した。 

③上級委員会は、TBT協定第

5.1.1項に関して「同等の状況」

の立証が不十分というパネル判

断に対して、パネルはサプライ

ヤーが不利な状況下にあったに

も関わらず、一般的なウクライ

ナの状態に依拠したとして、パ

ネル判断を覆した。また、TBT協

定第5.1.2項に関して、より貿易

制限的ではない措置が合理的に

利用可能であったかをウクライ

ナが立証する必要がないとして

パネル判断を否定した。 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI, XIII) 

TTBBTT (2, 5) 

第II部

第11章 

500. 南アフ

リカ－パキス

タンからのポ

ルトランドセ

メント輸入に

対する暫定ア

ンチ・ダンピ

ング措置 

パキスタン 2015/11/10 協議要請 ①パキスタンは、南アフリカの

ポルトランドセメントに対する

暫定AD協定措置はAD協定及び

GATTに非整合として申立て。 

AADD (2, 3, 6, 

7, 12) 

GGAATTTT (VI) 

 

501. 中国－

国内製造航空

機に対する課

税措置 

米国 2015/12/ 8 協議要請 ①米国は、中国の国内製造航空

機に対する課税措置はGATT及び

中国加盟議定書に非整合として

申立て。 

GGAATTTT  (III, X) 

加加盟盟議議定定書書  

 

502. コロン

ビア－輸入蒸

留酒に関する

措置 

EU 

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

エクアドル、エル

サルバドル、グア

テマラ、インド、

カザフスタン、韓

国、メキシコ、パ

ナマ、ロシア、台

湾、米国】 

2016/ 1/13 協議要請 

2016/ 8/22 パネル設置要請 

2016/ 9/26 パネル設置 

①EUは、コロンビアの輸入蒸留

酒に対する措置はGATTに非整合

として申立て。 

GGAATTTT (III, X, 

XXIV) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

499. ロシア

－鉄道製品及

びその部品の

輸入に対する

措置 

ウクライナ 

【日本、カナダ、

中国、EU、インド、

インドネシア、シ

ンガポール、米

国】 

2015/10/21 協議要請 

2016/11/10 パネル設置要請 

2016/12/16 パネル設置 

2018/ 7/30 パネル報告書配布 

2018/ 8/27 ウクライナが上級委申立て 

2018/ 9/ 3 ロシアが上級委申立て 

2020/ 2/ 4 上級委報告書配布 

2020/ 3/ 5 パネル・上級委報告書採択 

①ウクライナは、ロシアのウク

ライナからの鉄道製品及びその

部品の輸入に対する措置がGATT

及びTBT協定に非整合として申立

て。 

②パネルは、ウクライナのTBT協

定に関する主張は適切にパネル

に申し立てられなかったとして

判断を下さなかった。また、ウ

クライナはロシアによるウクラ

イナからの鉄道製品及びその部

品の輸入の制度的制限の存在を

示さなかったとして、ロシアの

無差別義務違反(GATT第I条、

XIII条)と貿易制限措置を取らな

い義務違反（GATT 第XI条）に関

する主張を証明しなかったと認

定した。 

③上級委員会は、TBT協定第

5.1.1項に関して「同等の状況」

の立証が不十分というパネル判

断に対して、パネルはサプライ

ヤーが不利な状況下にあったに

も関わらず、一般的なウクライ

ナの状態に依拠したとして、パ

ネル判断を覆した。また、TBT協

定第5.1.2項に関して、より貿易

制限的ではない措置が合理的に

利用可能であったかをウクライ

ナが立証する必要がないとして

パネル判断を否定した。 

GGAATTTT (I, III, 

X, XI, XIII) 

TTBBTT (2, 5) 

第II部

第11章 

500. 南アフ

リカ－パキス

タンからのポ

ルトランドセ

メント輸入に

対する暫定ア

ンチ・ダンピ

ング措置 

パキスタン 2015/11/10 協議要請 ①パキスタンは、南アフリカの

ポルトランドセメントに対する

暫定AD協定措置はAD協定及び

GATTに非整合として申立て。 

AADD (2, 3, 6, 

7, 12) 

GGAATTTT (VI) 

 

501. 中国－

国内製造航空

機に対する課

税措置 

米国 2015/12/ 8 協議要請 ①米国は、中国の国内製造航空

機に対する課税措置はGATT及び

中国加盟議定書に非整合として

申立て。 

GGAATTTT  (III, X) 

加加盟盟議議定定書書  

 

502. コロン

ビア－輸入蒸

留酒に関する

措置 

EU 

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

エクアドル、エル

サルバドル、グア

テマラ、インド、

カザフスタン、韓

国、メキシコ、パ

ナマ、ロシア、台

湾、米国】 

2016/ 1/13 協議要請 

2016/ 8/22 パネル設置要請 

2016/ 9/26 パネル設置 

①EUは、コロンビアの輸入蒸留

酒に対する措置はGATTに非整合

として申立て。 

GGAATTTT (III, X, 

XXIV) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

503. 米国－非

移民査証に関

する措置 

インド 2016/ 3/ 3 協議要請 ①インドは、米国の非移民に係

るL-1及びH-1b査証に対する措置

はGATSに非整合として申立て。 

GGAATTSS (II, III, 

IV, V, VI, 

XVI, XVII, XX) 

 

504. 韓国－日

本製空気圧伝

送用バルブに

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

日本 

【ブラジル、中

国、エクアドル、

EU、ノルウェー、

シンガポール、ト

ルコ、米国、ベト

ナム】 

2016/ 3/15 協議要請 

2016/ 6/ 9 パネル設置要請 

2016/ 7/ 4 パネル設置 

2018/ 4/12 パネル報告書配布 

2018/ 5/28 日本が上級委申立て 

2018/ 6/ 4 韓国が上級委申立て 

2019/ 9/10 上級委報告書配布 

2019/ 9/30 パネル・上級委報告書採択 

①日本は、韓国の日本製空気圧

伝送用バルブに対するAD協定措

置に関して、賦課に係る文書及

び情報はAD協定及びGATTに非整

合として申立て。 

②パネルは、主張の法的根拠を

示していないとしてAD協定に関

する日本の主張のいくつかを付

託事項外であると認定した。AD

協定3.1条、3.4条、3.5条につい

ては日本が十分な証拠を示さな

かったとして違反を認定しなか

った部分もあるが、その他につ

いては協定に非整合と認定し

た。 

③上級委は、韓国による日本製

品の輸入が韓国産バルブの価格

低下圧力をもたらしたかについ

て適切な説明がなく、ダンピン

グ輸入による価格効果の立証が

不十分としてAD協定3.1条及び

3.2条に非整合と認定した。 

AADD (1, 3, 6, 

12) 

GGAATTTT (VI) 

第I部第

5章 

第II部

第6章 

505. 米国－カ

ナダからのス

ーパー仕上げ

紙に対する対

抗措置 

カナダ 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、イ

ンド、韓国、メキ

シコ、トルコ】 

2016/ 3/ 3 協議要請 

2016/ 6/ 9 パネル設置要請 

2016/ 7/21 パネル設置 

2018/ 7/ 5 パネル報告書配布 

2018/ 8/27 米国が上級委申立て 

2020/ 2/ 6 上級委報告書配布 

2020/ 3/ 5 パネル・上級委報告書採択 

2019/6/29 仲裁に付託 

2022/7/13 仲裁判断配布 

①カナダは、米国のカナダから

のスーパー仕上げ紙に対する相

殺関税の賦課及びその調査につ

いて、補助金協定及びGATTに非

整合として申立て。 

②パネルは、米国商務省の相殺

関税の賦課及びその調査委につ

いて、補助金協定及びGATT違反

を認定。 

③上級委はカナダの米国による

控訴は上訴の範囲外であるとい

う主張を否定したが、OFA-AFA措

置が補助金協定第12.7条に非整

合というパネル判断を支持し

た。 

GGAATTTT (VI) 

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 

19, 22, 32) 

 

506. インドネ

シア－牛肉製

品の輸入に関

する措置 

ブラジル 2016/ 4/ 4 協議要請 ①ブラジルは、インドネシアの

牛肉製品の輸入に係る措置は輸

入許可手続協定、農業協定、TBT

協定、GATT、及びSPS協定に非整

合として申立て。 

IILL (1, 3, 5) 

AAAA (4, 14) 

TTBBTT (2, 5) 

GGAATTTT (I, II, 

III, VIII, X, 

XI) 

SSPPSS (2, 3, 5, 

6, 7, 8) 

 

507. タイ－砂

糖に関する補

助金 

ブラジル 2016/ 4/ 4 協議要請 ①ブラジルは、タイの砂糖に対

する補助金は農業協定及び補助

金協定に反するとして申立て。 

AAAA (3, 6, 8, 

9, 10) 

SSCCMM (3, 5, 6) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

508. 中国－原

材料に係る輸

出税 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、チリ、

EU、インド、イン

ドネシア、カザフ

スタン、韓国、メ

キシコ、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、台湾、

ベトナム】 

2016/ 7/13 協議要請 

2016/10/13 パネル設置要請 

2016/11/ 8 パネル設置 

①米国は、中国のアンチモン、

コバルト、銅、黒鉛、鉛、マグ

ネシア、タルク、タンタル及び

錫に対する輸出税の賦課は、加

盟議定書及びGATTに非整合であ

る他、米国の中国加盟議定書上

の利益を無効化又は侵害してい

るとして申立て。 

加加盟盟議議定定書書 

GGAATTTT (X, XI) 

第I部第

1章 

509. 中国－原

材料に係る輸

出税及びその

他の措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、チリ、

コロンビア、イン

ド、インドネシ

ア、韓国、メキシ

コ、オマーン、台

湾、ベトナム、米

国、ロシア、ノル

ウェー、カザフス

タン、シンガポー

ル】 

2016/ 7/19 協議要請 

2016/10/26 パネル設置要請 

2016/11/23 パネル設置 

①EUは、中国のアンチモン、コ

バルト、銅、黒鉛、鉛、マグネ

シア、タルク、タンタル及び錫

に対する輸出税の賦課は、加盟

議定書及びGATTに非整合である

他、米国の中国加盟議定書上の

利益を無効化又は侵害している

として申立て 

加加盟盟議議定定書書 

GGAATTTT (X, XI) 

第I部第

1章 

510. 米国－再

生可能エネル

ギー産業に関

する措置 

インド 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、イ

ンドネシア、韓

国、ノルウェー、

ロシア、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、台湾、トル

コ】 

2016/ 9/ 9 協議要請 

2017/ 1/17 パネル設置要請 

2017/ 3/21 パネル設置 

2019/ 6/27 パネル報告書配布 

2019/ 8/15 米国が上級委申立て 

2019/ 8/20 インドが上級委申立て 

2023/7/13 二国間合意通報 

①インドは、米国の一部の州政

府がエネルギー産業に対して国

産比率要求及び補助金を付与し

ている措置に関して、GATT、

TRIMs協定及び補助金協定に非整

合として申立て。 

②パネルは、米国の問題となっ

ている措置の全てが、国内製品

に有利な待遇を与えているとし

て、米国の措置はGATT 第III条

に非整合とした。なお、パネル

はTRIMs協定2.1条、同2.2条及び

補助金協定3.1(b)条、同3.2条の

認定については、訴訟経済を行

使した。 

GGAATTTT  (III, 

XVI) 

SSCCMM  (3, 5, 6, 

25) 

TTRRIIMMss  (2) 

WWTTOO  (XVI) 

 

511. 中国－農

業生産者に対

する国内助成

措置 

米国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

コロンビア、エク

アドル、エジプ

ト、エルサルバド

ル、EU、グアテマ

ラ、インド、イン

ドネシア、イスラ

エル、カザフスタ

ン、韓国、ノルウ

ェー、パキスタ

ン、パラグアイ、

フィリピン、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

2016/ 9/13 協議要請 

2016/12/ 5 パネル設置要請 

2017/ 1/25 パネル設置 

2019/ 2/28 パネル報告書配布 

2019/ 4/26 パネル報告書採択 

2019/ 6/10 シークエンス合意 

2020/ 8/28 中国が仲裁を要請 

2020/ 8/ 5 パネル設置要請（履行確認） 

2020/ 9/28 パネル設置（履行確認） 

①米国は、中国の小麦、インデ

ィカ米、ジャポニカ米及びトウ

モロコシ生産者に対する国内助

成措置は生産者を優遇してお

り、農業協定に非整合として申

立て。 

②パネルは、トウモロコシ生産

者に対する国内助成措置はパネ

ル審理前に終了していたため、

審理しなかった。パネルは、中

国の小麦、インディカ米、ジャ

ポニカ米生産者に対する国内助

成措置の助成合計量は閾値を超

過しているため、農業協定3.2

条、同6.3条に非整合とした。 

AAAA  (3, 6, 7)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

508. 中国－原

材料に係る輸

出税 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、チリ、

EU、インド、イン

ドネシア、カザフ

スタン、韓国、メ

キシコ、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、台湾、

ベトナム】 

2016/ 7/13 協議要請 

2016/10/13 パネル設置要請 

2016/11/ 8 パネル設置 

①米国は、中国のアンチモン、

コバルト、銅、黒鉛、鉛、マグ

ネシア、タルク、タンタル及び

錫に対する輸出税の賦課は、加

盟議定書及びGATTに非整合であ

る他、米国の中国加盟議定書上

の利益を無効化又は侵害してい

るとして申立て。 

加加盟盟議議定定書書 

GGAATTTT (X, XI) 

第I部第

1章 

509. 中国－原

材料に係る輸

出税及びその

他の措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、チリ、

コロンビア、イン

ド、インドネシ

ア、韓国、メキシ

コ、オマーン、台

湾、ベトナム、米

国、ロシア、ノル

ウェー、カザフス

タン、シンガポー

ル】 

2016/ 7/19 協議要請 

2016/10/26 パネル設置要請 

2016/11/23 パネル設置 

①EUは、中国のアンチモン、コ

バルト、銅、黒鉛、鉛、マグネ

シア、タルク、タンタル及び錫

に対する輸出税の賦課は、加盟

議定書及びGATTに非整合である

他、米国の中国加盟議定書上の

利益を無効化又は侵害している

として申立て 

加加盟盟議議定定書書 

GGAATTTT (X, XI) 

第I部第

1章 

510. 米国－再

生可能エネル

ギー産業に関

する措置 

インド 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、イ

ンドネシア、韓

国、ノルウェー、

ロシア、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、台湾、トル

コ】 

2016/ 9/ 9 協議要請 

2017/ 1/17 パネル設置要請 

2017/ 3/21 パネル設置 

2019/ 6/27 パネル報告書配布 

2019/ 8/15 米国が上級委申立て 

2019/ 8/20 インドが上級委申立て 

2023/7/13 二国間合意通報 

①インドは、米国の一部の州政

府がエネルギー産業に対して国

産比率要求及び補助金を付与し

ている措置に関して、GATT、

TRIMs協定及び補助金協定に非整

合として申立て。 

②パネルは、米国の問題となっ

ている措置の全てが、国内製品

に有利な待遇を与えているとし

て、米国の措置はGATT 第III条

に非整合とした。なお、パネル

はTRIMs協定2.1条、同2.2条及び

補助金協定3.1(b)条、同3.2条の

認定については、訴訟経済を行

使した。 

GGAATTTT  (III, 

XVI) 

SSCCMM  (3, 5, 6, 

25) 

TTRRIIMMss  (2) 

WWTTOO  (XVI) 

 

511. 中国－農

業生産者に対

する国内助成

措置 

米国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

コロンビア、エク

アドル、エジプ

ト、エルサルバド

ル、EU、グアテマ

ラ、インド、イン

ドネシア、イスラ

エル、カザフスタ

ン、韓国、ノルウ

ェー、パキスタ

ン、パラグアイ、

フィリピン、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

2016/ 9/13 協議要請 

2016/12/ 5 パネル設置要請 

2017/ 1/25 パネル設置 

2019/ 2/28 パネル報告書配布 

2019/ 4/26 パネル報告書採択 

2019/ 6/10 シークエンス合意 

2020/ 8/28 中国が仲裁を要請 

2020/ 8/ 5 パネル設置要請（履行確認） 

2020/ 9/28 パネル設置（履行確認） 

①米国は、中国の小麦、インデ

ィカ米、ジャポニカ米及びトウ

モロコシ生産者に対する国内助

成措置は生産者を優遇してお

り、農業協定に非整合として申

立て。 

②パネルは、トウモロコシ生産

者に対する国内助成措置はパネ

ル審理前に終了していたため、

審理しなかった。パネルは、中

国の小麦、インディカ米、ジャ

ポニカ米生産者に対する国内助

成措置の助成合計量は閾値を超

過しているため、農業協定3.2

条、同6.3条に非整合とした。 

AAAA  (3, 6, 7)  

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ル、台湾、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、ベトナム】 

512. ロシア－

通過に係る措

置 

ウクライナ 

【日本、豪州、ボ

リビア、ブラジ

ル、カナダ、チリ、

中国、EU、インド、

韓国、モルドバ、

ノルウェー、パラ

グアイ、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、トルコ、米

国】 

2016/ 9/14 協議要請 

2017/ 2/ 9 パネル設置要請 

2017/ 3/21 パネル設置 

2019/ 4/ 5 パネル報告書配布 

2019/ 4/26 パネル報告書採択 

①ウクライナは、ウクライナを

介してロシアから第三国に移転

される物資に対する複数の制限

を課している措置は、GATT及び

ロシアの加盟議定書に非整合と

して申立て 

②パネルは、GATT XXI (b)につ

いてパネルの管轄権は否認され

ないとし、クリミア危機は国連

総会により武力衝突にかかると

認定されたことからロシアの安

全保障上の重大な利益は不明確

ではないとして、本件ロシア措

置はGATT21条(b)(iii)に整合し

ているとした。ウクライナから

の上訴がなく、本件パネル報告

書が確定した。 

GGAATTTT  (V, X, 

XI, XI) 

WWTTOO  (XVI) 

加加盟盟議議定定書書  

第II部

第4章 

513. モロッコ

－熱延鋼板に

係るアンチ・

ダンピング措

置 

トルコ 

【日本、中国、エ

ジプト、EU、イン

ド、カザフスタ

ン、韓国、オマー

ン、ロシア、シン

ガポール、アラブ

首長国連邦、米

国】 

2016/10/ 3 協議要請 

2017/ 1/12 パネル設置要請 

2017/ 2/20 パネル設置 

2018/10/31 パネル報告書配布 

2018/11/20 モロッコが上級委申立て 

2019/12/ 4 モロッコが上級委申立てを取

り下げ 

2019/12/10 上級委報告書配布 

2020/ 1/ 8 パネル・上級委報告書採択 

①トルコは、モロッコによる熱

延鋼板に対するAD協定措置の賦

課及びそれに係る調査により、

「国内産業の確立の実質的な遅

延」（AD協定3条注9・GATT 

VI(a)条）が生じたとして、AD協

定、GATT及び輸入許可手続協定

に非整合であるとして申立て。 

②パネルはAD協定3条注9、GATT 

VI(a)条に基づくトルコの主張に

ついて判断しなかったが、トル

コの国内産業が「確立していな

い」としてモロッコのAD協定違

反を認定した。 

③モロッコは、上級委員会に対

して、上訴取り下げを申し入

れ、パネル報告書が採択され

た。 

AADD (3, 6, 18) 

GGAATTTT (I, VI, 

X, XV) 

IILL (3)  

 

514. 米国－ブ

ラジルからの

冷延及び熱延

鋼板に対する

相殺措置 

ブラジル 2016/11/11 協議要請 ①ブラジルは、米国のブラジル

からの熱延及び冷延鋼板に対す

る相殺措置及び措置の調査は、

補助金協定及びGATTに非整合と

して申立て。 

SSCCMM (1, 2, 10, 

11, 12, 14, 

15, 16, 17, 

19, 32) 

GGAATTTT (VI) 

 

515. 米国－ア

ンチ・ダンピ

ング手続に係

る価格比較手

法 

中国 
 

2016/12/12 協議要請 
 

①中国は、米国及びEUの中国製

品のAD協定手続において、「非

市場国」価格を用いることはAD

協定、GATT及びWTO設立協定に非

整合として申立て。 

AADD  (2)  

GGAATTTT (VI)  

WWTTOO  (XVI)  

 

516. EU－アン

チ・ダンピン

グ手続に係る

価格比較手法 

中国 

【日本、豪州、バ

ーレーン、ブラジ

ル、カナダ、コロ

2016/12/12 協議要請 

2017/ 3/ 9 パネル設置要請 

2017/ 4/ 3 パネル設置 
DS515を参照 

AADD  (2)  

GGAATTTT (VI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ンビア、エクアド

ル、インド、イン

ドネシア、カザフ

スタン、韓国、メ

キシコ、ノルウェ

ー、ロシア、サウ

ジアラビア、台

湾、トルコ、アラ

ブ首長国連邦、米

国】 

2019/ 5/ 7 中国によるパネル手続停止要

請 

2019/ 6/14 パネル手続停止 

517. 中国－一

部の農産品に

対する関税割

当制度 

米国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

エクアドル、EU、

グアテマラ、イン

ド、インドネシ

ア、カザフスタ

ン、韓国、ノルウ

ェー、ロシア、シ

ンガポール、台

湾、ウクライナ、

ベトナム】 

2016/12/15 協議要請 

2017/ 8/18 パネル設置要請 

2017/ 9/22 パネル設置 

2019/ 4/18 パネル報告書配布 

2021/ 7/15 米国が対抗措置承認申請 

2021/ 7/23 中国が仲裁を要請 

2021/ 8/30 パネル設置（履行確認） 

①米国は、中国の小麦、コメ、

トウモロコシ等の農産品に対す

る関税割当制度の運用は、GATT

及び加盟議定書に非整合として

申立て。 

②パネルは、中国の関税割当管

理は、明確化された要件と管理

手順のもと、透明で予測可能か

つ公正に関税割当を管理すると

いう中国WTO加盟作業部会報告書

116が定める義務に非整合とし

た。 

GGAATTTT  (X, XI, 

XIII) 

加加盟盟議議定定書書  

 

518. インド－

鉄鋼製品の輸

入に対する措

置 

日本 

【豪州、中国、EU、

インドネシア、カ

ザフスタン、韓

国、オマーン、カ

タール、ロシア、

シンガポール、台

湾、ウクライナ、

米国、ベトナム】 

2016/12/20 協議要請 

2017/ 3/ 9 パネル設置要請 

2017/ 4/ 3 パネル設置 

2018/11/ 6 パネル報告書配布 

2018/12/14 インドが上級委申立て 

2018/12/21 日本が上級委申立て 

①日本は、インドの日本からの

鉄鋼製品に対するセーフガード

措置は、事情の予見されなかっ

た発展及び因果関係等、その調

査及び措置決定はSG協定及び

GATT第XIX条に非整合である他、

鉄鋼製品の輸入に最低輸入価格

を設定することはGATT第XI条に

非整合として申立て。 

②パネルは、インドは事情の予

想されなかった発展や因果関係

等を十分に示しておらず、SG協

定及びGATTに非整合と認定。 

SSGG  (2, 3, 4, 

12) 

GGAATTTT  (I, II, 

XI, XIX) 

第I部第

10章 

519. 中国－ア

ルミ地金生産

者に対する補

助金措置 

米国 2017/ 1/12 協議要請 ①米国は、2007年以降、中国が

同国アルミ地金生産者に対し、

政府機関、公的機関又は私的組

織を介して付与しているローン

及びその他の財政支援は補助金

協定に非整合として申立て。 

SSCCMM (6) 

GGAATTTT  (XVI) 

 

520.カナダ－

食料品店にお

ける葡萄酒販

売を統制する

措置 

米国 2017/ 1/18 協議要請 ①米国は、カナダのブリティッ

シュコロンビア州の食料品店に

おけるワイン販売に係る措置

は、同州産のワインに対し、同

州での排他的な卸売り権利を与

えており、輸入ワインを差別的

に扱っているとし、GATTに非整

合として申立て。 

GGAATTTT  (III)  

521. EU－ロシ

ア製冷延鋼板

に対するアン

ロシア 

【日本、中国、イ

ンド、韓国、サウ

2017/ 1/27 協議要請 

2019/ 3/13 パネル設置要請 

2019/ 4/26 パネル設置 

①ロシアは、同国製冷延鋼板に

対するEUのAD協定税課税措置に

係る調査は、価額計算、ダンピ

AADD  (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 10. 

12, 18) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ンビア、エクアド

ル、インド、イン

ドネシア、カザフ

スタン、韓国、メ

キシコ、ノルウェ

ー、ロシア、サウ

ジアラビア、台

湾、トルコ、アラ

ブ首長国連邦、米

国】 

2019/ 5/ 7 中国によるパネル手続停止要

請 

2019/ 6/14 パネル手続停止 

517. 中国－一

部の農産品に

対する関税割

当制度 

米国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

エクアドル、EU、

グアテマラ、イン

ド、インドネシ

ア、カザフスタ

ン、韓国、ノルウ

ェー、ロシア、シ

ンガポール、台

湾、ウクライナ、

ベトナム】 

2016/12/15 協議要請 

2017/ 8/18 パネル設置要請 

2017/ 9/22 パネル設置 

2019/ 4/18 パネル報告書配布 

2021/ 7/15 米国が対抗措置承認申請 

2021/ 7/23 中国が仲裁を要請 

2021/ 8/30 パネル設置（履行確認） 

①米国は、中国の小麦、コメ、

トウモロコシ等の農産品に対す

る関税割当制度の運用は、GATT

及び加盟議定書に非整合として

申立て。 

②パネルは、中国の関税割当管

理は、明確化された要件と管理

手順のもと、透明で予測可能か

つ公正に関税割当を管理すると

いう中国WTO加盟作業部会報告書

116が定める義務に非整合とし

た。 

GGAATTTT  (X, XI, 

XIII) 

加加盟盟議議定定書書  

 

518. インド－

鉄鋼製品の輸

入に対する措

置 

日本 

【豪州、中国、EU、

インドネシア、カ

ザフスタン、韓

国、オマーン、カ

タール、ロシア、

シンガポール、台

湾、ウクライナ、

米国、ベトナム】 

2016/12/20 協議要請 

2017/ 3/ 9 パネル設置要請 

2017/ 4/ 3 パネル設置 

2018/11/ 6 パネル報告書配布 

2018/12/14 インドが上級委申立て 

2018/12/21 日本が上級委申立て 

①日本は、インドの日本からの

鉄鋼製品に対するセーフガード

措置は、事情の予見されなかっ

た発展及び因果関係等、その調

査及び措置決定はSG協定及び

GATT第XIX条に非整合である他、

鉄鋼製品の輸入に最低輸入価格

を設定することはGATT第XI条に

非整合として申立て。 

②パネルは、インドは事情の予

想されなかった発展や因果関係

等を十分に示しておらず、SG協

定及びGATTに非整合と認定。 

SSGG  (2, 3, 4, 

12) 

GGAATTTT  (I, II, 

XI, XIX) 

第I部第

10章 

519. 中国－ア

ルミ地金生産

者に対する補

助金措置 

米国 2017/ 1/12 協議要請 ①米国は、2007年以降、中国が

同国アルミ地金生産者に対し、

政府機関、公的機関又は私的組

織を介して付与しているローン

及びその他の財政支援は補助金

協定に非整合として申立て。 

SSCCMM (6) 

GGAATTTT  (XVI) 

 

520.カナダ－

食料品店にお

ける葡萄酒販

売を統制する

措置 

米国 2017/ 1/18 協議要請 ①米国は、カナダのブリティッ

シュコロンビア州の食料品店に

おけるワイン販売に係る措置

は、同州産のワインに対し、同

州での排他的な卸売り権利を与

えており、輸入ワインを差別的

に扱っているとし、GATTに非整

合として申立て。 

GGAATTTT  (III)  

521. EU－ロシ

ア製冷延鋼板

に対するアン

ロシア 

【日本、中国、イ

ンド、韓国、サウ

2017/ 1/27 協議要請 

2019/ 3/13 パネル設置要請 

2019/ 4/26 パネル設置 

①ロシアは、同国製冷延鋼板に

対するEUのAD協定税課税措置に

係る調査は、価額計算、ダンピ

AADD  (1, 2, 3, 

5, 6, 9, 10. 

12, 18) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

チ・ダンピン

グ措置 

ジアラビア、ウク

ライナ、米国】 

2023/6/16 ロシアによるパネル手続き停止

要請 

2023/7/13 パネル手続一時停止 

ングの認定における客観的判

断、証拠の正確性及び妥当性の

検討等においてAD協定及びGATT

に非整合として申立て。 

GGAATTTT  (VI) 

522. カナダ－

商業用航空機

の貿易に関す

る措置 

ブラジル 

【日本、中国、EU、

ロシア、シンガポ

ール、米国】 

2017/ 2/ 8 協議要請 

2017/ 8/18 パネル設置要請 

2017/ 9/29 パネル設置 

2019/11/ 7 ブラジルによるパネル手続停

止要請 

2019/11/25 パネル手続一時停止 

2021/2/18 パネル設置要請取下げ 

①ブラジルは、カナダの航空機

製造会社ボンバルディアが同国

の中央政府、州政府、地方政府

より受領している財政支援措置

等は補助金協定の禁止補助金に

該当し、よって同協定に非整合

として申立て。 

SSCCMM  (3, 5, 6)  

523. 米国－

パイプ及びチ

ューブ製品に

対する相殺措

置（トルコ） 

トルコ 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、カザフスタ

ン、韓国、メキシ

コ、ロシア、サウ

ジアラビア、アラ

ブ首長国連邦】 

2017/ 3/ 8 協議要請 

2017/ 5/11 パネル設置要請 

2017/ 6/19 パネル設置 

2018/12/18 パネル報告書配布 

2019/ 1/25 米国が上級委申立て 

2019/ 1/30 トルコが上級委申立て 

①トルコは、同国製のある種の

パイプ及びチューブ製品に対す

る米国のCVD課税措置に係る調査

は、公的機関の範囲、利益、特

定性、利用可能な事実の適用、

損害の認定について補助金協定

及びGATTに非整合として申立

て。 

②パネルは、米国は必要な失わ

れた情報の「合理的な代替」と

して事実を選定する際に、根拠

づけと評価の過程を経なかった

ため、補助金協定に非整合と認

定した。しかしパネルは、補助

金協定第15条は同種性判断の文

脈で適用されるものであるとし

てサンセット・レビューに関す

るトルコの要求を棄却した。 

SSCCMM  (1, 2, 10, 

12, 14, 15, 

19, 32) 

GGAATTTT  (VI)  

 

524. コスタリ

カ－メキシコ

からの生鮮ア

ボカド輸入に

関する措置 

メキシコ 

【カナダ、中国、

EU、エルサルバド

ル、ホンジュラ

ス、インド、パナ

マ、ロシア、米国】 

2017/ 3/ 8 協議要請 

2018/11/22 パネル設置要請 

2018/12/18 パネル設置 

2022/ 4/13 パネル報告書配布 

2022/ 5/31 パネル報告書採択 

①メキシコは、コスタリカがメ

キシコ産生鮮アボカドの輸入を

制限もしくは禁止しており、こ

の措置がSPS協定及びGATTに非整

合として申立て。  

②パネルは、コスタリカによる

植物検疫措置について、以下の

とおりSPS協定に非整合と認定し

た。(i)植物生態又は健康に関す

るリスク評価が、考慮すべき経

済的な要因を考慮せず、また科

学的根拠に基づいていないなど

の点で、SPS協定5.1条、5.2条、

5.3条及び2.2条に整合しない。 

(ii)保護水準や検疫要件に恣意

的で正当化できない区別が設け

られている点で、SPS協定5.5条

及び2.3条に整合しない。 

(iii)SPS協定に整合しない植物

検疫措置を採った点で、コスタ

リカはSPS協定1.1条及び2.1条に

違反した。 

SSPPSS(2, 3, 5, 

6, 7, 8, Annex 

B, Annex C)  

GGAATTTT(I, III, 

X, XI)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

パネルは、GATTに関する主張に

ついては、訴訟経済上の理由か

ら判断を回避した。 

525. ウクライ

ナ－物品及び

サービス貿易

に関する措置 

ロシア 2017/ 5/ 19 協議要請 ①ロシアは、ウクライナの物品

及びサービス貿易又は通過に関

する制限、禁止、及び手続が

GATS、GATT、SPS協定、TBT協定

などに非整合として申立て。 

GGAATTSS(II, III, 

XI, XVI, XVII)  

GGAATTTT(I, II, 

III, IV, V, X, 

XI)  

SSPPSS(2, 3, 5, 

7, 8)  

TTBBTT(2, 4, 5)  

IILL(1, 3, 5)  

加加盟盟議議定定書書  

 

526. アラブ首

長国連邦－物

品・サービス

貿易及び知的

所有権の貿易

関連の側面に

関する措置 

カタール 

【日本、アフガニ

スタン、豪州、バ

ーレーン、ブラジ

ル、カナダ、中国、

エジプト、EU、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、カザフス

タン、韓国、マレ

ーシア、メキシ

コ、ノルウェー、

フィリピン、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、台湾、トルコ、

ウクライナ、米

国、イエメン】 

2017/ 7/31 協議要請 

2017/10/ 6 パネル設置要請 

2017/11/22 パネル設置 

2021/ 1/11 カタールがパネル手続停止要

請 

2022/ 1/16 パネルの設置根拠が失効 

①カタールは、カタールとの物

品貿易、サービス貿易及び知的

所有権の貿易関連の側面に関し

てアラブ首長国連邦のとる措置

がGATT、GATS及びTRIPSに非整合

として申立て。 

GGAATTTT（I, V, X, 

XI, XIII） 

GGAATTSS（II, III, 

XVI, XXIII） 

TTRRIIPPSS  (3, 4)  

 

527. バーレー

ン－物品・サ

ービス貿易及

び知的所有権

の貿易関連の

側面に関する

措置 

カタール 2017/ 7/31 協議要請 ①カタールは、カタールとの物

品貿易、サービス貿易及び知的

所有権の貿易関連の側面に関し

てバーレーンのとる措置が

GATT、GATS及びTRIPSに非整合と

して申立て。 

GGAATTTT（I, V, X, 

XI, XIII） 

GGAATTSS（II, III, 

XVI, XXIII） 

TTRRIIPPSS  (3, 4)  

 

528. サウジア

ラビア－物

品・サービス

貿易及び知的

所有権の貿易

関連の側面に

関する措置 

カタール 2017/ 7/31 協議要請 ①カタールは、カタールとの物

品貿易、サービス貿易及び知的

所有権の貿易関連の側面に関し

てサウジアラビアのとる措置が

GATT、GATS及びTRIPSに非整合と

して申立て。 

GGAATTTT（I, V, X, 

XI, XIII） 

GGAATTSS（II, III, 

XVI, XXIII） 

TTRRIIPPSS  (3, 4)  

 

529. 豪州－A4

コピー用紙に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

インドネシア 

【日本、カナダ、

中国、EU、エジプ

ト、インド、イス

ラエル、韓国、ロ

シア、シンガポー

ル、タイ、ウクラ

2017/ 9/ 1 協議要請 

2018/ 3/14 パネル設置要請 

2018/ 4/27 パネル設置 

2019/12/ 4 パネル報告書配布 

2020/ 1/27 パネル報告書採択 

①インドネシアは、豪州のイン

ドネシア製A4コピー用紙に対す

るAD協定措置がAD協定に不整合

であるとして申立て。 

②パネルは、インドネシア国内

市場は、AD協定2.2条が定める特

殊な市場に該当すると判断した

AADD(2)   
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

パネルは、GATTに関する主張に

ついては、訴訟経済上の理由か

ら判断を回避した。 

525. ウクライ

ナ－物品及び

サービス貿易

に関する措置 

ロシア 2017/ 5/ 19 協議要請 ①ロシアは、ウクライナの物品

及びサービス貿易又は通過に関

する制限、禁止、及び手続が

GATS、GATT、SPS協定、TBT協定

などに非整合として申立て。 

GGAATTSS(II, III, 

XI, XVI, XVII)  

GGAATTTT(I, II, 

III, IV, V, X, 

XI)  

SSPPSS(2, 3, 5, 

7, 8)  

TTBBTT(2, 4, 5)  

IILL(1, 3, 5)  

加加盟盟議議定定書書  

 

526. アラブ首

長国連邦－物

品・サービス

貿易及び知的

所有権の貿易

関連の側面に

関する措置 

カタール 

【日本、アフガニ

スタン、豪州、バ

ーレーン、ブラジ

ル、カナダ、中国、

エジプト、EU、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、カザフス

タン、韓国、マレ

ーシア、メキシ

コ、ノルウェー、

フィリピン、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、台湾、トルコ、

ウクライナ、米

国、イエメン】 

2017/ 7/31 協議要請 

2017/10/ 6 パネル設置要請 

2017/11/22 パネル設置 

2021/ 1/11 カタールがパネル手続停止要

請 

2022/ 1/16 パネルの設置根拠が失効 

①カタールは、カタールとの物

品貿易、サービス貿易及び知的

所有権の貿易関連の側面に関し

てアラブ首長国連邦のとる措置

がGATT、GATS及びTRIPSに非整合

として申立て。 

GGAATTTT（I, V, X, 

XI, XIII） 

GGAATTSS（II, III, 

XVI, XXIII） 

TTRRIIPPSS  (3, 4)  

 

527. バーレー

ン－物品・サ

ービス貿易及

び知的所有権

の貿易関連の

側面に関する

措置 

カタール 2017/ 7/31 協議要請 ①カタールは、カタールとの物

品貿易、サービス貿易及び知的

所有権の貿易関連の側面に関し

てバーレーンのとる措置が

GATT、GATS及びTRIPSに非整合と

して申立て。 

GGAATTTT（I, V, X, 

XI, XIII） 

GGAATTSS（II, III, 

XVI, XXIII） 

TTRRIIPPSS  (3, 4)  

 

528. サウジア

ラビア－物

品・サービス

貿易及び知的

所有権の貿易

関連の側面に

関する措置 

カタール 2017/ 7/31 協議要請 ①カタールは、カタールとの物

品貿易、サービス貿易及び知的

所有権の貿易関連の側面に関し

てサウジアラビアのとる措置が

GATT、GATS及びTRIPSに非整合と

して申立て。 

GGAATTTT（I, V, X, 

XI, XIII） 

GGAATTSS（II, III, 

XVI, XXIII） 

TTRRIIPPSS  (3, 4)  

 

529. 豪州－A4

コピー用紙に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

インドネシア 

【日本、カナダ、

中国、EU、エジプ

ト、インド、イス

ラエル、韓国、ロ

シア、シンガポー

ル、タイ、ウクラ

2017/ 9/ 1 協議要請 

2018/ 3/14 パネル設置要請 

2018/ 4/27 パネル設置 

2019/12/ 4 パネル報告書配布 

2020/ 1/27 パネル報告書採択 

①インドネシアは、豪州のイン

ドネシア製A4コピー用紙に対す

るAD協定措置がAD協定に不整合

であるとして申立て。 

②パネルは、インドネシア国内

市場は、AD協定2.2条が定める特

殊な市場に該当すると判断した

AADD(2)   
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

イナ、米国、ベト

ナム】 

が、豪州は適切な価格の比較を

怠ったとして違反を認定した。 

530. カザフス

タン－鉄パイ

プに対するア

ンチ・ダンピ

ング措置 

ウクライナ 2017/ 9/19 協議要請 ①ウクライナは、カザフスタン

のウクライナ製の鉄パイプに対

するAD協定措置がAD協定及び

GATTに不整合であるとして申立

て。 

AADD(3, 5, 6, 8, 

11, 12)  

GGAATTTT（VI）  

 

531. カナダ－

食料品店にお

ける葡萄酒販

売を統制する

措置（二次申

立て） 

米国 

【アルゼンチン、

豪州、チリ、中国、

EU、インド、イス

ラエル、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ロシ

ア、南アフリカ、

台湾】 

2017/ 9/28 協議要請（「DS520」の再度提

訴） 

2018/ 5/25 パネル設置要請 

2018/ 7/20 パネル設置 

①米国は、カナダのブリティッ

シュコロンビア州の食料品店に

おけるワイン販売に係る措置

は、同州産のワインに対し、同

州での排他的な卸売り権利を与

えており、輸入ワインを差別的

に扱っているとし、GATTに非整

合として申立て。 

GGAATTTT  (III)   

532. ロシア－

ウクライナ産

品の輸入及び

通過に関する

措置 

ウクライナ 2017/10/13 協議要請 ①ウクライナは、ロシアの自国

産ジュース、ビール類及びその

他アルコール飲料、菓子、壁紙

に関するロシアの措置がGATT、

TFA、TBT協定、SPS協定などに非

整合として申立て。 

GGAATTTT（I, V, X, 

XI）  

TTFFAA（1, 2, 

11） 

TTBBTT（2, 5, 6, 

10） 

SSPPSS（2, 5, 7, 

8） 

加加盟盟議議定定書書  

 

533. 米国－カ

ナダ産軟材に

対する相殺措

置 

カナダ 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、カ

ザフスタン、韓

国、ロシア、トル

コ、ベトナム】  

2017/11/28 協議要請 

2018/ 3/15 パネル設置要請 

2018/ 4/ 9 パネル設置 

2020/ 8/24 パネル報告書配布 

2020/ 9/28 米国が上級委申立て 

①カナダは、米国のカナダ産軟

材に対する相殺措置がGATT及び

補助金協定に非整合として申立

て。 

②パネルは、調査当局の立木の

提供の対価の妥当性を図るため

のベンチマークの認定等がSCM協

定14条等に違反したとした。 

GGAATTTT（VI）  

SSCCMM（1, 2, 10, 

11, 14, 19, 

21, 32）  

 

534. 米国－カ

ナダ産軟材に

対する異なっ

た価格手法の

適用に関する

措置 

カナダ 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、カ

ザフスタン、韓

国、ロシア、ベト

ナム】 

2017/11/28 協議要請 

2018/ 3/15 パネル設置要請 

2018/ 4/ 9 パネル設置 

2019/ 4/ 9 パネル報告書配布 

2018/ 6/ 4 カナダが上級委申立て 

 

①カナダは、米国のカナダ産軟

材に対する異なった価格手法の

適用に関する措置がAD協定並び

にGATTに非整合として申立て。 

②パネルは、W-T方式を用いたゼ

ロイングはAD協定2.4.2条2文に

整合する場合があると認めた

が、米国がゼロイングを実施す

るにあたっての調査方法がAD協

定2.4.2条2文に違反したとし

た。 

AADD(1, 2)  

GGAATTTT(VI)  

 

535. 米国－あ

る種の貿易救

済措置 

カナダ 2017/12/20 協議要請 

 

①カナダは、米国のAD及び相殺

関税に関する法令等がAD協定、

GATT、補助金協定に非整合とし

て申立て。 

DDSSUU（21）  

AADD（1, 6, 7, 

9, 10, 11, 

18）  

GGAATTTT (VI, X)  

SSCCMM（1, 7, 10, 

11, 12, 14, 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

17, 19, 20, 

21, 32）  

536. 米国－ベ

トナムからの

魚の切り身に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ベトナム 

【日本、カナダ、

中国、EU、エジプ

ト、インド、マレ

ーシア、ロシア、

シンガポール、タ

イ】 

2018/ 1/ 8 協議要請 

2018/ 6/ 8 パネル設置要請 

2018/ 7/20 パネル設置 

①ベトナムは、米国のベトナム

からの魚の切り身に対するAD協

定措置及び米国の国内法令がAD

協定、GATTなどに非整合として

申立て。 

AADD（1, 2, 6, 

9, 11, 17）  

GGAATTTT  (I, VI, 

X)  

DDSSUU (3, 19, 

21)  

WWTTOO（XVI）  

加加盟盟議議定定書書  

 

537. カナダ－

葡萄酒販売を

統制する措置 

豪州 

【アルゼンチン、

チリ、中国、EU、

インド、イスラエ

ル、韓国、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ロシア、南

アフリカ、台湾、

ウクライナ、米

国、ウルグアイ】 

2018/ 1/12 協議要請 

2018/ 8/13 パネル設置要請 

2018/ 9/26 パネル設置 

2021/ 5/12 二国間合意通報 

2021/ 5/25 パネル報告書配布 

①豪州は、カナダ政府及びブリ

ティッシュコロンビア州、オン

タリオ州、ケベック州、ノバス

コチア州の葡萄酒販売を統制す

る措置がGATTに非整合として申

立て。 

②合意された旨の報告。 

GGAATTTT(III, 

XVII, XXIV)  

 

538. パキスタ

ン－アラブ首

長国連邦から

のポリプロピ

レン二軸配向

フィルムに対

するアンチ・

ダンピング措

置 

アラブ首長国連

邦 

【日本、アフガニ

スタン、中国、EU、

オマーン、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、米国】 

2018/ 1/24 協議要請 

2018/ 5/15 パネル設置要請 

2018/10/29 パネル設置 

2021/ 1/18 パネル報告書配付 

2021/ 2/22 パキスタンが上級委申立て 

①アラブ首長国連邦は、パキス

タンのポリプロピレン二軸配向

フィルムに対するAD措置がAD協

定及びGATTに非整合として申立

て。 

②パネルは、AD措置の開始時の

証拠、現在のダンピングの存在

のないままのダンピング認定、

現在の損害が生じていない状況

での損害認定等がAD協定及び

GATTに非整合であると判断し

た。 

AADD（1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 

12, 18）  

GGAATTTT（VI）  

 

539. 米国－ア

ンチ・ダンピ

ング措置、相

殺措置及び入

手可能な事実 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

エジプト、EU、イ

ンド、カザフスタ

ン、メキシコ、ノ

ルウェー、ロシ

ア】 

2018/ 2/14 協議要請 

2018/ 4/16 パネル設置要請 

2018/ 5/28 パネル設置 

2021/ 1/21 パネル報告書配布 

2021/ 3/19 米国が上級委申立て 

①韓国は、米国によるAD措置、

相殺措置及び入手可能な事実の

利用がAD協定、補助金協定、

GATT、WTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

②パネルは、米国の調査におけ

る入手可能な事実の利用に関す

る判断がAD協定、補助金協定及

びGATTに非整合であることを認

めた。他方で、特定の入手可能

な事実に関する法令に記載のな

い措置があることの立証は足り

ていないと判断した。 

WWTTOO(XVI)  

GGAATTTT(VI)  

AADD(1, 2, 3, 5, 

6, 9, 11, 18, 

Annex II)    

SSCCMM(1, 10, 11, 

12, 14, 15, 

19, 21, 32, 

Annex VI)  

 

540.米国－ベ

トナムからの

パンガシウス

製品に関する

措置 

ベトナム 2018/ 2/22 協議要請 

 

①ベトナムは、米国によるパン

ガシウス製品（魚介類）の輸入

制限措置がSPS協定とGATTに非整

合として申立て。 

SSPPSS(2, 4, 5) 

GGAATTTT(I, XI) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

17, 19, 20, 

21, 32）  

536. 米国－ベ

トナムからの

魚の切り身に

対するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ベトナム 

【日本、カナダ、

中国、EU、エジプ

ト、インド、マレ

ーシア、ロシア、

シンガポール、タ

イ】 

2018/ 1/ 8 協議要請 

2018/ 6/ 8 パネル設置要請 

2018/ 7/20 パネル設置 

①ベトナムは、米国のベトナム

からの魚の切り身に対するAD協

定措置及び米国の国内法令がAD

協定、GATTなどに非整合として

申立て。 

AADD（1, 2, 6, 

9, 11, 17）  

GGAATTTT  (I, VI, 

X)  

DDSSUU (3, 19, 

21)  

WWTTOO（XVI）  

加加盟盟議議定定書書  

 

537. カナダ－

葡萄酒販売を

統制する措置 

豪州 

【アルゼンチン、

チリ、中国、EU、

インド、イスラエ

ル、韓国、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ロシア、南

アフリカ、台湾、

ウクライナ、米

国、ウルグアイ】 

2018/ 1/12 協議要請 

2018/ 8/13 パネル設置要請 

2018/ 9/26 パネル設置 

2021/ 5/12 二国間合意通報 

2021/ 5/25 パネル報告書配布 

①豪州は、カナダ政府及びブリ

ティッシュコロンビア州、オン

タリオ州、ケベック州、ノバス

コチア州の葡萄酒販売を統制す

る措置がGATTに非整合として申

立て。 

②合意された旨の報告。 

GGAATTTT(III, 

XVII, XXIV)  

 

538. パキスタ

ン－アラブ首

長国連邦から

のポリプロピ

レン二軸配向

フィルムに対

するアンチ・

ダンピング措

置 

アラブ首長国連

邦 

【日本、アフガニ

スタン、中国、EU、

オマーン、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、米国】 

2018/ 1/24 協議要請 

2018/ 5/15 パネル設置要請 

2018/10/29 パネル設置 

2021/ 1/18 パネル報告書配付 

2021/ 2/22 パキスタンが上級委申立て 

①アラブ首長国連邦は、パキス

タンのポリプロピレン二軸配向

フィルムに対するAD措置がAD協

定及びGATTに非整合として申立

て。 

②パネルは、AD措置の開始時の

証拠、現在のダンピングの存在

のないままのダンピング認定、

現在の損害が生じていない状況

での損害認定等がAD協定及び

GATTに非整合であると判断し

た。 

AADD（1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 

12, 18）  

GGAATTTT（VI）  

 

539. 米国－ア

ンチ・ダンピ

ング措置、相

殺措置及び入

手可能な事実 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

エジプト、EU、イ

ンド、カザフスタ

ン、メキシコ、ノ

ルウェー、ロシ

ア】 

2018/ 2/14 協議要請 

2018/ 4/16 パネル設置要請 

2018/ 5/28 パネル設置 

2021/ 1/21 パネル報告書配布 

2021/ 3/19 米国が上級委申立て 

①韓国は、米国によるAD措置、

相殺措置及び入手可能な事実の

利用がAD協定、補助金協定、

GATT、WTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

②パネルは、米国の調査におけ

る入手可能な事実の利用に関す

る判断がAD協定、補助金協定及

びGATTに非整合であることを認

めた。他方で、特定の入手可能

な事実に関する法令に記載のな

い措置があることの立証は足り

ていないと判断した。 

WWTTOO(XVI)  

GGAATTTT(VI)  

AADD(1, 2, 3, 5, 

6, 9, 11, 18, 

Annex II)    

SSCCMM(1, 10, 11, 

12, 14, 15, 

19, 21, 32, 

Annex VI)  

 

540.米国－ベ

トナムからの

パンガシウス

製品に関する

措置 

ベトナム 2018/ 2/22 協議要請 

 

①ベトナムは、米国によるパン

ガシウス製品（魚介類）の輸入

制限措置がSPS協定とGATTに非整

合として申立て。 

SSPPSS(2, 4, 5) 

GGAATTTT(I, XI) 

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

541.インド－

輸出関連措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

エジプト、EU、カ

ザフスタン、韓

国、ロシア、スリ

ランカ、台湾、タ

イ】 

2018/ 3/14 協議要請 

2018/ 5/17 パネル設置要請 

2018/ 5/28 パネル設置 

2019/10/31 パネル報告書配布 

2019/11/19 インドが上級委申立て 

2023/7/13 二国間合意通報 

①米国は、インドによる補助金

が補助金協定に非整合として申

立て。 

②パネルは、本件インド措置は

補助金協定27.2条及び附属書7

（b）が定める「開発途上加盟国

に対する特別のかつ異なる待

遇」にはあたらないと認定し

た。そしてパネルは、米国が受

益者に利益をもたらす補助金の

存在を立証したと結論づけ、イ

ンドは補助金協定3.1条（a）及

び同3.2条に違反したとした。 

SSCCMM  (3)  

542.中国－知

的財産権の保

護に関する措

置 

米国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

エジプト、EU、イ

ンド、カザフスタ

ン、韓国、ニュー

ジーランド、ノル

ウェー、ロシア、

シンガポール、ス

イス、台湾、トル

コ、ウクライナ】 

2018/ 3/23 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2019/ 6/ 3 米国によるパネル手続停止要

請 

2021/ 6/ 9 パネル手続停止 

①米国は、中国による知的財産

権の保護に関する措置がTRIPS協

定に非整合であるとして申立

て。 

TTRRIIPPSS(3, 28) 第I部第

1章 

543.米国－中

国からの製品

に対する関税

措置 

中国 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

EU、インド、イン

ドネシア、カザフ

スタン、韓国、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、ロシ

ア、シンガポー

ル、台湾、トルコ、

ウクライナ】 

 

2018/ 4/ 4 協議要請 

2018/12/ 6 パネル設置要請 

2019/ 1/28 パネル設置 

2020/ 9/15 パネル報告書配布 

2020/10/26 米国が上級委申立て 

①中国は、米国による1974年通

商法301～310条の実施措置であ

る中国に対する関税措置がGATT

とDSUに非整合として申立て。 

②パネルは、米国による関税措

置がGATTに非整合であるとした

（GATTXX例外にも該当しないと

した。）。 

GGAATTTT(I) 

DDSSUU(23) 

 

544.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に関

する措置 

中国 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、コロンビ

ア、エジプト、EU、

グアテマラ、香

港、アイスラン

ド、インド、イン

ドネシア、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、カタ

ール、ロシア、サ

ウジアラビア、シ

ンガポール、南ア

2018/ 4/ 5 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2022/12/ 9 パネル報告書配布 

2023/1/26 米国が上級委申立て 

①中国は、米国が中国からの鉄

鋼・アルミニウム製品輸入に課

している関税がセーフガード協

定とGATTに非整合として申立

て。 

②パネルは、米国通商拡大法232

条に基づく鉄鋼・アルミニウム

製品に関する関税及び関連措置

について、以下のとおりGATTに

非整合と認定した。 

(i)関税は譲許税率を超えている

ため、GATT II条に整合しない。 

(ii)特定の国を関税措置の例外

としたことは、GATT I条の最恵

国待遇義務違反である。 

SSGG(2, 4, 5, 7, 

11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XIX) 

第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

フリカ、スイス、

台湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

アラブ首長国連

邦、ベネズエラ】 

(iii)GATT XXI条にいう「国際関

係の緊急時」とは、重大又は深

刻な国際関係の緊張状態をい

い、米国による措置は、GATT 

XXI条の「戦時その他の国際関係

の緊急時」に執られたものとは

認定されず、したがってその

GATT非整合は、GATT XXI条によ

って正当化されない。 

パネルは、SG協定はGATT XIX条

以外のGATT条項に基づく措置に

は適用されないところ、米国の

措置はGATT XXI条に基づくもの

であるため、SG協定が適用され

ないと認定した。 

545.米国－水

晶シリコン太

陽電池製品に

対するセーフ

ガード措置 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、エジプト、イ

ンド、カザフスタ

ン、マレーシア、

メキシコ、ノルウ

ェー、フィリピ

ン、ロシア、シン

ガポール、台湾、

タイ、ベトナム】 

2018/ 5/14 協議要請 

2018/ 8/14 パネル設置要請 

2018/ 9/26 パネル設置 

①韓国は、米国が水晶シリコン

太陽電池製品に課したセーフガ

ード措置が、SG協定とGATTに非

整合として申立て。 

SSGG(1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12) 

GGAATTTT(X, XIII, 

XIX) 

 

546.米国－大

型家庭用洗濯

機に対するセ

ーフガード措

置 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、エ

ジプト、インド、

カザフスタン、メ

キシコ、ノルウェ

ー、ロシア、タイ、

ベトナム】 

2018/ 5/14 協議要請 

2018/ 8/14 パネル設置要請 

2018/ 9/26 パネル設置 

2022/ 2/ 8 パネル報告書配布 

2023/4/28 パネル報告書採択、また、二国

間合意通報 

①韓国は、米国が大型家庭用洗

濯機に課したセーフガード措置

が、SG協定とGATTに非整合とし

て申立て。 

②パネルは、以下のとおり米国

の措置についてSG協定非整合を

認定した。 

(i)「予見されなかった発展」と

米国が「協定に基づいて負う義

務」について合理的で十分な説

明がない点でGATT XIX条とSG協

定3条に非整合。 

(ii)国内産業の定義に洗濯機部

品を含めた点でSG協定3条に非整

合。 

(iii)輸入量の増加について合理

的で十分な説明がない点でSG協

定2条及び3条に非整合。 

(iv)重大な損害の認定方法や、

輸入と国内価格の下落の間の因

果関係等について、合理的で十

分な説明がない点でSG協定3条及

び4条に非整合。 

(v)米国が韓国に対して事前協議

のための十分な機会を提供しな

かった点でSG協定8条及び12条に

非整合。 

SSGG(1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XIX) 

第I部第

2章 



資
料
編

第
３
章

  

紛
争
案
件
一
覧

873

第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

フリカ、スイス、

台湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

アラブ首長国連

邦、ベネズエラ】 

(iii)GATT XXI条にいう「国際関

係の緊急時」とは、重大又は深

刻な国際関係の緊張状態をい

い、米国による措置は、GATT 

XXI条の「戦時その他の国際関係

の緊急時」に執られたものとは

認定されず、したがってその

GATT非整合は、GATT XXI条によ

って正当化されない。 

パネルは、SG協定はGATT XIX条

以外のGATT条項に基づく措置に

は適用されないところ、米国の

措置はGATT XXI条に基づくもの

であるため、SG協定が適用され

ないと認定した。 

545.米国－水

晶シリコン太

陽電池製品に

対するセーフ

ガード措置 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、エジプト、イ

ンド、カザフスタ

ン、マレーシア、

メキシコ、ノルウ

ェー、フィリピ

ン、ロシア、シン

ガポール、台湾、

タイ、ベトナム】 

2018/ 5/14 協議要請 

2018/ 8/14 パネル設置要請 

2018/ 9/26 パネル設置 

①韓国は、米国が水晶シリコン

太陽電池製品に課したセーフガ

ード措置が、SG協定とGATTに非

整合として申立て。 

SSGG(1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12) 

GGAATTTT(X, XIII, 

XIX) 

 

546.米国－大

型家庭用洗濯

機に対するセ

ーフガード措

置 

韓国 

【日本、ブラジ

ル、中国、EU、エ

ジプト、インド、

カザフスタン、メ

キシコ、ノルウェ

ー、ロシア、タイ、

ベトナム】 

2018/ 5/14 協議要請 

2018/ 8/14 パネル設置要請 

2018/ 9/26 パネル設置 

2022/ 2/ 8 パネル報告書配布 

2023/4/28 パネル報告書採択、また、二国

間合意通報 

①韓国は、米国が大型家庭用洗

濯機に課したセーフガード措置

が、SG協定とGATTに非整合とし

て申立て。 

②パネルは、以下のとおり米国

の措置についてSG協定非整合を

認定した。 

(i)「予見されなかった発展」と

米国が「協定に基づいて負う義

務」について合理的で十分な説

明がない点でGATT XIX条とSG協

定3条に非整合。 

(ii)国内産業の定義に洗濯機部

品を含めた点でSG協定3条に非整

合。 

(iii)輸入量の増加について合理

的で十分な説明がない点でSG協

定2条及び3条に非整合。 

(iv)重大な損害の認定方法や、

輸入と国内価格の下落の間の因

果関係等について、合理的で十

分な説明がない点でSG協定3条及

び4条に非整合。 

(v)米国が韓国に対して事前協議

のための十分な機会を提供しな

かった点でSG協定8条及び12条に

非整合。 

SSGG(1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XIX) 

第I部第

2章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

547.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

インド 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、アラブ首

長国連邦、ベネズ

エラ】 

2018/ 5/18 協議要請 

2018/11/ 8 パネル設置要請 

2018/12/ 4 パネル設置 

2023/7/13 二国間合意通報 

2023/8/8 案件概要等のみのパネル報告書

配布 

①インドは、米国がインドから

の鉄鋼・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、SG協定と

GATTに非整合として申立て。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 9, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

第I部第

2章 

548.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

EU 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、グアテマラ、

香港、アイスラン

ド、インド、イン

ドネシア、カザフ

スタン、ニュージ

ーランド、マレー

シア、メキシコ、

ノルウェー、カタ

ール、ロシア、サ

ウジアラビア、シ

ンガポール、南ア

フリカ、スイス、

台湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

アラブ首長国連

邦、ベネズエラ】 

2018/ 6/ 1 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2022/ 1/17 EU及び米国がパネル手続停止

要請 

2022/ 1/17 EU及び米国が仲裁を要請 

2022/ 1/17 仲裁手続一時停止 

①EUは、米国がEUからのスチー

ル・アルミニウム製品に課した

輸入制限措置が、SG協定、

GATT、WTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 9, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

WWTTOO(XVI) 

第I部第

2章 

549.中国－技

術移転に関す

る措置 

EU 2018/ 6/ 1 協議要請 ①EUは、中国への技術移転に対

して課された措置がTRIPS協定、

GATT、加盟議定書に非整合とし

て申立て。 

TTRRIIPPSS(3, 28, 

33, 39) 
GGAATTTT(X) 

加加盟盟議議定定書書  

第I部第

1章 

550.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

カナダ 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、中

国、コロンビア、

エジプト、EU、グ

アテマラ、香港、

2018/ 6/ 1 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2019/ 5/23 二国間合意通報 

①カナダは、米国がカナダから

の鉄鋼・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、SG協定、

GATT、WTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 8, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

WWTTOO(XVI) 

第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

アイスランド、イ

ンド、インドネシ

ア、カザフスタ

ン、マレーシア、

メキシコ、ニュー

ジーランド、ノル

ウェー、カター

ル、ロシア、サウ

ジアラビア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トルコ、

ウクライナ、アラ

ブ首長国連邦、ベ

ネズエラ】 

551.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

メキシコ 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、カタール、

ロシア、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、南アフリ

カ、スイス、台湾、

タイ、トルコ、ウ

クライナ、ベネズ

エラ】 

2018/ 6/ 5 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2019/ 5/28 二国間合意通報 

①メキシコは、米国がメキシコ

からの鉄鋼・アルミニウム製品

に課した輸入制限措置が、SG協

定、GATT、WTO設立協定に非整合

として申立て。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 8, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

WWTTOO(XVI) 

第I部第

2章 

552.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

ノルウェー 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、カタール、

ロシア、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、南アフリ

カ、スイス、台湾、

2018/ 6/12 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2022/12/ 9 パネル報告書配布 

2023/1/26 米国が上級委申立て 

①ノルウェーは、米国がノルウ

ェーからの鉄鋼・アルミニウム

製品に課した輸入制限措置が、

SG協定、GATT、WTO設立協定に非

整合として申立て。 

②パネルは、米国通商拡大法232

条に基づく鉄鋼・アルミニウム

製品に関する関税及び関連措置

について、以下のとおりGATTに

非整合と認定した。 

(i)関税は譲許税率を超えている

ため、GATT II条に整合しない。 

(ii)特定の国を関税措置の例外

としたことは、GATT I条の最恵

国待遇義務違反である。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 8, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

WWTTOO(XVI)  

第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

アイスランド、イ

ンド、インドネシ

ア、カザフスタ

ン、マレーシア、

メキシコ、ニュー

ジーランド、ノル

ウェー、カター

ル、ロシア、サウ

ジアラビア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トルコ、

ウクライナ、アラ

ブ首長国連邦、ベ

ネズエラ】 

551.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

メキシコ 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、カタール、

ロシア、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、南アフリ

カ、スイス、台湾、

タイ、トルコ、ウ

クライナ、ベネズ

エラ】 

2018/ 6/ 5 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2019/ 5/28 二国間合意通報 

①メキシコは、米国がメキシコ

からの鉄鋼・アルミニウム製品

に課した輸入制限措置が、SG協

定、GATT、WTO設立協定に非整合

として申立て。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 8, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

WWTTOO(XVI) 

第I部第

2章 

552.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

ノルウェー 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、カタール、

ロシア、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、南アフリ

カ、スイス、台湾、

2018/ 6/12 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2022/12/ 9 パネル報告書配布 

2023/1/26 米国が上級委申立て 

①ノルウェーは、米国がノルウ

ェーからの鉄鋼・アルミニウム

製品に課した輸入制限措置が、

SG協定、GATT、WTO設立協定に非

整合として申立て。 

②パネルは、米国通商拡大法232

条に基づく鉄鋼・アルミニウム

製品に関する関税及び関連措置

について、以下のとおりGATTに

非整合と認定した。 

(i)関税は譲許税率を超えている

ため、GATT II条に整合しない。 

(ii)特定の国を関税措置の例外

としたことは、GATT I条の最恵

国待遇義務違反である。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 8, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

WWTTOO(XVI)  

第I部第

2章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

タイ、トルコ、ウ

クライナ、アラブ

首長国連邦、ベネ

ズエラ】 

(iii)特定の国に対する輸入量割

当措置が、GATT XI条に定める数

量制限の廃止義務に違反する。 

(iv)GATT XXI条にいう「国際関

係の緊急時」とは、重大又は深

刻な国際関係の緊張状態をい

い、米国による措置は、GATT 

XXI条の「戦時その他の国際関係

の緊急時」に執られたものとは

認定されず、したがってその

GATT非整合は、GATT XXI条によ

って正当化されない。 

パネルは、SG協定はGATT XIX条

以外のGATT条項に基づく措置に

は適用されないところ、米国の

措置は、GATT XXI条に基づくも

のであるため、SG協定が適用さ

れないと認定した。 

553.韓国－ス

テンレススチ

ール棒に対す

るアンチ・ダ

ンピング措置

のサンセッ

ト・レビュー 

日本 

【中国、EU、イン

ド、カザフスタ

ン、ロシア、台湾、

米国】 

2018/ 6/18 協議要請 

2018/ 9/13 パネル設置要請 

2018/10/29 パネル設置 

2020/11/30 パネル報告書配布 

2021/ 1/22 韓国が上級委申立て 

①日本は、サンセットレビュー

に基づき韓国が下した、日本・

インド・スペインからのステン

レス棒鋼に対するAD継続措置

が、AD協定及びGATTに非整合と

して申立て。 

②当該延長措置は、日本産輸入

品が韓国産品より相当程度高価

であることや中国等からの低価

格輸入が大量に存在しているこ

とが適切に考慮されていないた

め、日本産輸入品に対するAD税

の撤廃により、韓国国内産業へ

の損害が再発する可能性がある

とする認定に瑕疵があり、AD協

定第11.3条に非整合である。当

該延長措置は、日本生産者の生

産能力を認定する際、日本生産

者の提出情報を合理的理由なく

拒否した点で、AD協定第6.8条に

非整合である。当該延長措置

は、秘密情報の取扱いに不備が

あり、AD協定第6.5条に整合しな

い。 

AADD(1, 6, 11, 

12) 

GGAATTTT(VI) 

第I部第

5章 

554.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

ロシア 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、ニュ

2018/ 6/29 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2023/6/23 パネル手続停止 

①ロシアは、米国がロシアから

の鉄鋼・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、SG協定及

びGATTに非整合として申立て。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 8, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX)  

第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ージーランド、ノ

ルウェー、マレー

シア、メキシコ、

カタール、サウジ

アラビア、シンガ

ポール、南アフリ

カ、スイス、台湾、

タイ、トルコ、ウ

クライナ、アラブ

首長国連邦、ベネ

ズエラ】 

555.モロッコ

－学校教材本

に対する暫定

アンチ・ダン

ピング措置 

チュニジア 2018/ 7/ 5 協議要請 ①チュニジアは、モロッコがチ

ュニジアからの学校教材本の輸

入に対して課した暫定AD協定措

置がAD協定に非整合として申立

て。 

AADD(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

12) 

 

 

556.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

スイス 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

台湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

アラブ首長国連

邦、ベネズエラ】 

2018/ 7/ 9 協議要請 

2018/11/ 8 パネル設置要請 

2018/12/ 4 パネル設置 

2022/12/ 9 パネル報告書配布 

2023/1/26 米国が上級委申立て 

 

①スイスは、米国がスイスから

の鉄鋼・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、SG協定、

GATT、WTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

②パネルは、米国通商拡大法232

条に基づく鉄鋼・アルミニウム

製品に関する関税及び関連措置

について、以下のとおりGATTに

非整合と認定した。 

(i)関税は譲許税率を超えている

ため、GATT II条に整合しない。 

(ii)特定の国を関税措置の例外

としたことは、GATT I条の最恵

国待遇義務違反である。 

(iii)特定の国に対する輸入量割

当措置が、GATT XI条に定める数

量制限の廃止義務に違反する。 

(iv)GATT XXI条にいう「国際関

係の緊急時」とは、重大又は深

刻な国際関係の緊張状態をい

い、米国による措置は、GATT 

XXI条の「戦時その他の国際関係

の緊急時」に執られたものとは

認定されず、したがってその

GATT非整合は、GATT XXI条によ

って正当化されない。 

パネルは、SG協定はGATT XIX条

以外のGATT条項に基づく措置に

は適用されないところ、米国の

措置は、GATT XXI条に基づくも

のであるため、SG協定が適用さ

れないと認定した。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

WWTTOO(XVI)  

第I部第

2章 

557.カナダ－

米国からの製

品に対する追

加的措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、中国、エジプ

ト、EU、グアテマ

2018/ 7/16 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2019/ 5/23 二国間合意通報 

①米国は、カナダが米国製品に

対して課した追加的措置がGATT

に非整合として申立て。 

GGAATTTT(I, II) 第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ージーランド、ノ

ルウェー、マレー

シア、メキシコ、

カタール、サウジ

アラビア、シンガ

ポール、南アフリ

カ、スイス、台湾、

タイ、トルコ、ウ

クライナ、アラブ

首長国連邦、ベネ

ズエラ】 

555.モロッコ

－学校教材本

に対する暫定

アンチ・ダン

ピング措置 

チュニジア 2018/ 7/ 5 協議要請 ①チュニジアは、モロッコがチ

ュニジアからの学校教材本の輸

入に対して課した暫定AD協定措

置がAD協定に非整合として申立

て。 

AADD(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

12) 

 

 

556.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

スイス 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

台湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

アラブ首長国連

邦、ベネズエラ】 

2018/ 7/ 9 協議要請 

2018/11/ 8 パネル設置要請 

2018/12/ 4 パネル設置 

2022/12/ 9 パネル報告書配布 

2023/1/26 米国が上級委申立て 

 

①スイスは、米国がスイスから

の鉄鋼・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、SG協定、

GATT、WTO設立協定に非整合とし

て申立て。 

②パネルは、米国通商拡大法232

条に基づく鉄鋼・アルミニウム

製品に関する関税及び関連措置

について、以下のとおりGATTに

非整合と認定した。 

(i)関税は譲許税率を超えている

ため、GATT II条に整合しない。 

(ii)特定の国を関税措置の例外

としたことは、GATT I条の最恵

国待遇義務違反である。 

(iii)特定の国に対する輸入量割

当措置が、GATT XI条に定める数

量制限の廃止義務に違反する。 

(iv)GATT XXI条にいう「国際関

係の緊急時」とは、重大又は深

刻な国際関係の緊張状態をい

い、米国による措置は、GATT 

XXI条の「戦時その他の国際関係

の緊急時」に執られたものとは

認定されず、したがってその

GATT非整合は、GATT XXI条によ

って正当化されない。 

パネルは、SG協定はGATT XIX条

以外のGATT条項に基づく措置に

は適用されないところ、米国の

措置は、GATT XXI条に基づくも

のであるため、SG協定が適用さ

れないと認定した。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 11, 12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIX) 

WWTTOO(XVI)  

第I部第

2章 

557.カナダ－

米国からの製

品に対する追

加的措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、中国、エジプ

ト、EU、グアテマ

2018/ 7/16 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2019/ 5/23 二国間合意通報 

①米国は、カナダが米国製品に

対して課した追加的措置がGATT

に非整合として申立て。 

GGAATTTT(I, II) 第I部第

2章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ラ、インド、イン

ドネシア、カザフ

スタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トルコ、

ウクライナ、ベネ

ズエラ】 

558.中国－米

国からの製品

に対する追加

的措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、エジ

プト、EU、グアテ

マラ、インド、イ

ンドネシア、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トルコ、

ウクライナ、ベネ

ズエラ】 

2018/ 7/16 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2023/8/16 パネル報告書配布 

2023/9/18 中国が上級委申立て 

①米国は、中国が米国製品に対

して課した追加的措置がGATTに

非整合として申立て。 

②(i)パネルは、中国の追加関税

措置がGATTI条1項に違反してい

ると判断した。輸入に際して、

又は輸入に関連して課される関

税に関して、中国は他国から輸

入される製品に認められている

低い関税率を、米国を原産地と

する製品に即時かつ無条件に与

えることを怠ったからである。 

(ii)パネルはまた、追加関税措

置は、中国の別表に規定された

関税率を超える関税を課す結果

となり、米国からの輸入品に中

国の別表に規定されたものより

不利な待遇を与えたため、

GATTII条1項（a）及びII条1項

（b）に違反すると判断した。 

GGAATTTT(I, II)  第I部第

2章 

559.EU－米国

からの製品に

対する追加的

措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

エジプト、グアテ

マラ、インド、イ

ンドネシア、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トルコ、

ウクライナ、ベネ

ズエラ】 

2018/ 7/16 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2022/ 1/17 米国及びEUがパネル手続停止

要請 

2022/ 1/17 米国及びEUが仲裁要請 

2022/ 1/17 仲裁手続一時停止 

①米国は、EUが米国製品に対し

て課した追加的措置がGATTに非

整合として申立て。 

GGAATTTT(I, II)  第I部第

2章 

560.メキシコ

－米国からの

製品に対する

追加的措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、中国、カナダ、

エジプト、EU、グ

アテマラ、イン

ド、インドネシ

ア、カザフスタ

2018/ 7/16 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2019/ 5/28 二国間合意通報 

2019/ 7/11 パネル報告書配布 

①米国は、メキシコが米国製品

に対して課した追加的措置が

GATTに非整合として申立て。 

②合意された旨の報告。 

GGAATTTT(I)  第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ン、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、スイ

ス、台湾、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、ベネズエラ、

ボリビア】 

561.トルコ－

米国からの製

品に対する追

加的措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、グアテマラ、

インド、インドネ

シア、カザフスタ

ン、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、ロシ

ア、シンガポー

ル、スイス、台湾、

タイ、ウクライ

ナ、ベネズエラ、

ボリビア】 

2018/ 7/16 協議要請 

2018/12/20 パネル設置要請 

2019/ 1/28 パネル設置 

2023/12/19 パネル報告書配布 

①米国は、トルコが米国製品に

対して課した追加的措置がGATT

に非整合として申立て。 

②(i)パネルはまず、追加関税措

置はセーフガード協定8.2条及び

GATTXIX条3(a)の適用対象であ

り、従って同措置に対するGATTI

条及びII条の適用は停止されて

いるというトルコの主張につい

て、トルコの追加関税措置にセ

ーフガード協定8.2条及び

GATTXIX条3(a)が適用されるかど

うかは、トルコが追加関税措置

を採用したことに対応して米国

が採用した基礎的措置のセーフ

ガード協定上の性格によると考

え、米国の関連措置は1994年

GATTXIX条以外の規定、すなわち

1994年GATTXXI条に従って採られ

たものであると結論付けた。従

ってパネルは、同協定11.1条(c)

に規定されているとおり、セー

フガード協定はこれらの措置に

は適用されないと判断した。そ

の結果、パネルは、セーフガー

ド協定8.2条及びGATTXIX条3(a)

はトルコの追加関税措置には適

用されないと判断した。 

(ii) パネルは、輸入時又は輸

入に関連して課される関税に関

して、他国から輸入される製品に

認められている低い関税率の利

点を、米国原産の製品に即時かつ

無条件に与えることをトルコが

怠ったため、トルコの追加関税措

置はGATTI条 1と矛盾すると判断

した。パネルはまた、追加関税措

置は、トルコの別表に規定された

関税率を超える通常の関税を課

GGAATTTT(I, II)  第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ン、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、スイ

ス、台湾、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、ベネズエラ、

ボリビア】 

561.トルコ－

米国からの製

品に対する追

加的措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、グアテマラ、

インド、インドネ

シア、カザフスタ

ン、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、ロシ

ア、シンガポー

ル、スイス、台湾、

タイ、ウクライ

ナ、ベネズエラ、

ボリビア】 

2018/ 7/16 協議要請 

2018/12/20 パネル設置要請 

2019/ 1/28 パネル設置 

2023/12/19 パネル報告書配布 

①米国は、トルコが米国製品に

対して課した追加的措置がGATT

に非整合として申立て。 

②(i)パネルはまず、追加関税措

置はセーフガード協定8.2条及び

GATTXIX条3(a)の適用対象であ

り、従って同措置に対するGATTI

条及びII条の適用は停止されて

いるというトルコの主張につい

て、トルコの追加関税措置にセ

ーフガード協定8.2条及び

GATTXIX条3(a)が適用されるかど

うかは、トルコが追加関税措置

を採用したことに対応して米国

が採用した基礎的措置のセーフ

ガード協定上の性格によると考

え、米国の関連措置は1994年

GATTXIX条以外の規定、すなわち

1994年GATTXXI条に従って採られ

たものであると結論付けた。従

ってパネルは、同協定11.1条(c)

に規定されているとおり、セー

フガード協定はこれらの措置に

は適用されないと判断した。そ

の結果、パネルは、セーフガー

ド協定8.2条及びGATTXIX条3(a)

はトルコの追加関税措置には適

用されないと判断した。 

(ii) パネルは、輸入時又は輸

入に関連して課される関税に関

して、他国から輸入される製品に

認められている低い関税率の利

点を、米国原産の製品に即時かつ

無条件に与えることをトルコが

怠ったため、トルコの追加関税措

置はGATTI条 1と矛盾すると判断

した。パネルはまた、追加関税措

置は、トルコの別表に規定された

関税率を超える通常の関税を課

GGAATTTT(I, II)  第I部第

2章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

す結果となり、トルコの別表に規

定されたものより不利な待遇を

米国からの輸入品に与えたため、

GATTII 条 1(a)及び II 条 1(b)と

矛盾すると判断した 

562.米国－水

晶シリコン太

陽電池製品に

対するセーフ

ガード措置 

中国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、韓国、マ

レーシア、フィリ

ピン、ロシア、台

湾】 

2018/ 8/14  協議要請 

2019/ 7/11 パネル設置要請 

2019/ 8/15 パネル設置 

2021/ 9/ 2  パネル報告書配布 

2021/ 9/16  中国が上級委申立て 

①中国は、米国が水晶シリコン

太陽電池製品に課したセーフガ

ード措置が、SG協定とGATTに非

整合として申立て。 

②パネルは、中国の要求を棄

却。中国は、(i)米国のセーフガ

ード措置がGATT XIX:1(a)の定め

る輸入の増加が事情の予見され

なかった発展の結果及びWTO上の

義務の効果として発生している

こととの要件を満たしていない

こと、(ii)米国の措置が輸入の

増加と重大な損害の関連の証明

を欠きSG協定2.1条、3.1条及び

4.2条(b)に非整合であること、

(iii)米国の措置が他の要因によ

る損害を輸入の増加に帰してい

ないことの保証を欠きSG協定2.1

条、3.1条及び4.2条(b)に非整合

であること、並びに(iv)米国の

措置がセーフガード調査中の秘

密情報の扱いにおいてSG協定3.1

条及び3.2条に非整合であること

について、立証していない。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 8, 12) 

GGAATTTT(X, XIII, 

XIX)  

 

563.米国－再

生可能エネル

ギーに対する

措置 

中国 2018/ 8/14 協議要請 ①中国は、米国内において採

用・維持されているエネルギー

セクターにおける補助金と国内

規制が補助金協定、TRIMs協定、

GATTに非整合として申立て。 

SSCCMM(3) 

TTRRIIMMss(2) 

GGAATTTT(III) 

 

564.米国－鉄

鋼・アルミニ

ウム製品に対

する措置 

トルコ 

【日本、バーレー

ン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、エジプ

ト、EU、グアテマ

ラ、香港、アイス

ランド、インド、

インドネシア、カ

ザフスタン、ニュ

ージーランド、ノ

ルウェー、マレー

シア、メキシコ、

カタール、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、南アフリカ、

2018/ 8/15 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

2018/11/21 パネル設置 

2022/12/ 9 パネル報告書配布 

2023/1/26 米国が上級委申立て 

 

①トルコは、米国がトルコから

のスチール・アルミニウム製品

に課した輸入制限措置が、SG協

定、GATT、WTO設立協定に非整合

として申立て。 

②パネルは、米国通商拡大法232

条に基づく鉄鋼・アルミニウム

製品に関する関税及び関連措置

について、以下のとおりGATTに

非整合と認定した。 

(i)関税は譲許税率を超えている

ため、GATT II条に整合しない。 

(ii)特定の国を関税措置の例外

としたことは、GATT I条の最恵

国待遇義務違反である。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 11, 

12) 

GGAATTTT(I, II, X, 

XI, XIII, XIX) 

WWTTOO(XVI)  

第I部第

2章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

スイス、台湾、タ

イ、ウクライナ、

アラブ首長国連

邦、ベネズエラ、

ボリビア】 

(iii)特定の国に対する輸入量割

当措置が、GATT XI条に定める数

量制限の廃止義務に違反する。 

(iv)GATT XXI条にいう「国際関

係の緊急時」とは、重大又は深

刻な国際関係の緊張状態をい

い、米国による措置は、GATT 

XXI条の「戦時その他の国際関係

の緊急時」に執られたものとは

認定されず、したがってその

GATT非整合は、GATT XXI条によ

って正当化されない。 

パネルは、SG協定はGATT XIX条

以外のGATT条項に基づく措置に

は適用されないところ、米国の

措置は、GATT XXI条に基づくも

のであるため、SG協定が適用さ

れないと認定した。 

565. 米国－中

国からの製品

に対する課税

措置II 

中国 2018/ 8/23 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

①中国は、米国が中国製品に課

した課税措置がGATTとDSUに非整

合として申立て。 

GGAATTTT(I, II) 

DDSSUU(23)  

 

566.ロシア－

米国からの製

品に対する追

加的措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、エジプト、イ

ンド、インドネシ

ア、カザフスタ

ン、マレーシア、

メキシコ、ニュー

ジーランド、ノル

ウェー、カター

ル、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、スイス、台湾、

タイ、トルコ、ウ

クライナ、ベネズ

エラ、ボリビア】 

2018/ 8/27 協議要請 

2018/11/22 パネル設置要請 

2018/12/18 パネル設置 

①米国は、トルコが米国製品に

対して課した追加的措置がGATT

に非整合として申立て。 

GGAATTTT(I, II)  第I部第

2章 

567.サウジア

ラビア－知的

財産権の保護

に関する措置 

カタール 

【日本、豪州、バ

ーレーン、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、インド、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、ロシア、シ

ンガポール、台

湾、トルコ、ウク

ライナ、アラブ首

長国連邦、米国、

イエメン】 

2018/10/ 1 協議要請 

2018/11/ 9 パネル設置要請 

2018/12/18 パネル設置 

2020/ 6/16 パネル報告書配布 

2020/ 7/28 サウジアラビアが上級委申立

て 

2021/12/29 サウジアラビアが手続停止要

請 

2022/ 4/21 カタールが手続停止に合意 

①カタールは、サウジアラビア

がカタール国内に本拠地を置く

企業の知的財産権に対して十分

な保護を与えなかったことが、

TRIPS協定に非整合として申立

て。 

②パネルは、カタール企業から

サウジアラビアで知的財産権を

行使する機会を奪うサウジアラ

ビアの措置が、TRIPS協定42条及

び41.1条に非整合であったと認

定した。また、サウジアラビア

が同国企業に刑事罰を適用しな

かったことがTRIPS協定61条に非

整合であったと認定した。 

TTRRIIPPSS(3, 4, 9, 

14, 16, 41, 

42, 61) 
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第３章　紛争案件一覧資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

スイス、台湾、タ

イ、ウクライナ、

アラブ首長国連

邦、ベネズエラ、

ボリビア】 

(iii)特定の国に対する輸入量割

当措置が、GATT XI条に定める数

量制限の廃止義務に違反する。 

(iv)GATT XXI条にいう「国際関

係の緊急時」とは、重大又は深

刻な国際関係の緊張状態をい

い、米国による措置は、GATT 

XXI条の「戦時その他の国際関係

の緊急時」に執られたものとは

認定されず、したがってその

GATT非整合は、GATT XXI条によ

って正当化されない。 

パネルは、SG協定はGATT XIX条

以外のGATT条項に基づく措置に

は適用されないところ、米国の

措置は、GATT XXI条に基づくも

のであるため、SG協定が適用さ

れないと認定した。 

565. 米国－中

国からの製品

に対する課税

措置II 

中国 2018/ 8/23 協議要請 

2018/10/18 パネル設置要請 

①中国は、米国が中国製品に課

した課税措置がGATTとDSUに非整

合として申立て。 

GGAATTTT(I, II) 

DDSSUU(23)  

 

566.ロシア－

米国からの製

品に対する追

加的措置 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、エジプト、イ

ンド、インドネシ

ア、カザフスタ

ン、マレーシア、

メキシコ、ニュー

ジーランド、ノル

ウェー、カター

ル、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、スイス、台湾、

タイ、トルコ、ウ

クライナ、ベネズ

エラ、ボリビア】 

2018/ 8/27 協議要請 

2018/11/22 パネル設置要請 

2018/12/18 パネル設置 

①米国は、トルコが米国製品に

対して課した追加的措置がGATT

に非整合として申立て。 

GGAATTTT(I, II)  第I部第

2章 

567.サウジア

ラビア－知的

財産権の保護

に関する措置 

カタール 

【日本、豪州、バ

ーレーン、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、インド、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、ロシア、シ

ンガポール、台

湾、トルコ、ウク

ライナ、アラブ首

長国連邦、米国、

イエメン】 

2018/10/ 1 協議要請 

2018/11/ 9 パネル設置要請 

2018/12/18 パネル設置 

2020/ 6/16 パネル報告書配布 

2020/ 7/28 サウジアラビアが上級委申立

て 

2021/12/29 サウジアラビアが手続停止要

請 

2022/ 4/21 カタールが手続停止に合意 

①カタールは、サウジアラビア

がカタール国内に本拠地を置く

企業の知的財産権に対して十分

な保護を与えなかったことが、

TRIPS協定に非整合として申立

て。 

②パネルは、カタール企業から

サウジアラビアで知的財産権を

行使する機会を奪うサウジアラ

ビアの措置が、TRIPS協定42条及

び41.1条に非整合であったと認

定した。また、サウジアラビア

が同国企業に刑事罰を適用しな

かったことがTRIPS協定61条に非

整合であったと認定した。 

TTRRIIPPSS(3, 4, 9, 

14, 16, 41, 

42, 61) 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

568.中国－砂

糖の輸入に関

する措置 

ブラジル 2018/10/16 協議要請 ①ブラジルは、中国に対し、(i)

砂糖の輸入に対して課したセー

フガード措置、（ii）砂糖の関

税率割当に関する運営、（iii）

割当外の輸入ライセンス制度、

がSG協定やGATTなどに非整合と

して申立て。 

SSGG(2, 3, 4, 5, 

7) 

GGAATTTT(II, X, 

XI, XIII, XIX) 

加加盟盟議議定定書書  

IILL(1, 2, 3) 

AAAA(4)  

 

569.アルメニ

ア－鉄パイプ

に関するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ウクライナ 2018/10/17 協議要請 ①ウクライナは、アルメニアが

鉄パイプの輸入に対して課した

AD協定措置がAD協定とGATTに非

整合として申立て。 

AADD(9, 12) 

GGAATTTT(VI) 

 

 

570.キルギス

－鉄パイプに

関するアン

チ・ダンピン

グ措置 

ウクライナ 2018/10/17 協議要請 ①ウクライナは、キルギスが鉄

パイプの輸入に対して課したAD

協定措置がAD協定とGATTに非整

合として申立て。 

AADD(9, 11, 12) 

GGAATTTT(VI) 

  

 

571. 韓国－商

船貿易に影響

を与える措置

(日本) 

日本 2018/11/ 6 協議要請 ①日本は、韓国による日本の商

船貿易に影響を与えうる措置

が、補助金協定とGATTに非整合

として申立て。 

SSCCMM(1, 2, 3, 

5, 6) 

GGAATTTT(III, VI) 

第I部第

5章 

572.ペルー－

アルゼンチン

製バイオディ

ーゼルに対す

るアンチ・ダ

ンピング、相

殺関税措置 

アルゼンチン 2018/11/29 協議要請 ①アルゼンチンは、ペルーがア

ルゼンチンからのバイオディー

ゼルに対して課したAD措置と相

殺関税措置がAD協定や補助金協

定などに非整合として申立て。 

AADD(2, 3, 5, 6, 

9, 18) 

SSCCMM(1, 10, 12, 

14, 15, 19, 

32) 

GGAATTTT(VI) 

WWTTOO(XVI) 

 

573.トルコー

タイからのエ

アコンに対す

る追加的措置 

タイ 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、インド、韓国、

ロシア、シンガポ

ール、ウクライ

ナ、米国】 

2018/12/ 5 協議要請 

2019/ 2/14 パネル設置要請 

2019/ 4/11 パネル設置 

2020/11/10 タイによるパネル手続停止要

請 

2021/11/19 パネル手続停止 

①タイは、トルコがタイからの

エアコンの輸入に対して課した

追加的措置が、SG協定とGATTに

非整合として申立て。 

SSGG(8, 12) 

GGAATTTT(I, II, 

XIX) 

 

574.米国－物

品・サービス

貿易に関する

措置 

ベネズエラ 2018/12/28 協議要請 

2019/ 3/14 パネル設置要請 

2021/ 3/15 パネル設置要請修正 

①ベネズエラは、米国がベネズ

エラに課した貿易制限措置が、

GATTとGATSに非整合として申立

て。 

GGAATTTT(I, II, 

III, V, X, XI, 

XIII, XXIII) 

GGAATTSS  (II, X, 

XVI, XVII, 

XXIII) 

 

575.コロンビ

ア－液体燃料

の分配に関す

る措置 

ベネズエラ 2019/ 1/ 9 協議要請 ①ベネズエラは、コロンビアに

よる一連の液体燃料分配・ライ

センス措置が輸入品を差別して

いることがGATTに非整合として

申立て。 

GGAATTTT(I, III, 

V, X, XI, 

XIII, XXIV) 

 

576.カタール

－アラブ首長

国連邦からの

製品に関する

措置 

アラブ首長国連

邦 

【日本、アフガニ

スタン、バーレー

ン、ブラジル、カ

2019/ 1/28 協議要請 

2019/ 4/11 パネル設置要請 

2019/ 5/28 パネル設置 

2019/ 8/ 8 アラブ首長国連邦によるパネ

ル手続停止要請 

①アラブ首長国連邦は、カター

ルがアラブ首長国連邦に課した

貿易制限措置が、GATTやDSUに非

整合として申立て。 

GGAATTTT(I, III, 

X, XI, XXIII) 

DDSSUU(23)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ナダ、中国、エジ

プト、EU、インド、

メキシコ、ノルウ

ェー、ロシア、サ

ウジアラビア、シ

ンガポール、台

湾、トルコ、ウク

ライナ、米国】 

577.米国－完

熟オリーブに

対するアン

チ・ダンピン

グ措置及び相

殺関税措置 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、インド、メ

キシコ、ロシア、

サウジアラビア、

スイス、トルコ】 

2019/ 1/29 協議要請 

2019/ 5/16 パネル設置要請 

2019/ 6/24 パネル設置 

2021/11/19  パネル報告書配布 

2021/12/20  パネル報告書採択 

2023/7/14 パネル設置要請（履行確認） 

2023/7/31 パネル設置（履行確認） 

①EUは、米国がスペインからの

完熟オリーブに対して課したAD

協定措置と相殺関税措置がAD協

定や補助金協定などに非整合と

して申立て。 

②米国の措置は、(i) 新しい農

業生産者等に関する補助金受給

資格の割当ルールについて適切

に検証・説明していないこと、

(ii)法律上の特定性の決定にお

けるいわゆる地域割合の機能に

ついて誤った事実認定に依拠し

ていること、(iii)譲渡により補

助金受給資格を得た農業生産者

等に関する補助金受給資格の割

当ルールについて適切に検証・

説明していないことから、補助

金協定2.1条、2.2条(a)及び2.4

条に整合しない。 

米国の1930年関税法セクション

771Bは、加工農産品に加工され

る非加工農産品について、パス

スルーの有無及び程度に関する

決定に相当する他の要因を考慮

に入れる可能性を明らかにする

ことなく、2つの事実上の条件の

みに基づいて補助金全体の利益

を仮定することを要求している

点で、GATTVI:3及び補助金協定

10条に整合せず、米国当局の措

置は、スペイン産完熟オリーブ

への補助金相殺関税調査におい

て1930年関税法セクション771B

を適用した点で、全ての関連要

因と条件を考慮に入れる間接補

助金の存在と範囲について立証

していないから、GATTVI:3及び

補助金協定10条に非整合であ

る。 

米国当局がスペイン企業の最終

的な補助金マージン及び相殺関

税割合を算定するにあたって初

回質問状で報告された生オリー

ブ購買量に依拠し、調査対象産

品への補助金額を可能な限り正

AADD(3) 

SSCCMM(1, 2, 10, 

12, 14, 15, 

19, 22, 32) 

GGAATTTT(VI)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ナダ、中国、エジ

プト、EU、インド、

メキシコ、ノルウ

ェー、ロシア、サ

ウジアラビア、シ

ンガポール、台

湾、トルコ、ウク

ライナ、米国】 

577.米国－完

熟オリーブに

対するアン

チ・ダンピン

グ措置及び相

殺関税措置 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、インド、メ

キシコ、ロシア、

サウジアラビア、

スイス、トルコ】 

2019/ 1/29 協議要請 

2019/ 5/16 パネル設置要請 

2019/ 6/24 パネル設置 

2021/11/19  パネル報告書配布 

2021/12/20  パネル報告書採択 

2023/7/14 パネル設置要請（履行確認） 

2023/7/31 パネル設置（履行確認） 

①EUは、米国がスペインからの

完熟オリーブに対して課したAD

協定措置と相殺関税措置がAD協

定や補助金協定などに非整合と

して申立て。 

②米国の措置は、(i) 新しい農

業生産者等に関する補助金受給

資格の割当ルールについて適切

に検証・説明していないこと、

(ii)法律上の特定性の決定にお

けるいわゆる地域割合の機能に

ついて誤った事実認定に依拠し

ていること、(iii)譲渡により補

助金受給資格を得た農業生産者

等に関する補助金受給資格の割

当ルールについて適切に検証・

説明していないことから、補助

金協定2.1条、2.2条(a)及び2.4

条に整合しない。 

米国の1930年関税法セクション

771Bは、加工農産品に加工され

る非加工農産品について、パス

スルーの有無及び程度に関する

決定に相当する他の要因を考慮

に入れる可能性を明らかにする

ことなく、2つの事実上の条件の

みに基づいて補助金全体の利益

を仮定することを要求している

点で、GATTVI:3及び補助金協定

10条に整合せず、米国当局の措

置は、スペイン産完熟オリーブ

への補助金相殺関税調査におい

て1930年関税法セクション771B

を適用した点で、全ての関連要

因と条件を考慮に入れる間接補

助金の存在と範囲について立証

していないから、GATTVI:3及び

補助金協定10条に非整合であ

る。 

米国当局がスペイン企業の最終

的な補助金マージン及び相殺関

税割合を算定するにあたって初

回質問状で報告された生オリー

ブ購買量に依拠し、調査対象産

品への補助金額を可能な限り正

AADD(3) 

SSCCMM(1, 2, 10, 

12, 14, 15, 

19, 22, 32) 

GGAATTTT(VI)  

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

確に確認するための必要手順を

確認・踏襲しなかったことは

GATTVI:3に非整合であり、米国

当局が完熟オリーブの輸出者に

課される補助金相殺関税の他の

全ての割合の決定において、個

別に調査することなく、スペイ

ン企業に対して不正確に決定さ

れた補助金マージンに依拠した

ことはGATTVI:3に非整合であ

り、米国当局が完熟オリーブに

加工される生オリーブの購買量

についての情報を要求している

ことをスペイン企業に通知しな

かったことは補助金協定12.1条

に非整合であり、米国当局が完

熟オリーブに加工される生オリ

ーブの購買量が必要不可欠な要

素であることを最終決定前に利

害関係人に通知しなかったこと

は補助金協定12.8条に非整合で

ある。 

578.モロッコ

－チュニジア

からの学校用

練習帳に関す

るアンチ・ダ

ンピング措置 

チュニジア 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、マダガスカ

ル、ロシア、米国】 

2019/ 2/21 協議要請 

2019/ 9/19 パネル設置要請 

2019/10/28 パネル設置 

2021/ 7/27  パネル報告書配布 

2021/ 7/28  モロッコが上級委申し立て 

①チュニジアは、モロッコがチ

ュニジアからの学校用練習帳に

対して課したAD協定措置がAD協

定やGATTに非整合として申立て 

②モロッコ当局による通常価格

の設定はAD協定2.2条に整合せ

ず、利益に帰属する額もAD協定

2.2条及び2．2.2条に整合しな

い。また、モロッコ当局はライ

センスの価格への影響に関する

輸出者の主張の受諾又は拒否の

理由について詳しく説明してお

らず、AD協定12.2.2条に違反し

た。 

モロッコ当局の措置は、輸入に

よる価格への影響について価格

切り下げ、価格下落及び価格上

昇防止の反証を実施しておらず

AD協定3.1条及び3.2条に整合せ

ず、また、売上増加、市場シェ

ア並びに国内市場における生産

性及び収益性の反証を実施して

おらずAD協定3.1条及び3. 4条に

整合しない。モロッコによる因

果関係の検証はAD協定3.1条及び

3.5条に整合しない。 

AD協定5.2条は調査当局に直接の

義務を課すものではないが、5.3

条により、調査当局は、調査の

AADD(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 

12, 18, Annex 

II) 

GGAATTTT(II, VI)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

開始を正当化するに足りる証拠

であるか否かを決定するため

に、証拠の正確性と完全性を検

証することになる。モロッコ当

局は、輸出価格、通常価格及び

調整について適正に検証してお

らず、モロッコはAD協定5.3条に

違反した。 

579.インド－

砂糖とサトウ

キビに関する

措置 

ブラジル 

【日本、豪州、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、コスタリ

カ、エルサルバド

ル、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インドネシ

ア、パナマ、ロシ

ア、タイ、米国】 

2019/ 2/27 協議要請 

2019/ 7/11 パネル設置要請 

2019/ 8/15 パネル設置 

2021/12/14  パネル報告書配布 

2021/12/24 インドが上級委申し立て 

①ブラジルは、(i)インドの砂糖

とサトウキビ生産者に対する国

内助成措置、（ii）砂糖とサト

ウキビに対する輸出補助金は農

業協定に非整合として申立て。 

②(i)インドがサトウキビ生産総

価格の10%の水準を超える国内助

成措置を行っていたことは農業

協定7.2条(b)に整合しない。

(ii)インドは砂糖に対する輸出

補助金の減額を明示的に宣言し

ておらず、砂糖に対する輸出補

助金は農業協定3.3条及び8条に

整合しない。また、補助金協定

上の輸出実績を条件とするイン

ドの補助金は、補助金協定3.1条

(a)及び3.2条に整合しない。 

AAAA(3, 6, 7, 8, 

9, 10)  

 

580.インド－

砂糖とサトウ

キビに関する

措置 

豪州 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

コロンビア、コス

タリカ、エルサル

バドル、EU、グア

テマラ、ホンジュ

ラス、インドネシ

ア、パナマ、ロシ

ア、タイ、米国】 

2019/ 3/ 1 協議要請 

2019/ 7/11 パネル設置要請 

2019/ 8/15 パネル設置 

2021/12/14  パネル報告書配布 

2021/12/24 インドが上級委申し立て 

①豪州は、(i)インドの砂糖とサ

トウキビ生産者に対する国内助

成措置、（ii）砂糖とサトウキ

ビに対する輸出補助金は農業協

定や補助金協定などに非整合と

して申立て。 

②(i)インドがサトウキビ生産総

価格の10%の水準を超える国内助

成措置を行っていたことは農業

協定7.2条(b)に整合しない。

(ii)インドは砂糖に対する輸出

補助金の減額を明示的に宣言し

ておらず、砂糖に対する輸出補

助金は農業協定3.3条及び8条に

整合しない。また、インドはSCM

協定上の輸出実績を条件とする

インドの補助金は、補助金協定

の3.1条(a)及び3.2条に整合しな

い。 

AAAA(3, 6, 7, 8, 

9, 10, 18) 

SSCCMM(3, 18, 25, 

27) 

GGAATTTT(XVI)  

 

581.インド－

砂糖とサトウ

キビに関する

措置 

グアテマラ 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、コスタリカ、

エルサルバドル、

EU、ホンジュラ

2019/ 3/15 協議要請 

2019/ 7/11 パネル設置要請 

2019/ 8/15 パネル設置 

2021/12/14  パネル報告書配布 

2021/12/24  インドが上級委に申し立て 

①グアテマラは、(i)インドの砂

糖とサトウキビ生産者に対する

国内助成措置、（ii）砂糖とサ

トウキビに対する輸出補助金は

農業協定や補助金協定に非整合

として申立て。 

AAAA(3, 6, 7, 8, 

9, 10) 

SSCCMM(3)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

開始を正当化するに足りる証拠

であるか否かを決定するため

に、証拠の正確性と完全性を検

証することになる。モロッコ当

局は、輸出価格、通常価格及び

調整について適正に検証してお

らず、モロッコはAD協定5.3条に

違反した。 

579.インド－

砂糖とサトウ

キビに関する

措置 

ブラジル 

【日本、豪州、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、コスタリ

カ、エルサルバド

ル、EU、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インドネシ

ア、パナマ、ロシ

ア、タイ、米国】 

2019/ 2/27 協議要請 

2019/ 7/11 パネル設置要請 

2019/ 8/15 パネル設置 

2021/12/14  パネル報告書配布 

2021/12/24 インドが上級委申し立て 

①ブラジルは、(i)インドの砂糖

とサトウキビ生産者に対する国

内助成措置、（ii）砂糖とサト

ウキビに対する輸出補助金は農

業協定に非整合として申立て。 

②(i)インドがサトウキビ生産総

価格の10%の水準を超える国内助

成措置を行っていたことは農業

協定7.2条(b)に整合しない。

(ii)インドは砂糖に対する輸出

補助金の減額を明示的に宣言し

ておらず、砂糖に対する輸出補

助金は農業協定3.3条及び8条に

整合しない。また、補助金協定

上の輸出実績を条件とするイン

ドの補助金は、補助金協定3.1条

(a)及び3.2条に整合しない。 

AAAA(3, 6, 7, 8, 

9, 10)  

 

580.インド－

砂糖とサトウ

キビに関する

措置 

豪州 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

コロンビア、コス

タリカ、エルサル

バドル、EU、グア

テマラ、ホンジュ

ラス、インドネシ

ア、パナマ、ロシ

ア、タイ、米国】 

2019/ 3/ 1 協議要請 

2019/ 7/11 パネル設置要請 

2019/ 8/15 パネル設置 

2021/12/14  パネル報告書配布 

2021/12/24 インドが上級委申し立て 

①豪州は、(i)インドの砂糖とサ

トウキビ生産者に対する国内助

成措置、（ii）砂糖とサトウキ

ビに対する輸出補助金は農業協

定や補助金協定などに非整合と

して申立て。 

②(i)インドがサトウキビ生産総

価格の10%の水準を超える国内助

成措置を行っていたことは農業

協定7.2条(b)に整合しない。

(ii)インドは砂糖に対する輸出

補助金の減額を明示的に宣言し

ておらず、砂糖に対する輸出補

助金は農業協定3.3条及び8条に

整合しない。また、インドはSCM

協定上の輸出実績を条件とする

インドの補助金は、補助金協定

の3.1条(a)及び3.2条に整合しな

い。 

AAAA(3, 6, 7, 8, 

9, 10, 18) 

SSCCMM(3, 18, 25, 

27) 

GGAATTTT(XVI)  

 

581.インド－

砂糖とサトウ

キビに関する

措置 

グアテマラ 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、コスタリカ、

エルサルバドル、

EU、ホンジュラ

2019/ 3/15 協議要請 

2019/ 7/11 パネル設置要請 

2019/ 8/15 パネル設置 

2021/12/14  パネル報告書配布 

2021/12/24  インドが上級委に申し立て 

①グアテマラは、(i)インドの砂

糖とサトウキビ生産者に対する

国内助成措置、（ii）砂糖とサ

トウキビに対する輸出補助金は

農業協定や補助金協定に非整合

として申立て。 

AAAA(3, 6, 7, 8, 

9, 10) 

SSCCMM(3)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ス、インドネシ

ア、パナマ、ロシ

ア、タイ、米国】 

②(i)インドがサトウキビ生産総

価格の10%の水準を超える国内助

成措置を行っていたことは農業

協定7.2条(b)に整合しない。

(ii)インドは砂糖に対する輸出

補助金の減額を明示的に宣言し

ておらず、砂糖に対する輸出補

助金は農業協定3.3条及び8条に

整合しない。また、補助金協定

上の輸出実績を条件とするイン

ドの補助金の提供は、補助金協

定3.1条(a)及び3.2条に整合しな

い。 

582.インド－

情報通信技術

分野の特定の

製品に関する

措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

インドネシア、韓

国、ノルウェー、

パキスタン、ロシ

ア、シンガポー

ル、台湾、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、米国】 

2019/ 4/ 2 協議要請 

2020/ 2/17 パネル設置要請 

2020/ 6/29 パネル設置 

2023/4/17 パネル報告書配布 

2023/12/14 インドが上級委申立て 

①EUは、インドが情報通信技術

分野の製品に関して課した関税

はGATTに非整合として申立て。 

②インドの一定の製品に対する

関税はWTO別表に規定された税率

を超えていること、当該別表に

規定されていない要件を充足し

ない限り通常の税率とならない

こと、インドの取扱いはWTO別表

に比べて不利なものであること

から、GATT2条1項(a)(b)に違反

する。また、一部の製品につい

てはパネル設置時は以上と同様

の理由で違反が認められたが、

2022年1月の時点では違反が認め

られないものもあった。 

GGAATTTT(II)  第I部第

10章 

583.トルコ－

医薬品の製

造・輸入・販

売に関する措

置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

インド、インドネ

シア、ロシア、ス

イス、ウクライ

ナ、米国】 

2019/ 4/ 2 協議要請 

2019/ 8/ 2 パネル設置要請 

2019/ 9/30 パネル設置 

2021/12/20 EUがパネル手続停止要請 

2022/ 4/25 トルコが仲裁要請 

2022/ 7/25 仲裁判断配布 

①EUは、トルコが医薬品の製

造・輸入・販売に関して課した

(i)ローカライゼーション要件、

（ii）技術移転要件、（iii）ロ

ーカライズされた製品の輸入禁

止措置、（iv）優先順位付け措

置は、TRIMs協定やTRIPS協定な

どに非整合として申立て。 

②パネルは、EUによる、ローカ

ライゼーション要件がGATT III

条の内国民待遇義務に違反する

との主張、及び優先順位付け措

置がGATT III条に非整合である

との主張を支持した。パネル

は、トルコによる、係争上の措

置が政府調達に関するものであ

りGATT III条8(a)に該当すると

の主張、及びローカライゼーシ

ョン要件が人の生命又は健康の

保護のために必要な措置であ

り、GATT XX条の一般的例外に該

当するとのトルコの主張をいず

れも退けた。 

TTRRIIMMss(2)  

TTRRIIPPSS(3, 27, 

28, 39) 

SSCCMM(1, 3) 
GGAATTTT(III, X, 

XI)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

なお、仲裁判断はパネル報告を

支持した。 

584.インド－

特定の物品に

係る関税に関

する措置 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、中国、台湾、

EU、インドネシ

ア、ノルウェー、

パキスタン、ロシ

ア、シンガポー

ル、韓国、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、英国、米国】 

2019/ 5/10 協議要請 

2020/ 3/19 パネル設置要請 

2020/ 7/29 パネル設置 

2023/4/17 パネル報告書配布 

2023/5/17 インドが上級委申立て 

①日本は、インドが特定の製品

（情報通信技術分野）に関して

課した関税はGATTに非整合とし

て申立て。 

②インドの一定の製品に対する

関税はWTO別表に規定された税率

を超えていること、当該別表に

規定されていない要件を充足し

ない限り通常の税率とならない

こと、インドの取扱いはWTO別表

に比べて不利なものであること

から、GATT2条1項(a)(b)に違反

するが、その他の一部の製品は

上記のような不当な取扱いはな

く違反は認められない。 

GGAATTTT(II)  第I部第

10章 

585.インド－

米国からの特

定の製品に対

する追加的措

置 

 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、グアテマラ、

インドネシア、マ

レーシア、メキシ

コ、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、スイス、台

湾、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ、ボリビア】 

2019/ 7/ 3 協議要請 

2019/ 9/19 パネル設置要請 

2019/10/28 パネル設置 

2023/7/13 二国間合意通報 

2023/8/8 案件概要等のみのパネル報告書

配布 

①米国は、インドが米国製品に

対して課した追加的措置が、

GATTに非整合として申立て。 

GGAATTTT(I, II)  第I部第

2章 

586.米国－ロ

シアからの熱

間圧延炭素鋼

鋼帯に対する

アンチ・ダン

ピング措置 

ロシア 2019/ 7/ 5 協議要請 ①ロシアは、米国がロシアから

の熱間圧延炭素鋼帯に対して課

したAD協定措置がAD協定とGATT

に非整合として申立て。 

AADD(1, 2, 6, 9, 

11, 18) 

GGAATTTT(VI)  

 

587.米国－中

国からの一部

の物品に対す

る課税措置III 

中国 2019/ 9/ 2 協議要請 

 

①中国は、米国が中国製品に課

した課税措置がGATTとDSUに非整

合として申立て。 

GGAATTTT(Ⅰ, II) 

DDSSUU(23)  

 

588.インド－

情報通信技術

分野の製品に

関する措置 

台湾 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、インドネシ

ア、ノルウェー、

パキスタン、ロシ

ア、シンガポー

ル、韓国、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、英国、米国】 

2019/ 9/ 2 協議要請 

2020/ 3/24 パネル設置要請 

2020/ 7/29 パネル設置 

2023/4/17 パネル報告書配布 

①台湾は、インドが情報通信技

術分野の製品に関して課した関

税はGATTに非整合として申立

て。 

②インドの一定の製品に対する

関税はWTO別表に規定された税率

を超えていること、当該別表に

規定されていない要件を充足し

ない限り通常の税率とならない

こと、インドの取扱いはWTO別表

に比べて不利なものであること

から、GATT2条1項(a)(b)に違反

する。また、一部の製品につい

GGAATTTT(II)  第I部第

10章 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

なお、仲裁判断はパネル報告を

支持した。 

584.インド－

特定の物品に

係る関税に関

する措置 

日本 

【ブラジル、カナ

ダ、中国、台湾、

EU、インドネシ

ア、ノルウェー、

パキスタン、ロシ

ア、シンガポー

ル、韓国、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、英国、米国】 

2019/ 5/10 協議要請 

2020/ 3/19 パネル設置要請 

2020/ 7/29 パネル設置 

2023/4/17 パネル報告書配布 

2023/5/17 インドが上級委申立て 

①日本は、インドが特定の製品

（情報通信技術分野）に関して

課した関税はGATTに非整合とし

て申立て。 

②インドの一定の製品に対する

関税はWTO別表に規定された税率

を超えていること、当該別表に

規定されていない要件を充足し

ない限り通常の税率とならない

こと、インドの取扱いはWTO別表

に比べて不利なものであること

から、GATT2条1項(a)(b)に違反

するが、その他の一部の製品は

上記のような不当な取扱いはな

く違反は認められない。 

GGAATTTT(II)  第I部第

10章 

585.インド－

米国からの特

定の製品に対

する追加的措

置 

 

米国 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、グアテマラ、

インドネシア、マ

レーシア、メキシ

コ、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、スイス、台

湾、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ、ボリビア】 

2019/ 7/ 3 協議要請 

2019/ 9/19 パネル設置要請 

2019/10/28 パネル設置 

2023/7/13 二国間合意通報 

2023/8/8 案件概要等のみのパネル報告書

配布 

①米国は、インドが米国製品に

対して課した追加的措置が、

GATTに非整合として申立て。 

GGAATTTT(I, II)  第I部第

2章 

586.米国－ロ

シアからの熱

間圧延炭素鋼

鋼帯に対する

アンチ・ダン

ピング措置 

ロシア 2019/ 7/ 5 協議要請 ①ロシアは、米国がロシアから

の熱間圧延炭素鋼帯に対して課

したAD協定措置がAD協定とGATT

に非整合として申立て。 

AADD(1, 2, 6, 9, 

11, 18) 

GGAATTTT(VI)  

 

587.米国－中

国からの一部

の物品に対す

る課税措置III 

中国 2019/ 9/ 2 協議要請 

 

①中国は、米国が中国製品に課

した課税措置がGATTとDSUに非整

合として申立て。 

GGAATTTT(Ⅰ, II) 

DDSSUU(23)  

 

588.インド－

情報通信技術

分野の製品に

関する措置 

台湾 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、インドネシ

ア、ノルウェー、

パキスタン、ロシ

ア、シンガポー

ル、韓国、タイ、

トルコ、ウクライ

ナ、英国、米国】 

2019/ 9/ 2 協議要請 

2020/ 3/24 パネル設置要請 

2020/ 7/29 パネル設置 

2023/4/17 パネル報告書配布 

①台湾は、インドが情報通信技

術分野の製品に関して課した関

税はGATTに非整合として申立

て。 

②インドの一定の製品に対する

関税はWTO別表に規定された税率

を超えていること、当該別表に

規定されていない要件を充足し

ない限り通常の税率とならない

こと、インドの取扱いはWTO別表

に比べて不利なものであること

から、GATT2条1項(a)(b)に違反

する。また、一部の製品につい

GGAATTTT(II)  第I部第

10章 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

てはパネル設置時は以上と同様

の理由で違反が認められたが、

2022年1月の時点では違反が認め

られないものもあった。 

589.中国－カ

ナダからのキ

ャノーラ種の

輸入に関する

措置 

カナダ 

【日本、豪州、ブ

ラジル、EU、イン

ド、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、台湾、米国、

ベトナム】 

2019/ 9/ 9 協議要請 

2021/ 6/17  パネル設置要請 

2021/ 7/26 パネル設置 

2022/ 8/25 カナダがパネル手続停止要請 

2023/8/31 パネル手続停止 

①カナダは、中国がカナダから

のキャノーラ種子の輸入に関し

て課した(i)カナダ企業2社から

のキャノーラ種の輸入停止措置

（ii）カナダからの全てのキャ

ノーラ種子に対して強化検査を

適用する措置は、SPS協定やGATT

などに非整合として申立て。 

SSPPSS(2, 3, 5, 

7, 8, Annex B, 

Annex C) 

GGAATTTT(I, III, 

X, XI, XXIII) 

TTFFAA(1, 5, 7)  

 

590.日本－韓

国への製品・

技術の輸出に

関する措置 

韓国 

【ブラジル、カナ

ダ、中国、台湾、

EU、インド、ノル

ウェー、ロシア、

サウジアラビア、

シンガポール、ト

ルコ、ウクライ

ナ、英国、米国】 

2019/ 9/11 協議要請 

2020/ 6/18 パネル設置要請 

2020/ 7/29 パネル設置 

2023/3/23 二国間合意通報 

①韓国は、日本が韓国に対し

て、フッ化ポリアミド、レジス

ト、フッ化水素及びそれらの関

連技術の輸出を制限する措置

は、GATTやTFAなどに非整合とし

て申立て。 

GGAATTTT(I, VIII, 

X, XI, XIII, 

XXIII) 

TTFFAA(2, 6, 7, 

8) 

TTRRIIMMss(2) 

TTRRIIPPSS(3, 4, 

28) 

GGAATTSS(VI) 

WWTTOO(XVI)  

 

591.コロンビ

ア－ベルギ

ー、ドイツ、

オランダの冷

凍フライドポ

テトに対する

アンチ・ダン

ピング措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、中国、ホンジ

ュラス、インド、

ロシア、トルコ、

米国】 

2019/11/15 協議要請 

2020/ 2/17 パネル設置要請 

2020/ 6/29 パネル設置 

2022/10/6 コロンビアが仲裁要請 

2022/12/21 仲裁判断配布 

2023/10/10 シークエンス合意 

①EUは、コロンビアがベルギ

ー、ドイツ、オランダからの冷

凍フライドポテトに対して課し

たAD協定措置がAD協定やGATTに

非整合として申立て。②パネル

はコロンビアのAD措置がAD協定

に非整合であると認定した。 

(i)調査において、国内価格の代

わりに第三国向け価格を使用す

ることの適正性を検証していな

い点でAD協定5.3条に整合しな

い。 

(ii)特定の情報に秘密扱いを認

めた点や申請人に非秘密情報の

要約を求めなかった点でAD協定

6.5条に整合しない。 

(iii)ダンピング・マージン算定

において、調査対象企業の輸出

価格を、知ることができた事実

の利用要件充足を決定すること

なく排除した点で、AD協定6.8条

に整合しない。 

(iv)輸出者からの価格差に関す

る考慮要請を不適切に却下した

点でAD協定2.4条に整合しない。 

(v)損害及び因果関係の決定にお

いて、ダンピング・マージンが

僅少又はマイナスとなる輸出者

からの輸入を含めた点で、AD協

定3.1、3.2、3.4及び3.5条に整

合しない。 

AADD(1, 2, 3, 5, 

6, 9, 11, 12, 

18, Annex II) 

GGAATTTT(VI) 

CCVVAA(10)  

 



888

資料編資料編 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

なお、仲裁判断はパネル報告を

支持した。 

592.インドネ

シア－原材料

に関する措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

韓国、インド、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、台湾、トルコ、

ウクライナ、アラ

ブ首長国連邦、英

国、米国】 

2019/11/22 協議要請 

2021/ 1/14 パネル設置要請 

2021/ 2/22 パネル設置 

2022/11/30  パネル報告書配布 

2022/12/8  インドネシアが上級委申立て 

①EUは、インドネシアがステン

レス鋼の原材料に対して課した

様々な措置がGATTや補助金協定

に非整合として申立て。 

②パネルは、ニッケル鉱石の輸

出禁止措置及び国内加工要求

（DPR）はGATT XI条の適用対象

であるとした上で、インドネシ

アは、当該措置が重要物資不足

の防止解消のための一時的措置

であること及びGATT XX条(d)に

いう法令遵守のために必要な措

置であることを立証していない

として、インドネシアに、GATT

上の義務の遵守を勧告した。 

GGAATTTT(X, XI) 

SSCCMM(3)  

 

593.EU－パー

ム油及びアブ

ラヤシ作物製

バイオ燃料に

関する一部の

措置 

インドネシア 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、中

国、コロンビア、

コスタリカ、エク

アドル、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、マレ

ーシア、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、韓国、

タイ、トルコ、米

国】 

2019/12/ 9 協議要請 

2020/ 3/18 パネル設置要請 

2020/ 7/29 パネル設置 

①インドネシアは、EUによるパ

ーム油及びアブラヤシ作物製バ

イオ燃料に関する一部の措置が

GATTや補助金協定等に非整合と

して申立て。 

GGAATTTT(I, III, 

X, XI) 

SSCCMM (1, 3, 5) 

TTBBTT (2, 5, 12)  

 

594. 韓国－商

船貿易に影響

を与える措置

(二次申立て)  

日本 2020/ 1/31 協議要請 

本件は、DS571の2回目の協議要請 

 

①日本は、韓国による日本の商

船貿易に影響を与えうる措置

が、補助金協定やGATTに非整合

として申立て。 

SSCCMM(1, 2, 3, 

5, 6) 

GGAATTTT(I, III)  

第I部第

5章 

  

595. EU－一部

鉄鋼製品に対

するセーフガ

ード措置 

トルコ 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、中国、イ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、韓国、

スイス、台湾、ウ

クライナ、アラブ

首長国連邦、英

国、米国】 

2020/ 3/13 協議要請 

2020/ 7/16 パネル設置要請 

2020/ 8/28 パネル設置 

2022/ 4/29 パネル報告書配布 

2022/ 5/ 31 パネル報告書採択 

①トルコは、EUのトルコからの

一部の鉄鋼製品に対するセーフ

ガード措置が、SG協定やGATTに

非整合であるとして申立て。 

②(i)トルコは、欧州委員会が調

査や措置の適用の異なる段階で

製品範囲について内部的に矛盾

したアプローチをとっていたと

主張したものの、パネルは、欧

州委員会がセーフガード措置を

発動するための状況と条件につ

いて分析した製品範囲に関し

て、トルコはいかなる矛盾も立

証していないと結論付けた。

(ii)欧州委員会は、予期せぬ発

展やGATT上の義務の受諾と輸入

量の増加について立証しておら

SSGG(2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9)  

GGAATTTT(I, II, 
III, XIII, 

XIX, XX)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

なお、仲裁判断はパネル報告を

支持した。 

592.インドネ

シア－原材料

に関する措置 

EU 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

韓国、インド、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、台湾、トルコ、

ウクライナ、アラ

ブ首長国連邦、英

国、米国】 

2019/11/22 協議要請 

2021/ 1/14 パネル設置要請 

2021/ 2/22 パネル設置 

2022/11/30  パネル報告書配布 

2022/12/8  インドネシアが上級委申立て 

①EUは、インドネシアがステン

レス鋼の原材料に対して課した

様々な措置がGATTや補助金協定

に非整合として申立て。 

②パネルは、ニッケル鉱石の輸

出禁止措置及び国内加工要求

（DPR）はGATT XI条の適用対象

であるとした上で、インドネシ

アは、当該措置が重要物資不足

の防止解消のための一時的措置

であること及びGATT XX条(d)に

いう法令遵守のために必要な措

置であることを立証していない

として、インドネシアに、GATT

上の義務の遵守を勧告した。 

GGAATTTT(X, XI) 

SSCCMM(3)  

 

593.EU－パー

ム油及びアブ

ラヤシ作物製

バイオ燃料に

関する一部の

措置 

インドネシア 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、中

国、コロンビア、

コスタリカ、エク

アドル、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、マレ

ーシア、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、韓国、

タイ、トルコ、米

国】 

2019/12/ 9 協議要請 

2020/ 3/18 パネル設置要請 

2020/ 7/29 パネル設置 

①インドネシアは、EUによるパ

ーム油及びアブラヤシ作物製バ

イオ燃料に関する一部の措置が

GATTや補助金協定等に非整合と

して申立て。 

GGAATTTT(I, III, 

X, XI) 

SSCCMM (1, 3, 5) 

TTBBTT (2, 5, 12)  

 

594. 韓国－商

船貿易に影響

を与える措置

(二次申立て)  

日本 2020/ 1/31 協議要請 

本件は、DS571の2回目の協議要請 

 

①日本は、韓国による日本の商

船貿易に影響を与えうる措置

が、補助金協定やGATTに非整合

として申立て。 

SSCCMM(1, 2, 3, 

5, 6) 

GGAATTTT(I, III)  

第I部第

5章 

  

595. EU－一部

鉄鋼製品に対

するセーフガ

ード措置 

トルコ 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、中国、イ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、韓国、

スイス、台湾、ウ

クライナ、アラブ

首長国連邦、英

国、米国】 

2020/ 3/13 協議要請 

2020/ 7/16 パネル設置要請 

2020/ 8/28 パネル設置 

2022/ 4/29 パネル報告書配布 

2022/ 5/ 31 パネル報告書採択 

①トルコは、EUのトルコからの

一部の鉄鋼製品に対するセーフ

ガード措置が、SG協定やGATTに

非整合であるとして申立て。 

②(i)トルコは、欧州委員会が調

査や措置の適用の異なる段階で

製品範囲について内部的に矛盾

したアプローチをとっていたと

主張したものの、パネルは、欧

州委員会がセーフガード措置を

発動するための状況と条件につ

いて分析した製品範囲に関し

て、トルコはいかなる矛盾も立

証していないと結論付けた。

(ii)欧州委員会は、予期せぬ発

展やGATT上の義務の受諾と輸入

量の増加について立証しておら

SSGG(2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9)  

GGAATTTT(I, II, 
III, XIII, 

XIX, XX)  

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

ず、欧州委員会による最終的な

セーフガード措置はGATT XIX条

に整合しない。 

(iii)欧州委員会による最終的な

セーフガード措置に関して、調

査期間の終了時点における一部

の製品カテゴリ及び同系統の製

品の輸入量の減少は、輸入の増

加を認定した欧州委員会の調査

結果が誤りであることを示した

とのトルコの主張を退けた。ま

た、トルコはその「増加」が不

十分であるとの主張を立証でき

ておらず、「増加」の調査結果

に関して非整合である点を何ら

立証できていない。 

(iv)欧州委員会による重大な損

害のおそれの認定は事実に基づ

いておらずSG協定4条に整合しな

い。 

(v)トルコは、セーフガード措置

が重大な損害を防止するために

必要な範囲を超えて適用された

ことを立証できていない。(vi)

欧州委員会の最終的なセーフガ

ード措置に関して、関税割当制

度における国別の比率の割当が

GATT及びSG協定に整合しないと

のトルコの主張を却下した。 

(vii)セーフガード措置の自由化

及び制限の緩和のペースに関し

て、トルコは非整合であること

を立証できていない。 

596. ブラジル

－PETフィルム

等に関連する

措置 

ペルー 2020/ 7/10 協議要請 ①ペルーは、(a)ブラジル調査当

局がペルーからのPETフィルム等

に対して課したAD協定措置がAD

協定やGATTに非整合、(b)ブラジ

ル調査当局による運用がAD協定

に非整合、(c)PETフィルム等の

輸入物全般が工業製品税の賦課

を通じて受けているとされるブ

ラジルの税制措置がGATTに非整

合として申立て。 

AADD(1, 2, 3, 5, 

6, 18, Annex 

II)  

GGAATTTT(III, VI)  

  

 

597. 米国－原

産地表示 

香港 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、インド、韓国、

ノルウェー、ロシ

ア、シンガポー

ル、スイス、トル

コ、ウクライナ】 

2020/10/30 協議要請 

2021/ 1/14 パネル設置要請 

2021/ 2/22 パネル設置 

2022/12/21  パネル報告書配布 

2023/1/26   米国が上級委申立て 

①香港は、米国が香港製品に適

用する原産地表示に関する一部

の措置が、GATT、原産地規則協

定やTBT協定に非整合として申立

て。 

②パネルは、(i)本件措置導入

後、香港を原産国とする表示が

米国市場において利用できなく

なったため、本件措置は香港産

GGAATTTT(I, IX, X) 

RROOOO(2) 

TTBBTT(2)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

品に対して第三国の産品と比較

して競争上の不利益を引き起こ

したとして、本件措置は、GATT9

条1項に非整合と判断。 

(ii) 米国は、GATT21条（b）

（iii）に記載された状況に最も

自然に関連すると理解できるた

め、同条に基づいて正当化され

ると主張した。パネルは、GATT

に基づく義務に不整合な行動を

とることを正当化するような、

国際関係における緊急事態を構

成するのに必須である重大さの

閾値に達しているとは言えず、

GATT21条（b）（iii）で正当化

できないと判断した。 

598. 中国－豪

州産の大麦に

対するAD措置

及び相殺関税

措置 

豪州 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、ウクラ

イナ、英国、米国】 

2020/12/16 協議要請 

2021/ 3/15 パネル設置要請 

2021/ 5/28 パネル設置 

2023/8/11 二国間合意通報 

2023/8/24 案件概要等のみのパネル報告書

配布 

①豪州は、中国が、豪州からの

大麦にAD関税及び相殺関税を課

した措置が、AD協定、補助金協

定やGATTに非整合として申立

て。 

AADD(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 12, 

19, Annex II)  

GGAATTTT(VI) 

SSCCMM(1, 2, 6, 

10, 11, 12, 

15, 16, 19, 

22, 32) 

  

 

599. パナマ－

コスタリカか

らの一部製品

の輸入に関す

る措置 

コスタリカ 

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、グアテマラ、

インド、ホンジュ

ラス、ニカラグ

ア、メキシコ、ロ

シア、台湾、米国、

英国】 

2021/ 1/11 協議要請 

2021/ 8/17 パネル設置要請 

2021/ 9/27 パネル設置 

①コスタリカは、イチゴ、乳製

品、肉、魚、パイナップル、プ

ランテンやバナナ等のコスタリ

カ産の数々の製品の輸入に対す

るパナマの措置が、SPS協定、農

業協定やGATTに非整合として申

立て。 

SSPPSS(1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 

Annex B, Annex 

C) 

AAAA(4)  

GGAATTTT(I, X, XI)  

 

600. EU－パー

ム油及びアブ

ラヤシ作物製

バイオ燃料に

関する一部の

措置 

マレーシア 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、中

国、コロンビア、

コスタリカ、エク

アドル、エルサル

バドル、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、イン

ドネシア、韓国、

ノルウェー、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、タイ、トルコ、

ウクライナ、英

国、米国】 

2021/ 1/15 協議要請 

2021/ 4/15 パネル設置要請 

2021/ 5/28 パネル設置 

①マレーシアは、EU及びその一

部の加盟国による、マレーシア

からのパーム油及びアブラヤシ

作物製バイオ燃料に関する一部

の措置が、TBT協定、GATTや補助

金協定に非整合として申立て。 

GGAATTTT(I, III, 

X, XI) 

SSCCMM (3, 5) 

TTBBTT (2, 5, 12)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

品に対して第三国の産品と比較

して競争上の不利益を引き起こ

したとして、本件措置は、GATT9

条1項に非整合と判断。 

(ii) 米国は、GATT21条（b）

（iii）に記載された状況に最も

自然に関連すると理解できるた

め、同条に基づいて正当化され

ると主張した。パネルは、GATT

に基づく義務に不整合な行動を

とることを正当化するような、

国際関係における緊急事態を構

成するのに必須である重大さの

閾値に達しているとは言えず、

GATT21条（b）（iii）で正当化

できないと判断した。 

598. 中国－豪

州産の大麦に

対するAD措置

及び相殺関税

措置 

豪州 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、ウクラ

イナ、英国、米国】 

2020/12/16 協議要請 

2021/ 3/15 パネル設置要請 

2021/ 5/28 パネル設置 

2023/8/11 二国間合意通報 

2023/8/24 案件概要等のみのパネル報告書

配布 

①豪州は、中国が、豪州からの

大麦にAD関税及び相殺関税を課

した措置が、AD協定、補助金協

定やGATTに非整合として申立

て。 

AADD(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 12, 

19, Annex II)  

GGAATTTT(VI) 

SSCCMM(1, 2, 6, 

10, 11, 12, 

15, 16, 19, 

22, 32) 

  

 

599. パナマ－

コスタリカか

らの一部製品

の輸入に関す

る措置 

コスタリカ 

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、グアテマラ、

インド、ホンジュ

ラス、ニカラグ

ア、メキシコ、ロ

シア、台湾、米国、

英国】 

2021/ 1/11 協議要請 

2021/ 8/17 パネル設置要請 

2021/ 9/27 パネル設置 

①コスタリカは、イチゴ、乳製

品、肉、魚、パイナップル、プ

ランテンやバナナ等のコスタリ

カ産の数々の製品の輸入に対す

るパナマの措置が、SPS協定、農

業協定やGATTに非整合として申

立て。 

SSPPSS(1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 

Annex B, Annex 

C) 

AAAA(4)  

GGAATTTT(I, X, XI)  

 

600. EU－パー

ム油及びアブ

ラヤシ作物製

バイオ燃料に

関する一部の

措置 

マレーシア 

【日本、アルゼン

チン、豪州、ブラ

ジル、カナダ、中

国、コロンビア、

コスタリカ、エク

アドル、エルサル

バドル、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、イン

ドネシア、韓国、

ノルウェー、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、タイ、トルコ、

ウクライナ、英

国、米国】 

2021/ 1/15 協議要請 

2021/ 4/15 パネル設置要請 

2021/ 5/28 パネル設置 

①マレーシアは、EU及びその一

部の加盟国による、マレーシア

からのパーム油及びアブラヤシ

作物製バイオ燃料に関する一部

の措置が、TBT協定、GATTや補助

金協定に非整合として申立て。 

GGAATTTT(I, III, 

X, XI) 

SSCCMM (3, 5) 

TTBBTT (2, 5, 12)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

601. 中国-日

本からのステ

ンレス鋼製品

に対するAD措

置 

日本 

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、韓国、メ

キシコ、ロシア、

サウジアラビア、

台湾、米国、ベト

ナム】 

2021/ 6/11 協議要請 

2021/ 8/19 パネル設置要請 

2021/ 9/27 パネル設置 

2023/6/19 パネル報告書配布 

2023/7/28 パネル報告書採択 

①日本は、中国の日本からのス

テンレス鋼等に対するAD措置

が、AD協定やGATTに非整合であ

るとして申立て。 

②(i) パネルは、MOFCOMが国内

産業に含まれる企業の生産が全

中国生産者の総生産の「主要な

割合」を占めるとの認定につい

て、理由ある適切な説明を行わ

なかったため、MOFCOMの国内産

業の認定がAD協定4.1条と矛盾す

ることを日本が立証したと判断

した。 

(ii) パネルは、MOFCOMが依拠し

たデータにおける国内産業の代

表性の欠如の疑義により、

MOFCOMの国内産業の定義がAD協

定4.1条と矛盾することを日本が

立証していないと判断した。 
(iii) パネルは、日本が、対象

輸入品の影響の累積的評価が輸

入品間の競争条件及び輸入品と

同種の国内製品間の競争条件に

照らして適切であると認定した

ことについて、MOFCOMがAD協定

3.1条及び第3.3条と矛盾する行

為を行ったことを立証していな

いと認定した。従って、パネル

は、日本が、MOFCOMの価格影響

分析、影響分析及び因果関係の

認定が、MOFCOMの3.1条及び第

3.3条に基づく違反の結果とし

て、それぞれAD協定第3.2条、

3.4条及び第3.5条と矛盾するこ

とを立証していないとも認定し

た。 
(iv) パネルは、MOFCOMのステン

レス鋼ビレット（スラブ）、ス

テンレス鋼板、ステンレス鋼コ

イルの価格の比較可能性に関す

るMOFCOMの調査結果、様々なグ

レードの鋼材の輸入品と国内類

似品との価格比較に関する

MOFCOMの調査結果、価格下落に

関するMOFCOMの総合的結論が、

積極的な証拠の客観的な検討に

基づいていないため、MOFCOMの

価格効果に関する検討がAD協定

第3.1条及び第3.2条と矛盾して

いる。 
(v) パネルは、日本が、MOFCOM

が国内市場シェア、販売価格の

動向、生産能力稼働率、期末在

AADD(1, 3, 4, 6, 

12)  

GGAATTTT(VI)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

庫の各要因の分析において、AD

協定第3.1条及び第3.4条と矛盾

すると認定した。 

(vi) パネルは、日本がMOFCOMの

因果関係分析がAD協定第3.1条及

び第3.5条と矛盾していることを

立証したと認定した。 
(vii) パネルは、日本が、

MOFCOMが価格影響分析と因果関

係判定の基礎となる検討中の特

定の重要な事実を開示しなかっ

たため、MOFCOMがAD協定第6.9条

と矛盾する行為を行ったことを

立証したと判断した。 

602. 中国－豪

州産ワインに

対するAD措置

及び相殺関税

措置 

豪州 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、ロシア、シ

ンガポール、スイ

ス、台湾、トルコ、

ウクライナ、英

国、米国、ベトナ

ム】 

2021/ 6/22 協議要請 

2021/ 9/16 パネル設置要請 

2021/10/26 パネル設置 

①豪州は、豪州からのワインに

対する中国のAD措置及び相殺関

税措置が、AD協定、補助金協定

やGATTに非整合であるとして申

立て。 

AADD(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

12, 18, Annex 

II)  

GGAATTTT(VI)  

SSCCMM(1, 2, 10, 

11, 12, 15, 

16, 17, 19, 

22, 32)  

 

603. 豪州－中

国製品に対す

るAD措置及び

相殺関税措置 

中国 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、EU、イン

ド、韓国、マレー

シア、メキシコ、

ノルウェー、ロシ

ア、シンガポー

ル、スイス、台湾、

英国、米国、ベト

ナム】 

2021/ 6/24 協議要請 

2022/ 1/13 パネル設置要請 

2022/ 2/28 パネル設置 

①中国は、豪州の中国からの特

定の産品に対するAD措置及び相

殺関税措置が、AD協定、GATTや

補助金協定に非整合として申立

て。 

AADD(2, 9)  

GGAATTTT(VI)  

SSCCMM(1, 2, 11, 

14)  

 

604. ロシア－

物品・サービ

ス貿易に関す

る措置 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、インド、韓国、

モルドバ、スイ

ス、ウクライナ、

英国、米国】 

2021/ 7/22 協議要請 

2021/11/17 パネル設置要請 

2021/12/20 パネル設置 

2023/3/8 パネル手続停止 

①EUは、外国産品及びサービス

に対して内国産品及びサービス

を優遇するロシアの様々な措置

が、GATT、GATSやロシアのWTO加

盟議定書に非整合であるとして

申立て。 

GGAATTSS(XⅢ, 

XVII) 

GGAATTTT(III, XI, 

XVII) 

  

 

605. ドミニカ

-棒鋼に対する

AD措置 

コスタリカ 

【日本、カナダ、

中国、EU、インド、

メキシコ、ロシ

ア、米国】 

2021/ 7/23 協議要請 

2021/11/15 パネル設置要請 

2021/12/20 パネル設置 

2023/7/27 パネル報告書配布 

2023/9/18 ドミニカが上級委申立て 

①コスタリカは、ドミニカのコ

スタリカからの波型棒鋼及び変

形棒鋼に対するAD措置が、AD協

定やGATTに非整合であるとして

申立て。 

②(i) ダンピング・マージンの

算定に考慮された売上の日付に

AADD(1, 2, 3, 5, 

6, 9, 12, 

Annex 1)  

GGAATTTT(VI)  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

庫の各要因の分析において、AD

協定第3.1条及び第3.4条と矛盾

すると認定した。 

(vi) パネルは、日本がMOFCOMの

因果関係分析がAD協定第3.1条及

び第3.5条と矛盾していることを

立証したと認定した。 
(vii) パネルは、日本が、

MOFCOMが価格影響分析と因果関

係判定の基礎となる検討中の特

定の重要な事実を開示しなかっ

たため、MOFCOMがAD協定第6.9条

と矛盾する行為を行ったことを

立証したと判断した。 

602. 中国－豪

州産ワインに

対するAD措置

及び相殺関税

措置 

豪州 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、EU、

インド、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、ロシア、シ

ンガポール、スイ

ス、台湾、トルコ、

ウクライナ、英

国、米国、ベトナ

ム】 

2021/ 6/22 協議要請 

2021/ 9/16 パネル設置要請 

2021/10/26 パネル設置 

①豪州は、豪州からのワインに

対する中国のAD措置及び相殺関

税措置が、AD協定、補助金協定

やGATTに非整合であるとして申

立て。 

AADD(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

12, 18, Annex 

II)  

GGAATTTT(VI)  

SSCCMM(1, 2, 10, 

11, 12, 15, 

16, 17, 19, 

22, 32)  

 

603. 豪州－中

国製品に対す

るAD措置及び

相殺関税措置 

中国 

【日本、アルゼン

チン、ブラジル、

カナダ、EU、イン

ド、韓国、マレー

シア、メキシコ、

ノルウェー、ロシ

ア、シンガポー

ル、スイス、台湾、

英国、米国、ベト

ナム】 

2021/ 6/24 協議要請 

2022/ 1/13 パネル設置要請 

2022/ 2/28 パネル設置 

①中国は、豪州の中国からの特

定の産品に対するAD措置及び相

殺関税措置が、AD協定、GATTや

補助金協定に非整合として申立

て。 

AADD(2, 9)  

GGAATTTT(VI)  

SSCCMM(1, 2, 11, 

14)  

 

604. ロシア－

物品・サービ

ス貿易に関す

る措置 

EU 

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、インド、韓国、

モルドバ、スイ

ス、ウクライナ、

英国、米国】 

2021/ 7/22 協議要請 

2021/11/17 パネル設置要請 

2021/12/20 パネル設置 

2023/3/8 パネル手続停止 

①EUは、外国産品及びサービス

に対して内国産品及びサービス

を優遇するロシアの様々な措置

が、GATT、GATSやロシアのWTO加

盟議定書に非整合であるとして

申立て。 

GGAATTSS(XⅢ, 

XVII) 

GGAATTTT(III, XI, 

XVII) 

  

 

605. ドミニカ

-棒鋼に対する

AD措置 

コスタリカ 

【日本、カナダ、

中国、EU、インド、

メキシコ、ロシ

ア、米国】 

2021/ 7/23 協議要請 

2021/11/15 パネル設置要請 

2021/12/20 パネル設置 

2023/7/27 パネル報告書配布 

2023/9/18 ドミニカが上級委申立て 

①コスタリカは、ドミニカのコ

スタリカからの波型棒鋼及び変

形棒鋼に対するAD措置が、AD協

定やGATTに非整合であるとして

申立て。 

②(i) ダンピング・マージンの

算定に考慮された売上の日付に

AADD(1, 2, 3, 5, 

6, 9, 12, 

Annex 1)  

GGAATTTT(VI)  

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

関して、CDC（ドミニカの調査当

局の略称）が輸出価格の算定に

使用した一部の売上は調査期間

開始前に請求されたものであっ

たが、正常価格の算定に使用さ

れた売上高はすべて調査期間内

に請求されたものであったた

め、パネルは、輸出価格と正常

価格の比較を「できる限り同時

期に行われた販売に関して」行

うというAD協定2条4項2文に違反

したと認定した。 

(ii) CDCが原価を下回る売上と

して特定し、正常価格の計算か

ら除外した売上について、パネ

ルは、調査当局には、取引が原

価を下回っているかどうかの分

析を歪めないよう、「販売時

に」原価を上回っている販売を

合理的に特定できる方法論を用

いることが求められるとし、CDC

が調査対象期間中に生産コスト

が大幅に上昇したことを認識し

ていたにもかかわらず、調査期

間の年間加重平均の使用に基づ

く分析において歪曲の可能性を

考慮しなかったため、アンチダ

ンピング協定第2条2.1項第2文に

違反すると判断した。 
(iii) 価格効果に関するCDCの分

析について、パネルは、CDCが

2016年から2018年の調査期間を

通じての価格の変遷や、POI終了

時に算出された平均価格が2015

年とほぼ同じ水準に戻った事実

を考慮していないため、価格下

落に関するCDCの分析が客観的で

なく、AD協定第3条1項及び3条2

項に違反すると認定した。 
(iv) パネルは、コスタリカの主

張の各要素を分析し、CDCの収益

性、キャッシュフロー、雇用、

市場シェア損失に関する分析は

客観的ではなく、記録された証

拠に裏付けられていないと結論

付け、さらに、CDCの特定のネガ

ティブな国内産業指標に関する

単独の分析は、AD協定第3条1項

及び3条4項に違反すると認定し

た。 
(v)パネルは、ダンピング輸入が

大幅に増加する可能性に関する

CDCの予測分析、及び輸入品が国
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

内価格を著しく下落又は抑制す

るような価格で流入しているか

どうかの分析は、調査記録上の

事実に基づいておらず、したが

って、ダンピング輸入の疑いが

「明らかに予見可能で差し迫っ

た」損害を引き起こすというCDC

の結論は根拠がないと判断し、

重大な損害の脅威に関するCDCの

分析がAD協定第3.1条と3.7条に

違反するとした。 
(vi) CDCは、全体として、ダン

ピングされたコスタリカの輸入

品によって将来の損害が引き起

こされるかどうかという問題を

評価することを怠ったとし、パ

ネルは、CDCの因果関係の分析に

関して、AD協定第3.1条お及び第

3.5条に違反したと認定した。 
(vii) パネルは、CDCが調査開始

後「すぐに」開始申立書の「完

全な」文章を提供しなかったこ

とが、AD協定第6条1.3項に違反

すると認定した。 

606. EU－サウ

ジアラビアか

らのモノエチ

レングリコー

ルに対するAD

措置 

サウジアラビア 2021/ 8/17 協議要請 ①サウジアラビアは、EUのサウ

ジアラビアからのモノエチレン

グリコールに対する暫定AD措置

が、AD協定やGATTに非整合であ

るとして申立て。 

AADD(2, 3, 5, 6, 

Annex II) 

GGAATTTT(VI)  

 

607. EU－ブラ

ジル産家禽肉

製品の輸入に

関する措置 

ブラジル 2021/11/ 8 協議要請 ①ブラジルは、EUのブラジルか

らの家禽肉製品の輸入に関する

措置が、SPS協定やGATTに非整合

であるとして申立て。 

GGAATTTT(III, XI)  

SSPPSS（2, 5, 8, 

Annex C）  

 

608. ロシア―

木材の輸出に

関する措置 

EU 2022/ 1/20 協議要請 ①EUは、ロシアが導入する木材

製品の輸出を制限する措置が、

GATTに非整合であるとして申立

て。 

GGAATTTT(I, II, 

XI, XIII)  

 

609. エジプト

―特定の製品

の輸入に関す

る登録要件 

EU 2022/ 1/26 協議要請 ①EUは、エジプトが導入する特

定の物品に対する輸入に関する

登録要件が、農業協定や輸入ラ

イセンス協定、GATTに非整合で

あるとして申立て。 

農農業業協協定定(4)  

GGAATTTT(VIII, X, 

XI)  

IILL(1, 3)  

 

610.中国―物

品及びサービ

スに関する貿

易上の懸念 

EU 【日本、オー

ストラリア、ブラ

ジル、カナダ、コ

ロンビア、イン

ド、インドネシ

ア、韓国、ニュー

ジーランド、ノル

ウェー、ロシア連

邦、スイス、台湾、

2022/ 1/27 協議要請 

2022/ 12/7 パネル設置要請 

2023/ 1/27 パネル設置 

①EUは、EUからの輸入、EUへの

輸出、EUと中国間のサービス貿

易に関する中国の措置が、GATS

やGATT、SPS協定、加盟議定書、

TFAに非整合であるとして申立

て。 

GGAATTSS(II, VIII, 

XI, XVI、XVII) 

GGAATTTT(I, V, X, 

XI, XVII) 

SSPPSS(2, 8)  

加加盟盟議議定定書書

（（１１））  

TTFFAA（7）  
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

内価格を著しく下落又は抑制す

るような価格で流入しているか

どうかの分析は、調査記録上の

事実に基づいておらず、したが

って、ダンピング輸入の疑いが

「明らかに予見可能で差し迫っ

た」損害を引き起こすというCDC

の結論は根拠がないと判断し、

重大な損害の脅威に関するCDCの

分析がAD協定第3.1条と3.7条に

違反するとした。 
(vi) CDCは、全体として、ダン

ピングされたコスタリカの輸入

品によって将来の損害が引き起

こされるかどうかという問題を

評価することを怠ったとし、パ

ネルは、CDCの因果関係の分析に

関して、AD協定第3.1条お及び第

3.5条に違反したと認定した。 
(vii) パネルは、CDCが調査開始

後「すぐに」開始申立書の「完

全な」文章を提供しなかったこ

とが、AD協定第6条1.3項に違反

すると認定した。 

606. EU－サウ

ジアラビアか

らのモノエチ

レングリコー

ルに対するAD

措置 

サウジアラビア 2021/ 8/17 協議要請 ①サウジアラビアは、EUのサウ

ジアラビアからのモノエチレン

グリコールに対する暫定AD措置

が、AD協定やGATTに非整合であ

るとして申立て。 

AADD(2, 3, 5, 6, 

Annex II) 

GGAATTTT(VI)  

 

607. EU－ブラ

ジル産家禽肉

製品の輸入に

関する措置 

ブラジル 2021/11/ 8 協議要請 ①ブラジルは、EUのブラジルか

らの家禽肉製品の輸入に関する

措置が、SPS協定やGATTに非整合

であるとして申立て。 

GGAATTTT(III, XI)  

SSPPSS（2, 5, 8, 

Annex C）  

 

608. ロシア―

木材の輸出に

関する措置 

EU 2022/ 1/20 協議要請 ①EUは、ロシアが導入する木材

製品の輸出を制限する措置が、

GATTに非整合であるとして申立

て。 

GGAATTTT(I, II, 

XI, XIII)  

 

609. エジプト

―特定の製品

の輸入に関す

る登録要件 

EU 2022/ 1/26 協議要請 ①EUは、エジプトが導入する特

定の物品に対する輸入に関する

登録要件が、農業協定や輸入ラ

イセンス協定、GATTに非整合で

あるとして申立て。 

農農業業協協定定(4)  

GGAATTTT(VIII, X, 

XI)  

IILL(1, 3)  

 

610.中国―物

品及びサービ

スに関する貿

易上の懸念 

EU 【日本、オー

ストラリア、ブラ

ジル、カナダ、コ

ロンビア、イン

ド、インドネシ

ア、韓国、ニュー

ジーランド、ノル

ウェー、ロシア連

邦、スイス、台湾、

2022/ 1/27 協議要請 

2022/ 12/7 パネル設置要請 

2023/ 1/27 パネル設置 

①EUは、EUからの輸入、EUへの

輸出、EUと中国間のサービス貿

易に関する中国の措置が、GATS

やGATT、SPS協定、加盟議定書、

TFAに非整合であるとして申立

て。 

GGAATTSS(II, VIII, 

XI, XVI、XVII) 

GGAATTTT(I, V, X, 

XI, XVII) 

SSPPSS(2, 8)  

加加盟盟議議定定書書

（（１１））  

TTFFAA（7）  

 

第３章 紛争案件一覧 

 

案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

タイ、トルコ、英

国、米国、ベトナ

ム】 

611.中国―知

財権の行使 

EU 【日本、オー

ストラリア、ブラ

ジル、カナダ、コ

ロンビア、イン

ド、インドネシ

ア、韓国、ノルウ

ェー、ペルー、ロ

シア連邦、シンガ

ポール、スイス、

台湾、タイ、ウク

ライナ、英国、米

国、ベトナム】 

2022/ 2/18 協議要請 

2022/ 12/7 パネル設置要請 

2023/ 1/27 パネル設置 

①EUは、中国の知財権の行使

が、TRIPS、加盟議定書に非整合

であるとして申立て。 

TTRRIIPPSS(1, 28, 

41, 44, 63)  

加加盟盟議議定定書書  

 

612.英国―低

炭素エネルギ

ー発電のCfD制

度 

EU 2022/ 3/28 協議要請 

 

①EUは、英国の低炭素エネルギ

ー発電の差額決済契約（CfD）制

度に関する運用が、GATTに非整

合であるとして申立て。 

GGAATTTT(III)   

613.EU―南ア

フリカ産柑橘

類の輸入に関

する措置 

南アフリカ 2022/ 7/27 協議要請 ①南アフリカは、EUの南アフリ

カからの柑橘類の輸入管理措置

が、GATTやSPS協定に非整合であ

るとして申立て。 

GGAATTTT(I, III, 

X, XI)  

SSPPSS(1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 

10, Annex B, 

Annex C)  

 

614.ペルー―

アルゼンチン

からのバイオ

ディーゼル燃

料に対するAD

措置及び相殺

関税措置 

アルゼンチン 2022/ 9/ 2 協議要請 ①アルゼンチンは、ペルーのア

ルゼンチンからのバイオディー

ゼル燃料に対するAD措置及び相

殺関税措置が、AD協定、GATT、

WTO設立協定や補助金協定に非整

合であるとして申立て。 

AADD(2, 3, 5, 6, 

9, 11, 18, 

Annex II)  

GGAATTTT(VI)  

SSCCMM(10, 14, 

15, 19, 21, 

32)  

WWTTOO(XVI)  

 

615.米国―一

部の半導体等

製品及び関連

サービス・技

術に関する措

置 

中国 2022/12/12 協議要請 ①中国は、米国の半導体等の貿

易制限関連措置が、GATT, GATS, 

TRIMsやTRIPSに非整合であると

して申立て。 

GGAATTTT(I, X, XI)  

GGAATTSS(VI)  

TTRRIIMMss(2)  

TTRRIIPPSS(28)  

 

616.EU―イン

ドネシアから

のステンレス

鋼製品に対す

るAD措置及び

相殺関税措置 

インドネシア【日

本、アルゼンチ

ン、オーストラリ

ア、ブラジル、カ

ナダ、中国、イン

ド、韓国、ロシア、

シンガポール、台

湾、タイ、トルコ、

ウクライナ、英

国、米国】 

2023/1/24 協議要請 

2023/4/28 パネル設置要請 

2023/5/30 パネル設置 

①インドネシアは、EUのインド

ネシアからのステンレス鋼製品

に対するAD措置及び相殺関税措

置が、AD協定、GATT、補助金協

定に非整合であるとして申立

て。 

AADD（1，2，

9.11，18） 

GGAATTTT（Ⅱ，Ⅵ） 

SSCCMM（10，19，

32）  

 

617.米国‐ア

ルゼンチンか

アルゼンチン 2023/5/17 協議要請 
2023/9/1 パネル設置要請 

① アルゼンチン産の油井管製品

に課された最終AD措置及びAD及

AADD（17）  
GGAATTTT（XXIII） 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

らの油井管製

品に対するAD

措置 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、韓国、ロシア、

トルコ、ウクライ

ナ】 

2023/10/26 パネル設置 び相殺関税調査における輸入品

による損害の評価における輸入

品の相互累積に関する米国の法

律の特定の条項が 

618.EU‐イン

ドネシアから

のバイオディ

ーゼルの輸入

に対する相殺

関税措置 

インドネシア 
【日本、アルゼン

チン、カナダ、中

国、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、タイ、トル

コ、英国、米国】 

2023/8/11 協議要請 
2023/10/13 パネル設置要請 
2023/11/27 パネル設置 

① インドネシアは、インドネシ

アからのバイオディーゼル輸入

に対する確定相殺関税と、その

賦課につながった調査が補助金

協定、GATTに違反するとして申

立て。 

SSCCMM（30）  
GGAATTTT（XIII） 

 

619.ポーラン

ド‐ウクライ

ナからの農産

品に対する措

置 

ウクライナ 2023/9/18 協議要請 ① ウクライナはポーランドに対

し、ウクライナからの各種農産

物の輸入に関してポーランドが

発動した措置が農業協定、GATT

に違反するとして申立て。 

GGAATTTT（V、X、

XI）  
AAAA（4.2、5） 

 

620.ハンガリ

ー‐ウクライ

ナからの農産

品に対する措

置 

ウクライナ 2023/9/18 協議要請 ① ウクライナはハンガリーに対

し、ウクライナからの各種農産

物の輸入に関してハンガリーが

発動した措置が農業協定、GATT

に違反するとして申立て。 

GGAATTTT（V、X、

XI） 
 

621.スロバキ

ア‐ウクライ

ナからの農産

品に対する措

置 

ウクライナ 2023/9/18 協議要請 ① ウクライナはスロバキアに対

し、ウクライナからの各種農産

物の輸入に関してスロバキアが

発動した措置が農業協定、GATT

に違反するとして申立て。 

GGAATTTT（V、X、

XI）  
AAAA（4.2、5） 

 

622.EU-インド

ネシア産脂肪

酸に対するAD

措置 

インドネシア 2024/2/7 協議要請 ① インドネシアはEUに対し、EU

が発動したインドネシア産脂肪

酸に対するAD措置がAD協定に反

するとして申立て。 

AADD（1、2.2、

2.2.2、2.4.1、

3.1、3.4、

5.3、5.4、

5.6、5.8、

9.2、9.3）  
GGAATTTT（X:3(a)、

VI） 

 

（2024 年 2 月時点） 
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案件名（番号

はWTO紛争解決

機関のDS番号

に対応） 

申立国 

【第三国参加

国】 

経  過 

案件概要：①主な申立て事由 

②パネル報告 

③上級委報告 

関連協定 

第I部 

第II部 

記載 

らの油井管製

品に対するAD

措置 

【日本、ブラジ

ル、カナダ、中国、

EU、韓国、ロシア、

トルコ、ウクライ

ナ】 

2023/10/26 パネル設置 び相殺関税調査における輸入品

による損害の評価における輸入

品の相互累積に関する米国の法

律の特定の条項が 

618.EU‐イン

ドネシアから

のバイオディ

ーゼルの輸入

に対する相殺

関税措置 

インドネシア 
【日本、アルゼン

チン、カナダ、中

国、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、タイ、トル

コ、英国、米国】 

2023/8/11 協議要請 
2023/10/13 パネル設置要請 
2023/11/27 パネル設置 

① インドネシアは、インドネシ

アからのバイオディーゼル輸入

に対する確定相殺関税と、その

賦課につながった調査が補助金

協定、GATTに違反するとして申

立て。 

SSCCMM（30）  
GGAATTTT（XIII） 

 

619.ポーラン

ド‐ウクライ

ナからの農産

品に対する措

置 

ウクライナ 2023/9/18 協議要請 ① ウクライナはポーランドに対

し、ウクライナからの各種農産

物の輸入に関してポーランドが

発動した措置が農業協定、GATT

に違反するとして申立て。 

GGAATTTT（V、X、

XI）  
AAAA（4.2、5） 

 

620.ハンガリ

ー‐ウクライ

ナからの農産

品に対する措

置 

ウクライナ 2023/9/18 協議要請 ① ウクライナはハンガリーに対

し、ウクライナからの各種農産

物の輸入に関してハンガリーが

発動した措置が農業協定、GATT

に違反するとして申立て。 

GGAATTTT（V、X、

XI） 
 

621.スロバキ

ア‐ウクライ

ナからの農産

品に対する措

置 

ウクライナ 2023/9/18 協議要請 ① ウクライナはスロバキアに対

し、ウクライナからの各種農産

物の輸入に関してスロバキアが

発動した措置が農業協定、GATT

に違反するとして申立て。 

GGAATTTT（V、X、

XI）  
AAAA（4.2、5） 

 

622.EU-インド

ネシア産脂肪

酸に対するAD

措置 

インドネシア 2024/2/7 協議要請 ① インドネシアはEUに対し、EU

が発動したインドネシア産脂肪

酸に対するAD措置がAD協定に反

するとして申立て。 

AADD（1、2.2、

2.2.2、2.4.1、

3.1、3.4、

5.3、5.4、

5.6、5.8、

9.2、9.3）  
GGAATTTT（X:3(a)、

VI） 

 

（2024 年 2 月時点） 

  

第３章 紛争案件一覧 

 

案件は、WTO ホームページの案件一覧を参照 

URL：http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm 

 

なお、案件名に下線を引いている案件については、通商機構部にて運営する WTO パネル・上級委員

会報告書研究会にて、パネル及び上級委員会報告書の調査分析レポートを取りまとめ、公開しており

ますので、ご参照ください。 

URL:https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/3_dispute_settlement/33_panel_kenkyu

kai/kenkyukai.html 
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